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監査結果に基づく部門別の措置または対応状況（公表） 

１ 定期監査 

・環境部  ················································································ 【 P9 ～ 28 】 

   環境保全課  四日市公害と環境未来館  生活環境課 

・財政経営部  ············································································ 【 P29 ～ 58 】 

   財政課  行財政改革課  管財課  市民税課  資産税課  収納推進課 

・都市整備部  ············································································ 【 P59 ～ 99 】 

都市計画課  建築指導課  開発審査課  道路建設課・道路維持課  市街地整備・公園課 

河川排水課  道路管理課  用地課  営繕工務課  市営住宅課 

・市立四日市病院  ········································································ 【 P100 ～ 111 】 

総務課  施設課  医事課 

・教育委員会  ············································································ 【 P112 ～ 162 】 

   教育総務課  教育施設課  社会教育・文化財課  図書館  博物館 

   学校教育課  人権・同和教育課  指導課  教育支援課 

・市民文化部  ············································································ 【 P163 ～ 172 】 

  地区市民センター（６センター） 

・こども未来部  ·········································································· 【 P173 ～ 184 】 

   保育園（５園）  幼稚園（５園）  こども園（１園） 

 



・教育委員会  ············································································ 【 P185 ～ 198 】 

     小学校（１０校）  中学校（５校） 

 

 ２ 随時監査 

・市民文化部市民生活課（財務監査）  ······················································ 【 P199 ～ 200 】 

・財政経営部収納推進課（行政監査）  ······················································ 【 P201 ～ 204 】 

 

３ 出資団体監査 

・株式会社四日市市生活環境公社（環境部生活環境課） ········································ 【 P205 ～ 208 】 

・公益財団法人四日市市文化まちづくり財団（市民文化部文化振興課） ·························· 【 P209 ～ 211 】 

 

４ 財政援助団体監査 

・富田地区学童保育所運営委員会（こども未来部こども未来課） ································ 【 P212 ～ 215 】 

・四日市看護医療大学育成会（健康福祉部健康福祉課） ········································ 【 P216 ～ 218 】 

 

５ 公の施設の指定管理者監査 

  ・四日市市営宮妻峡ヒュッテ 

（特定非営利活動法人自然と子どもを育てる会、シティプロモーション部観光交流課） ···· 【 P219 ～ 223 】 

・四日市市なやプラザ(市民活動センター・なや学習センター) 

（公益財団法人ささえあいのまち創造基金、市民文化部市民協働安全課） ················ 【 P224 ～ 227 】 

 

６ 工事監査 

・山手中学校給食受入施設整備ほか工事（都市整備部営繕工務課） ······························ 【 P228 ～ 229 】 

・農業センター南ゾーン整備工事（商工農水部農水振興課） ···································· 【 P230 ～ 231 】 

 



７ 行政監査（テーマ：情報セキュリティの管理について） 

  ・総務部ＩＣＴ戦略課 ······································································ 【 P232 ～ 241 】 



令和２年度監査結果に基づく措置または対応状況の概要

１ 公表の内容
令和２年度定期監査、随時監査、出資団体監査、財政援助団体監査、公の施設の指定管理者監査、工事監査及び行政監査の結果に基づい
て、各部局が取り組んだ状況（講じた措置または対応状況）について公表する。

２ 公表の根拠
地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項、第５項及び第７項の規定に基づき令和２年度に実施した監査の結果、同条第９項及び第
１０項の規定により提出した監査結果報告に基づき、各部局において講じた措置または対応状況が監査委員に通知されたので、同条第１４項
の規定に基づき公表するものである。

３ 取組みの状況
【報告を受けて】
措置状況等の報告によると、指摘に対しては「措置済」が９１．１％（７２件）となり、「継続努力」が８．９％（７件）となっ

ている。また、意見に対しては「措置済」が７６．４％（３２１件）、「継続努力」が２３．３％（９８件）、「検討中」が０．２％
（１件）となっている。「措置済」と「継続努力」の報告が多く、各部局が監査結果に基づいて取り組んだことがうかがえるが、
指摘に対する「継続努力」が残っていること、「継続努力」が２０％以上であることなど、更なる取り組みが必要である。
今後において、「措置済」はその状態を継続し、「継続努力」は報告時点から一層の改善や向上が図られるよう要望する。特に

指摘に対して「継続努力」の所属においては、早急に「措置済」となるよう強く要望する。
また、市職員として、常に改善への意識を持ち、市民の信頼につなげるための具体的な取組みに努められたい。
報告の中には、多くの所属において共通した課題となっているものがある。これらを参考とし、それぞれの所属においても改善点

を見出し、自発的な取組みに生かすよう要望する。

（１）定期監査に係るもの

監査委員の指摘７１件のうち、「措置済」が９０．１％（６４件）、「継続努力」が９．９％（７件）となっている。

また、監査委員の意見３４１件のうち、「措置済」が７４．２％（２５３件）、「継続努力」が２５．５％（８７件）、「検討中」が

０．３％（１件）となっている。
各部局における取組みの状況は、次のとおりである。
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定期監査の結果に基づく対応状況の部局別件数及び比率

（令和４年３月３１日現在の対応状況）

監査結果

部局名 所属数 件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘 14 14 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

意見 23 16 69.6% 7 30.4% 0 0.0% 0 0.0%

指摘 11 8 72.7% 3 27.3% 0 0.0% 0 0.0%

意見 42 26 61.9% 15 35.7% 1 2.4% 0 0.0%

指摘 16 13 81.3% 3 18.8% 0 0.0% 0 0.0%

意見 77 54 70.1% 23 29.9% 0 0.0% 0 0.0%

指摘 5 4 80.0% 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0%

意見 11 3 27.3% 8 72.7% 0 0.0% 0 0.0%

指摘 13 13 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

意見 102 70 68.6% 32 31.4% 0 0.0% 0 0.0%

事項 0 0 - 0 - 0 - 0 -

意見 14 13 92.9% 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0%

指摘 9 9 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

意見 34 34 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘 3 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

意見 38 37 97.4% 1 2.6% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 71 64 90.1% 7 9.9% 0 0.0% 0 0.0%

意見合計 341 253 74.2% 87 25.5% 1 0.3% 0 0.0%

※　比率（％）は、各係数の小数点第２位を四捨五入した。従って、構成比において内訳の計と合計が一致しない場合がある。

未措置

環境部 3 R2.7.9～R2.7.28

財政経営部 6 R2.7.22～R2.7.29

監査対象
監査実施時期 区分

措置済 継続努力 検討中

9 R2.11.16～R2.11.27

都市整備部 10 R2.8.6～R2.8.20

市立四日市病院 3 R2.7.10

教育委員会

小学校･中学校 15 R2.11.5～R2.11.12

保育園・幼稚園
・こども園

11 R2.10.29～R2.11.4

地区市民センター 6 R2.10.27
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（２）随時監査に係るもの

（令和４年３月３１日現在の対応状況）

監査結果

件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

意見 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘 0 0 - 0 - 0 - 0 -

意見 5 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

意見合計 6 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

（３）出資団体監査に係るもの

（令和４年３月３１日現在の対応状況）

監査結果

件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘 0 0 - 0 - 0 - 0 -

意見 5 3 60.0% 2 40.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘 0 0 - 0 - 0 - 0 -

意見 12 12 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 0 0 - 0 - 0 - 0 -

意見合計 17 15 88.2% 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0%

R2.12.24

市民文化部市民生活課

財政経営部収納推進課

監査対象 監査実施時期 区分
措置済 継続努力 検討中 未措置

R2.11.27

未措置

R3.1.12

R3.1.12

監査対象

株式会社四日市市生活環境公社

（環境部生活環境課）

公益財団法人四日市市文化まちづ
くり財団

（市民文化部文化振興課）

監査実施時期 区分
措置済 継続努力 検討中
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（４）財政援助団体監査に係るもの

（令和４年３月３１日現在の対応状況）

監査結果

件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘 0 0 - 0 - 0 - 0 -

意見 6 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘 0 0 - 0 - 0 - 0 -

意見 3 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 0 0 - 0 - 0 - 0 -

意見合計 9 6 66.7% 3 33.3% 0 0.0% 0 0.0%

（５）公の施設の指定管理者監査に係るもの

（令和４年３月３１日現在の対応状況）

監査結果

件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘 0 0 - 0 - 0 - 0 -

意見 12 12 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

意見 11 11 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

意見合計 23 23 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未措置

R3.1.13

R3.1.14

区分
措置済 継続努力 検討中

富田地区学童保育所運営委員会

（こども未来部こども未来課）

四日市看護医療大学育成会

（健康福祉部健康福祉課）

監査対象 監査実施時期

未措置

R3.1.18

監査対象 監査実施時期 区分
措置済 継続努力 検討中

四日市市営宮妻峡ヒュッテ
（特定非営利活動法人自然と子ど
もを育てる会・シティプロモー
ション部観光交流課）

R3.1.18

四日市市なやプラザ(市民活動セン
ター・なや学習センター)
（公益財団法人ささえあいのまち創造
基金・市民文化部市民協働安全課）
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（６）工事監査に係るもの

（令和４年３月３１日現在の対応状況）

監査結果

件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘 0 0 - 0 - 0 - 0 -

意見 4 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 0 0 - 0 - 0 - 0 -

意見 4 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 0 0 - 0 - 0 - 0 -

意見合計 8 8 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

（７）行政監査（「情報セキュリティの管理について」）に係るもの

（令和４年３月３１日現在の対応状況）

監査結果

件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘 6 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

意見 16 10 62.5% 6 37.5% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 6 6 100.0% 0 － 0 0.0% 0 0.0%

意見合計 16 10 62.5% 6 37.5% 0 0.0% 0 0.0%

※（１）～（７）合計 指摘合計 79 72 91.1% 7 8.9% 0 0.0% 0 0.0%

意見合計 420 321 76.4% 98 23.3% 1 0.2% 0 0.0%

区分監査実施時期監査対象

区分
措置済 検討中 未措置

検討中 未措置措置済 継続努力

継続努力

R3.2.10総務部ＩＣＴ戦略課

監査対象 監査実施時期

（都市整備部営繕工務課）

農業センター南ゾーン整備工事

山手中学校給食受入施設整備ほか工事

（商工農水部農水振興課）

R3.1.26

R3.1.26
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監査結果の区分基準（令和２年度実施の監査にかかる基準） 

項 目 監 査 結 果 の 区 分 

勧告 次のいずれかに該当すると認められる場合で、特に措置を講じるべき事項として勧告するもの 

 ア 法令、条例、規則に違反しているもので、市の行財政運営や市民生活に重大な影響を及ぼすもの 

 イ その他故意または重大な過失により著しく適性を欠く事項で、特に措置を講じる必要があると認められるもの 

 ウ 市民の生命及び財産に重大な影響を及ぼすもの 

指摘 次のいずれかに該当すると認められる場合で、是正、改善の措置を講じるべき事項として指摘するもの 

 ア 法令、条例、規則、規程、要綱、要領、基準等に違反していると認められるもの（ただし、事前調査等における事務処理の誤

りなど、速やかに是正される軽微なものを除く） 

 イ 経済性、効率性、有効性の観点や住民福祉の向上のため、直ちに改善を要するもの 

 ウ 前回の監査で是正、改善を求められたものについて、必要な措置が行われていないと認められるもの 

 エ その他適性を欠く事項で是正する必要があると認められるもの 

意見  ア 経済性、効率性、有効性の観点や住民福祉の向上のため、ＳＤＧｓの観点から、改善方法の検討などを促し、、又は注意する必

要があると認められるもの 

 イ その他監査委員が特に要望する必要があると認められるもの 

 
措置を講じたときの報告及び公表の基準（令和２年度実施の監査にかかる基準） 

項 目 勧 告 指 摘 意 見 

措置報告の有無 
必要 必要 必要 

措置報告の時期 措置を講じた後速やかに（対応に時間を要

する場合は監査結果通知から３か月後に

「措置済」「検討中」「未措置」に分類し）

その対応状況を報告する。 

監査結果通知から６か月後に「措置済」「継続努力」「検討中」「未措置」に分類しその対

応状況を報告する。  

措置済み以外の

対応状況の報告 

報告が「検討中」「未措置」のものについて

は、報告後３か月経過時点で、その対応状

況を再報告する。 

報告が「継続努力」「検討中」「未措置」のものについては、報告後６か月経過時点で、

その対応状況を再報告する。 

公表など 報告を適宜集約し対応状況を監査委員に報

告する。 

最初の報告、再報告及び措置済時にはすべ

て公表し、本市ホームページに掲載する。 

報告を適宜集約し対応状況を監査委員に報告する。 

最初の報告及び再報告はすべて公表し、本市ホームページに掲載する。 

 

-7-

-7-



 

 

 

 

   監査結果公表第７号 

  

 

監査結果に基づく措置状況等の公表について 

 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、定期監査等の監査結果に基づいて講じた措置等の通知があったので、 

その通知に係る事項について別添のとおり公表する。 

 

 

            令和５年２月２８日 

 

 

                                            四日市市監査委員  加  藤    光 

                                            同         樋  口    孝 

                                            同         谷  口  周  司 

                                            同         小  林  博  次 
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（４）継続的事業において十分な効果が得られていないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

①　天津環境交流事業について
　国際交流の促進のため、友好都市天津市の環境保全に係る課題解決の一
助とするため現地セミナーや天津市からの研修生の受入れを企画運営する
事業を実施している。この事業のうち受入れ研修にあっては１９９３年か
ら、現地セミナーにあっては２００１年から実施しており、この２０年以
上の間で中国と我が国との関係が変化している中で、この事業の更なる発
展のため、これまでの事業の効果について検証すること。また、この事業
の報告書には、今回の事業を終えての所感、すなわち事業成果を今後、ど
のように本市の施策、事業に反映させていくかなどの記録が少ないように
思われる。この事業を通じて国際貢献を果たしたことが分かるよう、事業
報告書には成果に関する事項を記録すること。

　天津市の環境行政関係者が、本市の発展の過程で培ってきた環境保全技
術や管理手法等をはじめとした地方自治体等の取り組みや環境技術につい
ての知見を得ることにより、天津市における課題解決に役立てることがで
きている。成果の具体として、排煙脱硫装置や水質浄化装置等の公害防止
技術の修得のほか、環境規制や環境影響評価のシステム、環境技術の活用
に対する考え方等ソフト面への貢献である。日本の土壌汚染対策法の講義
を通じて、天津市でも土壌汚染対策に関する条例制定に至った経緯もあ
る。
　なお、天津市長の四日市市長あて書簡（２０２０年１０月）では「特に
環境保護分野の技術交流と人材育成の成果に際立ったものがあり、友好都
市間交流のモデルになっています。」と述べられるとともに、友好都市提
携４０周年記念宣言書（２０２１年３月）では、環境保全の分野における
実績をあげてきたことが述べられている。
　また、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、現地セミ
ナー及び受入れ研修を実施できなかったため、天津市のニーズを踏まえ
「騒音・悪臭の規制や苦情対応」をテーマとした講義動画を制作すること
により、環境分野における交流を深めたが、本事業受託者の事業報告書に
は天津市との質疑回答やアンケート結果のほか、今後の天津環境交流事業
の開催方法の提言等記載し、成果を記録した。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　　令和　２年　７月２８日

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　環境部　環境保全課
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【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

②　エコパートナーシップ推進事業について
　吉崎海岸の保全に係る企画運営業務委託とグリーンカーテン事業及びダ
ンボールコンポスト事業運営業務委託については、エコパートナーシップ
推進事業としてエコパートナーへの公募型事業と同一の事業名のもとに展
開されている。しかし、これらの委託業務は単独随意契約によっており、
委託先は従来から同一団体になっていることや、委託経費の積算において
公募型が実質的に直接経費のみであるのに対して、間接経費を１５％認め
るなど事業の形態もかなり異なっていることから別事業として整理するこ
とを検討すること。

　グリーンカーテン事業及びダンボールコンポスト事業運営業務委託につ
いて、令和３年度はグリーンカーテン事業運営業務委託をエコパートナー
シップ推進事業から地球温暖化対策事業に変更し、受託団体の変更と一般
管理費（間接経費）の引き下げを行った。ダンボールコンポスト事業運営
業務委託は令和２年度から実施しないこととした。
　また、吉崎海岸の保全に係る企画運営業務委託については、地元と連携
し、持続可能な形で環境保全に取り組んでいく必要があり、地元をはじめ
とした市民ボランティアと協働することにより、吉崎海岸の保全活動を実
施することが有効であるため、「エコパートナー登録団体」である地元の
市民団体に委託し、令和３年度においてもエコパートナーシップ推進事業
とした。一般管理費はこれまで団体と協議して決定してきたが、令和３年
度の契約にあたっても団体と協議のうえ１５％とした。なお、令和４年度
の委託内容を団体と協議する中でも、一般管理費の内容や見積額の内訳に
ついて協議する。

【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

③　環境保健予防事業について
　幼児を対象とした環境保健健康診査（アレルギー健康相談）やぜん息予
防等に関する講演会の開催などを行っている。これらの事業においては、
健康福祉部やこども未来部と連携するなかで、環境部としての役割をどこ
まで求めていくかについて検討すること。

　環境保健予防事業は、独立行政法人環境再生保全機構の助成事業を活用
し、実施している。環境保健予防事業のひとつである環境保健健康診査事
業は、一次診査としてこども保健福祉課が実施する１歳６か月児・３歳児
健康診査において、アレルギー素因児をスクリーニングし、二次診査とし
て、アレルギー健康相談を実施している。また、ぜん息予防に関する講演
会は、保育幼稚園課が同助成事業を活用し、保育士等を対象に数年にわた
り実施している。このように、直接、市民との関わりをもつこども未来
部、健康福祉部において、同助成事業を有効に活用し、事業展開を行うよ
う、環境部は、独立行政法人環境再生保全機構とのパイプ役を担ってい
る。

（５）公募型委託事業に係る契約事務の執行が適正になされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　７月１９日

　エコパートナー環境学習等業務について、事業者からの事業に係る企画
提案を募集し、環境計画に沿った適当な取組みを本市の事業として選定
し、当該事業を当該事業者に委託を行っている。企画提案の募集時に、提
案者から見積りを提出させているが、本市が採用した業務の委託料は、そ
の提案見積額と同額となっていた。当課以外の関係課職員もその構成員と
する審査会にて行う企画提案の審査の中で、提案見積額についても評価を
行っているが、審査に外部委員を含めるなど、委託料の妥当性を検証する
仕組みの構築を検討すること。

　受託候補者の選定後、企画提案時に提出された積算内訳書に基づいて委
託金額を受託候補者と協議しているが、令和３年度は委託契約締結時にお
いても受託者から積算内訳書の提出を受けた。また、外部委員を含める場
合は報償費の予算措置が必要となるため、令和３年度から企画提案時の積
算内訳書の評価方法を見直すことにより対応した。具体的には、各審査委
員が積算における各項目の見積額が適切か評価できるように審査要項の評
価表を一部見直した。その結果として令和３年度は令和２年度と比較し、
全ての受託候補者の積算内訳書の評価が６段階評価の中で厳しいものと
なった。
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２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

①　外来生物防除について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

ア　外来生物であるセアカゴケグモの生息状況について、市内３か所にお
いて調査を実施した。この結果を今後の外来生物防除に役立てるにあたっ
ては、外来生物に対する市民の不安を助長したり、外来生物を発見したと
きの対処方法につき誤解を与えたりすることのないよう、その取扱いに十
分注意すること。

　市内３か所の調査結果は施設管理者に提供しているが、セアカゴケグモ
は市内全域に分布しており、市内３か所の調査結果を公表することで、か
えって「セアカゴケグモが自分の住んでいる付近には生息していない」と
いう安心材料とならないように、また、市民の不安を助長しないように、
市のホームページやチラシ、電話応対等により、市民に対して分布状況や
安全な駆除方法を丁寧に説明する。

【　措置済　】　　令和　２年　８月　７日

イ　特定外来生物であるアライグマ及びヌートリアによる被害防除のた
め、チラシやポスターの作成による啓発や捕獲檻の貸出しを行っている
が、特定外来生物を見つけたときにまず取るべき対処が市民にとっては分
からず、不安であるという声を聴く。市民目線での誰でもできる対処方法
についてもホームページやチラシなどで啓発すること。

　市内全域に分布して捕獲件数が多く、タヌキなどとよく似た凶暴な性格
のアライグマについては、見分け方を説明したチラシをホームページ上に
掲載した。また、アライグマの被害を予防するために、野菜くずなどの家
庭ごみを放置しないことや、民家への侵入防止策などの対処方法をホーム
ページに掲載して啓発を図った。

②　公益財団法人国際環境技術移転センターについて【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年７月３１日

　公益財団法人国際環境技術移転センター（以下「ＩＣＥＴＴ」とい
う。）は、本市がその一部を出資して設立された財団法人であり、市長が
理事を務めている。ＩＣＥＴＴの経営は、国からの受託収入が減少したた
め経費超過となって、収益状況の悪化が懸念される。本市にとっても有益
となる事業をこれからも持続的に実施していけるようＩＣＥＴＴの経営状
況を見守っていくこと。

　ＩＣＥＴＴは本市のほか、国、三重県、独立行政法人国際協力機構（Ｊ
ＩＣＡ）等から業務を受託しているが、ＩＣＥＴＴの収入の大半は運用収
入となっているところである。市長が理事を務めるほか、環境部長が評議
員を務め、事業方針や財務状況等を確認することにより、経営状況を見
守っていく。
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）所属において業務に必要なスキル（知識、経験）が継承されないリ
スク

【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　当課の職員のうち当課勤続年数が３年未満の者が７割を占めており、環
境という高度の専門性を有する職務内容と、これから中核市を目指してい
く中での人材育成を考えると、経験や知識技術が不足しているのではない
か懸念される。計画的に人材育成を行うとともに、その計画について人事
当局に示すことにより人材の確保に努めること。

　人事当局へ当課として増員を要望するとともに、環境行政の経験のある
再任用職員の配置を要望した。
　業務遂行に必要な知識及びノウハウの継承については、手順書の作成や
業務分担を変更するとともに、会議等で情報共有を図るよう努めている。
また、環境省の研修等に参加し、専門知識や環境モニタリング技術等を習
得できるよう努めている。
　中核市への移行を見据えては、当課と三重県との人事交流により、職員
が専門的な知識や業務遂行のためのノウハウ等を学ぶとともに経験を積ん
できた。令和３年度は前年度まで県の環境行政担当部署に派遣されていた
職員が当課に配属となり、大気水質係１名増として体制強化を図ってい
る。

（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和２年度の時間外勤務が年間３６０時間を超える職員は２人となり、
前年度と比べて４人減となった。今後も課内での協力体制の充実などを呼
びかけるとともに、毎週水曜日は朝礼において、ノー残業デーの徹底を呼
び掛ける。また、特定の職員に業務が集中しないように業務分担の見直し
を随時行い、業務改善による時間外勤務の縮減に取り組んでいく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和３年度の時間外勤務が年間３６０時間を超える職員は、時間外勤務
の縮減に努めているが、新型コロナウイルス感染症対策室への職員の転
出、職員の保健所兼務及び保健所応援動員等により、令和２年度に比べて
増加する見込である。引き続き、ノー残業デーの徹底や年休取得の呼び掛
けを行うとともに、業務改善等による時間外勤務の縮減に取り組んでい
く。

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。
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２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　環境対策の推進について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　他都市の取組事例などを研究し、地球温暖化対策として令和３年度から
県下で初めて「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」（略称ＺＥＨ〔ゼッ
チ〕）の補助を行うこととした。第４期四日市市環境計画（２０２１～２
０３０年度）に基づき、引き続き、気候変動への対応や環境教育等に取り
組んでいく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　国の地球温暖化対策計画の改定（令和３年１０月）、改正地球温暖化対
策推進法（令和３年５月）に基づく再生可能エネルギーの利用促進に対応
するため、令和４年度において、第４期四日市市環境計画（地球温暖化対
策実行計画）の見直しを行うこととした。今後も環境計画に基づき、気候
変動への対応等に取り組んでいく。

②　水質汚濁、騒音等に係る監視及び指導について
【住民福祉の向上の視点】

【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　法に基づいて水質汚濁等に係る監視及び指導を行っているが、法で定め
られた規制値を超える水を排出した者に対しては引き続き厳正に対処する
こと。また、音、振動、臭いに敏感な社会になってきており、騒音、振
動、悪臭に対する改善策については、他の関係する外部機関や市内部の部
局との連携を図り対処すること。

　環境法令に基づき、事業者に対する監視及び指導を行っているが、水質
汚濁防止法に基づく排水基準を超過する排水を排出した工場や事業場につ
いては、法に基づき引き続き厳正に対処していく。また、騒音、振動、悪
臭に対する相談が市に寄せられた場合には、現地確認を行うとともに、必
要に応じて関係部局や関係機関と連携しながら指導等を行っていく。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし

　本市が更に先進的な環境都市となるため、他都市の取組事例なども研究
して、低炭素社会の実現に向けた様々な施策を強力に推し進めること。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

①　人材確保、人員配置について
　事務的なミスが散見される。小さなミスが重なると大きなミスにつなが
り、加えて市民からの信頼を損ねることにもなりかねない。運営に支障の
ないよう適切な人材確保、人員配置について対処すること。

  定期監査後、実務研修を実施し当面の業務を適正に実施するようにした
うえで、適正事務実施が組織の抜本的な課題である旨人事当局と調整した
結果、令和３年４月に庶務事務に精通した職員が配置された。

【　措置済　】　　令和　３年　４月 １日

②　事務の引継ぎについて
　土日、祝日が開館日であり、職員の週休日が異なることから全員が顔を
合わせるのは週に２日間である。引継ぎを正確に行い、事務的な不備が起
こらないように留意すること。

　毎週水曜日を出勤指定日とするとともに、主要な会議の概要等を朝礼で
報告、ホワイトボードへの書き込みをするなど情報の共有に努めた。

【　措置済　】　　令和　３年　４月 １日

③　内部事務管理について
　事務処理の基本的な部分で、いくつかの指摘事項が見受けられた。これ
らは、職員の業務上の知識不足や単純なミスに加えて、所属内でのチェッ
ク・牽制体制が不十分であったことに大きな要因がある。所属長は、定め
られたルールに基づいた事務執行の意識を職員に定着させ、日常的に確認
すべき事項を定型化し確認するなど牽制体制を整備して、内部事務管理の
徹底を図ること。

　令和２年７月から年度末まで正職員５名中２名が病欠、１名が産休とい
う状況であった。決裁時のチェックでミスがあったときは担当者に注意を
促して、ミスの再発防止に努めた。適正な事務実施が組織の抜本的な課題
である旨人事当局と調整した結果、令和３年４月に庶務事務に精通した職
員が配置された。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　環境部　四日市公害と環境未来館

３　監査実施期間　　　令和　２年　７月　９日
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（５）公募型委託事業に係る契約事務の執行が適正になされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　４月　３日

①　エコパートナー環境学習等業務委託について
　エコパートナーは市民や環境団体からなるため、提出書類の不備が散見
される。ホームページの提出書類の書式に書き方の見本や解説を記すなど
分かりやすいように明示をすること。また、書類作成の前には書き方の説
明を行うこと。提出時には書類の確認をすること。

　書類不備の原因は行政側の説明不足も要因になっていることから、令和
３年４月３日のエコパートナーミーティングの際にポイントを整理した資
料を準備し、説明を行った。

【　措置済　】　　令和　３年　４月　３日

②　エコパートナー環境学習等業務委託について
ア　前回監査の意見に「大半が設けた上限金額で契約しているが、契約額
の妥当性を明確にするため証拠書類の確認をすること」とあり、対応状況
では「実施内容及び予算案を精査し、事業実施後、抜き打ちで領収証の提
出を求める」となっている。適正な事業の経費となっているか、委託価格
の妥当性について検証すること。

　業務委託の見積価格の適正さの確認については、令和３年４月３日に開
催したエコパートナーミーティングで、事業費用等と制度の説明を行っ
た。また、提案事業を審査委員会にてしっかりと事業内容と適切な見積書
かどうかを審査してもらっている。また、今後もエコパートナー（受託
者）に支出関係書類の保存をしてもらい、抜き打ち検査も継続していく。

【　措置済　】　　令和　３年　４月　３日

イ　エコパートナーの登録件数を目標と掲げているが、団体数の目標が不
明瞭である。団体数よりも環境に対する啓発等業務の効果が出るよう、登
録団体の質の向上を図ること。

　エコパートナーの団体数については、令和３年４月策定の第４期四日市
市環境計画で目標を変更した。
　また、エコパートナーの質の向上については、市の基本方針である上記
計画の正しい理解と他団体の活動の状況の共有が必要であるとの認識のも
と、令和３年４月３日に開催したエコパートナーミーティングで説明を実
施した。
 なお、エコパートナーの登録団体目標を第４期四日市市環境計画で１０
０団体から５５団体に変更した。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　　指摘なし
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　職員配置が厳しいなか事務の効率的な実施に努め、令和２年度は、新型
コロナウィルス感染症拡大に伴う見学団体の減少による事務負担の減少に
より時間外勤務時間を年間３６０時間以内に抑えることができたが、年次
有給休暇の取得については、十分な成果が上がっていないことから計画的
な年次有給休暇の取得に向けた取り組みを行う。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　事務の効率化に努め、令和３年度は新型コロナウィルス感染症拡大に伴
う見学団体の減少による事務負担の減少もあり、時間外勤務時間を年間３
６０時間以内に抑えることができる見込みである。
（多い順）令和４年１月３１日時点
①職員Ａ　１８７時間
②職員Ｂ　　４１時間
　年次有給休暇の取得についても、効率的な職員の業務配分により取得も
しやすくなった。
（多い順）令和４年１月３１日時点
①職員Ａ　３０日
②職員Ｂ　１７日
③職員Ｃ　１０日

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。
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２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　来館者アンケートの活用について【住民福祉の向上】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　現在、アンケート内容について検討中であり、令和３年度に開催する企
画展に合わせてアンケートの内容を見直し、利用者のニーズを把握できる
ように努めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　令和３年１０月１日～１０月３１日まで開催した企画展「わたしたちの
くらしとごみ」において、子どもでも分かりやすいよう展示とアンケート
内容を工夫した。アンケートの意見は令和４年度以降の企画展に繋げられ
るようにするとともに、内容も回答しやすく分かりやすいものとなるよう
考慮していく。そしてアンケートから得た意見も元に、誰にでも理解しや
すい展示内容となるよう心掛ける。
　次年度以降の来館者についても、展示内容が陳腐化しないよう令和４年
度に一部展示のリニューアルを実施し、リピーターの確保など来館者の増
加に努める。

②　企画展の観覧者数について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　観覧者が興味をひくように内容を工夫するため、企画展を受託する業者
とも毎月１回以上打ち合わせを行った。観覧者が何かに「気づき」、何ら
かの行動に繋げられるような企画展になるように取り組みを行い、令和３
年度「わたしたちのくらしとごみ展」を９月に開催することを決定した。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　観覧者が興味をひくように内容を工夫するため、企画展を受託する業者
とも毎月１回以上打ち合わせを行った。観覧者が何かに「気づき」、何ら
かの行動に繋げられるような企画展になるように取り組みを行い、令和５
年度の企画展につなげていく。令和４年度は、四日市公害判決５０年の区
切りとして企画展を予定しているが、誰が観覧しても分かりやすいものに
していく。アンケートは基本的に分かりやすい内容を求めており、今後も
ご意見をお聞きしながら開催していく。

令和３年度企画展「わたしたちのくらしとゴミ」
来館者数　１，５６３人
この企画展は小学校低学年の児童でも理解できるような内容とした。

　観覧者数の目標を５,０００人以上と見込んでいたが、実績は１,９７３
人であった。見込みが減であったことの原因を分析することにより、今後
多くの観覧者が興味のあるような企画展につなげていくこと。

　来館者にアンケートを取っているが、再度の来館につなげるための仕組
みが必要である。また、環境問題に関心がある来館者のアンケートには、
施策のヒントとなる意見をいただけるように自由記述的な所を充実させる
ことなど、アンケートの内容を工夫すること。
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③　ＳＤＧｓ（２．飢餓を０に　１４．海の豊かさを守ろう　１５．陸の
豊かさを守ろう）を基本とした食品ロスの取組みについて【ＳＤＧｓの視
点】

【　措置済　】　　令和　３年　７月　１日

　「私たちの暮らしとごみ展」の企画展を計画しているが、ＳＤＧｓを基
本とした食品ロスの取組み等を環境部局が火付け役となり、ブームを起こ
していくように補完すること。
※　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、２０１５年９月の国連サミッ
トで採択されたもので、２０３０年までに達成するために掲げた１７の目
標である。

　令和３年度企画展　「わたしたちのくらしとごみ展」においてＳＤＧｓ
の視点も踏まえ食品ロス、クールチョイス、海洋プラスティックなど様々
な切り口から展示を組み立て、身近な環境課題を「自分ごと」として理解
し、その後の各自の生活のなかで何か取り組んでいけるような展示になる
よう工夫した。

④　四日市公害に関する資料の収集、保管について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

ア　公害に関係する資料を収集し、デジタル化することは、公害の記憶が
薄れないために重要な役割である。資料の収集とデジタル化について積極
的に予算要求をし、公害資料の公開を進めていくこと。

　ご指摘の趣旨を踏まえ、公害に関係する資料の収集とデジタル化などの
適切な保管に努めるとともに保管資料を研究者等が特別利用できるような
制度設計を行った。

【　継続努力　】　　令和　３年　７月３1日

　令和２年度から３年度まで、提携大学側とは新型コロナウイルス感染拡
大防止のため大学と連携した講座や展示などの実現が出来ていない状況で
あることから、今後も大学などの研究機関と協議し、具体的に連携するよ
うに努める。資料研究も同様に努力する。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３1日

　令和２年度から３年度まで、提携大学側とは新型コロナウイルス感染拡
大防止のため大学と連携した講座や展示などの実現が出来ていない状況で
はあるが、大学などの研究機関と協議し、令和４年度は、協働事業を進め
ていく。一例では、７周年記念講演会で三重大学大学院教授に講演いただ
く予定である。
　その他、資料の収集や調査に関する事業については、新型コロナウイル
ス感染防止の観点から、その状況にも左右されるが、講座形態をオンライ
ン講座等にするなど開催できるように努める。特に夏休みを中心に連携講
座は開催しているので、当館から提案していく。

イ　大学など研究機関との連携については講座開催の補助にとどまらず、
公害関係の資料の収集や調査についても検討すること。
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⑤　企画展への財団等助成金について【経済性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　財団への応募が多かったことから配分が少なくなったが、企画展の内容
をオンリーワン企画とするなど工夫をすることで助成金の満額確保に努め
ることとする。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和４年度の企画展「四日市公害判決５０年事業」を申請し、要望額の
２分の１である１００万円の助成が決定した。今回は推薦状を前市長の田
中氏からいただき満額助成を目指したが、令和４年度も要望額の２分の１
であった。２分の１になった理由は公表されておらず不明であるが、財団
側が一定のルールに則って決定している可能性があり、市立博物館も同様
の対応となっている。今後も引き続き、助成金の満額確保に努めるととも
に、助成金申請のあり方についても検討を行う。

⑥　プロポーザルによる契約について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　当館の運営業務の予算の半分以上をプロポーザルにより委託している。
環境学習事業の運営委託等業務内容の把握のため、事業者と密に連携を取
ること。

　新型コロナウィルス渦のなかで環境学習に対するニーズが変わっている
面があることから、実施予定の講座内容について市民のニーズの変化に見
合うものとなるよう月に１度の調整会議のなかで意見交換を実施してい
る。

リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（４）主要事業の目標設定のリスクについて 【　対応状況　】　　令和　３年　７月３１日

　エコパートナーの登録団体数については、令和３年３月策定の第４期四
日市市環境計画で市内の環境活動を行う団体の上限を見極め、１００は無
いと判断し、目標を５５団体に設定することとした。
　毎年、団体の解散などによる脱退や新規登録があるが、エコパートナー
の登録数は現時点は５７団体である。

【　対応状況　】　　　令和　４年　１月３１日

　エコパートナーの登録団体数については、令和３年３月策定の第４期四
日市市環境計画で市内の環境活動を行う団体の上限を見極め、１００は無
いと判断し、目標を５５団体に設定することとした。
　毎年、団体の解散などによる脱退や新規登録があるが、エコパートナー
の登録数は現時点は５５団体である。

・委託事業の件数確保のために審査が甘くなっていないか。

リスク発現の可能性（〇予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　指標とするエコパートナー登録件数目標は１００団体であり、実績は
５３団体である。達成目標と現実の乖離が大きく登録を増やすため委託事
業等の審査の緩みが危惧される。現実的な登録件数とすることが必要であ
る。

　企画展の開催に際し、公益財団法人岡田文化財団２０１９年度助成金を
申請したものの申請額の２分の１となったが、助成対象経費の精査をし、
満額でなかった理由を分析することで今後満額になるように努めること。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

　　　指摘なし

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

事務処理誤りについて【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年１０月２１日

　事務処理誤りが１７件と多く、基本的な誤りも散見される。事故にもつ
ながりかねないため、内部統制の体制を整備して内部事務管理の徹底を図
ること。

　会計事務の手引き等を職員全員に回覧し、正しく事務処理を行うよう周
知を図った。また決裁承認者及び決裁権者の確認時においても会計規則や
根拠法令等に基づく細やかな確認を意識し、事務処理誤りを防ぐよう努め
ている。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　環境部　生活環境課

３　監査実施期間　　　令和　２年　７月　９日
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　業務遂行に必要な知識及びノウハウの継承については、手順書の作成や
業務分担の見直しを行うとともに、係内会議等で情報共有、意思統一を図
るよう努めている。
　また労務管理を適正に行うことができる職員数、かつ事業を一元化する
ことで効率的に業務を遂行できる組織づくりのため、令和４年度に向けた
組織機構見直しを行っている。

【　措置済　】　　令和　４年　１月２１日

　業務遂行に必要な知識及びノウハウの継承については、手順書の作成や
業務分担の見直しを行うとともに、係内会議等で情報共有、意思統一を図
るよう努めている。
　また組織・機構の見直しにより、ごみ収集・処理部門を中心とした環境
事業課が設置されることにより、労務管理上適正な規模の人員配置となる
予定である。また課内の業務内容が明確となり、担当業務に集中できる環
境となることを見込んでいる。

職員の適正配置と人材確保について
　管理業務の人員数が少なく、勤務時間内は調査・住民応対等で多忙のた
め、時間外勤務も多く、すべての業務に手が回らない実態がある。また、
職員構成について、在職年数が長い職員１人の他は年数が短い職員が非常
に多く、在職年数が長い職員に業務負担が偏ったり、その経験知識に頼っ
たり、蓄積されたノウハウがうまく継承できない部分がある。所属全体で
１３４人と巨大な組織であり、組織・機構改革も進めるとともに、引き続
き人事当局に経験や専門知識の持つ職員の必要性を説明し、人材確保に努
めること。

-21-

-21-



（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和２年度の時間外勤務が３６０時間超の職員は７名いるものの、課全
体の一人当たり年間平均時間外勤務は、令和元年度より減少している。
（令和元年度：３５０時間　→　令和２年度：３１５時間）今後も業務分
担及び業務内容の見直しによる効率化を図り、また働き方改革推進本部の
通知に基づき朝礼での声がけや職員同士の働きかけにより時間外勤務時間
の縮減を図る。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和３年度上半期の課内総時間外勤務時間数が１，９００時間（令和２
年度上半期：２，０７８時間）と前年より減少した。引き続き業務内容の
見直しなど効率的な業務遂行を心掛けるとともに、職員間での声がけなど
により時間外勤務時間の縮減を図る。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　公衆浴場助成費補助金について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　６月３０日
　公衆浴場の確保を図るため、法令に基づき、市内４か所の公衆浴場に対
し補助金を支出しているが、補助金支出の明確な根拠となる公衆浴場の必
要性や需要の程度を十分掌握すること。

　平成３１年１月の厚生労働省通知「一般公衆浴場への適正な優遇措置等
について」に基づき適正な優遇措置を受けられるよう条件を満たした公衆
浴場のみに水道料金を対象に補助金を支出している。
　経営者の高齢化などにより年々対象施設が減少しているものの、継続的
な利用者があることから、市民の浴場利用機会の確保、公衆衛生の向上及
び健康の増進に必要な環境を維持するため事業者への補助は必要と考え
る。

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。
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②　旧慣墓地の管理について【効率性の視点】 【　検討中　】　　令和　３年　７月３１日
　旧慣墓地は墓地開設当初より自治会、管理組合等が経営し管理してきた
が、法人格のない団体が所有権登記を行うことができないため、戦後土地
の所有権が市に帰属されたものである。
　そのため現状は、旧来の慣行に基づいて各地域でそれぞれ管理されてお
り、市が管理する公の施設としての霊園ではないことから、管理運営方法
に係る方向性を定めることについては慎重な判断が必要と考える。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日
　前回記載のとおり、旧来の慣行に基づき長年地域の墓地として管理され
てきた実績があり、かつそれぞれの団体の管理方法が確立されていること
から、市が主導で統一した管理運営方針を立てるのであれば、長期的に計
画を立て細やかな調整を行うことが必須と考える。そのため、引き続きよ
りよい方法を模索していく。

③　北大谷霊園の維持管理について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年　７月　９日

　北大谷斎場と北大谷霊園の管理運営業務を併せて委託している。霊園に
おける共有部分の除草や通路の水はけなど維持管理に不十分なところが見
受けられるので、委託業者に対する牽制をしっかり行っていくこと。

　従前より市職員も定期的に現地確認を行って不具合があれば委託業者へ
確認及び改善を申し入れているが、委託契約外の部分は市が直接対応して
いる。今後も不十分な箇所を発見した際には委託業者へ速やかな対応を求
める。

　地域の数ある旧慣墓地については、登記簿上の所有者は市となっている
が、実質的な管理運営は、旧来の慣行により地域の自治会や墓地管理組合
が行っている。しかし、職員による現地実査も数量が多いために苦慮して
いるような状況であり、適切な管理実態とはなっていないので、将来の管
理運営方法について方向性や方針を立てること。
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④　無縁墓の整理について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　使用者の調査については現在も墓地敷地内に看板を設置し使用者への申
出及び承継手続きを働きかけている。
　また無縁墓の改葬を実際行うにあたっては死者の尊厳の問題、権利関係
など配慮すべき点が多くあり、まずは他市町で実際行われている手法につ
いて研究を行う。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　使用者の調査及び現使用者への承継手続きについては、引き続き働きか
けている。
　無縁墓の改葬については、改葬先の納骨施設の用意なども必要であるた
め、現在推進計画により進めている合葬墓の整備とともに他市の実績及び
改葬に至るまでの手法を引き続き研究していく。

⑤　墓地埋葬法に基づく埋火葬について【効率性の視点】 【　検討中　】　　令和　３年　７月３１日
　この業務については年々件数が増加しており、調査時間及び手間のかか
る案件も多く対応に苦慮しているところである。今後、他市町の状況を調
査するなどし、効率的な業務遂行に向けて検討する。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日
　他市町から得た調査状況でも、当市と同程度の親族の調査を行ってお
り、また死亡の状況によっては親族が火葬を行うこともあることから、効
率性のみを重視し調査を省略することは困難と考える。
　今後は、先進地を参考に当市における事務要領を作成し、効率的な仕組
みを構築していく。

⑥　し尿処理経費について【経済性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年１１月１９日

　豊田市、岐阜市、金沢市に比較して処理量１トン当たりの経費が高い。
調査により、理由の検証を行うこと。

　金沢市においては収集業務を許可制としており、市の負担する経費は処
理に係る部分のみとなっている。また、豊田市・岐阜市においては収集業
務を直営及び委託で実施しているが、浄化槽汚泥も含めた全体の処理量に
おけるし尿収集量の割合が当市に比べ低い。浄化槽汚泥の収集に関しては
両市とも許可制であるため収集にかかる市の経費は発生しない。このこと
から収集に係る経費部分で差が生じていると考える。

　市営霊園のうち、富洲原、富田、塩浜の３霊園については、使用者が不
明となっている墓が数多く存在し、実態調査を進めているとのことである
が、多死社会に向けて、全市的な調査を本腰を入れて進めること。また、
そのうえで使用者が判明しない無縁墓については、人間の尊厳に関わるこ
とでもあり、心のこもった無縁改葬の手法を検討しておくこと。

　引き取り手のない遺体の埋火葬業務については、件数は少ないものの、
個々の事案ごとに、引き取り手を調べる戸籍調査業務、引き取り依頼や委
任状取得等の業務、遺体の安置から埋火葬に至る業務等、職員の負担は大
きく、また、今後業務量が増えていくことが予想される。行政として、今
のうちに対策を考える必要がある。業務の効率的な仕組み作りや、当業務
を担うべき部局や業務分担のあり方について検討し、職員の働き方改革に
つなげること。
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⑦　廃棄物処理施設整備等基金について 【　未措置　】　　令和　３年　７月３１日

　クリーンセンターをはじめ他施設の老朽化状況も踏まえ、今後の整備予
定を策定したうえで、長期的な積立計画の検討に着手していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　クリーンセンターをはじめ所管する施設の老朽化状況及び今後の整備計
画を踏まえ、中長期的な積立計画について検討を進めていく。

⑧　不用額について【効率性の視点】 【　継続努力　】　令和　３年　７月３１日

　当課事業は年毎に取扱件数や処理量に波があるため、執行額の把握は
行っているものの幅をもたない予算要求に踏み切れないところである。今
後とも執行額を注視し、不用と判断でき次第速やかに減額補正を行ってい
く。

【　措置済　】　令和　４年　１月１４日

　令和３年度予算について、執行状況及び今後の見込を注視し、工事の入
札差金など理由が明らかな事業に加えて、報酬、旅費など予算要求時と実
績に差が発生しているものについて減額補正を行った。また、令和４年度
予算要求においても、実績のみならず今後の状況の変化見込等を踏まえた
積算に努めた。

【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

イ　「し尿収集業務委託、し尿等転送業務委託」において、予算額２億
６，４００万円に対し、契約額２億４，８００万円と１，６００万円の不
用額を生じている。適正な予算編成を行うため、予実分析を行うこと。

　令和２年度においては予算額２億７，１１５万円に対し契約額２億７，
１０４万円、令和３年度においては予算額２億７，６４８万円に対し契約
額２億７，６４３万円となっている。今後も状況を見極めた適正な積算を
心掛ける。

　約１５年後、クリーンセンターの大規模改修工事を行う必要があり、長
期的な基金積立等の財政計画を検討していくこと。

ア　多くの事業について、不用額が生じている。予算編成においてできる
限り正確な執行額の把握に努め、不用額の減少に努めること。
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リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（４）出先機関のリスク（マネジメントの目が行き届かない） 【　対応状況　】　令和　３年　７月３１日

　令和２年度、クリーンセンターに管理職は不在であったが、管理職経験
のある再任用職員は常駐しており、担当者とともに日々厳正な確認を行う
など、現金の取扱いにおけるリスクを回避してきた。
　また、令和３年度は再び管理職の再任用が配置されたことに加え、実務
においてもこれまで同様の確認作業を継続し、一層のリスク回避に努めて
いく。

【　対応状況　】　令和　４年　１月３１日

　令和２年度、クリーンセンターに管理職は不在であったが、管理職経験
のある再任用職員は常駐しており、担当者とともに日々厳正な確認を行う
など、現金の取扱いにおけるリスクを回避してきた。
　また、令和３年度は再び管理職の再任用が配置されたことに加え、実務
においてもこれまで同様の確認作業を継続し、一層のリスク回避に努めて
いる。

・　分任出納員を施設に配置していないため、現金等管理上のリスクはな
いか。

リスク発現の可能性（〇予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　クリーンセンターでは、小口現金（犬猫処分料用）を取り扱っている
が、現在、現金出納員となる管理職が常駐せず、再任用職員の現金取扱員
が日々の現金出納を確認しており、月末にまとめて出納員（課長）が確認
をしている状況である。
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（５）不法行為対応のリスク（不法投棄、資源物持ち去り、暴力対策、警
察との連携）

・　不法投棄及び資源物持ち去りへの対応については、個々の通報に対応
しきれないリスクはないか。

リスク発現の可能性（〇予防策あり、△可能性あり、×発現）

【　対応状況　】　令和　３年　７月３１日

　不法投棄対策については、不法投棄多発地点を中心に巡回パトロールの
実施や監視カメラを設置するとともに、自治会等からの要望に対し啓発看
板の提供を行うなどして抑止に努めた。
　また、市民からの個々の通報等に対して現場確認を行い、状況に応じて
投棄物の回収や警察、三重県と連携して関係者からの聞き取りを適切に
行った。その内容や行為者への指導等の対応状況をシステムに入力し、進
捗管理や情報の蓄積を行った。
　令和２年度には四日市市を美しくする条例を改正し、不法投棄禁止及び
悪質なケースについて行為者の氏名等を公表できることを明確化した。

【　対応状況　】　令和　４年　１月３１日

　不法投棄対策については、従来より不法投棄多発地点を中心に巡回パト
ロールの実施や監視カメラを設置するとともに、自治会等からの要望に対
し啓発看板の提供を行うなどして抑止に努めている。令和３年度において
も監視カメラ４台の増設を予定している。
　また、市民からの個々の通報等に対して現場確認を行い、状況に応じて
投棄物の回収や警察、三重県と連携して関係者からの聞き取りを適切に実
施し、その内容や行為者への指導等の対応状況をシステム入力することに
より進捗管理や情報の蓄積を行っているが、これについても引き続き実施
していく。

△　不法投棄への対応について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、違反者には罰則（懲役、
罰金）が適用される。不法投棄物の内容を確認し、行為者が特定できる場
合のみ、悪質なものは警察に通報し、合同で現場立ち合いを行い、行為者
に指導等を行っている。市民からの個々の通報への対応を適切に行う必要
がある。
（令和元年度実績）
　　警察への通報　３件、顛末書提出　０件、電話注意　８件、文書注意
６件
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【　対応状況　】　令和　３年　７月３１日

　以下のとおり、個々の通報への対応を適切に行った。
　当課に電話、ファクス、電子メール等で通報があったすべての事案を記
録するとともに、持ち去られた資源物の種類や持ち去った者の風貌、人
数、使用車両などについて、情報の蓄積を行った。また、毎週火曜日の午
前８時３０分から、委託事業者と打合せを行い、パトロールの状況等の報
告を受けるとともに、個別のケースを取り上げて、パトロールの強化や資
源物集積場における張り込みの実施など、地域や行為者の特性など、状況
に応じた対応の検討を行った。
　これらを踏まえて、現地に職員が直接赴き、自治会長や通報者、地区市
民センターなどへの聞き取りなどを行うとともに、委託事業者はもとよ
り、警察とも連携しながら地域のパトロールや資源物集積場における張り
込みを実施するなど、資源物を持ち去られないよう施策を講じた。

【　対応状況　】　令和　４年　１月３１日

　個々の通報への対応については、上記のとおり引き続き適切に行ってい
る。
　これらの取り組みに加えて、紙類や金属類などを資源化する事業者に対
して、資源物を持ち去った者から買い取りを行わないよう、職員が個別に
事業者を訪問し、文書で協力を依頼するといった取り組みを行っている。
　また、持ち去り行為を常習的に行っている者に対して、罰則を強化する
内容などを盛り込んだ「四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条
例」改正案を、令和３年度２月定例月議会に上程することを検討するな
ど、より一層、資源物を持ち去る行為を防止する取り組みを進めている。

△　資源物持ち去りへの対応について
「四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」により、違反者
には２０万円以下の罰金が科される。委託パトロールにより、重点箇
所を割り出し、警察と連携して張り込みを行い、告発も行っている。
民間の警備会社にパトロールを委託しているが、個々の通報への対応
を適切に行う必要がある。
（令和元年度実績）
　指導　７件、警告書発布　６件、禁止命令書発布　６件、告発　６
件
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

内部事務管理について
　事務処理の基本的な部分で、指摘事項が見受けられた。これは、職員の
業務に関する知識不足や単純なミスに加えて所属内でのチェック・牽制体
制が十分に機能していないことに要因がある。所属長は定められたルール
に基づいた事務執行の意識を職員に定着させるとともに、所属において発
生しやすいミス等によるリスクを認識させ、日常的に確認すべき事項を定
型化して確認するなどの内部統制の体制を整備して、内部事務管理の徹底
を図ること。

　決裁において間違えやすい日付、支出先等をより重点的に確認するべ
く、課内に注意喚起した。また、予算書や資料をチェックする際のポイン
トをベテラン職員から経験年数の浅い職員へ確実に引き継ぐため、過去に
作成した正誤表を記録として一冊のファイルに取りまとめることで、課内
での知識共有を図っている。今後も、事務処理における注意事項等につい
て課内で共有し、内部事務管理の徹底を図っていく。

　　　指摘なし

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　財政経営部　財政課

３　監査実施期間　　　令和　２年　７月２９日

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　新総合計画に則った新しい推進計画がスタートすることなどにより、財
政課の時間外勤務時間数は、令和元年度実績は４，６３９時間（一人当た
り平均月４８．３時間）となったが、令和２年度実績は４，３２４時間
（一人当たり平均月４５．０時間）と若干縮減した。
　時間外勤務が年間３６０時間以上であった職員の人数は、令和元年度実
績は７名であったが、令和２年度実績は６名となり、１名の減となった。
　今後は、繁忙期以外の時期において、週休日の振替、ノー残業デーやラ
イトダウン等の実施を周知徹底するとともに、３月中下旬から５月頃は、
可能な限り全員が定時で退庁するよう、席に残っている職員への声掛けや
抱えている業務の内容を確認する等の対策を実施することで、時間外勤務
の縮減を図っていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　当初予算は、各課の予算要求を１０月末で締め切った後、１１月からヒ
アリングを開始し、２月議会の議案聴取会の３営業日前までに予算書・予
算資料一式を納品しなければならない非常にタイトなスケジュールとなっ
ている。
　令和４年度予算については、予算要求資料や当初予算資料の提出が遅れ
ている所属には、財政課長から原課の課長に連絡するなど、全体の統制を
図った。
　また、市長との予算調整が終わった後のタイミングで、必ず一日は休み
をとるようにするなど、連続勤務とならないよう工夫した。

①　労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について
　財政課の業務は、決算統計や８月の決算議会への作業を行う６月～８月
と、当初予算編成時期の１１月～１月に業務が集中している。特に、当初
予算編成時期は過労死の労災認定基準の１００時間を超える時間外勤務を
行っている状況にある。所属長は、職員の時間外勤務の原因を分析して、
職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加えて、職員のワーク・ライ
フ・バランスを充実するため、働きやすい環境づくりに取り組むととも
に、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向けた取組みを行うこと
で時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組みを進めること。
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【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　部長案件を除いた予算調整について、課長と補佐の二人体制で行うこと
で効率的に調整を進めるなど、これまで時間を要していた作業の更なる効
率化に取り組み、職員の負荷軽減に努めていく。また、各担当職員が各部
局のレビューに同席することで、事前に事業内容の把握や方向性の理解を
深めることでヒアリングの短縮化を図り、時間外勤務の抜本的縮減に取り
組んでいく。
　厚生労働省の定める過労死の労災認定基準を上回る勤務状況の職員数に
ついては、予算編成時期の１１月から翌年１月にかけて、ひと月あたり１
００時間を超えた人数が、令和元年度は延べ２１人であったが、令和２年
度は延べ１４人となり、延べ７人の減となった。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和３年１１月から翌年１月にかけて、ひと月あたり１００時間を超え
た人数は、延べ２２人となったものの、推進計画分についてはすべて部長
調整のみとし、課長と課長補佐が同席することで一括した予算調整を行
い、調整時間の短縮を図った。
　また、補助金や重点事業等の一次要求分を課長調整、そのほかの一般経
費等を課長補佐調整に割り振ることで、１２月に集中する予算調整業務を
効率的に進めることができた。
　さらに、当初予算資料について、提出資料を厳選するなどし、職員の負
担を軽減する取り組みを行った。

【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　新年度予算調整の繁忙期等には所属長も含め一斉に時間外勤務を行って
いることから、管理職の長時間労働についても課題であると認識してい
る。管理職の登庁・退庁時間を個人で記録することとなっているが、庶務
事務システム等によって管理職の勤務時間も把握できるような仕組みの構
築についても人事課と協議していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　管理職の勤務時間も把握できるような庶務事務システムについて、引き
続き人事課と協議していく。

　依然として厚生労働省の定めている過労死の労災認定基準(*)を上回る
勤務状況が見受けられるため、早急にこれを解消すること。
　* 過労死の労災認定基準：発症前１か月間に概ね１００時間又は発症前２か月間な
いし６か月間にわたって、１か月あたり概ね８０時間を超える時間外労働を過重業務
の評価の目安としている。

②　時間外勤務の実態把握について
　働き方改革推進本部を中心に、働き方について積極的に取り組んでいる
状況であるが、管理職の時間外勤務の状況については各個人で把握してい
るにとどまっている。管理職を含め、時間外勤務の実態把握を適正に行
い、働き方改革につながる手法を働き方改革推進本部に働きかけていくこ
と。
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【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　予算要求時期の前倒しや経常経費の予算調整のパターン化等、１０月に
集中する原課の予算要求業務の負担軽減に努めるとともに、当課において
も予算調整に係る時間外勤務の削減に努めていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和元年度は１０月８日、令和２年度は１０月１２日に実施していた予
算説明会を、令和３年度（令和４年度当初予算）は１０月５日に実施する
とともに、予算要求を開始し、原課の作業日程をさらに長く確保すること
ができた。調整作業の効率化を図るための予算調整のパターン化などの手
法についてはさらに検討を進めていく。

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　基金の見直しについて【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　例年、運用益の積み立てを行っているが、長期間取崩しを行っていない
基金について、引き続き担当部局と活用内容を再検討していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　まちづくり事業基金においては、令和３年度８月補正で三重とこわか国
体・とこわか大会中止による減額の一般財源分を積み立て、令和４年度当
初予算で大規模大会補助金などスポーツに関連する新規事業について積極
的に取崩しを行った。

【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

イ　本市の将来インフラ及び公共施設の保全、建替、長寿命化等にかかる
費用を積立てるためアセットマネジメント基金を設置し、当面は毎年１０
億円を積立てる方針としているが、将来負担の平準化のためコロナ禍の状
況下でも継続して積立てること。

　コロナ禍の影響などによる税収の減はあったものの、新型コロナウイル
ス感染症対応地方創生臨時交付金が交付されたことなどにより、令和２年
度は１，００５，８１９千円を積み立て、令和２年度末の基金残高は９，
２８８，７６４千円となった。令和３年度以降も引き続き継続して一定額
を積み立てていく。

③　予算調整などの効率化について
　時間外勤務について過労死の労災認定基準を上回る状況であり、新年度
予算調整などの繁忙期について、調整作業の効率化を図るため予算要求時
期の前倒しや経常経費の予算調整のパターン化を検討しているが、予算を
調整する財政課だけでなく予算を作成する原課にとっても業務量の削減に
つながるので、予算調整のパターン化などの導入検討を進めること。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

ア　各部局において基金を所管しており、基金設置の目的や活用内容の再
検討を行い、個別の基金ごとに積立、取り崩しの運用ルールの見直しを行
うとしているが、時代に合った対応を行うとともに、市民の理解が得られ
る見直しを行うこと。
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②　補助金の見直しについて【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　繰越金等が補助金額を上回っている団体や、多額の資産を有する団体に
ついては補助金の廃止や削減を検討しているが、新型コロナウイルス感染
症の影響による減収等も考慮しながら、当初予算調整において適正化に努
める。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和４年度当初予算の調整にあたっては、令和２年度決算の収支報告書
や令和３年度予算書の資料提出を求め、コロナ禍での事業の実施状況や繰
越金を確認し、必要に応じて各担当課に補助金の一時的な削減について検
討するよう促した。

③　財務会計システムのリプレースについて【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　財務会計システムの業者選定後、関係所属によるキックオフミーティン
グからリプレースに向けた打ち合わせを行う予定である。リプレースの機
会に主要コードの整理、見直しについて提案していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　現行の財務会計システムの使い勝手の悪い面について、業者に提案し、
随時打ち合わせを行っている。あわせて、財政課職員が使用する関連シス
テムについても、業務の効率化を目指して改善を図っていく。

リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（４）内部統制上のリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　７月３１日

　交付金・繰入金・起債・積立金・繰出金といった多額の歳入・歳出事務
を取り扱っていることから、職員が予算に係る起案を行う際は、担当以外
の知識や経験を有する職員による相互チェックを行うことで、適正な事務
処理に努めている。

【　対応状況　】　　令和　４年　１月３１日

　昨年度決裁との照らし合わせや、専決区分の確認を行うとともに、担当
以外の職員による相互チェックを行うことで、引き続き適正な事務処理に
努めていく。

　現行の財務会計システムは、例えば支出負担行為の際に債権者コードを
入力するが、同一債権者が複数登録されている場合もあり、選択で混乱が
生じているなどの様々な使い勝手の悪い面がある。リプレースにあたって
は、関係部局と十分協議した上で、様々な入力ミスも事前に排除できるよ
うな論理チェックを行い、職員が使いやすいシステムとすること。

・　予算執行や支出事務に関する事務処理において、チェック機能が十分
働いているのか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　①　当課は、交付金・繰入金・起債・積立金・繰出金など、多額の歳
入・歳出事務の取扱いをしている。適正な事務執行の観点から知識や経験
と注意力が必要と想定される。

　補助金等について、繰越金等が補助金額を上回っている団体や、多額の
資産を有する団体については補助金の廃止や削減を検討するなどの見直し
を行っている。コロナ禍での影響についての見直しは、公平性の観点をふ
まえて実施すること。
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【　対応状況　】　　令和　３年　７月３１日

　年度当初に各課の出納員や出納会計事務担当者を対象に、出納会計事務
実務研修会を財政課、会計管理室、調達契約課の３課合同で実施してい
る。この様な機会をとらえて、頻発する誤りについて研修会で取り上げ、
全庁的に注意喚起を行い、適正な事務処理を促していく。

【　対応状況　】　　令和　４年　１月３１日

　例年４月に実施する出納会計事務実務研修会において、財政課合議の専
決区分や債務負担の扱い、流用の制限など頻発する誤りについて研修会で
取り上げ、注意喚起を促していく。また、内容の見直しも随時行ってい
く。

△　②　定期監査において、予算執行や支出事務に対する指摘事項が絶え
ない。内部統制に関わる機能が十分に働く取組みが必要と想定される。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

　　　指摘なし

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

①　会計専門監の活用について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　課内職員の情報共有や連携をさらに充実させるとともに、具体的な案件
を進める際には、円滑に他部署との調整が進められるよう所属長による十
分な支援体制をつくる。

【　措置済　】　　令和　３年１１月３０日

　課内職員の情報共有や連携をさらに充実させるとともに、具体的に事業
コスト分析を行った際には、所属長が他部署との調整を行うなど十分な支
援体制をつくった。

②　職員による事務改善提案制度の充実について【有効性の視点】 【　措置済　】　　　令和　３年　１月２０日

　職員による事務改善提案制度「全員参加型カイゼン提案」を実施してお
り、令和元年度の提案は６件だった。この制度の周知方法や報奨などを見
直すことにより、職員からの積極的な提案を促すとともに、良い提案につ
いては全庁的な周知を行い、事務改善の取組みを広めること。

　募集期間について、令和元年度は１１月２５日～２月２８日だったが、
令和２年度は６月１２日～９月３０日に変更し、提案数が１７件に増加し
た。また、審査結果を庁内掲示板にて公表する際、「表彰状と図書カード
２，０００円を授与」と褒賞内容を明記の上、表彰式の様子が分かる写真
を添付することで、応募の意欲を高めるとともに職員に幅広く周知した。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　財政経営部　行財政改革課

３　監査実施期間　　　令和　２年　７月２９日

　公会計制度その他専門的な財務会計の事務を処理するため、公認会計士
の資格を持った職員が当課に配属されている。職員の公会計制度に関する
認識の普及や財務会計に関する専門的な知識・技術を活用した行政改革を
進めるため、会計専門監の活動をさらに支援するような体制づくりを行う
こと。
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

　　　意見なし

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　指定管理者に係る適正なモニタリングの実施の確保について【有効性
の視点】

【　措置済　】　　令和　３年　３月１７日

ア　指定管理者に係るモニタリングを実施するに当たって、多数ある
チェック項目のうち最低限押さえておくべき項目、チェックする目的・趣
旨などを明確にするなどして、指定管理施設所管課の担当職員が人事異動
により変わったとしても適正なモニタリングの実施を確保できるような仕
組みを確立すること。

　適正なモニタリングの実施を確保できるよう、よりチェックしやすい様
式に変更し、マニュアルについても改訂を行うとともに、施設所管課に対
し改めて周知した。また、「モニタリング実施手順書」と「モニタリング
マニュアル」の２冊を１冊に統合することで、情報を集約し分かりやすく
した。

【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　自主事業の実施については、基本的に市の事前承認及び事業報告が必要
となっている。指定管理者が直接行う事業でないものについても、何らか
の形で関わる事業については、事前協議を求めることを改めて通知した。
また、より適正なモニタリングが行えるよう様式を変更するとともに、改
善指示、業務停止等の対応についても指導していく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　実効性を担保するものとして、モデル基本協定には業務改善指示条項及
び業務停止、指定取消条項の記載があり、これを指導することで対応して
いく。

イ　令和２年５月に発覚した指定管理者の元従業員による国の外郭団体か
らの委託金の私的流用事件を踏まえ、本市は、同種の事件の再発防止のた
め、指定管理施設所管課に対し、指定管理者が他団体の行う事業に何らか
の形で関わる場合には本市との事前協議を指定管理者に対し求めることを
指導した。実効性を高めるため、指定管理者が事前協議を怠った場合のペ
ナルティの賦課についても検討すること。
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②　公共施設の最適配置について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和２年度に、令和元年度に実施した施設カルテ分析及びあり方検討結
果を基に、設置目的等も勘案しながら、所管課において施設ごとの長寿命
化計画である個別施設計画を策定した。
　現在、本計画において「利用検討」となった施設を中心に様々な観点か
ら、行政経営委員会において部局を越えた検討を行っており、さらなる適
正化を進める。

【　措置済　】　　令和　３年１２月１３日

　個別施設計画において「利用検討」となった施設を中心に様々な観点か
ら、行政経営委員会において部局を越えた検討を行い、各施設の方向性の
素案を作成し、１１月定例月議会の総務常任委員会協議会にて報告した。

【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　②アのとおり、現在、さらなる適正化に向けた検討を実施していること
から、方向性が固まり次第、市民や関係団体との合意形成を図る。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　各施設の地元住民や関係者に対して、②アにて作成した素案の説明を行
い、意見を聴取し、市民との合意形成に向け取り組んだ。
　今後も、適宜、説明や協議を実施する。

③　行政改革プランの市民への広報について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和２年度から令和４年度の３年間を計画期間とする四日市市行政改革
プラン２０２０については、各改革事項における令和２年度の取り組み結
果や今後の取り組み内容について個表にとりまとめ、８月決算議会に提出
する予定である。この個表上で各改革事項について取り組みに対する効果
を記載し、市ホームページにも掲載していくが、さらに分かりやすい記載
となるよう努める。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　令和２年度から令和４年度の３年間を計画期間とする四日市市行政改革
プラン２０２０については、各改革事項における令和２年度の取り組み結
果や今後の取り組み内容に加え、各改革事項について取り組みの効果をイ
メージできるように個表上に記載しとりまとめた。資料については、８月
決算議会に提出を行うとともに、市民への広報のため市ホームページにも
掲載を行った。

ア　平成２５年度に四日市市アセットマネジメント基本方針を策定し、平
成３０年度には施設ごとに施設カルテを作成し、昨年度はそれを基にそれ
ぞれの施設の分析を実施するなど、公共施設の計画的な更新に向け手順を
追って進めてきている。この施設カルテを活用して公共施設の在り方を追
求し、最終的には予算提案ができるような形まで充実させること。

イ　公共施設の最適配置を進めるに当たっては、盛岡市などの先進事例を
参考に、市民との合意形成を最重要視して取り組むこと。

　令和元年度に策定した行政改革プラン２０２０（計画期間は３年）を
ホームページに掲載して広報を行っているが、目指している３年後の到達
点が見えづらいものがある。概要版を作成したり、目標の指標を分かりや
すく解説したりすることにより、市民が行政改革の内容を具体的にイメー
ジできるような広報を行うこと。
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④　先端技術を活用した業務の省力化の推進について【効率性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　働き方改革の目的を達成するため、四日市市行政改革プラン２０２０に
おいて、ＩＣＴ戦略課の改革事項として「ＡＩ・ＲＰＡ等のＩＣＴ活用に
よる行政事務の効率化と市民サービスの向上」を掲げて、業務プロセスの
自動化や業務自体の質の向上に取り組んでいる。今後も、ＩＣＴ戦略課の
行政改革プランの進捗状況を把握するとともに、改革の推進を図る。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　働き方改革の目的を達成するため、四日市市行政改革プラン２０２０に
おいて、ＩＣＴ戦略課の改革事項として「ＡＩ・ＲＰＡ等のＩＣＴ活用に
よる行政事務の効率化と市民サービスの向上」を掲げて、業務プロセスの
自動化や業務自体の質の向上に取り組んでいる。庁内のＷＥＢ会議用ツー
ルの貸出の申請や人事異動にかかる自己申告書の提出などこれまで紙や
メールでやりとりしていた庁内の手続きを電子化し業務削減を行ってい
る。今後も、ＩＣＴ戦略課の行政改革プランの進捗状況を把握するととも
に、行財政改革課がＡＩ等導入検討部会のメンバーとして引き続き参加す
ることで改革の推進を図る。

リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（２）分掌事務が十分に行われないリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　７月３１日

　職員全員を対象に研修を実施し、現状進めている業務について情報共有
を行うとともに、職員間のスキル継承を図っている。
　また、本年度は２名の職員が異動により新しく配属となったため、担当
内での引継ぎや打合せを密にし、レベルアップに努めている。

【　対応状況　】　　令和　４年　１月３１日

　職員全員を対象に研修を実施し、現状進めている業務について情報共有
を行うとともに、職員間のスキル継承を図っている。
　また、本年度は２名の職員が異動により新しく配属となったため、担当
内での引継ぎや打合せを密にし、レベルアップに努めた。

　職員の過重な時間外勤務は、市役所全体の抱える大きな問題である。Ｉ
ＣＴ戦略課と連携してＩＣＴ化を進め事務の効率化を速やかに図るなど、
先端技術を活用した業務の省力化を進めること。

・　当課は、平成３０年度に、それまでの財政経営課の課内室から改組さ
れ、公会計や行財政改革、アセットマネジメント等専門的な業務を担当し
ている。当所属における経験年数が浅い職員が多い。業務に必要なスキル
（知識や経験）が適切に継承され、行財政改革の主導的な役割を担えてい
るのか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　公認会計士の資格を持った会計専門監が当課に配属されており、公会
計制度その他専門的な財務会計に関する業務を遂行している。また、令和
元年度からアセットマネジメントに関する業務が他課から移管されたが、
移管に伴い担当職員も当課に人事異動になり、この業務を継続して遂行し
ている。これらのことも踏まえると業務に必要なスキルは継承されている
ものと思われる。ただし、当課は少人数の職場であるので、職員間でのス
キルの継承については十分注意することが必要である。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

　　　指摘なし

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

業務委託に係る契約事務について【合規性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　委託先に改めて確認したところ、中止となった作業日の代替として別途
作業日を設け実施しており、仕様書の内容は充足していたため、契約変更
は必要ないと判断した。
　また、指摘を踏まえ、履行報告書の作成について、委託先へ指導を行う
とともに、実際に現地確認を行うなど、確実な履行に努めた。
　事前調査後の対応については、他業務も含め、業務の適切な執行に向け
て課内で再度周知徹底を図った。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　委託業務においては、委託先に改めて確認したところ、中止となった作
業日の代替として別途作業日を設け実施しており、仕様書の内容は充足し
ていたため、契約変更は必要ないと判断した。
　また、指摘を踏まえ、履行報告書の作成について、委託先へ指導を行う
とともに、実際に現地確認を行うなど、確実な履行に努めた。
　事前調査後の対応については、他業務も含め、業務の適切な執行に向け
て課内で再度周知徹底を図った。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　財政経営部　管財課

３　監査実施期間　　　令和　２年　７月２７日

　業務委託契約において、業務内容の変更に伴う契約変更の手続がなされ
ず、また、履行確認や現地確認も不十分な事例が見受けられた。さらに、
事前調査において上記事項が明らかになってからの対応も不適切であっ
た。委託業務の適切な執行に努めること。
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）分かりにくい事務分掌 【　検討中　】　　令和　３年　７月３１日

　管財課では市有財産全般を所掌しているわけではなく、普通財産の管理
や市有財産の保険など、あくまで財産管理に関する業務の一部を担ってい
るにすぎないため、引き続き事務分掌と実態が整合するよう検討する。

【　継続努力　】　令和　４年　１月３１日

　管財課では市有財産全般を所掌しているわけではなく、普通財産の管理
や市有財産の保険など、あくまで財産管理に関する業務の一部を担ってい
るにすぎないため、引き続き事務分掌と実態が整合するよう検討する。

（３）職員配置のリスク 【　継続努力　】　令和　３年　７月３１日

　位置や境界が不明な土地１筆については、令和３年度予算で測量費用を
確保し、境界立会及び位置の確認を行うようにした。また、立会後は、関
係地権者と境界確認書を締結し書類として残すことで、地元の若年層への
引き継ぎや、今後の適切な管理が行えるようにする。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託し調査した
結果、既に公図から抹消され、登記簿のみが残っていることが判明したた
め、登記簿を抹消する手続きを令和３年度中に行うこととした。

【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

②　職員配置について
　監査における質疑において、職員が、管轄する業務内容を十分に掌握で
きていなかった。人事当局には、課の有する経験的な業務知識が確実に継
承されるよう、計画的な職員配置を要求するとともに、十分な引継ぎを行
うこと。

　職員が、担当する業務内容の根拠法令や要綱等を改めて確認を行った。
　また、財産管理の研修等、可能な限り業務に関する研修に参加し、職員
のスキルアップを図った。
　職員配置については、特に技術職員の配置について要望を行った。

市有財産の総括について
　事務分掌に「市有財産の総括事務に関すること。」とあるが、総括の意
図するものについて研究すること。

①　桜財産区について
　山林全７筆中、所在が地図に存在せず、位置や境界が不明な土地が１筆
存在する。実際の所在について、管理に携わる地元の高齢者は把握してい
ても若年層には引き継がれていないとのことであり、また、職員も把握で
きていない。将来的に適切な管理ができなくならないよう、早急に不明地
の確定を行うこと。
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（４）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が見受けられた。所属長は、職員の時間外勤務
の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加えて、
職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づくり
に取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向けた
取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組みを進
めること。

　令和元年度は年間３６０時間を超える職員（庁舎管理担当）が１名いた
ため、時間外勤務とせざるを得なかった週休日の勤務に対する振替を取得
するよう努めた結果、令和２年度は年間３００時間に収めることができ
た。
　また、「何時カエル宣言」のクリップホルダーを導入し、仕事と生活の
調和を図る意識の向上を図った。
　職員の協力体制や相談しやすい雰囲気づくりに努め、働きやすい環境づ
くりを進めるとともに、管理職が職員の業務状況を把握し、適切なマネジ
メントに努めた。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　タクシーチケットの保有について【有効性の視点】 【　検討中　】　　令和　３年　７月３１日

　タクシーチケットを保有し、必要に応じ各所属へ払出しているが、近年
の実績は年に１回、しかも特定所属への払出しのみである。タクシーチ
ケットは、金券に準じた性質を有するため、払出しがほとんどないような
状況に応じ、保有を廃止して原課対応に切り替えることを検討すること。

　タクシーチケットの利用実績は減ってきているが、急遽タクシーを利用
する必要性が生じることもあることから、庁舎管理、公用車管理といった
庁内全体に関することとして管財課で保有している。
　しかしながら、タクシーチケットの保有について、近年実績がある職員
にはマイクロバスによる対応ができないか相談しているが、「いつ、どの
所属が利用するかわからない」こともあることから、引き続き検討してい
く。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　「いつ、どの所属が利用するかわからない」こともあることから、庁舎
管理、公用車管理といった庁内全体に関することとして管財課が保有して
いるが、保有先を主な使用部署に換えることについて、引き続き検討して
いく。
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②　市が管理する山林の管理について【有効性の視点】 【　検討中　】　　令和　３年　７月３１日

　市が管理する山林のうち、約半分が行政財産となっており、それぞれ用
途が異なるため、各所属で管理を行うのが適当である。残りの山林は、普
通財産であるが、３分の２が土地開発公社の解散に伴い引き継いだ土地で
あり、残りの３分の１が管財課所管の山林（市有林）となっている。管財
課所管の山林（市有林）については、森林経営計画を基に地元と協議の
上、山林の管理を検討していく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　市が管理する山林のうち、約半分が行政財産となっており、それぞれ用
途が異なるため、各所属で管理を行うのが適当であると判断した。

③　株式等の保有について【経済性の視点】 【　検討中　】　　令和　３年　７月３１日

　県内や愛知県など他市の状況を調査したところ、株式を保有している市
は、過去からの経緯の中で地元企業の株式を保有しており、処分・譲渡を
検討しているところはなかった。市が保有する株式等の妥当性については
引き続き検討していく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　非上場株のため証券取引所を通じて売買することができず、売却するに
は買主と譲渡価格等合意を得る必要があり、株の評価や手続き等について
専門職に依頼しなければならないなど、売却することは課題も多いこと、
また、配当金の収入もあることから保有することが妥当と判断した。

④　事務処理について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　広範囲にわたる事務を取り扱っているが、事務処理誤りを生じないよ
う、丁寧な事務処理を行うこと。

　事務処理誤りが生じないよう、引き続き、主担当・副担当制による複数
名で確認を行うとともに、各自マニュアルを作成し、職員間での共有を
図った。

⑤　工作物の管理について【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　本庁舎等の工作物について、今後の維持管理のことを考え、現状を正確
に把握できるような台帳記載の様式を検討すること。

　工作物は公有財産事務取扱規程第１６条（別表）に基づいて分類してい
る。
　公有財産（工作物）台帳には、取得年、取得価格以外に財産の形状・寸
法・材質等、財産管理を行う上で必要な情報が登載されている。今後も現
状を正確に把握できる内容の記載を行うよう徹底することとする。

　経緯があって、株式及び出資による権利を保有している。株式市場に上
場されていないため売却することは現実には困難なことは理解できるが、
市民の財産であり、また当課は市の財産管理について総括する立場にもあ
るため、他市町の状況も調査したうえで、保有することの妥当性について
検討すること。

　市が管理する山林について、複数の所属で所管している山林の管理を一
元化するなど、有効な利用管理の方向性について検討すること。
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⑥　石碑の安全管理について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　市内各所にある石碑について、毎年１回、各管轄課に定期点検を指示
し、点検結果に基づき台帳を作成し、安全対策が必要な場合は、各所属に
おいて適切な処理を行うよう周知しているとのことである。さらに、安全
対策が必要なものは措置を指示して、結果報告を求めること。

　令和２年度より、石碑のひび割れや傾きなどにより、安全対策が必要な
ものについては、担当課に現状の聞き取りを行い、必要な措置を講じるよ
う指示した。また、安全対策を行った石碑については、庁内掲示板にて報
告書の提出を求めるよう掲載した。

⑦　公用車の事故防止について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　毎年、公用車の事故が多い。当課は公用車の安全管理も担っており、公
用者の運転を行っている各部局とともに、両輪で、当課が公用車の安全指
導を徹底していくこと。

　公用車の運転については、安全運転の啓発や、発生した事故の分析等を
掲示板に掲載し、職員への注意喚起を行っている。
　また、事故を起こした職員は、免許センターでの講習に参加し、経験豊
富な専門の職員による指導を通して、交通マナーや交通安全意識の向上を
図るよう努めた。

⑧　桜財産区の約４千万円の繰越金について【経済性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　過去の山林経営による収益とのことであるが、現在明確な使途がなく、
毎年度繰越が続いている状況にあり、今後の活用について検討していくこ
と。

　令和２年度は、さくら、もみじなどの苗木を購入し、山林育成に努め
た。今後の経費の支出については、現在作業員が高齢化しているため、安
全性の高い機械や作業効率の良い機械など作業負担を軽減するための機器
の購入など、地元と協議しながら有効な予算活用を検討していく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　管理会において使途について検討したところ、令和４年度は財産区内の
環境整備として大規模な側溝清掃を実施することとなった。
　今後も引き続き、毎年計画的に使途について検討していく。

リスク発現の可能性があるもの

　　特になし
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（４）職員配置上のリスクと職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健
康を阻害するリスク

【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　特定の時期に集中する個人住民税の当初賦課業務について、係間での業
務応援や部内外からの市民税課経験者による応援などにより、できる限り
業務の平準化を行ったことにより、月２００時間を超える事例はなくな
り、前年度と比較して４５１時間の削減に努めてることができた。しかし
ながら、申告期限から賦課決定までの期間が短いことに加え、税額の算定
に関わる膨大な情報を処理する必要があることなどから、一年を通じた業
務の平準化は困難であり、職員の時間外勤務の改善、ワーク・ライフ・バ
ランスの充実には至っていない。
　そのような状況から、令和４年度職員配置計画において、これまでに引
き続き正職員の増員及び欠員となっている再任用職員の配置を強く要望し
たところであり、今後も粘り強く人員要望を行い、適正な人員が配置され
るよう取り組んでいく。また、当初賦課業務が落ち着く８月以降、改善可
能な作業の洗い出しや検証等を行うこととしており、その結果を踏まえて
今後の業務改善や事務量の削減につなげていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和４年度職員配置計画において、正職員の増員及び欠員となっている
再任用職員の配置要望を行ったところであったが、その後新たに育休取得
予定の職員が複数名見込まれることとなり、改めてそれも踏まえた人員配
置の実現をより一層強く求めた。しかしながら、育休取得予定の職員の把
握が年度終盤であったため、令和４年度については正職員による代替措置
が叶わないことも想定し、会計年度任用職員の活用も含めた業務運用も考
慮していく。併せて、令和３年度から検討中のＲＰＡに適した業務につい
て、令和５年度導入に向けてシステムベンダーとの調整を進めていく。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　財政経営部　市民税課

３　監査実施期間　　　令和　２年　７月２７日

　時間外勤務が年々増加し状況が悪化しており、月２００時間を超える職
員が何名もいるのは異常である。平準化できる業務は平準化し、必要性が
低いと判断できる業務があれば削減するのと並行して、職員の増員につい
て人事課と引き続き強く交渉すること。
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２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　　指摘なし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）税の賦課決定のリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　過去に発生した課税誤りの事例（内容・原因）をピックアップし、同じ
誤りを繰り返さないよう反省会等を通じて情報共有を図るとともに、当初
賦課や申告受付等の実業務に入るタイミングでも、改めて注意すべきポイ
ントについて事前の周知に努めた。それらに加えて、以前から取り組んで
いる職員によるダブルチェック体制を継続・実施した。
　しかしながら、課税誤りを無くすことはできなかったため、実現に向け
て引き続き慎重な事務処理に取り組むとともに、有効な方策について検討
していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　以前より取り組んでいる職員によるダブルチェック体制を継続・実施し
た。それらに加えて、過去に発生した課税誤りの事例（内容・原因）を
ピックアップし、同じ誤りを繰り返さないよう反省会等を通じて情報共有
を図るとともに、当初賦課や申告受付等の実業務に入るタイミングでも、
改めて注意すべきポイントについて事前の周知に努めた。
　システム的なチェックについては、課税誤りの原因がシステムのプログ
ラムミスによるものもあったため、職員側からの意見、提案の聴き取りや
運用状況等の把握にも注視してもらうようシステムベンダー側にも求め、
効率的かつ正確なチェック仕様・体制を構築し、課税誤り「ゼロ」の実現
に向けて、日々の各種事務処理についても慎重かつ公正な事務処理に取り
組んでいく。

①　課税誤り
ア　令和元年度においては、課税誤りの件数は減少してはいるが、ゼロに
するために、ダブルチェックに加えて、上司によるチェックといったカ
バーがなされる体制の構築も重要である。また、職員への注意喚起だけで
は限界があるので、システム的なチェックの仕組みを作ることも検討する
こと。
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【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和３年１月に移行した新システムにおける各税目各業務の運用につい
て検証・確認等を行い、引き続き厳しいチェックに取り組みつつ、効率的
かつ正確な事務処理を徹底し、適正な課税に努め、税財源の確保につなが
るよう取り組んでいく。
　加えて、システムベンダー側のプログラムミス等による課税誤りを未然
に防ぐためにも、税制改正などによるシステム改修の概要、仕様、効果、
運用などの事前説明やテストのチェックシート等の資料提供を随時先方に
求め、連絡・意思疎通を密にすることにより、更なる事務の改善や精度向
上を進めていく。

【　措置済　】　　令和　３年　８月　６日

　システムベンダー側のプログラムミス等による課税誤りを未然に防ぐ対
応として、令和３年８月６日をもってシステムベンダー側に従来のシステ
ムエンジニアとは別系統の部署として人員を配置してもらい、ＩＣＴ戦略
課に常駐を基本とすることとした。それにより、市民税課と従来のシステ
ムエンジニアとの間で、相談・提案・仲介などを担ってもらい、お互いに
とって曲解のない正確な意思疎通を密とすることができ、更なる事務の改
善や精度向上を行った。

【　検討中　】　　令和　３年　７月３１日

　本市が元々行っている給与支払報告書未提出事業所への指導に加え、法
人市民税申告や国税当局からの提供資料である「源泉徴収義務者一覧表」
も有効活用できるよう国税当局等への照会を重ね、引き続き個人だけでな
く事業主サイドからのアプローチについても検討していく。

【　検討中　】　　令和　４年　１月３１日

　法人市民税申告や国税当局からの提供資料である「源泉徴収義務者一覧
表」も有効活用できるよう国税当局等への照会や当市が元々行っている給
与支払報告書未提出事業所への指導に加えつつ、引き続き個人だけでなく
事業主サイドからのアプローチについても検討していく。

イ　システムのプログラムミスを原因として、令和元年度及び令和２年度
のふるさと応援寄付金に基づく市県民税の控除額に誤りが発生している。
令和２年度中に、システムの入れ替えが予定されており、その際には現在
のような四日市市独自のシステムではなくパッケージのものを導入すると
のことである。その方が効率もよく、問題も生じにくいので適切といえる
が、今後も課税誤りには十分注意すること。

②　税の公平性の担保
　個人市民税未申告者について、その調査や把握には相当の時間や費用を
要するが、適正に申告し納税している市民に説明できるよう、強い意識を
持って、税の公平性を担保するべく未申告者の把握及び納税の促進に努め
ること。
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（４）職員配置上のリスクと職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健
康を阻害するリスク

【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　新税務システムを令和３年１月に導入して以降、令和３年度第一四半期
にかけて同システムによる当初賦課業務に初めて取り組んだが、従来から
作業方法や運用が大幅に変更され、職員のシステムに対する慣れや習熟度
の不足も相まって、想定していた以上に労力を要することとなった。加え
て、個人住民税について、新型コロナウイルス感染症の影響による確定申
告期限の延長により、賦課決定までの作業期間を十分確保できない事情か
ら、休日出勤により各種作業を進めざるを得ない状況が続き、職員の時間
外勤務の改善、ワーク・ライフ・バランスの充実には至っていない。
　今後、新税務システムによる当初賦課業務について、生じた課題や問題
等を税目ごとに振り返るとともに、改善可能な作業の洗い出しを行い、業
務の最適化や時間外勤務の縮減につなげていく。また、休日出勤に際して
可能な限り週休日の振替を行っており、令和２年度の６日に対し、令和３
年度は７月末時点で４６日と大幅に促進した。やむを得ず休日出勤して業
務を行う場合でも、できる限り週休日の振替により休日の確保に努め、職
員の健康に配慮するよう所属全体で取り組んでいく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　新税務システムによる当初賦課業務後において、生じた課題や問題等を
税目ごとに振り返るとともに、改善可能な作業の洗い出しを行った結果、
令和５年度を目標に実現可能な作業についてＲＰＡを導入して、職員の作
業負担の削減や時間外勤務の縮減につなげていく。また、できる限り週休
日の振替により休日の確保に努め、職員の健康に配慮し、働き方改革への
取り組みについても所属全体で取り組んでいく。

【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

②　職員の育成について、研修はすでに行われているが、職員ごとに知識
や実務能力をいつまでにどこまで引き上げるというパーソナルプランを立
てること。

　職員の経験年数に応じた計画を立て、それを実行することにより知識と
実務能力の向上を図った。
　配属１年目の職員については、地方税の賦課徴収に関する基本的な考え
方を学ぶ機会を可能な限り設けるとともに、演習やＯＪＴにも取り組むこ
ととしており、それらを実践したことにより、窓口や電話応対が早期に対
応可能となった。
　また、配属２～３年目の職員については、年間を通した課税の流れを体
得し、広範で深い課税の専門知識を身に着けることを目標とし、実務経験
が豊富な職員による指導や研修の機会を設けることなどにより、職員の育
成を図った。

①　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途を
たどっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が
年間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間
外勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加
えて、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境
づくりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に
向けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組
みを進めること。
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【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　人事異動の時期の変更については、全庁的な影響が非常に大きく、ひい
ては職員の採用時期なども考慮する必要が出てくるため、実現の可能性は
低いと聞き及んでいる。長期的には検討すべき課題と認識はしつつ、基本
的には増員要望を中心に人事当局に交渉していく。
　また、更なる電子データを活用した課税を進めるため、例えば市のホー
ムページ上で、市民税申告書や各種申請・届出の作成等ができるよう検討
していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　人事異動の時期の変更については、組織的及び長期的な検討課題と認識
はしつつ、基本的には増員要望を中心に人事当局に引き続き粘り強く交渉
を行ったところである。
　また、効率的かつ正確な課税作業を進めるため、引き続き各種申告書や
申請・届出の作成、年税額の試算、ふるさと納税の限度額の算定等のハー
ド面の構築について検討していく。また、法的要件において電子申告が義
務であるのに、それがなされていない事業所等への指導、依頼も検討して
いく。

【　措置済　】　　令和　３年　７月　５日

④　時間外勤務が多い状況下において、職員が負担の重さによって心身を
壊すことがないようなフォローをしていくこと。かつ、状況を多少なりと
も改善するためにも、特殊な業務についてだけでなく通常の業務の課題解
決の検討のために、他市への視察等の情報収集を行うこと。

　長時間の時間外勤務を行い、人事課が毎月実施している「産業医による
職員の面接保健指導」の報告対象となった職員を中心に、市民税課として
も状況の聴き取り等を実施し、業務の進捗や割り振り等を考慮している。
　また、住民サービスの向上や勤務状況の改善等の参考とするため、令和
２年７月２９日に先進市の姫路市を視察し、納税通知書のユニバーサルデ
ザイン化やその運用について情報収集を行った。さらに、市民税申告受付
業務の委託化や市役所での確定申告受付業務の廃止などの取り組みの内容
とともに、それによる業務量及びコストの削減成果について聴き取りを
行った。その内容について十分検証を行い、本市における実現の可能性に
ついて判断していく。加えて、令和３年７月５日、本市が令和３年１月に
採用した税務システムを数年前から導入している鈴鹿市から、システムの
特性や運用に際して注意を要する事項などについて聴き取りを行ったた
め、その内容を課内で情報共有し、今後の効率的かつ適正な業務遂行に有
効活用していく。

③　時間外勤務を減らせるよう、市民税申告から納税通知書の発送の時期
まで継続して業務に当たれるよう人事異動の時期をずらしたり、電子デー
タでの申告を増やしたりするなどの方策を検討すること。
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２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　ふるさと応援寄付金について【経済性、有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　寄附金の受け入れの増加や本市の認知度向上を図るため、より有効な方
策やスキームについて、広報マーケティング課と連携しながら協議・検討
を行っている。民間のふるさと納税支援サービスの更なる活用を検討する
など、ふるさと応援寄附金に係る業務の負担軽減を図りつつ、寄附者に対
する訴求力を高め、本市の寄附受入額と個人市民税控除額による収支差の
改善や、本市の魅力発信に資するよう取り組んでいく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　寄附受入額の増加に向け、ふるさと納税に関する企画・広報を担当する
広報マーケティング課と連携を図り、魅力ある地場産品等を返礼メニュー
に加えることや本市の魅力を情報発信するなどの取り組みを進めている。
　また、個人市民税控除額に関し、特定の手続きを経た場合、従来の所得
税（国税）からの控除ではなく個人住民税（地方税）から控除される仕組
みとなった制度について改善を図ることや、本市を含む地方交付税の不交
付団体に対しても交付団体同様に公平な補填がなされるよう、市長会や税
務関係団体を通じ、国に対して税制に関する要望を行った。ふるさと納税
制度の設計上、本市と同格都市や人口が多い都市部の自治体においては収
支差を大幅に改善させることは困難であるが、少しでも改善を図るととも
に本市の魅力を発信するツールとして活用できるよう関係部局と連携しな
がら取り組んでいく。

　市税の控除額は増加し、本市への寄付金との差は増大している。本市に
とってもっとも適した対応を、関係課と連携し、他市の取組みも研究しな
がら検討すること。

-49-

-49-



リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（３）ＩＴシステムのリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　７月３１日

 積算価格が５０万以上の業務委託で、単独随意随契によるものは、事前
に「外部委託等適格審査部会」に内申し、承認を得た上で契約締結を行っ
ている。
　また、システムやプログラム改修関連の契約については、内申書を調達
契約課に提出する前に、ＩＣＴ戦略課において、設計金額、仕様、随意契
約理由の審査を受けて契約を行っており、不適切な契約とならないようリ
スク回避に努めている。
　なお、上記以外の契約についても「物品、業務委託等随意契約ガイドラ
イン」や「支出事務の要点」などのマニュアルを活用し、日々の事務処理
を遂行している。

【　対応状況　】　　令和　４年　１月３１日

　引き続き同様の対応で取り組んでいる。

・　システム関連の業務委託契約は、職員にプログラムに精通した者が少
ないことから、不適切な契約となる可能性はないか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　委託料の価格決定において、職員の情報不足から、委託先相手方の一
方的な要求をのんだり、メンテナンスなどの依存関係から、双方のなれあ
いによって不適切な金額で契約締結することになるリスクが想定されるの
で、客観的に適正な設計金額を設定するような手立てを講じる必要があ
る。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　家屋評価研修においては、同一の家屋の実地調査及び評価を班ごとに行
い、結果について、係員全員で検討し目揃いを図った。また、各係におい
て、月１回程度定例的に行っている係会議で困難事例の検討を行うなど、
情報共有に努めた。なお、実地調査は２名で行うことを原則とし、実地で
の指導による技術継承に努めた。これらの研修に加えて、専門的知見を活
用した評価研修の外部委託を予定しており、職員の更なるスキル向上に努
めたい。職員配置においては、育休代替としての正規職員の配置に至って
いないため、令和４年度に向け、引き続き育休代替職員４名について正規
職員を配置するよう強く要望している。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　外部委託した評価研修においては、固定資産評価と鑑定評価の異同や全
国的な地価動向から本市における具体的な内容等、不動産鑑定士の視点か
ら話を聞くことができ、職員の基礎知識定着と評価スキル向上に繋がっ
た。職員配置においては、育休代替職員について正規職員を配置するよ
う、引き続き強く要望していく。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　財政経営部　資産税課

３　監査実施期間　　　令和　２年　７月２２日

職員配置について
　職員配置について、正規職員の数が近隣類似都市と比べても少なく、会
計年度任用職員（パートタイム）の比重が高い。職員の質を上げて均質な
課税を担保するため、継続して内部研修を充実させるとともに、強く職員
配置を要望していくこと。
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２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

契約事務について
ア　分割発注について【合規性の視点】

【　措置済　】　　令和　２年　８月　５日

　同種の消耗品の購入において、２回に分けて契約されている事例が見受
けられた。四日市市事務専決規程では１０万円以上の物品の発注は調達契
約課の専決事項となっている。安易な分割発注と思われるような契約は慎
むこと。

　課内会議及び係会議において、事務処理方法の認識不足による同様の誤
りが生じないよう事例を紹介するとともに、「会計事務の手引き」に基づ
いて支出事務を行うよう周知した。また、係長、課長補佐に対しては、決
裁の際に確実なチェックを行うよう指導した。

イ　システムの保守管理等に関する委託契約について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年１０月３０日

　発注において、綿密な積算がなされていない事例が複数見受けられた。
別業務にもかかわらず、原課契約の対象となる金額（委託業務は５０万円
未満）の上限に近いほぼ同一の設計金額となっており、また、直接費が一
式で記載されており明細がなかった。システム関連の業務委託契約は、そ
の性質上、システム開発業者への単独随意契約になりやすく、税務事務に
関する業務委託も例外ではない。そのため、そのシステムに関連した契約
を同一業者と締結する際に、価格形成において委託先相手方の一方的な意
思または双方のなれあいによって不当な金額で締結するようなことが起こ
らないよう、綿密な積算を行うとともに、明確で公平さが確保できるよう
な発注を行うこと。

　発注時に綿密な積算を行うことはもちろん、翌年度当初予算要求の時点
で、委託業務内容の仕様を十分精査し、綿密な積算を基に予算要求するよ
う改めた。

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　措置済　】　　令和　３年　４月　２日

家屋調査の体制について
　家屋係のパートタイム職員は、繁忙時には、家屋評価のための調査にも
同行しており、固定資産評価補助員証を所持していないため、評価・課税
に関する一般説明業務を行っているとのことであるが、適正な家屋評価に
影響がないよう、正規職員から、十分に指導・牽制を行うこと。

　家屋調査の説明業務は、正規職員が行う説明を実地で数回聞いた後に、
正規職員の前で十分に練習をしてから、実際の調査で行うようにした。調
査時には、正規職員は、必要なフォローが直ぐにできるよう、パートタイ
ム職員が説明している様子を常に気にかけながら調査するよう徹底した。
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（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和２年度は、３年に一度の評価替えと新税務システム導入に伴う業務
量が増加したことに加え、前年度２名であった産育休取得者が４名となっ
た。職員の係替えなどを行い業務量の平準化を図ったが、時間外勤務の１
人当たり月平均時間数は２２時間となり、前年度と比べて８時間増加する
こととなった。時間外勤務の事前申請とノー残業デーの実施を徹底すると
ともに、年間１０日以上の年休取得を目標とし、引き続き、時間外勤務の
縮減と働き方改革に取り組んでいく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和３年１２月末時点での令和３年度の時間外勤務の１人当たり月平均
時間数は１９時間となり、前年同時期と比べて３時間増加することとなっ
た。この主な要因は、新型コロナウイルス感染症対策室の兼務業務と保健
所の聞き取り業務である。それらの特殊要因を除いた通常業務において
は、土地登記データベース構築に伴う業務量が増加する中、業務分担を適
宜見直し、前年同時期と比べて１時間削減することができた。今後も、時
間外勤務の事前申請とノー残業デーの実施を続け、年間１０日以上の年休
取得を目標とし、働き方改革に取り組んでいく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　税額更正の原因について【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　８日

　土地家屋の所有権移転の把握漏れを複数職員による再確認の徹底などに
より防止し、適正課税に努めている。しかし、税額更正の内容は、小規模
家屋の取壊しや増築の調査漏れによるものが多く、また住宅用地の特例の
認定誤りによる返還金が生じた事例もある。税額更正が生じる根本的な原
因について研究すること。

　税額更正が生じる根本的な原因について、会議等で研究を行い、税額更
正の多くの根本的な原因は、変更の登記がなされないことによるものであ
ることを課内全体で再確認した。そして、登記申請をしない場合でも、異
動があった場合は市に連絡をもらえるよう、広報やホームページ、納税通
知書、訪問調査時など、あらゆる機会をとらえて周知に努めることを共有
した。また、字が小さくて見づらいという声があった納税通知書を令和３
年度課税分から、サイズを大きくし、フルカラーにするなど、見やすいデ
ザインに変更し、所有する資産の内容を確認し易いように改善した。

②　予算の編成・執行について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年１０月３０日

　当初予算に計上されていなかったＡ３サイズの地籍集成図の作成業務委
託を契約差金による予算残額で追加発注している。業務で必要なものにつ
いては当初予算で確保して対応するよう極力努めること。

　当初予算要求時に、将来、必要となってくる業務について中長期的に検
討したうえで、翌年度に実施すべき業務について課内全体で共有し、業務
の仕様を精査したうえで、予算要求を行った。

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が見受けられた。所属長は、職員の時間外勤務
の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加えて、
職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づくり
に取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向けた
取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組みを進
めること。
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リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（４）土地評価関係業務の委託に伴うリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　７月３１日

　標準宅地については、土地係において各地区担当職員が鑑定価格を確認
し、その鑑定価格に基づき、最終の標準宅地価格を算出している。
　路線価についても業者に任せきりではなく、各地区担当職員が検証を
行ったうえで評価額を決定している。
　また標準宅地鑑定価格と路線価は、標準宅地鑑定価格が決定し、その価
格を路線価に流し評価額が決定するという連続性の関係にあるため、市の
チェックのみならず一般社団法人三重県不動産鑑定士協会と路線価算定委
託業者との３者による意見交換の場を設けるなど、土地評価額形成におい
て職員等のチェック機能が適切に働くよう努めている。今後も引き続き
チェック機能が働くよう努めていきたい。

【　対応状況　】　　令和　４年　１月３１日

　標準宅地の鑑定は評価替毎のため３年に一度となり、残りの２年は、標
準宅地の鑑定価格に地価下落を反映させた時点修正を行う。
　この時点修正においても標準宅地の鑑定と同様、標準宅地及び路線価の
時点修正後価格について、各地区担当職員が確認・検証を行っている。ま
た、一般社団法人三重県不動産鑑定士協会と路線価算定委託業者との３者
による意見交換の場も同様に設けている。
　今後も引き続き、土地評価額形成において職員等のチェック機能が適切
に働くよう努めていく。

・　土地評価額の形成において職員のチェック機能が適切にはたらいてい
るか。

リスク発現の可能性（△可能性あり、〇予防策あり、×発現）
△　土地（市街地宅地）の評価替に当たっては、約1,000地点の標準宅地
を市で選定し、その標準宅地について、一般社団法人三重県不動産鑑定士
協会への委託により算出した鑑定評価を基に、職員が標準宅地価格を算出
している。さらに、その標準宅地価格を基にした各路線価（案）の算定を
業者への委託（四日市市固定資産土地評価及び地番参考図修正業務委託
〔入札による業者選定、委託期間平成30～32年度〕）により行っており、
職員がそれを検証し、市内の各路線価を決定し、路線価を基に評価額を決
定している。土地評価額形成において、職員のチェック機能が適切に働く
よう留意されたい。

-54-

-54-



指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

　　　指摘なし

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

①　滞納原因の把握について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　滞納者のそれぞれの状況や情報を分析し滞納原因を的確に把握した上
で、それらの情報を全滞納事案に係るデータとして集約管理し、もって滞
納事案を類型化し類型ごとの進行管理を行うなど効果的な滞納整理事務に
役立てること。

　滞納の原因は、納税相談で傾聴し、また聞き出すことを通して把握して
いる。それらは、低額や不安定な収入、扶養や介護、学資などの支出、ま
た借金や浪費などに分類できる。また、滞納整理システムに滞納の原因を
記録して効率的に組織内共有することにより、継続した効果的な納税催告
や納税相談などに役立てている。引き続き、滞納の原因を踏まえた滞納整
理に取り組んでいく。

②　訪宅による税の納付相談の実施について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　滞納者に対する税の納付相談は、市役所への来庁を促す方法により行っ
ている。しかし、生活困窮により税を滞納している者には訪宅による納付
相談を行うことにより、その者の生活状況をより正確に把握でき、その者
に合った対応が可能になるなど、滞納税の円滑な徴収に役立つケースもあ
ると思われる。これまで以上に個々の事情に合わせた丁寧な対応となるよ
う、訪宅による納付相談の積極的な実施について検討すること。

　市民の生活態様に応じて、来庁または電話による納税相談を基本とし、
高額や悪質な場合などには訪問による納税相談を行うこととしている。一
人暮らしの高齢者などで必要な場合は、訪問による納税相談を行うことも
ある。引き続き、来庁や電話による納税相談が困難であって必要な場合
は、滞納の原因や収支の状況など個々の事情に合わせた滞納整理に取り組
んでいく。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　財政経営部　収納推進課

３　監査実施期間　　　令和　２年　７月２２日
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③　訪問徴収における公平性等について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３０日

　市民の生活態様に応じて、訪問型滞納整理よりも催告型滞納整理を基本
とすることとしている。滞納を繰り返す者で必要な場合は、個々の事情に
合わせて滞納整理として納期限の前に電話催告のうえ訪問徴収することも
ある。また、訪問徴収では、関係法令に基づく範囲内の取り扱いとして、
事前計画での２人以上による直行直帰を徹底している。引き続き、効率性
や公平性を考慮したうえで個々の事情に合わせた収納方法を選択してい
く。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　訪問徴収の６件については、再度、自主納付を強く働きかけ続けたとこ
ろ、自主納付に応じる意向を引き出すことができ、自主納付の継続状況を
監視していく。
　また、担税力があるにも関わらず、催告や交渉を無視するなどして納付
意思が認められない滞納者には、予告通知のうえ根拠法令に基づいて滞納
処分を執行していく。

　職員が納税者を訪問して税を徴収する訪問徴収については、滞納整理の
場合にのみ行うとの説明があったが、納期限内の徴収のものが数件あっ
た。訪問徴収には、頻繁に訪問することにより生じるリスクや職員が多額
の現金を取り扱うリスクが内在することを踏まえるとともに、法的根拠に
依拠した上で、効率性や公平性を考慮した税徴収の方法を選択すること。
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　平日の夜間窓口や月１回の日曜窓口、定期的な土曜催告を行っている
が、振替休暇や時差出勤により時間外勤務の縮減に努めている。また、煩
雑で期日のある収納や充当還付の事務は、裁量の余地が少なく、部分的な
協力が困難な専任的な事務である。それに加えて、令和元年度及び令和２
年度は収納管理システムと滞納整理システムの更新があり、業務量が増加
する中、出産育児休暇の取得が令和元年度に２人、令和２年度に４人と
なった。それに対して職員１人を増員（令和２年度）のうえ積極的に係内
や課内の異動や協力態勢づくりを行った。そして、時間外勤務計画管理、
ノー残業デイ（プラスワンも含む。）や帰る時刻宣言などを積極的に推進
し、時間外勤務の縮減を図ったものの、年間３６０時間を超える職員が令
和元年度６人、令和２年度８人となった。引き続き、「早帰り日のオフな
時間を楽しむ」ことの推奨、ワーク・ライフ・バランスの生活習慣、時間
外勤務の縮減に取り組んでいく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　平日の夜間窓口や月１回の日曜窓口、定期的な土曜催告を行っている
が、振替休暇や時差出勤により時間外勤務の縮減に努めている。また、煩
雑で期日のある収納や充当還付の事務は、裁量の余地が少なく、部分的な
協力が困難な専任的な事務である。そして、時間外勤務計画管理、ノー残
業デイ（プラスワンも含む。）や帰る時刻宣言などを積極的に推進し、時
間外勤務の縮減を図っている。しかしながら、令和３年度においても出産
育児休暇等の職員が５人おり、新型コロナ対応の職員が７人出ているなど
厳しい状況ではあるが、業務の効率化を図るとともに、引き続き、「早帰
り日のオフな時間を楽しむ」ことの推奨、ワーク・ライフ・バランスの生
活習慣、時間外勤務の縮減に取り組んでいる。

（３）滞納処分が公平公正になされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　平成２８年度に明らかになった滞納処分に係る不適正事案（特定の滞納
者に対する差押え等を怠っていた事案）について、原因がどこにあったか
再確認し、対応困難案件に関するガイドラインの作成などにより全庁的に
対応方法を共有化できるようにし、引き続き再発防止に努めること。

　執拗に同じ職員を指名して難癖や言いがかりを付けるなどの関係を未然
に防ぐため、職員個人ではなくて組織的な対応の徹底、用務外ではなくて
用務による対応の徹底を図っている。また、不当要求行為等対策マニュア
ル、不当要求法令遵守相談窓口設置要綱、職員に対する暴力行為等の対策
に関する要綱を徹底し、引き続いて再発防止に取り組んでいる。

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。
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（４）職員の生命身体の安全が確保されないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　全国的に職員に対する暴行事件が多発しており、当課が所掌している業
務においてもそのリスクは大きいものと考えられる。職員の生命身体の安
全を守るため、警察との連携やソフト面（危機管理対応スキル等）での教
育などその対策を充実させること。

　職員に対する暴力行為等の対策に関する要綱により、所属長をはじめと
する役職者や暴力行為等対策推進員が率先して、また中心となって庁内ま
たは庁外における暴力行為等の予防及び排除に努めている。また、暴力追
放推進運動の推進、受付カウンターと相談室入口には防犯カメラの設置、
課内と相談室には警察署と法令遵守推進監の連絡先の掲出を行うととも
に、朝礼での注意喚起をはじめとする職場研修も実施している。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

税に対する高度で専門的な技術・知識の職員間における継承伝達について
【有効性の視点】

【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　当課は、債権管理に関する高度で専門的な技術・知識を要する業務を
担っている。さわやかコールを担当している会計年度任用職員（フルタイ
ム）も含むベテラン職員や三重地方税管理回収機構へ派遣された職員から
の技術・知識を継承伝達する仕組み（研修、ＯＪＴなど）を強化するこ
と。

　債権管理に関する基本方針、債権管理マニュアル、滞納整理マニュアル
を徹底している。日常的なＯＪＴによる対応協議、徴収係会議やさわやか
会議の月1回開催、業務担当の年度ローテーション、外部研修への参加、
三重地方税管理回収機構へ派遣された徴税吏員の配属などにより、法令に
基づいた滞納整理ノウハウの持続と継承に努めている。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

　　　指摘なし

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

①　執行のない補助金について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　生垣設置助成金など何年も執行がない補助金制度があるが、時代やニー
ズに合っているかを考え、不要なものはやめ、改善の必要があるものは改
善すること。

　生垣設置助成金については、令和２年度に２件の執行があった。狭小宅
地改善支援事業については、令和２年度に制度の一部見直しを行い、１件
の執行があった。引き続き利用促進に向け、市ホームページや広報よっか
いちなどで制度の周知、啓発を行うとともに、相談があった際にニーズを
聞き取るなど、制度の必要性について検討していく。
　移住促進空き家リノベーション事業については、令和２年３月に廃止し
た。

②　効果的な予算の執行について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年　４月　１日

　住み替え支援や空き家リノベーションのための住宅施策推進事業、移住
促進空き家リノベーション事業補助金において約６４０万円の不用額（執
行率４０．９％）が出ている。市民が利用しやすいような補助制度の内容
の見直しを行うことにより、効果のある事業となるよう取り組むこと。

　市外からの転入者に加え市内の賃貸住宅からの転居も補助対象者とする
などの制度の見直し、親世帯との近居や三世代同居を支援する制度を創設
するなど、市民が利用しやすくなるよう、住み替え支援事業等の補助制度
の見直しを行った。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　　令和　２年　８月２０日

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　都市整備部　都市計画課
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）各種調査の実施について　－　① 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　ポストコロナ社会に対応したまちづくりの動向に注視するとともに、近
鉄四日市駅周辺等整備事業を進めるにあたってオープンスペースを確保す
るなど、ポストコロナ社会に求められるまちづくりを進めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　ポストコロナ社会に対応したまちづくりの動向に引き続き注視するとと
もに、近鉄四日市駅周辺等整備事業を進めるにあたってオープンスペース
を確保するなど、ポストコロナ社会に求められるまちづくりを進めてい
く。
　ポストコロナ社会の対応を見据え、緑の基本計画の見直し手続きを進め
るとともに、デジタル技術を活用したまちづくり（スマートシティ）の検
討を進めた。

【　措置済　】　　　令和　２年　８月２０日

イ　コンパクトシティについて
　市の都市計画の方針として、コンパクトシティの考え方は財政的にも賛
成するが、今までの都市整備の中心は中心市街地に偏っているように感じ
られる。今後、人口減少がさらに進んでいく中、市として地域的にバラン
スの取れた整備を考えていくこと。

　中心市街地の再開発への投資は郊外部の居住地等の維持にもつながるも
のであることから整備を進めるが、併せて坂部が丘や笹川などの郊外部で
の公共空間の再編などにも取り組み、バランスの取れた整備を進めてい
る。

（３）各種調査の実施について　－　② 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　近鉄四日市駅周辺整備事業については、現在も市街地整備・公園課と都
市計画課が連携して事業に取り組んでいる。
　また、職員配置については、経験者だけでなく、若い職員がいろいろな
経験ができ、若い感性を生かすことができるような配置となるよう、都市
整備部として人事当局に要求していく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　近鉄四日市駅周辺整備事業については、現在も市街地整備・公園課と都
市計画課が連携して事業に取り組んでいる。
　また、職員配置については、経験者だけでなく、若い職員がいろいろな
経験ができ、若い感性を生かすことができるような配置となるよう、都市
整備部として人事当局に要求を行った。

ア　ポスト・コロナ社会における都市計画について
　コロナ禍において、一極集中から地方への流れがある中で、生活様式が
変わってきている。都市計画を策定する課として、そのような動向に常に
注目していくこと。

近鉄四日市駅周辺等整備事業について
ア　今後、市街地整備・公園課にて基本設計・実施設計と進められていく
が、基本構想を策定した都市計画課が適切に調整を行うとともに、職員配
置については、経験者だけでなく若年層の若い感性も生かせる配置となる
よう、都市整備部として人事当局に要求していくこと。

-60-

-60-



【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　四日市市総合計画に基づき、都市形成の中で育んできた都市基盤や公共
資本、都市機能などの既存ストックを有効に活用するとともに、交通ネッ
トワークと連携した、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」によ
る持続可能なまちづくりを進めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　四日市市総合計画に基づき、都市形成の中で育んできた都市基盤や公共
資本、都市機能などの既存ストックを有効に活用するとともに、交通ネッ
トワークと連携した、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」によ
る持続可能なまちづくりを進めており、中央通りの再編や、空き家対策事
業に取り組んだ。

（８）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和元年度の都市計画課職員時間外総数は、６６５２．５８時間で、令
和２年度は６２４４．９５時間となり４０７．６３時間削減を行った。
　今後も、グループ制の利点を活かした協力体制を強化し、グループ枠を
超えた対応等により、特定の職員への負担軽減に努めるとともに、時差出
勤勤務制度の積極的な活用やノー残業デーの実施等により、ワークライフ
バランスの充実に努め、時間外勤務の縮減の取り組みを継続する。
　また、公共交通推進室においても、時間外勤務の適正化に向け、縮減の
取り組みを継続する。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　引き続き、グループ制の利点を活かした協力体制を強化し、グループ枠
を超えた対応等により、特定の職員への負担軽減に努めるとともに、時差
出勤勤務制度の積極的な活用やノー残業デーの実施等により、ワークライ
フバランスの充実に努め、時間外勤務の縮減の取り組みを継続する。
　公共交通推進室においても、コロナウイルス感染症対策室への応援動員
や兼務辞令などにより所管業務以外の事務量も増加しているが、課全体で
の応援体制を含め時間外勤務の適正化に向け、縮減の取り組みを継続す
る。

イ　人口減少社会であり、過剰投資にならないよう、時代の要請に応じた
整備を行うこと。

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　近鉄四日市駅周辺等整備について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年　８月２０日

　現在は、夜の飲食関連店が中心となっているが、沿線からの集客を見込
めるような仕組みを作って、近鉄四日市駅のにぎわいを取り戻し、若い人
も行ってみたいと思うような街づくりに努めること。

　中央通りを再編して、歩行者空間や広場など人のための空間を整備し、
多くの方が訪れるよう計画を進めている。

②　あすなろう鉄道の物品の管理等について【効率性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　平成２７年度から平成３０年度において実施してきた車両更新の際、旧
車両から取り外した吊り手等の車両部品や関連グッズをイベント等で販売
し、収益につなげている。
　あすなろう鉄道のＰＲのため、平成２９年度より吊り手をふるさと納税
応援寄附金の返礼メニューに追加し、県内外から年間で約１０件の申し込
みを受けている。
　新型コロナウイルス感染症拡大によりイベント開催が困難な状況である
が、イベントが開催できる状況になれば、引き続き、販売し、収益につな
げていく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　あすなろう鉄道と連携し、緊急事態宣言が解除された令和３年１０月以
降、近鉄塩浜車庫や浜松市内のイオンモールでの鉄道関係イベントにおい
て、グッズ販売等を行った。
　また、ふるさと納税応援寄附金の返礼メニューとしてきた、あすなろう
鉄道の吊り手は令和４年１月分の申し込みにより、在庫がなくなった。
　令和４年１月２１日より、三重県内にまん延防止等重点措置が発令さ
れ、再びイベントの開催が困難な状況になっているが、イベントが開催で
きる状況になれば、引き続き、販売し、収益につなげていく。

③　花と緑いっぱい事業について【経済性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　補助申請の際に、樹木選定に当たっては、今後の成長を見込んだ上で考
えないと、車道にはみ出したりして管理や景観上の阻害となることも説明
すること。なお、花や緑は心を癒してくれる効果があると思うので、市民
と協働し、この事業を継続していくこと。

　樹木の植栽に関しては、事業の募集案内時に、健全な育成と剪定､病害
虫防除等適切な管理を行うよう案内している。引き続き樹木を植栽する団
体に対しては、樹木剪定や管理方法について周知していくとともに、市民
と協働で当事業を継続できるよう事業の周知等に取り組んでいく。

④　預金の管理について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年　８月２０日

　他団体の「北勢バイパス建設促進期成同盟会」用の預金通帳を２通保管
している。事故の起こらないよう、注意深く管理すること。

　預金通帳と登録印鑑については、別々に鍵のかかる保管庫で管理を行
い、使用時には必ずチェックを行っている。

　あすなろう鉄道のＰＲとして、関連グッズ等の販売を行っているが、車
内のつり手など車両部品等の保有物品について、できる限り売れるものは
販売し、収益につなげること。
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⑤　女性技師の人材育成について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　機会をとらえ体調管理の重要性や各種休暇制度の説明を行うなど体調面
のフォローに努める。女性技師が相談しやすい環境に努め、円滑な人材育
成となる体制づくりに努める。

　今後も女性技師へのフォローアップを意識した育成環境の整備に努め
る。

　また、職場におけるハラスメントを防止するために相談しやすい職場環
境を構築し、相談があった際には、相談者等のプライバシーを保護し適切
に対応していく。
　なお、管理職への人材登用も見据え、知識、技能の向上に継続的に努め
るとともに、困難や失敗にも責任を回避することなく、積極性をもって業
務に取り組めるような職場環境づくりに努めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　機会をとらえ体調管理の重要性や各種休暇制度の説明を行うなど体調面
のフォローに努めている。また、技師の管理職も現在はいないが、女性で
経験をもった技師も増えてきており、技術的な相談や体調面などのフォ
ローを行っていく体制も整ってきている。


　職場におけるハラスメントを防止するために相談しやすい職場環境を構
築し、相談があった際には、相談者等のプライバシーを保護し適切対応を
行う。
　管理職への人材登用も見据え、知識、技能の向上に継続的に努めるとと
もに、困難や失敗にも責任を回避することもなく、積極性をもって業務に
取り組めるような職場環境に努めた。

　都市整備部内で、勤続年数の短い女性技師が多く勤務し、意欲的に職務
に取り組んでいるが、まだ管理職はいない。今後、管理職への人材登用も
見据えた育成を行うとともに、現場でのセクシュアルハラスメントの防止
や体調面のフォローアップを行うこと。
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⑥　公共交通の利用促進について【効率性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　イオンタウン四日市泊にバス乗り継ぎ拠点を整備し、令和２年２月から
３路線のバスの乗り入れを開始した。
　利便性向上のため、バス事業者がルートの一部見直しを行い、令和３年
４月より当該乗り継ぎ拠点へ４路線のバスの乗り入れを行っている。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、公共交通利用者数が大幅
に減少しているため、当面は利用状況を注視するとともに、引き続き、バ
ス事業者とも調整を行い、他地域への乗り継ぎ拠点の整備を検討してい
く。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和３年４月より、海星中学・高等学校の男女共学化にあわせて利用し
ていただきやすいよう本乗り継ぎ拠点から学校前までバス路線の延伸を
行った。また、同路線において、令和４年４月より、県立総合医療セン
ターへの診察時間に合わせたダイヤ見直しを予定しており、乗り継ぎ拠点
の効果が向上する対策を行っている。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、公共交通利用者数が大幅
に減少しているため、当面は利用状況を注視するとともに、引き続き、バ
ス事業者とも調整を行い、他地域への乗り継ぎ拠点の整備を検討してい
く。

⑦　デマンド交通の社会実験について【効率性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　これまでの実験を踏まえ、タクシー事業者の協力を得て、令和３年１０
月より四日市市デマンドタクシーの運行を開始することとしている。
　また、アプリ導入について、他の同格自治体等の事例も研究しながら、
引き続き、タクシー事業者等と調整を行っていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　デマンドタクシーの導入にあたり、タクシー事業者やバス事業者と調整
し、令和３年１０月より、公共交通不便地域におけるデマンド交通の運行
を開始した。
　また、利便性向上に向けたアプリ等の導入について、他の同格自治体の
事例も研究しながら、引き続き、タクシー事業者等と調整を行っていく。

　郊外の大型ショッピングセンターの敷地内にバスの待合所を整備し、自
主運行バス１路線の経路を見直し、同待合所への乗り入れを開始した結
果、利用者が一時的に増加したとのことであるが、その効果について今後
冷静に見極め、今後の施策へ反映させること。

　３年間で１０地区において社会実験を実施し、実験結果を分析、検証
し、本格導入に向けて検討を進めており、本格導入に当たり、アプリ導入
をタクシー業者と調整しているとのことであるが、成果を上げている同格
自治体の事例も研究し、よりよい仕組みとすること。
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⑧　都市計画審議会について【経済性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　条例により、市議会議員、学識経験者、市民の人数の上限がそれぞれ規
定されているが、その人数の根拠が不明瞭である。適正な委員数について
検討するとともに、審議会がより有意義になるよう努めること。

　各委員が審議内容を理解し適切な発言ができるよう事前に資料を送付す
ることで、有意義な議論となるよう努めた。
　また令和３年の委員の改選時には、活発な議論が行われるよう、審議内
容に適している委員かどうかという観点から委員選定を行った。

リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（２）都市計画マスタープラン地区別構想の具現化について 【　対応状況　】　　令和　３年　７月３１日

　地域・地区別構想の策定段階において、記載する取組内容については、
事業課と連携を図り、十分に調整を行っている。
　しかし、事業化においては地域や関係事業者と事業内容等の調整に時間
を要する事業もあるため、今後も社会や地域情勢の変化を考慮したまちづ
くりに取り組んでいく。

【　対応状況　】　　令和　４年　１月３１日

　事業を担う所属長へ行政計画である地域・地区別構想の位置づけと、記
載内容については地域と協議しながら事業を実施していく旨の説明を改め
て行った。あわせて、事業実施に向けた地区との協議の段階から事業を担
う課にも参画をしてもらい連携して事業に取り組むことについて再確認を
行った。
　今後も、事業担当課と連携をしながら事業を進めるため、情報共有を積
極的に行い取り組んでいく。

・　都市計画マスタープランに基づき、各地区で計画を策定しているが、
構想の内容の具現化の事業を担う所属との密な連携がとられているか。

リスク発現の可能性（〇予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　地域・地区別構想については、その前段階であるまちづくり構想策定
において、歴史や文化資産・自然環境の保存など、当該担当部局と情報共
有を図っており、地域・地区別構想の策定段階では都市整備部内で調整が
なされているとのことであるが、整備時期まで時間を要しているので、社
会や地域状勢の変化に追従できていない可能性がある。引き続き、当課が
核となり、地域・地区別構想の具現化に向け、管轄部局・所属と十分に連
携を図る必要がある。
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（４）高齢化によるまちづくりの担い手不足について 【　対応状況　】　　令和　３年　７月３１日

　地域が主体となって策定する「まちづくり構想」の策定過程において
は、地区文化祭やＰＴＡ等の子育て世帯からの積極的な意見聴取や、地区
によっては地元企業の従業員の方に地域まちづくり組織に参画していただ
く等、様々な住民の方々にまちづくりに参加していただいている。今後
も、引き続き、幅広い世代の住民の方に地区のまちづくりに関心を持って
いただけるよう、担い手の確保にも努めていく。

【　対応状況　】　　令和　４年　１月３１日

　引き続き、地域が主体となって策定する「まちづくり構想」の策定過程
からＰＴＡ等の子育て世帯からの積極的な意見聴取を行うとともに、都市
計画マスタープラン地域・地区別構想の事業実施を行う際、協議する地域
の組織にも若い世代が参画してもらえるよう、地域に働きかけている。

（６）事務分掌の不明確さからのリスクについて 【　対応状況　】　　令和　３年　７月３１日

　都市の再開発を行う際の相談窓口などの記載については、市民・事業者
の目線を考慮し、わかりやすい記載としていくよう努めていく。

【　対応状況　】　　令和　４年　１月３１日

　引き続き、都市の再開発を行う際の相談窓口などの記載については、市
民・事業者の目線を考慮し、わかりやすい記載としていくよう努めてい
る。

・　中心市街地での再開発は、核店舗を伴う商業開発から、住宅・オフィ
ス系の再開発が主流となる中で、都市居住の受け皿として都市再開発は有
効な手段となっている。都市計画課は、都市居住を所掌、市街地整備・公
園課は都市再開発を所掌している。民間の都市再開発事業の初動時の対応
やインセンティブの付与などは、どちらの所掌なのか分かりづらい。

リスク発現の可能性（〇予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　市が再開発等を行う場合の初動時の対応は市街地整備・公園課、民間
が行う場合の初動時の対応は、都市計画課が行うこととしているが、市
民・事業者の目線から、所掌が分かりづらいことが想定される。

・　これまで定年退職後の第２の人生として、まちづくり協議会や市民緑
地の担い手となるケースが多かったが、退職年齢の高齢化に伴い、担い手
の確保が難しくなるのではないか。

リスク発現の可能性（〇予防策あり、△可能性あり、×発現）
×　構成員の充実のため、市民団体は、自治会や地元企業に声をかけてお
り、市としては、市民活動情報ポータルサイト「ツナガル四日市」活用の
案内を行っているが、市民緑地制度においては、管理する団体のメンバー
の高齢化により廃止となった事例が生じている。
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指　摘

　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）空き家の適正な管理がなされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

危険家屋緊急安全対策工事について
　所有名義人が対応できない危険家屋の緊急安全対策として、ネットで覆
いかぶせるという安全措置を行ったが、事故につながらないようにするこ
と。

　緊急安全措置を実施した空き家に関しては、定期的な現地調査及び点検
の実施によって現地の安全確認を行っている。今後もこのような取り組み
を継続し、事故の未然防止に努めていく。

（３）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

職員の育成について
　当課における職員の勤続年数は、通算にするとバランスの取れた年数の
職員配置となっている。重層な体制のため、ベテラン職員が異動する前に
育成マニュアルや伝授マニュアルを作成するなどして、職員の育成に取り
組むこと。

　豊富な知識と経験を要する建築確認審査や各種許認可等の業務において
は、知識とノウハウの早期習得及び迅速な意思決定や業務遂行が図られる
よう、マニュアルや取扱集を整備し、運用している。また、特殊な事例等
の問合せ案件に関しては、相談記録書の作成を徹底し、職員相互間におけ
る情報の共有及び蓄積を図っている。今後もマニュアル等の作成及び改定
に取り組むことで、異動時の円滑な引継ぎと、若手職員へのスキル（知識
と経験）の継承に努めていく。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　都市整備部　建築指導課

３　監査実施期間　　　令和　２年　８月２０日
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（４）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　毎週水曜日に終礼を行い、ノー残業デーの徹底を図るとともに、時間外
申請及び実績から時間外勤務の状況を把握し、原因の分析に努めている。
さらに、所属長は、月毎の時間外勤務の実施状況の確認や、職員に対する
ヒアリングを実施するなどし、職員配置や業務分担の再確認等を随時行っ
ている。令和２年度については、大規模物件（フラッシュメモリ製造工
場）の確認申請や中学校給食関連施設等の計画通知の集中により審査業務
が増加したことなどで、課内の平均時間外勤務が微増（令和元年度：２
９．７時間／月、令和２年度：２９．９時間／月）となったが、今後も職
員のワーク・ライフ・バランスを充実させるため、業務の効率化を図り、
誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組んでいく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　ノー残業デーの徹底や、時間外勤務の状況の把握及び原因の分析に取り
組んだ結果、令和４年１月末の実績において、平均時間外勤務時間（令和
３年度（１月末現在）２４．３時間）、月当たりの平均時間外勤務が３０
時間を超える職員の人数（令和元年度：１１人、令和２年度：１１人、令
和３年度（１月末現在）９人）ともに減少した。しかし、未だ時間外勤務
時間が多い状況にあるため、今後も職員のワーク・ライフ・バランスの充
実を目指した時間外勤務時間の適正化への取り組みを継続していく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　建築確認申請について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　指定確認検査機関が行っている建築確認申請の審査が市の審査内容との
齟齬が生じないように意見交換会を開催したり、三重県統一基準をホーム
ページに掲載することで共通認識を持っている。情報共有に遺漏のないよ
うに建築確認係が指定確認検査機関を指揮監督すること。

　建築確認係では、指定確認検査機関から提出された確認審査報告書の再
チェックを行っており、疑義が生じた場合などには、必要に応じて審査経
緯の報告や関係資料の提出を求めるなどの指導を行っている。また、毎
年、指定確認検査機関との意見交換会を開催し、制度改正の概要説明や市
の取扱い事例の紹介等を行っており、今後もこうした機会を捉え、確認審
査業務で必要な情報の共有化に努めるとともに、指定確認検査機関に対
し、審査基準の統一化に係る指導の徹底を図っていく。

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。
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②　女性の活躍、登用について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

ア　女性技師が採用されているが、現場でのセクシュアルハラスメントの
防止や体調面のフォローアップをし、能力を十分発揮することができる環
境を整えること。

　毎年、全職員を対象としたセクシャルハラスメント等に係る職場研修を
開催し、セクハラ防止に係る意識醸成を図っている。また、女性職員にお
ける年休取得や時間外勤務の状況を定期的に確認するとともに、必要に応
じてヒアリング等を行うなどし、体調面でのフォローアップを実施してい
る。

【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

イ　都市整備部から女性技師のロールモデルとなる管理職の養成に取り組
むこと。

　当課では、女性職員の活躍とキャリアアップを後押しするため、中堅職
員の段階からリーダーに求められるスキルと経験を積むことができる環境
を整えており、令和３年度には建設系（土木、建築、電気、機械）の技師
では初となる女性係長が誕生した。今後も女性技師が仕事と育児を両立し
やすい職場環境の整備に努めていく。

③　空き家マップについて【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　自治会等で作成した空き家マップを現地確認で活用しているとのことで
ある。空き家マップを活用することは地域にとってやりがいが感じられる
ため、引き続き連携を取ること。

　地域からの情報提供や後押しによって空き家問題が進展することも多
く、今後も地域と連携し、空き家対策に取り組んでいく。

④　耐震診断の整備について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　耐震診断を受けるものの経済的な事情や年齢等から補強工事や除却には
進みにくい状況である。診断書の交付後、補強や除却の予定があるかアン
ケートを行っているが、引き続き安全対策の必要性を説きながらアプロー
チをすること。

　耐震診断結果の報告時には、診断員から所有者に対し、概算工事費の提
示や各種補助制度の説明を行っている。また、耐震診断時のアンケートに
おいて耐震改修や除却を検討中と回答のあった所有者に対しては、後日改
修工事等の実施を促す文書を送付するなどの取り組みを行っている。当課
では、住宅耐震化に係る相談を随時受け付けており、今後もこうした機会
を捉え、耐震化の啓発や補助制度の周知を図っていく。

リスク発現の可能性があるもの

　　特になし
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　今回の指摘を受けて、課員に対して定められたルールに基づいた事
務を執行するよう改めて指導した。小口現金の管理等について技術職の職
員に対しても周知を行い、ミス等がないよう努める。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　課内で事務執行において注意すべき点や問題点について研修を行った。
また、年に２回行う自己検査点検はこれまで庶務担当が行っていたが、課
長補佐が行うこととするとともに、上司によるチェックの徹底を図り誤り
の無いように努めた。
　技術職員に対しても事務執行に対する意識付けを行ったことにより、会
計規則に則った適正な現金等の管理を行うことができた。
　また、令和３年度に行った業務委託については、契約約款及び仕様書の
内容について精査し、適切に契約事務を行うことができた。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　都市整備部　開発審査課

３　監査実施期間　　　令和　２年　８月１９日

　事務処理の基本的な部分で誤りが見受けられた。所属長は定められた
ルールに基づいた事務執行の意識を職員に定着させるとともに、所属にお
いて発生しやすいミス等によるリスクを認識させ、日常的に確認すべき事
項を周知し、上司によるチェックの徹底を図って誤りのないようにするこ
と。
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２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

大規模盛土造成地調査業務について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　国の方針が未定である部分については早急に方針を定めるよう、他の地
方公共団体と協力して国に働きかけを行うとともに、特にリスクの高い箇
所については市も率先して対応する等、速やかに市民の安心安全を確保で
きる方法を検討すること。

　大規模盛土造成地調査業務については、大規模盛土造成地が多数存在す
る場合、安全性を検証するための第二次スクリーニング（盛土の安定調
査）に長い期間と多大な費用を要するため、効果的に進められるよう国が
方針を見直し新たな考え方が示された。
　令和３年度、この新たな考え方に基づき第二次スクリーニング（盛土の
安定調査）の優先度を評価（実施が必要なものと経過観察とに選別）し、
第二次スクリーニングを計画的に進めるための第二次スクリーニング計
画・作成業務委託を発注し契約を行った。調査の結果、全ての盛土が経過
観察になった場合は経過を見ていくことになるが、優先度が高い盛土が確
認された場合は、第二次スクリーニング（盛土の安定調査）を早期に実施
する。その結果、予防対策が必要となる場合は、対策工法や規模に応じ住
民との調整を行い、予防対策を進めていく。

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）許認可のリスク 【　措置済　】　　令和　３年　４月１５日

①　現に存在する違法建築物に対しての対応について、市民から見て不公
平感が生じないように、市としてのスタンス、どのように指導及び公表等
の措置を行っているか、明確に説明できるようにしておくこと。

　開発審査課のホームページ上で違法建築物に対するの指導の方針につい
て掲載し、市民や事業所に対して周知を図った。
　違法建築物については今後も関係部局と連携し、対応をしていく。

【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

②　開発許可処分についての事前相談等での申請者への説明を疑義の生じ
ない説得力のあるものにするためにも、在籍年数の長い職員がいる間に、
知識の継承に尽力し、職員の知識、コミュニケーション能力を向上させる
指導・育成を体系的に行っていくこと。

　事前相談時に提出される資料や事前相談に対する回答案については課員
全員が内容の確認を行い、誤った回答をすることがない様に努めており、
今後も継続していく。また、回答案に誤りがあれば課員より指摘が入るた
め、この体制が知識の継承にも寄与している。他にも定期的に課内会議や
課内研修を行い知識や事例の共有及び接遇の向上に努めており、今後も継
続していく。
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（４）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　業務分担の見直し等を進めた結果令和３年４月１日から令和３年７
月３１日までの一ヶ月あたりの時間外勤務の平均は２０．７時間となり、
月平均３０時間以内に抑えられた。また、水曜日はノー残業デーとして残
業をせずに帰宅することを課員に促している。また、知識を習得すること
が業務の効率化に繋がることから、職員の知識向上に努める。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　業務分担の見直し等を進めた結果令和３年４月１日から令和４年１
月３１日までの一ヶ月あたりの時間外勤務の平均は１９．７時間となり、
月平均３０時間以内に抑えられた。月平均３０時間以上業務を行っている
職員は平成３１年度は４名いたが、令和３年度については現状１名のみで
ある。
　また、定期的に課内会議を開催し、適切な業務分担や、現状の課題につ
いて話し合い、時間外勤務の適正化に努めている。
　仕事に対するモチベーションの向上及びワーク・ライフ・バランスの充
実を図るため、年次有給休暇の取得の推進や、水曜日は残業をせずに帰宅
するなど課員に対する働きかけを行っている。

【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

②　時間外勤務が前年度より増加している職員が多いので、その理由や現
状の詳細をよく調査すること。

　令和元年度は人事異動により、技術職員２人が異動となったこと及び大
規模盛土変動予測調査（第１次スクリーニング）を実施したことが時間外
勤務増加の理由と分析する。令和２年度については業務分担の見直しを
図ったこと及び技術職員の異動がなかったことが要因となり、令和元年度
と比較すると、所属としては年５００時間ほどの時間外勤務削減となっ
た。また令和元年度は時間外勤務３６０時間以上の職員は４名いたが、令
和２年度は２名へと削減することができた。今後も特定の職員に偏らない
業務の配分に努める。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　　意見なし

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし

①　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途
をたどっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務
が年間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時
間外勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。
加えて、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環
境づくりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化
に向けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取
組みを進めること。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　業務内容については、発注の大型化や集約化による発注本数を減らす取
組みや概算数量発注方式の導入、令和３年度から地域維持型契約方式の契
約期間を単年度から２ヶ年にわたる契約期間へ変更し、効率よく業務が行
えるよう見直しを行っており、職員の負担軽減に努めている。職員の確保
については、増員要求は行っているものの、職員数は増えておらず、職員
一人あたりの業務量は多いままであるため、引き続き増員要求を行ってい
く。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　業務内容については、引き続き、効率よく業務が行えるよう見直しを
行っていく。職員の確保については、増員要求を行ったが、令和４年度の
増員要求は通らず、職員数は増えなかった。令和４年度も引き続き効率よ
く業務が行えるよう業務の見直しを行うとともに、職員の増員要求も行
い、職員の負担軽減に努めていく。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　都市整備部　道路建設課、道路維持課

３　監査実施期間　　　令和　２年　８月１９日

　業務の増加に伴い予算も増加しているが、職員数は業務に見合った人員
が配置されておらず、また、委託業務の発注方法の見直し等、事務の効率
化を図っているものの、現在の職員では対応が困難な業務量となっている
ので、業務内容の見直しや職員の確保について検討すること。
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２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

①　内部事務管理について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年　８月１９日

　事務処理の基本的な部分で、いくつかの指摘事項が見受けられた。これ
は、職員の業務に関する知識不足や単純なミスに加えて所属内でのチェッ
ク・牽制体制が十分に機能していないことに要因がある。所属長は定めら
れたルールに基づいた事務執行の意識を職員に定着させるとともに、所属
において発生しやすいミス等によるリスクを認識させ、日常的に確認すべ
き事項を定型化して確認するなどの内部統制の体制を整備して、内部事務
管理の徹底を図ること。

　職員に対して、指摘された不備箇所及び「文書事務の手引」を周知し、
内部事務管理の徹底を図った。

②　支出事務の適正について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年　８月１９日

　需用費の支出における支払遅延が散見されたことについて、民間企業で
はお金の支払いは信用の表れととらえるので、ルーズにならないよう守る
べきことは守って、行政の仕事として信用されるよう努力すること。
　また、マニュアルやチェック体制をもう一度見直し、小さなミスが起こ
らないよう配慮すること。

　今後の支払遅延防止のため、課員に対して「政府契約の支払遅延防止等
に関する法律」について周知徹底を図った。

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

①　令和元年度は、道路整備課として１つの課であったが、庶務担当は２
人であり、そのうち１人は新規採用職員であった。また、職員数も多く、
当課配属の新規採用職員も多くなっている。
　当課の内部事務管理と内部牽制体制の構築状況において、「会計事務の
手引き」「審査事務マニュアル」「文書事務の手引き」を課員に周知し、
担当を含む、係長、管理職のチェックを行っているとしているが、支出事
務で支払遅延や文書管理で不適切な事務処理が見受けられた。庶務担当の
人数が不足していること、課員の認識不足やチェック体制が適切に行われ
ていないので改善を図ること。

　支払遅延を防止するために、相手側から支払請求を受けた際、担当と庶
務担当で提出された書類や支払期日についてダブルチェックを行うなど、
チェック体制を見直すとともに、課員に対して「会計事務の手引き」「審
査事務マニュアル」「文書事務の手引き」に加え「政府契約の支払遅延防
止等に関する法律」について周知徹底を図った。
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【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

②　指示書などの取扱いについて
　指示書（打合簿）などの書類への記載がわかりづらいので、新人の技師
でも必要事項を正確に記述できるようマニュアル等の周知や研修を行うこ
と。

　打合簿などの記載について、新人の技師でも必要事項を正確に記述でき
るマニュアルは存在しており、周知徹底を図っていく。

（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　時間外勤務が多い原因としては、幹線道路の整備や通学路をはじめとし
た交通安全対策、道路施設の更新など予算が年々増加している一方で、職
員数は増えていないことにある。
　時間外勤務の縮減のため、発注の大型化や集約化による発注本数を減ら
す取組みや概算数量発注方式の導入、令和３年度から地域維持型契約方式
の契約期間を単年度から２ヶ年にわたる契約期間へ変更し、効率よく業務
が行えるよう見直しを行っており、職員の負担軽減に努めている。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　職員の確保について、令和４年度の増員要求は通らず、職員数は増えな
かった。令和４年度も引き続き効率よく業務が行えるよう業務の見直しを
行うとともに、職員の増員要求も行い、職員の負担軽減に努めていく。

【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　過労死の労災認定基準を上回る時間外勤務を行った職員は、令和元年度
が９名であったのに対し、令和２年度は１４名となり５名増となった。令
和元年度から令和２年度にかけて、事業費予算は増大したが職員数は増え
ていないことから、職員一人あたりの業務量が増大した。発注の大型化や
集約化により発注本数を減らすなどの取組みや職員の増員要求を行い、引
き続き時間外勤務の縮減の取り組みを継続していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　職員の確保について、令和４年度の増員要求は通らず、職員数は増えな
かった。
　令和４年度から地域維持型契約方式における契約金額（指示限度額）の
増額を行うなど、効率よく業務が行えるよう業務の見直しを行い、職員の
負担軽減に努めた。

　依然として厚生労働省の定めている過労死の労災認定基準(*)を上回る
勤務状況が見受けられるため、早急にこれを解消すること。
　* 過労死の労災認定基準：発症前１か月間に概ね１００時間又は発症前２か月間な
いし６か月間にわたって、１か月あたり概ね８０時間を超える時間外労働を過重業務
の評価の目安としている。

①　職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年間３６０時間を超
える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外勤務の原因を分析
して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加えて、職員のワー
ク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づくりに取り組む
とともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向けた取組みを行
うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組みを進めること。
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【　措置済　】　　令和　３年　７月　１日

②　メンタルヘルス研修の取入れについて
　当課には、メンタルに課題を抱えた職員がいる。職員が復帰するための
フォローアップは管理職の仕事であるので、適切な対応を行うこと。
　また、メンタルヘルスやアンガーマネジメント等の研修を行うなど、職
員を守る視点を持つこと。

　現在、休職している職員については、復帰が可能であるかを産業医に判
断してもらうため、休職期間満了１カ月前に産業医面接を受けてもらう予
定である。
　メンタルヘルス研修については、定期的にストレスチェックを行うな
ど、メンタルヘルスについて理解を深めるために、新規採用者を含めた若
年層（１～３年目）の４名がメンタルヘルス研修を受講した。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　ＩＣＴの活用について【効率性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　現在、ＩＣＴ戦略課を中心に、スマートフォンアプリＬＩＮＥを用いた
生活情報や防災情報など様々な市の情報を発信するシステムの検討が進め
られているところであり、そのシステムに、道路損傷通報機能を追加でき
ないかを検討している。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　現在、スマートフォンアプリＬＩＮＥを用いた道路損傷通報機能につい
て、令和３年度内の試行開始に向け、開発を進めている。

②　前年度繰越事業について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　事前の地元調整を十分に行い、地権者との交渉を円滑に進める努力はし
たが、地権者の了承が得られず事業に遅れが生じたため、繰越すことと
なった。今後も事業を円滑に進めるため、事前の地元調整を十分に行い、
事業費を繰越さないよう努めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　現在は、事業を円滑に進めるため、事前の地元調整を十分に行い、事業
費を繰り越さないよう努めている。

　道路パトロールについて、パトロール車にアプリを入れたスマホを搭載
し、道路を走った際の振動から、道路の傷み具合を分別する手法を取入れ
ており、職員の目視によるデータとの整合性を確認し、パトロールした道
路や日時の情報をデータとして収集し、そのデータを基に道路修繕の計画
を検討していることは評価できる。
　一方、消防本部や危機管理室では、火災や風水害が発生した時の写真や
動画をアプリに投稿すると地図上に表示され、災害現場の情報を速やかに
把握し、避難や人命救助に生かす狙いで「消防・防災情報収集システム」
を運用している。しかし、当課においては、システム情報の共有や連携は
されておらず、災害時の迅速な対応を行うために連携を検討していく必要
がある。

　前年度からの繰越事業として、道路新設改良費、橋梁新設改良費、交通
安全施設整備費を令和元年度に繰越している。繰越となった理由も、地権
者との交渉に時間を要したことが主な要因であり、繰越事業費を少しでも
減らせるよう事前の地元調整を充分に行うこと。
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③　業務内容の周知方法について【住民福祉向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　ホームページでは、それぞれの課の業務内容を記載しており、市民にも
伝わる内容となっている。
　今後、地元説明会や土木要望会などの説明会においては、道路建設課と
道路維持課の業務内容を明示し、市民に伝わるよう努めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　令和４年１月から土木要望会などの説明会においては、市民に伝わるよ
う道路建設課と道路維持課の業務内容を明示した。

④　地区担当の引継ぎについて【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　地区担当は、地元自治会や自主選定組織と密にコミュニケーションを取
りながら様々な事業を進めていく非常に重要な役割である。人事異動等で
地区担当職員が交代する時の引継ぎに、地域の特性や注意点などが共有で
きるツールを検討すること。

　人事異動等で地区担当職員が交代する時の引き継ぎとして、ワードやエ
クセルを用いて、わかりやすく地域の特性や注意点などが共有できるよう
工夫をしており、継続して取り組んでいく。

⑤　業務量の軽減について【経済性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和２年度まで単年度契約であった単価契約を見直し、令和３年度から
は２ヶ年にわたる契約を締結した。今後も先進市の事例を取り入れ、業務
量の軽減に努めていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和４年度からは発注件数を削減するため、業務委託（単価契約）の発
注規模の大規模化を行う予定である。引き続き、先進市の事例を取り入
れ、業務量の軽減に努めていく。

⑥　生桑町道路補修用資材置き場の整備について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　インターネット環境については、ＩＣＴ戦略課と協議を行ったものの、
整備が難しく進んでいない状態である。建物の耐震チェックについては、
令和４年度での予算要求を行う予定である。
　当敷地内における産業廃棄物については、令和２年度及び令和３年度に
処分を行った。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　建物の耐震チェックについて、令和４年度の当初予算として計上された
ため、令和４年４月から取り組んでいく。

　課が分割されたこともあり、道路建設課、道路維持課、道路管理課と市
民から見て相談窓口が分かりづらくなっている。市役所の組織は分かりづ
らいので、ホームページも含めて、わかりやすい言葉で業務内容が市民に
伝わるよう工夫すること。

　職員の業務量の軽減を図るため、工事の集約化や発注規模の大規模化に
よる発注件数の削減・外部委託の積極的な活用に取組むなど効率的な業務
執行に努めている。引続き、先進市の事例も参考に取り入れながら、業務
量の軽減に努めること。

　生桑町道路補修用資材置き場にある事務所用の建物について、パソコン
用のインターネット環境が整備されていないことや、建物の耐震チェック
が行われていないなどの状況がある。環境面などの施設整備を検討するこ
と。
　また、当敷地内には、撤去したカーブミラーやガードレール等の産業廃
棄物が山積みにされているので、早急に処分すること。
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リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（４）機構改革によるリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　７月３１日

　道路、橋梁の維持修繕の業務分担について、道路建設課では、各施設の
定期点検を実施し、その点検結果に基づき必要な修繕や補強などを計画的
に実施している。一方、道路維持課においては、緊急的な修繕が必要と
なった道路、橋梁に関して対応を行っているため、業務分担においては混
乱は生じていない。

【　対応状況　】　　令和　４年　１月３１日

　現在においても、混乱は生じていない。

・　道路建設課と道路維持課に分割されたことにより、道路建設課予防保
全係の業務と道路維持課の業務で、道路、橋梁の維持修繕の業務分担にお
いて混乱が生じていないか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　道路建設課予防保全係の事務分掌には、「道路、橋梁の長寿命化対策
に関すること」とあるが、長寿命化対策に係る修繕と日常的な維持修繕の
所管が不明確になることが想定される。
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指　摘

　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）都市再開発事業のリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

近鉄四日市駅周辺等整備について
　市民の期待が集まる大きなプロジェクトであり、中心市街地に人を呼び
込めるような施設整備を行うこと。

　リニア中央新幹線の東京・名古屋間の開通による効果を最大限に生かす
べく、市の玄関口となる近鉄四日市駅やＪＲ四日市駅の駅前広場や歩道、
公園の高質化等の整備を進めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　本事業により生じるオープンスペースがどのような使われ方をするか、
利活用ワークショップを開催することで広く意見を聴き、令和４年秋ごろ
に賑わい創出の社会実験を行うべく、準備・検討を進めている。

（４）まちづくりの担い手の高齢化によるリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　他市町村の事例も研究し、担い手を確保するため、愛護会の活動を十分
に支援すること。

　日常の公園管理を行う公園愛護会や「花と緑いっぱい事業」の担い手で
あるボランティア団体については、制度の周知等を行うことにより結成を
促し、活動への支援体制を構築している。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　都市整備部　市街地整備・公園課

３　監査実施期間　　　令和　２年　８月１８日
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（５）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。

　令和２年度から、近鉄四日市駅周辺等整備事業の本格化や緑化関係事業
の所管が変わったことにより、当課の業務量は著しく増加しており、時差
出勤制度の導入や都市整備部内での兼務発令等の取り組みを実施している
が、令和２年度の時間外勤務が年間３６０時間を超える職員数は、令和元
年度と比較して２名増加し、一人あたり平均時間外勤務時間数も３５．
７％増加となった。引き続き時間外勤務の縮減を図り、職員のワークライ
フバランスの充実を目指す。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和２年度に引き続き当課の業務量は増加の一途を辿っており、令和３
年度の時間外勤務が年間３６０時間を超える職員数や一人あたり平均時間
外勤務時間数も、令和２年度と比較して増加する見込みである。昨年度同
様、都市整備部内での兼務発令を行うほか、ＩＣＴの活用により会議をオ
ンライン化するなど、業務の効率化を図り、職員のワーク・ライフ・バラ
ンスの充実を目指す。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　中央緑地内の公園施設の整備について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度を活用した中央緑地内の公園施設について、ス
ポーツ・国体推進部や他部局と連携し、適切に整備・管理を行うこと。

　Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度を活用した中央緑地内の公園施設について、ス
ポーツ・国体推進部や他部局との連携のもと、事業者による整備が完了
し、予定通り施設の譲渡を受けることができた。今後についても、随時事
業者と連携して適切な管理に努める。

②　普通財産の有効活用について【効率性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　普通財産として土地を複数保有しており、有料で貸し付けているものも
あるが、面積が小さく借り手のいない土地もある。草刈り等の管理費用も
生じているため、将来に向け、有効活用を検討していくこと。

　普通財産として草刈り等の管理を行っている土地のうち、狭小等の理由
により借り手のいないものについて、近隣の不動産業者に聞き取りを行
い、売却の可能性がないか検討している。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　普通財産として管理する相生町の土地について、隣接する地権者に対し
て売却する方向で手続きを進めており、他の土地についても売却や貸付が
できないか、検討を続ける。
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③　土地の貸付料について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　駐車場として貸し付けている土地の貸付料の料金設定について、近隣の
民間駐車場の経営を圧迫しないよう、実例価格を基準に算定しているとの
ことであるが、価格設定の根拠について、市民に説明責任を果たせるよ
う、文書で残しておくこと。

　駐車場用地として貸し付けている土地のうち、民業圧迫回避のため実例
価格を基準に料金設定をしているものについて、周辺駐車場の金額を示す
資料を決裁に添付することとした。

④　公園の樹木剪定について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　委託業者に対し、ただ剪定するということではなく、景観も意識した剪
定が行われるよう、指導を行うこと。

　委託業者に対し、具体的な剪定方法を紹介するなど、景観も意識した剪
定を心掛けるよう指導した。

⑤　樹木管理業務委託について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　同種ではあるが内容の異なる業務委託にもかかわらず、原課契約の対象
となる金額の上限に近い金額で、同一設計金額となっていた（契約金額も
同じ）。契約手続の適正性に疑念を持たれることのないよう、綿密な積算
を行うこと。

　内容の異なる同種の業務委託については、通常通り適正な手続を経て契
約しているが、契約手続の適正性に疑念が生じないよう、綿密な積算及び
確実な検算を行うよう担当職員に周知した。

⑥　県公共事業負担金について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　北勢中央公園建設について、協定書により、次のとおり負担割合が決め
られている。
　国：５／１０　県：４／１０　市：１／１０（うち、四日市市６３％、
いなべ市３７％）
　しかし、県からの請求に応じ支払いをしているが、上記負担割合に応じ
た負担金の内容になっているか確認は行っていない。負担金額の適正性を
確認するため、県の支出関係書類を確認すること。

　北勢中央公園の整備に係る負担金については、協定書により負担割合が
定められており、毎年度３月に県議会の議決を経て負担金の納付に係る通
知がなされているが、負担金額の適正性について確認すべく、県の支出関
係書類を確認することとした。
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リスク発現の可能性があるもの
（３）多分野にわたる事務分掌によるリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　７月３１日

　多分野にわたる業務を効果的、効率的に行うため、定期的に課内会議を
行い各係における懸案事項等の情報共有を図るとともに、災害時等の緊急
対応が必要な場合だけでなく平時から係間での応援体制を組み、迅速に対
応している。また、委託業務内容の見直しにより事務処理の手間を削減し
たほか、狭あい道路整備事業においては新たな補助制度を創設し、従来の
整備工事と並行して行うことで、より柔軟に地権者のニーズに対応可能な
制度を構築するなど、限られた予算の中で効率的な事業の進捗を図ってい
る。

【　対応状況　】　　令和　４年　１月３１日

　引き続き係間での応援体制を組むとともに、ＩＣＴの活用による業務の
効率化に努めている。令和４年度からは、組織機構の見直しにより「市街
地整備課」と「公園緑政課」への分割が予定されており、新年度に向けて
整理を進めている。

・　業務が多分野にわたっており、効果的、効率的に行われないのではな
いか。


リスク発現の可能性（〇予防策あり、△可能性あり、×発現）

△　都市再開発、道路後退用地整備、公園緑地の整備・管理、緑化政策と
いう関連性の薄い異種の業務が同一の課の業務となっており、さらに、国
体推進課との兼務職員がいる。業務が効果的、効率的に行われるような業
務管理が必要とされる。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　業務内容の見直し等により、時間外勤務の縮減について一定の効果は出
ているが、現体制では縮減についても限界がある。以前から体制強化のた
め増員要求を行っており、今後も継続して要求していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　業務内容の見直し等により時間外勤務の一定の縮減を図ったが、新型コ
ロナウイルス感染症への対応業務が発生したことに伴い、トータルで大き
な変化はみられていない。以前から体制強化のための増員要求を行ってお
り、今後も継続して行っていく。

（３）契約事務の適正な執行がなされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　河川や排水路などの清掃業務の委託において廃棄物の処分量に応じて契
約金額を定める単価契約を締結しているが、例えば、この契約の履行の検
査確認において、上位職の者も処分量まで計算するなど、チェック機能を
強化して、引き続き契約事務の適正な執行に努めること。

　上位職の者も処分量を確認する体制とし、契約事務の適正な執行に努め
ることとした。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　都市整備部　河川排水課

３　監査実施期間　　　令和　２年　８月１８日

　時間外勤務が恒常化しており過重な業務となっている。時間外勤務の縮
減のため、改めて業務内容を見直した上で必要であれば増員して体制を強
化することも検討すること。
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２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

①　総合治水対策の強化について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　総合治水対策チェックリストを用いた、市役所全体での浸透施設、貯留
施設などの設置による治水対策への取り組みは、今後も継続して行ってい
く。また、効果的な総合治水対策の推進については、検討委員会において
検討・調整を図るなど、上下水道局とも連携して取り組んでいく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　総合治水対策チェックリストを用いた、市役所全体での浸透施設、貯留
施設などの設置による治水対策への取り組みは継続して行っていく。ま
た、今後も引き続き上下水道局と連携して総合治水対策の推進に取り組ん
でいく。

②　河川台帳の作成について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　本市の管理河川の改修状況が一覧できる図面（以下「河川台帳」とい
う。）の作成に向け財政部局に予算要求を行っているがその実現には至っ
ておらず、河川台帳は現在、存在しない。河川は、本来的に洪水等の自然
的原因による災害をもたらす危険性、すなわち市民の生命、身体及び財産
に重大な被害を及ぼす危険性を内包しているものであり、河川改修等の必
要性・緊急性を判断するのに有用な河川台帳は必要であると思われる。引
き続き河川台帳の作成に向けて取り組むこと。

　令和２年度「河川等計画保全事業」において河川の現況調査を行い、保
全計画を策定した。これにより河川改修等の必要性・緊急性が判断でき、
河川台帳作成と同等の効果を得ることができた。

　市長部局と上下水道局が連携して治水対策に取り組むため、総合治水対
策検討委員会を設置し、当課が同委員会の事務局を所管しているが、同委
員会に諮るべき事案がなかったため、令和元年度は開催がなかった。しか
し、豪雨などの異常気象が発生している近年の気象状況に鑑みると、市と
して総合的に治水対策をどうしていくのか、上下水道局も含めて市役所全
体で考えていくことが重要である。後手に回らないよう、同委員会を定期
的に開催するなど当課が主導して総合治水対策の推進に取り組むこと。
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　発注の集約化により発注本数を減らす取組みや、係間での業務連携を行
うことで、令和元年度と令和２年度の時間外勤務を比較すると、年間３６
０時間を超える職員が１２名から７名へと減少した。
　今後も引き続き取り組みを行うことで、ワークライフバランスの充実に
努め、働き方改革への取組みを進める。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　発注の集約化により発注本数を減らす取り組みや、係間での業務連携を
行うことで、時間外勤務の一定の縮減を図ることができた。
　しかしながら、今年度は新型コロナウイルス感染症への対応業務が発生
したことに伴い、トータルの時間外勤務実績では大きな変化はみられてい
ない。今後も引き続き取り組みを行うことで、ワーク・ライフ・バランス
の充実及び働き方改革を推進する。

（４）河川等の計画的な整備がなされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　令和２年度に新たな事業として「河川等計画保全事業」を実施し、河川
及び調整池に係る保全計画の策定に着手した。この事業を計画的に進める
ことにより、本市が管理する河川等の計画的な整備に取り組む必要があ
る。国や三重県が管理する朝明川、海蔵川、三滝川等についても、引き続
き、流域住民の声を国や県に届けるなど、計画的に整備が図られるよう努
めること。

　「河川等計画保全事業」による河川及び調整池の保全計画の策定が完了
したため、今後は保全計画に基づいた計画的な整備を行っていく。
　国や三重県が管理する河川については、毎年継続して整備や維持管理に
ついての要望活動を行っている。今後も引き続き要望していく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　　意見なし

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

　　　指摘なし

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

①　市営中央駐車場の割引認証機の配置について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　令和元年度財政援助団体監査において、市民生活課が、関係外郭団体利
用者の駐車場利用料金を無料とするため、道路管理課から貸し出された市
営中央駐車場の割引認証機を外郭団体に配置して管理を任せていることに
ついて、市民生活課に対し、早急に道路管理課等と協議を行い、必要な措
置を講ずるよう指摘がなされている。監査委員の指摘の重みを理解し、割
引認証機を管理する道路管理課の責務として、ただちに措置を講ずるこ
と。

　監査委員の指摘の重みを理解し、割引認証機を管理する当課の責務とし
て、定期監査後、早急に市民生活課に対し、外郭団体や補助団体が主催す
る会議等の参加者に対する割引認証について指導するとともに、外郭団体
等へ割引認証機を配置することを見直すよう指示を行った。その後、当該
団体の利用実態に基づき、適正に利用料金が納入されたことを確認した。

②　近鉄高架下の用地利用について【経済性の視点】 【　措置済  】　　令和　２年１２月１７日

　近鉄高架下の用地を近鉄から市が有料（年間４００万円）で借り受け、
同額で地元の連合自治会に貸し出しており、同自治会は同用地を有料駐車
場として貸出しを行っている。近鉄線が高架となった４０年以上前から、
そのような状況が続いているとのことであるが、市は同自治会へ貸し出し
ている用地の詳細な利用実態を把握していない。市が特定の団体へ貸し出
した用地が有料駐車場として使用されており、公平性に欠けるとも考えら
れる。利用の実態を調査し、適切な対応を取ること。

　利用実態の把握について、地元連合自治会に収支の報告を受け、運営状
況について適正である旨の確認を行った。当該用地は、高架事業当時、地
元が地域の問題解消のために働きかけ、駐車場として利用することに近鉄
が応じたものであるが、自治会が近鉄に直接借り受けることを、近鉄が現
在も了承していないため、市が近鉄から一旦借り受け、自治会に貸し出し
ているものである。このような経緯から、公平性に問題はないと認識して
いるが、今後も毎年の契約時には、駐車場の運営状況の確認を継続して行
うこととした。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　都市整備部　道路管理課

３　監査実施期間　　　令和　２年　８月１２日
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。

　職員配置や業務分担を再検討し、時間外勤務の縮減を図っているが、令
和元年度は、民間の大規模ソーラー事業や半導体工場の新棟建設に伴う用
途廃止や区域変更などの業務が集中し、負担が増え、時間外勤務が増大し
た。令和２年度の時間外勤務時間が年間３６０時間を超える職員は、令和
元年度と比較して１名減少し、月平均時間数も減少した。今後も、業務効
率化の取り組みを続けるとともに、年次有給休暇等の計画的な取得やノー
残業デーの実施など、ワーク・ライフ・バランスの充実と健康を阻害しな
い環境づくりに取り組んでいく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　職員配置や業務分担を再検討し、業務効率化を図り時間外勤務の適正化
に努めている一方で、令和３年度上半期の時間外勤務数については、新型
コロナウイルス感染症対策関係業務や病気休暇により、令和２年度の同時
期と比較して、一人当たり６時間増加した。引き続き、職員間の業務分担
を検討しながら、時間外勤務の短縮に取り組んでいく。また、ワーク・ラ
イフ・バランスの充実を図るために、年次有給休暇の取得を促したり、
ノー残業デーの実施を行い、働き方改革への取り組みを進めていく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　預金の管理について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年　８月１２日

　本市が事務局をしている四日市市交通安全協議会の預金通帳を２通保管
している。他団体の通帳であり、事故の起こらないよう、注意深く管理す
ること。

　鍵のかかるロッカーにて本団体の通帳を保管している。また通帳の印鑑
は通帳とは別の場所で保管しており、事故の起こらないよう、注意深く管
理している。

②　市道の維持管理について【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　市道の全体数量は多く、維持管理予算にも限りがあるが、道路事故が起
こらないよう、職員からの通報制度も活用し、道路維持課とも十分連携を
とって、適切な維持管理に努めること。

　道路維持課と共同で、ホームページや掲示板で道路の損傷の情報を広く
求め、早期発見と修繕につながるよう努めている。今後も適切な維持管理
を行っていく。
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③　借用している道路用地について【経済性の視点】 【　措置済　】　　 令和　３年　３月３１日

　道路用地として借用している土地が多く存在し、全体の年間使用料も高
額である。将来を見据えて、代替わりや名義変更の機会等をとらえ、購入
の交渉を引き続き進めていくこと。

　契約更新時に調査を行い購入に向けた交渉を行っている。将来を見据
え、使用料の削減につながるよう、代替わりや名義変更の機会にも、引き
続き交渉を行っていく。

④　市営中央駐車場の維持管理について【有効性の視点】 【　措置済　】　 　令和　３年　３月３１日

　市営中央駐車場の１階トイレの清掃が行き届いておらず、また、階段内
のごみが放置されている状況があった。指定管理者の業務として、毎日、
トイレ清掃と通路等の拾い掃きを行うこととされており、清掃が適切に行
われているか注意して確認していくこと。

　指定管理者に清掃状況の確認を行い、丁寧に清掃を行うように指導し
た。職員も清掃が適切に行われているか、適宜注意して確認していく。

⑤　放置自転車売却に係る入札について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　放置自転車について、保管期間経過後、当課で売却に係る入札を行って
おり、その際、同額での応札があった場合、くじを作成し、課長がくじを
引いて落札者を決定している。くじ引きの際には、誤解を招くことのない
ような方法でくじを執行し、また適正にくじを執行した証拠を保存するよ
うにすること。

　同価格で応札のあった場合のくじ引きの際は、地方自治法施行令第１６
７条の９に基づき、誤解を招くことがないようにくじ引きを行い、証拠を
保管することとした。

⑥　自動車運行日誌の記載について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　記載されている運行区間（目的地）から想定される走行距離数に比べ、
記載されている走行距離数が長い事例が見受けられる。記載されている運
行区間に加え、他業務で別の目的地にも立ち寄った場合、立ち寄り先につ
いても運行区間欄に記載すること。

　運行の目的地が数カ所ある場合、運行日誌に記載を省略していることが
あったため、他の立ち寄り先も含めて目的地を記載するように職員に周知
徹底を図った。

⑦　職員の車両事故について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年　９月１８日

　運転機会の少ない若い職員に車両事故が多い現状がある。職員の車両運
転の指導は管財課が担っているとのことであるが、市全体の交通安全を担
う道路管理課としても、職員の車両事故が減少するような方策を検討して
いくこと。

　交通安全運動等の期間中において、庁内放送を用い、職員を含む来庁者
に対して交通安全に関する啓発活動を行った。

リスク発現の可能性があるもの

　　特になし
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指　摘

　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和２年度より再開された事業であるため、業務量がどれぐらい増加す
るか予想できない部分があるものの、時間外勤務の増加は懸念されること
から、状況を見極めながら必要な人員を要求していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　当市の地籍調査事業は、１地区３カ年で完了を予定しており、令和３年
度は２年目の作業中であるため、１地区３カ年でどの程度の業務量が増加
となるか注視し、必要な人員を要求していく。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　都市整備部　用地課

３　監査実施期間　　　令和　２年　８月１２日

　地籍調査事業を行うことを決めたのであれば、管理職が中心となって人
事当局にも働きかけを行い、この事業をやりきるという姿勢を見せていく
ことが必要であるし、それをしないと時間外勤務の増加にも繋がるので、
適切な対応を取ること。
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（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　時間外の状況や業務の進捗状況に合わせて、業務分担の大幅な変更や応
援体制を取るなどの対応を随時行ったが、令和２年度についても時間外勤
務が年間３６０時間を超える職員が１人いた。
　引き続き業務分担の変更や応援体制を取るなどを行うとともに、職員ひ
とりひとりの業務の進捗状況をより詳細に把握し、職員間の業務の平準
化、効率化に取り組んでいく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　業務分担の変更や応援体制の整備に取り組んだものの、選挙事務やコロ
ナ業務への応援などが増加したため、職員一人当たりの時間外勤務数は
１ヶ月平均１６時間となり、前年同時期と比べて約１時間増え、１ヶ月平
均３０時間を超える職員は４人となった。
　選挙事務やコロナ応援などの特殊要因を除くと、職員一人当たり約１時
間の減少となっていることから、引き続き業務分担の変更や応援体制の強
化に取り組み、時間外勤務の縮減に努めていく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　建物調査等業務委託について【効率性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　事業の進捗や地権者との用地交渉の進展状況に合わせてより経済的、効
率的な方法をとりつつも、統一したルール化についても研究していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　用地交渉の状況や事業の進捗を事業担当課とも調整・確認し、経済的、
効率的な方法を検討し、統一したルール化について研究していく。

労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について
　通常業務に加えて、選挙事務に伴う動員や災害対応などにより時間外勤
務が年間３６０時間を超える職員が１人見受けられた。所属長は、職員の
時間外勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこ
と。加えて、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやす
い環境づくりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適
正化に向けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革へ
の取組みを進めること。

　道路用地等の取得に伴い、建物等の物件がある場合は物件移転補償を
行っている。その物件移転補償額を算定するため、建物調査等の算定業務
委託を行っているが、事業の進捗や地権者との用地交渉の進展により、物
件移転補償額の算定を最新の年度に変更する必要が生じ、再算定の業務委
託を行うことになる。各事業や担当ごとによって事務処理に違いが生じ、
必要以上に業務委託を分割することがないよう、統一したルールが必要で
ある。
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②　他部局で行う用地取得の連携について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　他部局で行う用地取得については、可能な範囲で協力をしてきている
が、部所管の工事に伴う用地取得を前提とした人員配置となっており、ま
た、他部局と同様に用地課においても知識や経験の蓄積、その継承が課題
となっている。
　部局を超えた連携や協力体制の構築については、部内の事業量を見て検
討していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　用地課は部所管の工事に伴う用地取得を行うための人員配置であり、課
内においても知識や経験の蓄積、その継承が重要な課題となっている。他
部局への協力体制については、可能な範囲で行っている。協力・連携体制
の構築については部内の事業量を見て検討していく。

③　地籍調査事業について【経済性、効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　地籍調査事業について、職員が測量士や土地家屋調査士の知識や資格を
取得するための内部養成をすることと、民間へ委託した場合で、効率性や
コスト面でどちらが適しているか検証して実施すること。

　各研修会に参加し、知識を習得していく。委託方法については、地籍調
査の再開時に検討を重ね、効率性やコスト面を考慮した結果、測量及び一
筆地調査に加えて工程管理及び検査等の一部を含めた業務を委託すること
が可能となる国土調査法第１０条第２項委託を選択して実施した。

④　地籍調査事業の実施について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　不一致を確認した時点で法務局等の関係機関と協議・調整していくとと
もに、先進的な都市の取組みについては、積極的に情報を収集することに
努めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　本年度に現地立会いを含む一筆地調査を行い、現況と公図が大きく異
なっている箇所については、法務局等の関係機関と協議・調整をして、適
切な処理を行うことが出来た。
　先進的な取り組みについては、研修会へ参加することで、最新の手法な
どを学ぶことが出来た。

⑤　未登記道路の解消について【経済性、効率性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　境界立会いで未登記道路が発見された場合、当該地だけでなく隣接地や
近隣地も含めてこれまで以上に未登記道路の解消に努めていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　未登記道路が境界立会いで発見された機会を捉え、地元自治会からの要
望、道水路管理部署と情報共有を図り、隣接地や近隣地への協力を依頼
し、解消に努めている。また、地籍調査などの、大規模測量を伴う境界立
会の際には担当者間にて連携し、効率的な未登記道路の発見・解消につな
げていく。

　道路、河川等の用地取得については部所管の工事に限られており、他部
局が行う用地取得については、相談などの協議は行っているものの、用地
取得は担当部局で行われている。用地取得には、専門的な知識や経験が必
要である。一方、各部局においては、施設の更新や管理地の境界確認によ
り、用地取得が必要なケースが発生するが、頻度は少なく知識や経験の蓄
積や継承は難しいことが想定できる。そのため、用地課が培ってきた専門
的な知識や経験を活かすために、部局を超えた連携や協力体制を築く必要
がある。

　地籍調査事業について、現況と登記簿の不一致が出て、事務的に進まな
いことが想定できる。先進的な都市の取組みを収集し、実りのある取組み
とすること。

　未登記道路の調査事業費について、昨年２，０００万円の予算で１３０
筆の登記を行っている。費用は掛かるが、未登記道路が少しでも無くなる
よう、効率的な手法を検討すること。
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⑥　土地開発公社に代わる用地の先行取得について【経済性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　引き続き国、県や他都市の動向を見つつ、今後も他市に問い合わせるな
ど事業担当課とともに用地取得の仕組みづくりを検討していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　業務に関する雑誌や書籍などの事例を参考にしつつ、国や県、他自治体
に問い合わせる等の情報収集を行い、引き続き事業担当課と共に用地取得
の仕組みづくりを検討していく。

⑦　用地業務に伴うスキルの習得について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　外部研修への派遣の機会を増やし、関連法令などを学ぶ機会を設けるこ
とと併せ、学んだことを生かしてスキルを磨きつつ、市民サービスの向上
に取り組んでいく。
【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　担当業務の内容や職員の経験に応じた研修を積極的に受講し、獲得した
知識については課内で共有し、知識のアップデートを行っている。今後も
スキルを磨き、市民サービスの向上に取り組んでいく。

　リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし

　当課の業務は、市民に直接関係する不動産である土地の売買等に関する
業務である。法律に基づく対応が必要となるのでスキルを磨き、市民サー
ビスの向上に取り組むこと。

　土地開発公社が廃止され、それに代わる用地の先行取得の手法が必要で
ある。他市町の事例や状況も調査し、参考にできるものがあれば研究する
など、引き続き用地の先行取得を検討すること。
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指　摘

　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

職員配置について
　他の部局に比べ予算が少ないことから、庶務的な事務を行う主事の配置
がない職場である。技師である係長が事務処理をすることによって時間外
勤務の原因や、業務の質の低下となることも考えられる。引き続き事務職
の人員要望を行っていくこと。

　以前から継続的して、事務職を要望しており、令和３年度においても要
望を行ったが、配置されなかった。令和４年度に向けた職員配置計画にお
いても庶務的な事務を行う担当を要望した。
　また、係増設を提案し係長の指導がより行き届く体制とすることで、業
務の質の低下を抑えられるよう組織体制の見直しを要望した。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　都市整備部　営繕工務課

３　監査実施期間　　　令和　２年　８月　６日
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（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　毎月、係長以上によるスケジュール管理会議を行い、全担当者の業務の
進捗状況を把握すると同時に、職員の時間外勤務の原因となり得る要素を
予測することで、効率の良いスケジュールの再構築を指示し、必要に応じ
て業務分担の見直しを行っている。
　また、設計業務については外部委託を拡大することで業務の効率化を図
り、時間外勤務の縮減に努めている。
　働きやすい環境づくりの取組みとして、朝礼等で計画的な年休取得を促
す等、職場の雰囲気作りに努め、職員のワークライフバランスの充実に向
けた取組みを引き続き行っていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和３年度においては、中学校給食受入施設整備工事、小中学校大規模
改修工事等による事業量の増加、こども未来部施設担当の新規配置及び、
コロナ関連による動員など、当課では抑制することが難しい外的な要因に
より、時間外勤務の縮減に繋げることができていないが、年休取得を促進
するなど働きやすい環境づくりに努めた。
　今後の動向として、小中学校大規模改修工事及び、令和５年度からの中
学校給食導入に向けた工事が令和４年度にピークを迎えることとなるた
め、事前に計画性をもった業務計画を行い、業務集中の分散化に努める。

【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和２年度における時間外勤務３６０時間超えの職員が占める割合は２
５人中１２人（４８％）であり、前年比２３．２％縮減を達成することが
できた。一定の改善効果は表れているものの、依然として時間外対象職員
の半数を占めるため引き続き時間外勤務の縮減に努める。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和３年度においては、主に工事及び設計の事業量の増加、コロナ関連
による動員等により、時間外勤務の縮減ができなかった。現在、令和４年
度に向けてタブレットを導入するため予算要求を行っており、導入するこ
とで、リモートでの現場状況の確認や指示を行える環境を整え、現場へ出
向く回数を抑えるなど効率化を図り、時間外勤務の縮減に努める。

①　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途を
たどっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が
年間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間
外勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加
えて、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境
づくりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に
向けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組
みを進めること。

②　平成２９年度から設計と工事を年度割りすることにより、計画性を
持って業務を行うことができるようになり、時間外勤務の抑制につなげる
ことができたということであった。
　一方、新規採用職員が増加したことにより、育成するための時間が必要
となり、他の職員の時間外勤務が増加した。予算要求時においては、各部
署から依頼される工事の設計を行うため、事業量の調整を行うことは難し
い状況である。改善を行っているものの、令和元年度における時間外勤務
３６０時間超えの職員が占める割合は２４人中１５人（６２．５％）であ
り、解消されていない。引き続き時間外勤務の縮減に努められたい。
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２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　女性の活躍、登用について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

ア　女性技師が採用されているが、現場に行くことは体力的な面や安全面
において男性より苦労することがある。その受け止めや女性特有の体調へ
の配慮、セクハラ防止を意識した取組みを進めることにより、より働きや
すい職場の確保をすること。

　期首及び期末面談などの機会をとらえ体調管理の重要性を伝え、各種休
暇制度の説明を行った。
　また、職場におけるハラスメントを防止するために相談しやすい職場環
境を構築し、相談があった際には、相談者等のプライバシーを保護し適切
に対応している。

【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

イ　経験を積み重ねてきている女性技師がいることからロールモデルとな
るよう、後に続く女性技師のフォーローアップができることを意識した育
成をすること。

　経験を積み重ねてきている女性建築技師を各係に配置し、新たに配属さ
れた女性技師が相談しやすい環境整備に努め、円滑な人材育成となる体制
を構築した。
　今後も女性技師へのフォローアップを意識した育成環境の整備に努め
る。

②　設計と工事の年度割について【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　平成２９年度から最初の年度は設計をし、次年度は工事をするというサ
イクルを組み、設計、工事発注の分散化となり時間外勤務の縮減になった
と評価する。さらに年度割りについての検証をし、今後も様々な効率を
図って時間外の縮減に寄与すること。

　時間外勤務縮減のため、継続して、設計と工事の年度を分けるように各
担当課へ依頼していく。また、夏季休業期間中に行う小中学校大規模改修
工事については、以前より年度初めの早期発注により業務が集中し、時間
外勤務の要因となっていたことから当該工事の設計及び工事発注につい
て、令和２年度より債務負担事業とし、発注時期の分散化を行った。

③　ＳＤＧｓ（５．ジェンダー平等を実現しよう）の視点の導入について
【ＳＤＧｓの視点】

【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　本庁舎の「みんなのトイレ」工事はＳＤＧｓの取組みの一つであること
から営繕年報だけでなく広報などを通しても広く発信するとともに、より
よい建築物を造っていくためにＳＤＧｓの視点を取り入れていくことを引
き続き研究すること。
※　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、２０１５年９月の国連サミットで採択さ
れたもので、２０３０年までに達成するために掲げた１７の目標である。

　ＳＤＧｓの取り組みを意識し理解を深め、公共建築が寄与できることを
各主管課と設計時に十分協議を行い、お互い理解を深めており、今後も継
続して取り組んでいく。
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リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（２）職員配置のリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　７月３１日

②　所属での勤続年数について
　若手職員に対し、工事監理のポイントをできるだけ早く習得するよう先
輩職員の担当現場に同行させた。また、外部研修については、新型コロナ
により予定していた多くの講習会が中止となっているが、継続して若手職
員の技術力向上のため、リモートによる受講可能な講習会への参加を積極
的に行った。なお、講習会後、課内での研修会を行うなど全課員の技術力
向上に取り組んでいる。

【　対応状況　】　　令和　４年　１月３１日

　継続的に、課内研修会を行い全課員の技術力向上に取り組んでいる。
　また、令和４年度からはタブレットを数台導入し、若手職員が現場にて
対応に困った場合、リモートで現場状況の確認、相談を行える環境を整え
ていく予定である。

・　勤続年数の短い職員の割合が高く、ベテラン職員の負担が大きくな
り、若手職員がスキルを習得する以前に異動してしまうのではないか。

リスク発現の可能性（〇予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　当所属の勤続年数について、３年未満の職員が５０％を占めている。
令和元年度は対象職員２７人中１７人（６３.０％）が勤続３年未満で
あった。勤続年数の短い職員の割合が多くなっている。若手職員は外部の
技術系研修や課内研修を受講することによって、技術力が向上していると
ころであるが、新規採用職員が増えているため、ベテラン職員の負担は重
くなっている。経験や専門知識を持つ職員の人材確保に努めることが必要
である。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（３）契約事務の適正な執行がなされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

①　原課契約工事において緊急工事として単独随意契約をしたものの中
に、緊急性の要件の充足について疑義が生じたものがあった。緊急工事と
して施工する必要性について市民に対し明確に説明できるような工事発注
を行うこと。

　水漏れ、排水つまりなど、入居者の生活に急ぎ必要な工事については、
今までどおり緊急工事として対応した。なお、工事の発注に際しては、入
居者の生活に支障が無いかなどの緊急性を十分に検討し、低いものについ
ては通常工事の扱いで工事発注した。

【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

②　原課契約工事により施行した住宅修繕工事や空き家修繕工事において
同額の設計金額のものが多い。設計金額の妥当性を明確な根拠を持って説
明できるよう公正な設計を行うこと。

　近年、老朽化が進む市営住宅の修繕工事では、修繕内容の同じものも多
いため、設計金額が同じになるケースが多くなる。これらについては、修
繕の必要性や金額の妥当性を再確認した。今後も、公正な設計に努めてい
く。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

内部事務管理について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　事務処理の基本的な部分で、いくつかのミスが見受けられた。日常的に
確認すべき事項の定型化による業務精度の向上や上位職によるチェックを
行う体制の整備など、内部事務管理の改善を図ること。

　事務処理についてはダブルチェック等複数人でのチェックを徹底すると
ともに、職員に会計事務の手引きや各種マニュアルに基づく事務処理の徹
底を促し、職員の意識や資質の向上を図った。今後も引き続き、内部事務
管理の改善に努めていく。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　都市整備部　市営住宅課

３　監査実施期間　　　令和　２年　８月　６日

-97-

-97-



意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。

　所属長は、時間外申請の内容から時間外勤務の状況を把握し、各職員へ
ヒアリングによる業務状況の聞き取りにより、係内での分担、係間の連携
を指導している。
　また、係内ミーティングの実施や係間での業務割り振りの見直し等の取
り組みを実施した結果、令和２年度は時間外勤務が年間３６０時間を超え
る職員数は３名となり、令和元年度と比較して２名減少し、一人当たり年
平均の時間外勤務も１５０時間の縮減となった。令和３年度についても、
７月末時点で令和２年度と比較し３２時間の時間外勤務の縮減となってい
る。

（４）今後の市営住宅の在り方が市民のニーズに合っていないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

①　格差が広がりつつある社会において、高齢者世代だけでなく子育て世
代をはじめ様々な世代において市営住宅の需要は高まっている。あらゆる
世代の市民の生活安定に寄与する住まいとして、市営住宅を有効に活用で
きる手法を検討すること。

　応募状況、空家ストックより募集方法を検討し、高齢者世帯向け住戸を
単身高齢者にも提供できるよう変更した。また、高齢化率の高い坂部が丘
団地において試験的に単身高齢者向け住戸を若年単身者にも提供できるよ
う変更した。

【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

②　障害者向け住宅と比べて高齢者向け住宅の方が需要が高いため、空き
家整備のやり方もバランスを取りながら現状に即した整備の在り方を検討
すること。

　障害者向け住戸は、近年需要が低いことから新たな整備を行わず現在の
ストックで対応していく。また、今後需要の高い高齢者向け住戸の改修戸
数を、令和３年度においては前年度より増加させることとした。

（５）市営住宅の活用が有効になされていないリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　旧特定目的住宅については、同和行政推進審議会の住宅ワーキングでの
検討結果を踏まえるとともに、他市の事例も参考にして、地域の理解を得
ながら有効活用していくこと。

　県内の旧特定目的住宅設置自治体の現状を調査し、他の自治体の事例も
参考に同和行政推進審議会の住宅ワーキングにおいて、地域の意見を確認
しながら検討していくこととした。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　旧特定目的住宅の活用については、地域の理解を得る必要があるため、
旧特定目的住宅を設置している他市の事例も参考にしつつ、引き続き同和
行政推進審議会の住宅ワーキングにおいて、有効活用に向けた検討を進め
る。
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２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　修繕工事の発注について【効率性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　多数の修繕工事を行っており、職員の時間外勤務の増の要因の一つに
なっている。他都市の事例を参考に、工種をパターン化するなどシステム
化して業務の効率化ができないか研究すること。

　緊急修繕など多数の修繕工事を行っているが、この発注が職員の時間外
の増加となっている。また、迅速な修繕の対応は入居者の生活の安定にも
繋がることから、発注方法の効率化が必要であり、県や他部署、また近隣
他都市の状況など参考にし、検討していくこととした。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　入居者の生活の安定を図るため、緊急で必要な修繕は迅速な対応が求め
られる。そのため、一時的に職員の時間外につながることもあるが、その
他の修繕等については外部委託への比重を高めることを検討し、職員の負
担を軽減していく。

②　コミュニティの活性化について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

　四日市大学と連携し市営住宅への学生の入居を許可し、多世代交流、混
住を進めている。学生の入居に当たっては、学生向けに住戸改修を施工し
た。この事業の効果を適宜、検証し、他市の事例なども研究して、引き続
き、ニーズに合った住戸改修に取り組むなどして多世代交流、混住を推進
し、市営住宅におけるコミュニティの活性化を図ること。

　入居学生が自治会活動や見守り活動ができる体制を整え、安心なまちづ
くり、コミュニティの活性化を図った。また、四半期ごとに入居学生、大
学関係者、自治会、市担当者等関係者が出席する運営委員会を設置し事業
の効果、今後の展開等を検証、検討できる体制を整えた。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし
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【総務課】
指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　車両運行簿の運行目的の記入漏れについては、運行先と運行目的の記入
欄を分け、記入漏れであることが分かりやすくなるよう、運行簿の様式を
改めた。
　支出負担行為の決裁日の記入漏れについては、改めて課内で周知すると
ともに、定期的に上位職の者が再確認を行うこととした。
　小さなミスの積み重ねが大きなミスにつながることから、回議前に事務
文書の再確認を行うことを引き続き周知するとともに、上位職による
チェックを徹底していく。また、適宜、様式等の見直しを行うなど、ミス
が起こりにくい事務執行に向けて改善を図っていく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　回議前に事務文書の再確認を行うよう朝礼等の場で周知するとともに、
課長並びに係長が、定期的に決裁や記録簿等を見直すこととし、事務処理
の適正化を図った。また、デスク周りや書棚を整理することで、ケアレス
ミスが起こりにくい職場環境づくりにも取り組んだ。

内部事務管理について
　事務処理の基本的な部分で、いくつかの指摘事項が見受けられた。これ
は、職員の業務に関する知識不足や単純なミスに加えて所属内でのチェッ
ク・牽制体制が十分に機能していないことに要因がある。所属長は定めら
れたルールに基づいた事務執行の意識を職員に定着させるとともに、所属
において発生しやすいミス等によるリスクを認識させ、日常的に確認すべ
き事項を定型化して確認するなどの内部統制の体制を整備して、内部事務
管理の徹底を図ること。
　また、前回も指摘をされ措置済であるにもかかわらず繰り返しミスを起
こしており、大きなミスにつながることがないよう対応すること。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　　令和　２年　７月１０日

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　市立四日市病院
　　　　　　　　　　　　総務課　　施設課　　医事課
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２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

①　経営計画について【効率性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和３年１月に第四次市立四日市病院中期経営計画（令和３年度～７年
度）を策定した。この中で「老朽化した病院施設への対応」を重点項目の
一つとしており、令和２年度の基本計画・基本設計に引き続き、令和３年
度に実施設計、令和４年度から改修工事を行い、令和８年度の完成を目指
して質の高い医療を安定的に提供する体制を整える。また、「経営の健全
化」も重点項目としており、患者の減少等により令和５年度までは赤字が
見込まれるものの、業務の効率化の推進と運営コストの節減に努めること
で費用の増加を抑制するとともに、収益をさらに増加させるための診療報
酬の確保に努める。また、病床規模の適正化を図りつつ効率的な病院経営
に努める。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　老朽化した病院施設に対応するため、未改修部分の更新に向けた病院施
設大規模改修事業については、実施設計を進めており、改修のスケジュー
ルと予算について２月定例月議会で説明を行う。
　また、病床規模の適正化を図りつつ効率的な病院経営を行うため、病床
数を５６８床から５３７床へ集約化することについて、１１月定例月議会
にて条例改正案を上程し、議決を得た。

　第三次市立四日市病院中期経営計画（平成２９年度～令和２年度）に
て、今後の課題として施設の未改修部分への対応をあげており、課題の解
決に向け、未改修部分についての更新の基本計画を作成し、当院の病院機
能を維持しつつ、事業費や期間などを含め詳細な実施方法などを検討して
いくと記されている。このほか令和２年度には、重篤患者や手術後等の患
者に対する管理機能を強化するため、ＩＣＵ（集中治療室）を拡張して１
０床に改修する工事とともに、ＨＣＵ（高度治療室）をＩＣＵの隣に移転
して１６床に改修する工事を予定している。
　医業収益を確保するための将来的な投資と改修に伴う費用、工事期間中
の患者の減少など、リスクを想定した経営計画が必要である。
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②　障がい者雇用の推進について【合規性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　三重県内の求職者の７５％が精神障害者または知的障害者という状況を
受けて、障害者に適した院内の定型的な軽作業の洗い出しを行うととも
に、雇用した障害者を支援するサポーターを２人採用し、複数の障害者が
チームを組んで業務を行う体制を令和２年１２月に整備した。その後３人
の障害者を採用したが、２人は６月までに退職することとなった。
　その結果、令和３年６月１日時点の障害者雇用人数は１１人（換算後）
となったものの、障害者雇用率は１．８４％（法定雇用率２．６０％）、
法定雇用率の達成に雇用が必要な障害者数は４人となり、達成に向けて更
なる雇用が必要な状況となっている。
　障害者雇用率の達成に向けては、市内の障害者就労移行支援事業所を訪
問して当院の取組状況を説明するとともに、職場見学や職場実習を受け入
れるなど、採用に向けた取り組みを進めた結果、８月から重度障害者１人
を採用することが決定している。また、７月中に３人の職場実習を受け入
れており、実習の結果、当院への就職の意向がある場合には、採用面接を
行う予定である。

【　措置済　】　　令和　３年１２月　１日

　令和３年８月と９月にそれぞれ１名ずつ障害者を採用（うち１名は重度
障害者）するとともに、４月採用者の中に障害者手帳所持者が１名在籍し
ていることが判明したため、雇用が必要な障害者４名を充足することがで
き、法定雇用を達成することとなった。

　障がい者雇用について推進を図っていくとのことであるが、障がい者の
雇用は、仕事をする場所も限られているので、公の機関としてできる限り
配慮した雇用の促進を進めるとともに、市立四日市病院の法定雇用率の達
成に取り組むこと。
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　第三次中期経営計画に掲げた職員の増員計画については、薬剤師のみが
計画人数３２人に対し令和３年４月１日現在２６人であり、６人の不足で
目標未達となっている。このため、第四次中期経営計画において、この未
配置の薬剤師について採用・配置を行うこととした。
　薬剤師の採用に向けては、令和２年度についても採用試験を２回実施し
３人を合格としたが、採用辞退により、結果的に採用に至ったのは１人で
あった。令和３年度については、４月に実施した採用試験にて５人を合格
とし、その内４人から当院への就職の意向を確認している。
　今後も大学主催の就職説明会への参加や病院見学の受け入れを続け、速
やかに必要人員を確保できるよう、引き続き採用に向けた取り組みを進め
る。
　事務職員については、複数の育休者が生じているため、代替職員の配置
を要望し、令和３年４月に１人の配置を受けた。
　また、老朽化した病院施設の改修及び病院経営に係る事務局機能の強化
のため、職員の配置を第四次中期経営計画にも盛り込み、人事当局に要望
している。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　採用計画に対して未達となっている薬剤師については、３月に大学主催
のオンライン説明会に参加し当院のＰＲを行うとともに、４月の採用試験
に向けて準備を進めている。
　また、老朽化した病院施設の改修のための人員増強については、１０月
に電気技師１人の増員を受け入れた。

①　病院職員について
ア　市立四日市病院の中期経営計画に基づき病院職員の採用を行っている
が、医療技術職の一部で目標に達していないので確保を図ること。また、
事務職員についても不足している状況なので、必要な人員の確保に努める
こと。
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【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

イ　会計年度任用職員（医師事務作業補助）の勤務状況について、昼休憩
が取りにくいことや時間外勤務が発生している状況である。実態を把握
し、安心・安全な職場環境が確保されるよう院内全体で情報を共有し取り
組むこと。また、雇用の形態について、安定して長期間働ける職場を確保
していくことは離職率を下げる要因につながるので、雇用方法の検討をす
ること。

　医師事務作業補助については、外来診察の進捗状況によって昼休憩が時
間通りに取れなかったり、診察時間が時間外にまで延びたりすることがあ
る。このため、１人当りの時間外勤務時間を短縮できるよう、交代要員を
確保すべく職員の増員に努めてきた（令和２年４月：５９人、令和３年４
月：６６人）。また、担当外の診療科を応援できる職員を増やすため、計
画的にジョブローテーションを行った。
　なお、医師事務作業補助の雇用形態については、令和２年４月からの地
方公務員制度の改正に伴い、主導的な役割を担う一部の職員については、
従前の臨時職員からより安定した会計年度任用職員（フルタイム）へと見
直しを行ったところであり、フルタイム職員へと移行する職員数について
も、当初１０人程度の移行を予定していたところ、医師事務作業補助業務
の重要性に鑑みて、２５人の移行とした。

【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　計画的に担当業務の変更を行い、職員が複数の業務を習得することで、
人事異動により業務の質が低下することがないよう対応に努める。
　また、業務の見える化やマニュアルの整備、年間スケジュール等も適宜
見直しを行い、業務の標準化に努める。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　業務効率を向上させるため、業務文書の集約・整理を行った。

②　ノウハウの継承について
　人事異動がある中で、ノウハウの継承や引継ぎは重要であるので、マ
ニュアル化を推進し、スムーズに継承できるよう検討すること。
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（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の流行による院内感染防止対
策、補助金申請事務、医療従事者向けワクチン接種等の様々な業務が新た
に発生したことで事務量が増大した。このため、年間３６０時間以上の時
間外を行った職員数は、令和元年度よりも１人増加し８人となった。ま
た、月当たりの平均時間外勤務時間数も、３５時間から４４時間へと増加
した。
　働き方改革を目的に、行財政改革課からの依頼で、７月から毎日の業務
内容ごとの作業時間を記録することとしており、このことにより、係や担
当ごとの時間外勤務時間数を可視化し、所属内で共有できることとなっ
た。この情報を分析し、業務配分の見直しや時間外勤務の縮減につなげて
いきたい。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和３年４月から１２月までの時間外勤務状況について、月平均３０時
間以上の時間外勤務を行った職員は１０人であり、月当たりの平均時間外
勤務時間数は５２時間であった。
　育休や病休により実質的な欠員状態が続いているとともに、令和３年度
は電子カルテの更新や新型コロナウイルス感染症対応などの業務により時
間外勤務が増加した。
　来年度には育休者の復帰や繁忙業務の軽減が見込まれるため、業務分担
の見直しを行い、時間外勤務の縮減を図るよう取り組みを進める。

労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について
　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。
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【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和２年度に月８０時間以上の時間外勤務を一回でも行った職員数は７
人であり、うち２人については、月当たりの平均時間外勤務時間数が８０
時間を超えており、年間を通じて過重労働が続いている状況となってい
る。
　係間、担当者間の業務分担の見直しを行い、業務の平準化に努めるとと
もに、業務の標準化を進めることで、勤務時間に偏りが生じた際にはサ
ポートしあえる体制づくりを進め、労働時間の縮減を図っていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和３年４月から１２月までの間に月８０時間以上の時間外勤務を一回
でも行った職員数は８人であり、うち４人については、月当たりの平均時
間外勤務時間数が８０時間を超えることとなった。
　月８０時間以上の時間外勤務を一回でも行った職員８人のうち４人につ
いては、年度始めの業務の集中によるものであり、月当たりの平均時間外
勤務時間数が８０時間を超えた４人のうち２人については、電子カルテの
更新に従事していた職員であるが、残り２人については、慢性的に業務が
集中し、時間外勤務が過大となっていることから、引き続き業務の平準化
に努め、労働時間の縮減を図っていく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

③　入院患者の満足度調査について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　毎年、患者満足度調査を実施しており、調査結果を分析し改善に繋げる
とともに、その結果を病院ホームページ等で公表している。また、院内に
設置したアンケート箱に寄せられた意見については、毎週開催している患
者サポート会議で報告して情報共有を図るとともに、複数の部局にまたが
る案件については協議を行い、満足度の向上に努めている。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　令和３年１２月から令和４年１月にかけて患者満足度調査（回答の収
集）を実施し、現在、回答の集計と分析を進めているところである。調査
結果がまとまり次第、業務改善に取り組み、患者満足の向上に努める。

　依然として厚生労働省の定めている過労死の労災認定基準(*)を上回る
勤務状況が見受けられるため、早急にこれを解消すること。
*　過労死の労災認定基準：発症前１か月間に概ね１００時間又は発症前２か月間ない
し６か月間にわたって、１か月あたり概ね８０時間を超える時間外労働を過重業務の
評価の目安としている。

　入院患者の満足度調査について、接遇や診療において一部から不満とし
て結果が出ている。患者の不満足度を察知し、医療従事者の対応を事務方
もフォローアップをするとともに、繰り返し指導を行うことで、患者の気
持ちに寄り添った満足度の高い病院を目指すこと。
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リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし

【施設課】
指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　指摘事項である日付漏れ、印漏れなどの単純なミスを防ぐため、起案者
による確認作業の徹底を行うとともに、チェックリストを使用し、文書取
扱主任を中心とした複数の職員によるダブルチェックの徹底を行った。
　今後についても、文書事務の手引き、適正な事務事業推進のための
チェック事項を参考に、朝礼等定期的に職員に適正な事務手続きについて
周知を図るとともに、チェックリストの活用及びダブルチェックなどによ
る内部統制の体制を確立させ、内部事務管理の徹底を図っていく。

【  措置済  】　　令和　４年　１月３１日

　指摘事項である日付漏れ、印漏れなどの単純なミスを防ぐため、引き続
き、起案者による確認作業の徹底を行うとともに、チェックリストを使用
し、文書取扱主任を中心とした複数の職員によるダブルチェックの徹底を
行っている。
　今後についても、繰り返しミスが起こらないように、朝礼等定期的に職
員に適正な事務手続きについての周知を引き続き行っていく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　　指摘なし

内部事務管理について
　事務処理の基本的な部分で、いくつかの指摘事項が見受けられた。これ
は、職員の業務に関する知識不足や単純なミスに加えて所属内でのチェッ
ク・牽制体制が十分に機能していないことに要因がある。所属長は定めら
れたルールに基づいた事務執行の意識を職員に定着させるとともに、所属
において発生しやすいミス等によるリスクを認識させ、日常的に確認すべ
き事項を定型化して確認するなどの内部統制の体制を整備して、内部事務
管理の徹底を図ること。
　また、前回も指摘をされ措置済であるにもかかわらず繰り返しミスを起
こしており、大きなミスにつながることがないよう対応すること。
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について
　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。

　所属長による課員の業務内容の聞き取りを通じて、業務の平準化及び改
善を行った。その結果、令和２年度の課員１人当たりの月平均時間外勤務
は、前年度から６．７時間減の１５．８時間、時間外勤務が年間３６０時
間を超える職員は、前年度から２人減の０人となった。
　引き続き、ノー残業デーの活用や朝礼時での業務の情報共有、課内会議
での業務分担の調整を行うことにより、時間外勤務の縮減やワーク・ライ
フ・バランスの充実など、働き方改革への取り組みを進めていく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　駐車場用地について【経済性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　令和２年度末に行った賃貸借契約の更新時に、貸主と価格交渉を実施し
た。また新たに令和２年度に契約した用地の使用料については、複数回の
交渉の結果、最終的な契約額が交渉開始時の提示価格よりも安い使用料で
の契約となった。
　引き続き、年度末の契約更新時などにおいて、粘り強く使用料の低減に
向けた価格交渉を行っていく。

【  継続努力  】　　令和　４年　１月３１日

　令和４年度の賃貸借契約の更新時に、貸主へ契約内容の確認だけでなく
価格交渉を実施しており、粘り強く使用料の低減に向けた価格交渉を行っ
ていく。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし

　駐車場用地として多くの土地を借用しており、年間約８，７００万円を
支出している。病院の経営状況が厳しい中で借用が負担となるため、使用
料の低減に向けた交渉を行うなど引き続き取り組むこと。
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【医事課】
指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　前回もミスを指摘されているため、課内ミーティングにおいて、適正な
事務処理の必要性について定期的に周知を行うことにより、改善に努めて
いる。また、会計管理室作成の「会計事務の手引き」に基づいて、上位職
員によるチェックを徹底することで、事務処理の適正化に努めている。さ
らに、定期的に上位職員が決裁や記録簿等の再チェックを実施している。

【　措置済　】　　令和　４年　１月３１日

　監査で指摘があった支出事務についてチェックリストを作成し、それを
活用することで内部事務管理を強化した。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　　指摘なし

内部事務管理について
　事務処理の基本的な部分で、いくつかの指摘事項が見受けられた。これ
は、職員の業務に関する知識不足や単純なミスに加えて所属内でのチェッ
ク・牽制体制が十分に機能していないことに要因がある。所属長は定めら
れたルールに基づいた事務執行の意識を職員に定着させるとともに、所属
において発生しやすいミス等によるリスクを認識させ、日常的に確認すべ
き事項を定型化して確認するなどの内部統制の体制を整備して、内部事務
管理の徹底を図ること。
　また、前回も指摘をされ措置済であるにもかかわらず繰り返しミスを起
こしており、大きなミスにつながることがないよう対応すること。
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について
　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。

　令和元年度は、再任用職員の欠員、消費税率の改定に伴う契約変更事
務、２年に１度の診療報酬改定により事務量が増加したため、正職員２人
の時間外勤務が年間３６０時間を超えていたが、令和２年度は、新型コロ
ナウイルス感染症対応業務が増えたものの、当該業務を外部に委託したこ
と、業務分担を見直したこと及び週休日の振替等による事務効率の改善の
効果もあり、年間３６０時間を超える職員は０人となった。
　引き続き、職員のワーク・ライフ・バランスの確保及び健康の維持のた
め、働き方改革への取り組みを継続していく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

②　未収金の対応について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　未収金対策について、市役所の債権管理推進本部及び県外公立病院との
情報共有を行っており、有効な方策があれば採用していきたいと考えてい
る。また、職員のスキルアップを図るため、外部研修に積極的に職員を参
加させていく。さらに、長期間在職して債権管理に精通していた職員が退
職したことにより、滞納整理のノウハウの継承に不安があることから、債
権管理業務に精通している収納推進課の経験者を配置することで、滞納整
理のノウハウの強化を図りたいと考えており、来年度の医事課への収納推
進課経験者の配置について人事当局に強く要望していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　現在、債権管理を担当している職員はこれまで外部研修を受講している
が、今年度の外部研修では、新たなノウハウを取り入れるための研修が見
当たらなかったため、受講はしなかった。こうした中、市役所の債権管理
推進本部での情報共有は重要であると考えており、また、コロナ禍におい
て病院経営が厳しい中、市の債権管理業務に専門的に取り組んでいる収納
推進課の職員のノウハウが必須との判断から、医事課への収納推進課経験
者の配置について人事当局へ強く要望した。

ア　未収金の回収について、市役所の収納推進課や市の上下水道局で実績
を上げている。市役所の債権管理推進本部が中心となり情報を共有してい
るとのことであるが、滞納整理のノウハウを様々な場で学び取り入れるこ
とで、回収の改善につなげていくこと。
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【　継続努力　】　　令和　３年　７月３１日

　県外の公立病院と未収金対策の状況について年１回情報共有を行ってお
り、他病院で有効な取り組みがあれば積極的に取り入れていきたいと考え
ているが、現在行っている未収金対策以上の手法が見つかっていないのが
現状である。また、現在の医事課職員には病院以外での債権管理業務に従
事した経験がある者がいないため、経験不足であることは否めないと認識
している。コロナ禍において病院経営が厳しい中、未収金を減らすために
は、債権管理業務に精通している収納推進課の経験のノウハウが必須であ
ると考えており、来年度の医事課への収納推進課経験者の配置について人
事当局に強く要望していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　１月３１日

　県外の公立病院と未収金対策の状況について令和３年９月に情報共
有を行ったところ、現在行っている未収金対策以上の手法は見つから
なかった。一方で、コロナ禍において病院経営が厳しい中、債権管理
業務を充実させる必要性が増していることから、来年度の医事課への
収納推進課経験者の配置について人事当局へ強く要望した。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし

イ　未収金の回収については、会計年度任用職員が専任となり行っている
が、不納欠損処分の件数や金額は高額となっており、対応が不十分であ
る。今後の対策として、他の公金徴収担当部門との連携、徴収に関する事
務に従事する職員の増強、当院顧問弁護士による催告等の拡充を検討する
必要がある。
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指　摘

　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）教育委員会内の内部統制が適切になされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　１月２９日
教育委員会の主管課としての役割について

消費税率改正等の法改正に伴い、一律に変更契約が必要な事務におい
て、部の主管課として指示を出すなど確実性を担保する措置を徹底するこ
と。

　教育委員会の研修は、令和元年度の個人情報保護の研修及び令和２年度
定期監査結果を受け、会計事務研修を実施した。今後、法改正等で必要な
場合においては、研修等実施し、リスクを回避するよう努めたい。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　教育委員会  教育総務課

３　監査実施期間　　　令和  ２年１１月２７日
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（５）学校プール運営業務委託が適切になされないリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日
　本事業は、ＰＴＡへの委託事業であるため、運営はＰＴＡスタッフによ
り実施している。安全対策強化については、実施校は監視員講習の受講を
必須とすること、プールサイドには監視員６名以上（うち１名を監視責任
者）配置することといった監視に係る基準を仕様に明記し、実施報告書の
提出をもって確認としている。さらに、ＰＴＡ監視員に対し、市営プール
の監視業務を行っている担当者による監視指導を新たに行うほか、安全対
策に係る物品の事前準備等費用の増額など、安全対策の強化に努めてい
る。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日
　上記のとおり、事故発生時の責任の所在や監視に係る基準等を仕様書に
明記するとともに、実施にあたっての安全対策強化として、市営プールの
監視業務を行っている担当者による監視員の指導員の配置や消耗品などの
購入に係る準備を行うなど、計画的に安全対策の強化に取り組む。

（６）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日
　業務分担の見直しをはかり、ノー残業デ－や休暇取得について積極的に
声掛けを行った。
　年間３６０時間を超える時間外勤務を行った職員は、令和元年度に１
名、令和２年度は２名であった。令和元年度は、選挙事務によるもの、令
和２年度は、欠員状態によるものが理由であったが、令和３年１０月の人
事異動によりその欠員状態が解消されたことから、今後は、時間外勤務を
できる限り縮減するよう努めたい。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日
　朝礼等での声かけや業務分担の調整を行ったことに加え、上記の人事異
動により欠員状態が解消されたことから、時間外勤務を縮減することがで
きた。令和４年度は、年間３６０時間を超えることがないように課内で声
掛け等を実施する。

行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が見受けられた。所属長は、職員の時間外勤務
の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加えて、
職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づくり
に取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向けた
取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組みを進
めること。

学校プール運営業務について
学校によってＰＴＡのみでの運営や、地域住民や学生ボランティアにも

依頼するなど違いが生じている。事故発生時の責任の所在が不明確になる
ことや、学校ごとに安全性が異なることが懸念されるため、教育委員会と
して全市の統一的な基準を示し、安全な学校プール運営に努めること。
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　社会教育関係事務の補助執行について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　社会教育・文化財課が所管する社会教育関係事務については、今後と
も、より効果的、効率的に教育委員会の取り組みが遂行されるよう、各課
の情報共有や連絡体制の強化を図るとともに、組織のあり方についても必
要に応じて協議を行っていく。
　また教育総務課においても主管課として、社会教育・文化財課と連携
し、当該事務の効果を上げられるよう、補助執行の事務の管理の検討を行
う。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日
　令和４年度の組織機構の改編により、社会教育・文化財課が市長部局へ
移行される。その際、組織機構の改編の担当課である総務部総務課と教育
総務課、また一部補助執行の事務を受ける市民生活課とで協議を行い、相
乗的な効果が挙げられるよう、当該事務の管理の検討を行った。

② 条例及び規則等の制定改廃における法的審査について【有効性の視
点】

【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　教育委員会としても引き続き例規担当経験者を教育総務課に配置するよ
う人事課に図りたい。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日
　教育委員会としても引き続き例規担当経験者を教育総務課に配置するよ
う人事課に要望を行った。

社会教育関係事務を所管する社会教育・文化財課において、社会教育委
員の意見を補助執行職員に通知するなどして、補助執行の事務を管理して
いるが、事務の執行状況に係る報告を受けることにとどまるなど、その管
理状況は十分なものとは言えない。当課は、事務の補助執行の適否が問題
になったときに社会教育・文化財課と連携して対応することとしている。
社会教育事務が効果的になされるとともに、それぞれの事務が相乗的な効
果が挙げられるよう、教育委員会の主管課として補助執行の事務の管理の
検討をすること。

条例、規則等の改正は、教育総務課へ合議を行い、教育長まで決裁をと
り、教育委員会会議へ諮っている。現在、職員には例規担当経験者もお
り、法的審査能力を有しているが、今後も、そのような体制を継続するこ
と。
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③　学校規模等適正化事業について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日
　本事業は、適正な学校規模や学校配置、学校施設等のあり方について、
基本的な考え方をとりまとめ、向こう１０年間の児童・生徒数推計による
適正状況判定に基づいた対応方針を示すものである。
　学校規模等の適正化には、教育環境の充実・改善、地域コミュニティの
核としての性格への配慮、教育の平等と魅力ある学校づくりの推進、まち
づくりとの連携・行政が一体となった取り組みの必要性等を考慮して取り
組んでいく。
　また、学校施設の環境改善については、教育施設課と連携し、現場の状
況と、今後の推計等も加味して対応していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日
　教育環境の公平性が担保できるよう学校施設の環境改善については、教
育施設課と連携し、対応していく。

④　学年会計の外部監査について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

小学校によって、学年会計の監査をコミュニティスクール運営協議会委
員で会計事務に明るい委員が行っている学校がある。外部の方に見ていた
だくのはよい取組みであり牽制がきくことから、他校にも導入することで
会計報告のリスク管理ができるような体制とすること。

　四日市市立小中学校集金事務の手引に監査を行う者の選任をそれぞれの
会計ごとに当該会計に関与していない第三者から選任すると規定してお
り、リスク管理ができるような体制を構築するよう、今後とも努めたい。

⑤　くすの木駐車券出納簿について【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
駐車券出納簿において、出納員の押印漏れが見受けられた。頻繁に使用

しない部署においては押印を省くなど抜本的な見直しができるのであれ
ば、業務の無駄を省き効率化を図れることから、担当課と協議すること。

　駐車券出納簿の押印については、ダブルチェック等を行い、今後は押印
漏れがないように徹底する。また金券管理の担当課である会計管理室と協
議したが、「金券の管理の基本方針」の規定により、現状から抜本的な見
直しを行うことは、困難であるとの回答であった。

⑥　法令遵守推進員について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
法令遵守推進員は、専門的な知識やノウハウを持っていることからその

知識を共有し、職員のレベルアップにつながるよう活用すること。
　総務部が不当要求行為・暴力行為等への対策研修、庁内掲示板等によ
り、各所属長及び法令遵守推進員へ周知等を行っていることから、それら
を課長会等の場を活用しながら教育委員会内での周知徹底を行うこととし
た。

　各校の規模の適正状況を判定、評価し、最適な教育を受けさせられるこ
とを考えているが、学校施設の状況については子どもたちの公平性が担保
されているとは言えない。現場の状況を確認し、柔軟に修繕の対応をする
ことで均一な教育環境でより良い教育が受けられるようにすること。
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⑦　職員の退職について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日
　ノー残業デーの日の朝礼で定時退庁を呼び掛けるとともに、終業のチャ
イムが鳴った時点で帰宅を課員へ呼びかけるなど、ワーク・ライフ・バラ
ンスの重要性を周知している。またこころの健康相談室に係る記事を学校
掲示板に掲示するなど、相談窓口の周知を図っている。また職員安全衛生
委員会が開催する（※令和２年度及び３年度は中止。）衛生週間記念講演
会についても積極的に出席するほか、不定期ではあるが、庁内掲示板等で
示されたメンタルケアに係る研修があれば、参加できる環境を確保してい
く。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日
　上記のとおり、衛生週間記念講演会やメンタルケアに係る研修があれ
ば、参加できる環境を確保していく。

⑧　四日市こども広報発行事業について【経済性・有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日
　令和２年度に行った教育ビジョン調査にて、こども広報に関しての設問
を設けたが、学校がこども広報を活用しなかった、あるいはできなかった
理由のうち、最も多かったのは「活用する時間がない」であった。
　発行時期等のスケジュールを見直し、活用できる時間（期間）を設け
る。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日
　学校におけるこども広報の活用について、発行回数を６回から４回に見
直し、授業等において活用できる期間を設定した。また、紙面の記事を教
材として活用したキャリア教育につながる学習や国語科をはじめとした言
語活動の一環とした取組など、具体的な活用場面を例示し、教職員研修の
場面で紹介するなど、積極的な活用に向けた取り組みを進める。

⑨　私立学校等教育補助金について【経済性・有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日
四日市市私立学校教育補助金交付要綱において、補助対象校は四日市

市、桑名市及び鈴鹿市に設置された私立学校としている。補助対象校の設
定基準が不明瞭であるので、明確に説明できるようにしておくこと。

　教育委員会としては、公費のバランスを考え、補助対象校を左記要綱第
３条に四日市市、桑名市、鈴鹿市に設置された私立学校等と規定してい
る。その設定基準は、隣接市に設置されていることである。

⑩　学校の建て替えについて【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
鈴鹿市では校庭の広さや地域のコミュニティ施設としても使用できる学

校の建て替え計画があり、非常に恵まれた環境である。当市も建て替えの
際には他市の施設の状況を参考にすること。

　学校施設を所管する教育施設課において、校舎の建て替えの際には、校
舎をできる限り集約化し、限られた敷地の有効活用を図るとともに、他市
の施設の状況についても参考にしていく。

メンタルにより職場を失うことは職員の人生に関わるため、メンタルケ
アの研修を行い、時間外勤務の縮減を含めワーク・ライフ・バランスを保
てるよう管理職は目配りをすること。

「四日市こども広報 活用に関するアンケート」の結果において、こど
も広報の活用が小中学校の３分の１にとどまっている。配付のみや活用の
検討をしなかった学校があることからホームルームでの活用等、教育委員
会が具体的な活用方法について指示をすることにより、活用の効果を上げ
ること。
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リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし
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指　摘

　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　所属長がヒアリングと分析を行い、時間外勤務が多い職員については、
係内や係間で業務を組み替えるなど工夫している。また、書類の電子化を
行い、業務の効率化にも努めている。一方、施設の計画的な大規模修繕が
今後も続き、それに伴う設計業務や事務作業が見込まれることや、コロナ
感染拡大防止のための職員の兼務や動員もあり、時間外勤務縮減を困難に
しており、令和２年度の時間外勤務は月平均３５時間であり、令和元年度
の３３．６時間に比べ増加となった。今後も分析や再確認を行うととも
に、毎週水曜日と毎月第４金曜日のノー残業デーについて朝礼時や終業時
刻に職員同士で声をかけあい、時間外勤務の縮減に向けた意識づけを継続
していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　所属長のヒアリングや書類の電子化等、引き続き取組みを進めている。
一方、施設の計画的な大規模修繕や更新に伴う設計業務等が続いており、
それに伴う国庫補助業務や財産管理業務等の事務作業も増加していること
や、コロナ感染拡大防止のための職員の兼務や動員頻度も増加している。
さらに令和４年度は正規職員数が１名削減されたことに加え、育児休暇を
取得する職員がいることなどから、時間外勤務の縮減が厳しい状況にあ
る。今後もノー残業デーの取組みや職員間での相互の協力を継続してい
く。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　教育委員会　教育施設課

３　監査実施期間　　　令和　２年１１月１８日

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。
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（５）財産管理のリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　借地の面積や借入先の状況はそれぞれ異なり、状況に応じた検討が必要
である。関係部署へ相談を行う等、対応を引き続き検討する。国有地につ
いては、今後も東海財務局とは継続して協議を行っていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　借地のそれぞれ異なる状況に応じた検討を行う中で引き続き関係部署へ
の相談等行っていく。国有地の購入については、測量や不動産鑑定などが
必要となり、その事務手続と手順の確認を行った。今後も東海財務局とは
継続して協議を行っていく。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　樹木の適切な管理について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年１２月２８日

　台風などによる倒木被害が発生しているため、大きくなりすぎた樹木や
支障木を優先して伐採しているが、各学校に切株や根が残っているところ
がある。子どもの使用する学校スペースであることから事故が発生しない
よう管理を行うこと。

　切株や根を残さないためには伐根をする方法があるが、伐採に比べ伐根
は費用が多くかかったり、また法面付近の伐根は地面の強度を下げるおそ
れもあるため、現場状況を鑑みて行う必要がある。伐根の希望があった学
校のうち、遊具の近辺等子どもが常に使用するスペースで伐根による地面
への影響のない現場について伐根を行った。今後も切株や根が残っている
ところについては学校と相談し、状況に応じて対応していく。

②　学校林等の整備について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月１２日

　学校にある林などの環境で学習していく需要は高まっている。みえ森と
緑の県民税などの財源を積極的に活用し、学校で使える林や森の有効活用
に努めること。

　これまで学校林の整備の際には、みえ森と緑の県民税を活用して整備を
おこなってきた。今後も学校や地域との連携を図りながら、学校林を有効
活用できるように剪定や危険樹木の伐採などの対応を行っていく。

③　現場を反映した施設修繕について【有効性の視点、効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

ア　学校によって職員室が非常に狭く暗いため執務環境が悪い。当面は手
狭であるため、期限付任用職員を別の部屋に移すことを検討しているが、
緊急避難的な対応はやむを得ないものの、長期にわたるのであれば教員間
の情報共有の面からも望ましくない。教員間の意思疎通による業務の効率
性、情報共有や教員のモチベーションを考慮した施設修繕を図ること。
　また、真摯に教員の相談に応じることや、現場に足を運び学校現場の視
点で施設を整備することに心掛けること。

　大規模改修工事の際には職員室の改修をし、手狭な職員室については改
善を行っている。今後の大規模改修工事においても手狭な職員室について
は改修や増築を行うことにより改善を図っていく。
　日常の整備については、これまでも学校からの相談があるとその都度学
校現場の状況を確認して対応を行っている。引き続き学校現場の視点を意
識した施設整備を行っていく。

　学校用地の賃借について、将来にわたる賃料の負担を考えると借地を購
入したほうが有利であることも想定される。学校用地の購入も検討するこ
と。
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【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

イ　学校によって施設面での大きな差（十分なスペースが確保され、整っ
た学習環境の学校がある一方、廊下の不陸や壁のひび割れが放置されたま
まであるなど）が見受けられた。公教育における公平性の観点から、改め
て各学校現場を見直し、施設面での教育環境の充実、学校間格差の解消に
努めること。

　廊下の不陸や壁のひび割れについては修繕を行い改善に努めた。今後も
学校の施設整備計画に基づき、学習環境の改善を図っていく。

【　措置済　】　　令和　３年　３月１８日

ウ　職員室からの見通しについて、防犯の観点から防犯カメラで監視する
だけでなく、先生方の目が行き届くよう職員室前の樹木伐採の必要性につ
いて検討すること。

　学校から希望箇所をとりまとめ、毎年冬季に樹木の剪定を行っている
が、加えて、支障木や危険木の剪定も随時行っており、職員室前の樹木が
見通しを遮っている学校について伐採や、低木の刈込を行い、職員室から
の視界の確保に努めた。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

エ　コロナ禍の中で教室の窓を開けて授業を行っているが、工事による騒
音には十分に配慮すること。

　工事施工の際には、工事発注課と協議し、騒音の発生する時間帯を調整
したり、防音シート等の仮設材で対応するなど、学校運営に影響のないよ
う配慮していく。

④　子ども数の推移に合わせた施設整備について【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月２０日

　分譲地やマンションが建設されると将来的な子どもの数にも影響する。
教育総務課とも連携し、子どもの数の推移を想定した施設整備を行い、普
通教室の確保を図ること。

　国の方針により令和３年度から公立小学校の学級編成を４０人から３５
人に引き下げることとなった。これを受けて３５人学級の実施に伴う普通
教室数について、四日市市学校規模等適正化計画に基づき確認したとこ
ろ、今後教室不足が発生する学校が判明したため、不足が見込まれる年度
までに整備を行うこととした。今後も学校規模等適正化計画に基づき、普
通教室の確保を図っていく。
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リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（４）原課契約工事が適正に行われないリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　工事の契約状況については、係において予算の執行状況を管理するとと
もに、管理職においても件名、業者名、金額を表にし、偏りがないか
チェックを行う手法を取り入れた。今後も適切に業務を行うよう、継続し
てチェックを行っていく。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　工事の執行状況について、予算執行状況の管理や、取り入れたチェック
手法により件名、業者名、金額のチェックを継続して行っている。

【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　契約にあたっては、四日市市原課契約工事事務取扱要領や金額に応じて
適切に随意契約を行っている。また、契約の際には複数の学校を併せた発
注を従来より行っているが、まとめて発注を行うと学校運営に支障をきた
すものについては随時行う必要がある。
　今後も事後保全型の修繕から予防保全型の維持管理を推進し、施設の長
寿命化を図る学校施設長寿命化計画に基づき、計画的に予防修繕に取組ん
でいく。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　四日市市原課契約工事事務取扱要領や金額に応じた適切な契約や、複数
の学校を併せた委託、学校施設長寿命化計画に基づく計画的な予防修繕へ
の取り組みを引き続き行っている。

・　当課の原課契約工事において、設計金額及び請負金額が随意契約の限
度額に近い営繕工事が複数あるが、適正な設計において原課契約工事は行
われているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　四日市市原課契約工事事務取扱要領において、建築、営繕工事に関す
るものは１００万円未満までは原課契約工事を行うことができると定めら
れている。令和元年度の当課の原課契約工事には、設計金額及び請負金額
が随意契約の限度額に近い営繕工事が複数見受けられた。同程度の工事で
も工事量が多く発注時期も異なることから、契約状況を適格に把握するた
め、工事業者や工事内容をリスト化して管理する手法を検討している。更
に、品質を確保しつつ効率よく適正な価格で発注する方法を研究するこ
と。

・　契約事務の約７０％が随意契約となっており、適正な判断において契
約は実施されているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　当課の業務において、市内にある小・中学校５９校の調査・計画・施
設の整備及び補修を行っており、昭和４０年代後半から５０年代にかけて
建設された学校施設の老朽化に伴う修繕や維持管理が増加している。その
ため、学校運営に支障をきたすことがないよう緊急修繕的な随意契約での
対応も多く発生しているが、施設の長寿命化に基づく予防修繕を行うこと
や、複数の施設を併せて委託することで費用の軽減を図るなど、契約方法
を見直す取組みも必要である。
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（６）ＰＦＩ事業のリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　当課のＰＦＩ方式で行った学校施設の改築や空調設備の整備について
は、国からの補助金等を考慮し、ＢＴＯ方式を採用している。
　今後、ＰＰＰ手法の多様化に伴い、他市事例を参考にし、手法について
調査研究していく。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　現在、空調設備整備のＰＦＩ事業を行っているが、他市事例も参考にし
ながらＢＴＯ方式で行っている。引き続き他市事例等について調査研究し
ていく。

・　ＰＦＩ事業による施設整備について、適切な方式のもとに行われてい
るか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　ＰＦＩ事業については、過去４校の学校施設の改築に活用しており、
令和元年度においては空調設備の整備等に活用している。当課のＰＦＩ事
業の活用については、国からの補助や市のＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的
検討要綱に基づき適切な手法を取っていくとしているが、今後の活用方針
を明確にするため先進市の事例を調査研究する必要がある。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）単独随意契約における不適切な事務手続 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　単独随意契約の業務委託において、業務日誌にチェック漏れがあった
り、履行確認の記録が残されていなかったりするなど、文書作成について
不備が多く見受けられ、委託先への牽制も不十分と思われる。再度、共通
事務全般におけるチェック体制を見直し、内部統制が機能する体制づくり
を行うこと。

　履行確認の書類について、書類の不備がないよう複数の職員での確認を
徹底した。また、監査における指摘事項等を課員に共有するとともに、部
内の会計事務研修への出席や、出納会計事務実務研修会の資料の回覧、不
備があれば朝礼での周知などを通じて、基礎的な事務手続きの確認事項を
見落とさないよう、その都度基本に立ち返るように課員に周知徹底した。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　　特になし

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　教育委員会　社会教育・文化財課

３　監査実施期間　　　令和　２年１１月１７日
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（７）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　選挙等の特殊要因を除いた令和２年度の時間外勤務は、令和元年度と比
較して、１人当たり月平均時間が５時間、課全体の年間時間数が３１７時
間増加したため、業務分担の見直しや、ノー残業デーの意識付け等を行っ
ているものの、令和３年度の時間外勤務は、９月末時点で令和２年度の同
時期を上回る状態にある。今後は、さらなるノー残業デーの徹底や、時差
出勤勤務制度の活用等を積極的に行い、時間外勤務の縮減を図るよう努め
ていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　選挙や新型コロナウイルス保健所動員の特殊要因を除いた令和３年度の
時間外勤務は、令和２年度比１３時間の減少となった。今後もノー残業
デーの徹底や、ワーク・ライフ・バランスの啓発、仕事の効率化を図り、
時間外勤務の縮減を図るよう努めていく。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　適切な事務処理について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　原課契約工事において、業者から提出される見積書の内容の適正性の確
認や材料検収・履行確認が十分に行われていない事例や、業者との工事内
容変更に係る協議内容が記録に残されていない事例が見受けられた。ま
た、支払事務においても、不適切な事例が見受けられた。個々の事務に当
たっては、基本に立ち返り、適切な処理方法を根拠法令等により確認し、
確認結果は記録として残すなど、不備のない適切な事務処理を行うこと。

　見積書の内容の適正性の確認については、決裁時だけでなく、担当以外
が見積書を開封する際、金額以外の確認も忘れずに行うよう周知徹底し
た。また、履行確認については、数量の確認を要する場合は、現地で立会
を行うとともに、その状況を写真撮影し、展開図なども提出してもらうよ
うにした。工事内容変更に係る協議の記録については、都市整備部で使用
されているものも参考に記録を残すようにした。支払い事務においては、
請求書受け取り後、事務の遅延がないよう留意するとともに、日付記入済
みの請求書を提出するよう業者へも依頼した。

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が見受けられた。所属長は、職員の時間外勤務
の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加えて、
職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づくり
に取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向けた
取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組みを進
めること。
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②　効率的な出勤体制について【効率性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　埋蔵文化財の職務は、本庁での課内の打ち合わせや開発者との協議、市
民や開発者の書類提出の窓口対応、また寺方町にある文化財整理作業所で
の出土品の整理作業や発掘調査報告書作成、本庁からの連絡伝達、そして
市内発掘現場での調査など、一つの場所に留まることが難しい状況であ
る。業務の効率化によって移動を極力少なくするほか、担当している職務
に係る移動が必要となる場合には、一層の交通安全に努めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　埋蔵文化財の職務場所は、本庁及び文化財整理作業所、市内の発掘現場
等多岐にわたり、一つの場所に留まって職務を遂行することが難しい状況
であったが、極力不必要な移動を少なくなるよう努めた。なお、北勢バイ
パスに関わる発掘調査が終了したことから、出先での業務は減少する見込
みである。今後も担当している職務に係る移動が必要となる場合には、一
層の交通安全に努めていく。

③　業務知識の継承について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　専門職員である学芸員が複数在籍し、経験年数も長い。専門的な知識や
ノウハウをどのように次世代へ継承していくかについて、検討を継続して
いくこと。

　令和４年度採用として学芸員（考古）１名を予定しているが、今後も専
門的な知識やノウハウを次世代へ継承するため、継続的に学芸員の採用を
要望していく。

④　まちじゅうこども図書館事業について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　本や書類等の配付の際に、あわせて本の配置や管理状況等を確認してい
る。今後も可能な限り現地を確認するとともに、改善が必要な点が見受け
られるような場合には図書館に伝え、より市民や子どもたちが本に親しめ
る環境となるよう努めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

  令和３年度に本の更新があったまちじゅうこども図書館については、本
の配達の際に本の配置や管理状況等を確認するよう努めた。今後も、市民
や子どもたちが本に親しめる環境づくりのため、各まちじゅうこども図書
館の管理状況等の確認や改善に努めていくよう図書館へ業務を引き継ぐ。

　図書館により、本の配置や管理状況の良不良に差が見受けられる。税が
投入されている図書館であり、できる限り現場に出向き、気づいたことを
意見するなど、市民がもっと本を読んでみようと思える環境づくりの視点
に立って管理をすること。

　寺方町の北勢バイパス埋蔵文化財整理作業所、文化財整理作業所に、ほ
ぼ毎日、一旦本庁に出勤してから公用車で出張し、業務終了後、また公用
車で本庁に戻っている職員がおり、１日の走行距離は往復２０ｋｍにも
なっている。本庁での業務もあるとのことであるが、業務効率が悪く、ま
た、交通事故を起こす可能性も大きい。（実際に、令和元年に事故を起こ
している。）効率的で安全な勤務体制を検討すること。

-125-

-125-



リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（６）出先機関のリスク（マネジメントの目が行き届かない） 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　引き続き本庁への電話連絡による毎日の出勤確認を行うとともに、月２
回程度課長が抜き打ちで訪問し、その際には執務日誌に記録するよう改め
た。
　また、課員が調査等のため市内現場に出向く際には立ち寄るなどして、
勤務状況や業務の進捗状況を確認している。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　本庁への電話連絡による毎日の出勤確認を行うとともに、月２回程度課
長が抜き打ちで訪問し、その際には執務日誌に記録するようにした。
　また、課員が調査等のため市内現場に出向く際には立ち寄るなどして、
勤務状況や業務の進捗状況を確認している。

・　久留倍官衙遺跡公園、北勢バイパス埋蔵文化財整理作業所、文化財整
理作業所においては、直接勤務場所へ出退勤する会計年度任用職員が数名
いるが、勤務状況の確認が適正に行われているか。

リスク発現の可能性（〇予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　出勤の確認は、本庁への電話連絡により行っており、課長が抜き打ち
で月２回ほど訪問して、確認をしているとのことであるが、記録を残して
いない。執務日誌等に、訪問・確認等の記録を残し、内部統制の強化を図
る必要がある。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（６）館内の安全対策、整理整頓がなされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月２９日

①　書類棚について
　点字録音資料室の書類棚において、転倒防止装置のないものが見受けら
れた。改めて館内を点検し、固定していない書類棚については危険なため
固定すること。

　改めて館内の点検を行い、固定されていない点字録音資料室の書架につ
いて、固定金具を取り付け転倒防止対策を行った。

【　措置済　】　　令和　３年　３月２３日

②　館内の整理整頓について
ア　館内の見えない部分の管理が不十分である。バックヤード、ロッカー
や書庫の整理整頓に努めること。また、事務室が細長いことから見通しが
きかない環境である。ミスを防ぐためにも職員間の死角をなくすレイアウ
ト等を検討すること。

　バックヤードの整理整頓について、状況を確認しキャビネットの中に収
納するなど整理整頓を行った。また、レイアウトについては、これまでも
室内全体に目が行き届くように管理職を中央に配置している。今後大幅な
レイアウト変更については構造上難しいが、卓上の書類を整理することで
障害物を減らし、死角をなくすようにしていく。

【　措置済　】　　令和　３年　３月２３日

イ　書庫に散在しているファイル等の不用品らしきものや、事務室内の使
用する見込みがないパソコン、カメラについて、不用なものは処分し、整
理整頓をすること。

　書庫及び事務室内の整理整頓を行い、不用なものの処分を行った。

（７）現金の取扱いが適正になされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月１１日

現金の管理について
ア　現金の取扱いの際には、遺漏のないよう複数の職員で確認し、慎重に
取り扱うよう再度ルールを徹底し適切に管理すること。

　現金の取り扱いについては、複数の職員で確認を行うよう再度徹底し
た。

【　措置済　】　　令和　３年　３月２３日

イ　手提げ金庫が複数あり、誰でも現金に触れる可能性があるため、大型
金庫を設置するなど、事故のないよう適切に現金の管理をすること。

　大型金庫は設置場所の課題があるため、金庫内の整理を行い金庫の数を
減らした。また、金庫及び金庫を収納している棚の鍵の管理者や現金の取
り扱いについて、取扱者間で再度確認を行った。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　教育委員会  図書館

３　監査実施期間　　　令和  ２年１１月２５日
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）トラブル・災害時の対応が適切になされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月１１日

災害発生時の図書の移動について
　浸水に備え重要な資料は２階に保管し、１階の資料は２階、３階へ移動
させることを想定しているとのことだが、人命が最優先のため緊急避難時
に図書を移動することは、困難であると思われる。緊急事態時に１階の資
料を傷めずに保管する方法について検討すること。

　浸水への備えとして１階の資料を傷めずに保管する方法について検討を
行ったが、１階の全ての資料を傷めずに保管することは日常の資料の利用
を考慮すると難しいため、優先して保護すべき資料である歴史的価値のあ
る資料や地域に関する資料は、２階書庫や地域資料室などできる限り上層
の階に置いている。また、土のうを備えるともに、緊急避難的には、３階
学習室、スナックコーナー、２階視聴覚ホール、郷土作家コーナー等に避
難させることを考えているが、人命を最優先とする。

（４）新図書館の情報共有がなされないリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　政策推進課が作成した資料を職員全員へ回覧し、意見を募り政策推進課
へ伝えた。今後も政策推進課と現場の司書とが意見交換ができる場を設け
られるよう、政策推進課へ働きかけていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　館内での職員研修や資料の回覧等を通じて、新図書館に関する情報や課
題を図書館職員全体で共有した。令和４年度は、新図書館の設備・導入機
能等について、政策推進課と適宜打ち合わせを行い、情報収集に努めると
ともに、司書から聴取した意見を積極的に伝えていく。

　
２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　老朽化について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月１５日

　昭和４８年に開館のため、施設の老朽化が見受けられる。来館者の利用
に支障をきたさないように早期に修繕対応を行い、利用者のサービスの向
上に努めること。

　令和２年度については洋式トイレの温水洗浄便座化を行い、利用者サー
ビスの向上に努めた。今後も来館者の利用に支障をきたさないよう計画的
に修繕を行うとともに、利用者サービスの向上に努めていく。

新図書館の要望について
　新図書館について、司書の意見や要望について聴取する機会が政策推進
課との間で持たれていない。図書館の在り方などの市民から求められてい
ることを把握しているのは司書等現場の職員であるため、図書館職員の意
見を十分反映させる機会を設けること。
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②　新図書館への移転について【経済性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月１１日

　新図書館への移転に合わせて図書の保管、貸出の効率化を図るため、Ｒ
ＦＩＤ（情報読み取り技術）システムの導入を考えている。ＲＦタグの取
付けには時間を要するため、移転に間に合うよう効率的に作業を行うこ
と。

　ＲＦタグの導入については、新図書館に向けて計画的に行っていく。

③　適正な事務処理について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月１１日

　支払遅延等、事務処理誤りが見受けられた。会計規則等のルールにのっ
とった事務処理の再徹底を行い、チェック体制の強化をすること。

　事務を担当する職員について、会計事務研修会の資料を用いて請求日な
どの請求書のチェック項目、不備事項の処理方法の確認を行い、再度徹底
を行った。

④　女性への配慮について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　６月３０日

　女性が多い職場であることから体調への配慮及び新たに職員が採用され
た際には疎外感を感じることがないよう、また、早く職場になじめるよう
な環境への配慮をすること。

　新たな職員へは状況を見ながら段階的に業務内容の説明を行うととも
に、適宜声をかけ疎外感を感じることがないようにしている。また、全職
員に対して所属長が定期的な面談を行うことで、日々の業務についてや課
題等の話を聞いている。

⑤　図書館協議会及び子どもの読書活動推進事業について
【有効性の視点】

【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　委員全員が出席できるように早い時期から日程調整を行っており、欠席
の場合は事前または会議後に意見を求めている。今後も委員の出席が可能
となるような日程調整に努めていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　委員が出席しやすいよう、早い時期から日程調整を行っており、欠席の
場合は事前または会議後に意見を求めている。今後も委員全員の出席が可
能となるような日程調整に努めていく。

　図書館協議会及び子ども読書ネットワーク協議会において、委員の欠席
が見受けられた。図書館の事業にご意見をいただくという立場であるた
め、出席できるよう日程調整するとともに出席について働きかけをするこ
と。
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⑥　点字録音図書について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　全国視覚障害者情報提供施設協会が運営する、点字図書や録音図書など
の全国最大の書誌データベースであるサピエ図書館にて既にデータ化され
ているものもあるため、当館所蔵のカセットと照合を行い必要なもののＣ
Ｄ化、もしくはデータ化を検討していく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　サピエ図書館にて既にデータ化されているものがある場合、そのデータ
を用いたＣＤ化を行う予定である。サピエ図書館上にデータが無い場合
は、再録音が必要か否かを判断した上で、市内音訳者団体に委託する録音
資料作成業務内でデータ化を進めていく。

⑦　図書館司書について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　業務内容と担当者の負担の確認を行い、適正な人数の検証を行ってい
く。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　業務内容と担当者の負担の把握に努め、今後の事業計画等も考慮しつ
つ、適正な人数の検証を行っていく。

【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　引き続き賃金ベースアップや任用期間の要望を行っていく。また、雇用
に関しては市役所のルールに則って行っていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　任用に関しては市役所のルールに則って行うと同時に、賃金ベースアッ
プや任用期間についての要望を行った。

⑧　新聞資料の縮尺版について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　新聞資料のマイクロフィルム化やデータベース化については、新図書館
に向け検討していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　予算要求を行い、令和４年度中には中日新聞についてデータベースを導
入する予定である。その他新聞についても、新図書館に向けて、省スペー
ス化や利用者の利便性向上の観点から、マイクロフィルム化やデータベー
ス化を検討していく。

　点字録音図書のカセットは膨大な数であり、貴重なことから、維持管理
のため将来的にはＣＤ化を検討すること。

ア　司書の人数が条例等で決められていないが、合理的な人数を配置して
いることが明確に説明できるようしておくこと。

イ　全国的に司書の処遇が低いとされているが、安心して働けるよう改善
し、図書館機能の強化に努めること。

新聞資料の縮尺版が、置いてある場所をかなり占めている。マイクロフィ
ルム化やデータベース化などを将来的に検討すること。
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リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（５）図書館をめぐる社会環境の変化への対応がなされないリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　利用者の疑問についてのレファレンスサービスを行うとともに、高齢福
祉課と連携し認知症関連図書・啓発パネルの展示を行うのと併せ、職員研
修として認知症サポーター養成講座を行うなど、関係各課と連携して企画
展示や講座、イベントを開催することで、利用者の課題解決の一助となる
よう努めている。また、地域資料室では、豊富な地域資料を生かし、テー
マに沿った資料を集めて展示し、パスファインダー（特定のテーマに関す
る文献、情報の探し方・調べ方の案内）の配布を行うなど、地域に関する
情報提供を行っている。今後も利用者の求めに応じた事業を実施してい
く。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　利用者の疑問についてのレファレンスサービスを行いつつ、がんの展示
や自殺対策、コロナ禍といった現在の社会問題に対する課題解決の一助と
なるテーマについての展示を行った。しかしながら、講座・イベントにつ
いては感染症拡大防止のため、実施しなかった。また、地域資料室では、
豊富な地域資料を活用し、テーマに沿った資料を集めて展示し、資料の紹
介・地域に関する様々な特集を行う地域資料室だよりを作成、配布するな
ど、積極的な情報提供を行っている。今後も利用者の求めに応じた事業を
実施していく。

・　文部科学省の「これからの図書館像」の提示を受けて、他市の図書館
では「役に立つ図書館」として地域やビジネスの課題解決への支援に力を
入れ始めているが、こうした社会環境の変化を受け止め、課題解決支援型
のレファレンスや講座・イベント開催などが行われているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　利用者からの調べ物の相談については情報提供を行っているが、専門
分野には対応していない。地域に根差した講座やイベントを開催する際に
は関係各課と連携して行ったり、地域資料室では豊富な地域資料を活かし
た展示を行うなどの情報提供をしている。今後も社会環境の変化に応じた
事業を実施していく必要がある。
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指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）現金の取扱いが適正になされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　現在検討しているミュージアムショップにおける商品販売業務の委託に
当たっては、他都市の事例を調査するとともに関係各課等と協議を行って
法的な課題を整理したうえで、適正な方法により行うこと。

　平成３１年２月から３月にかけて行った他都市事例調査（ミュージアム
ショップを持つ全国の公立博物館４４館に照会、３１館の回答）の分析と
追加の聞き取りに並行して、総務課及び会計管理室と協議を重ねた。当館
のミュージアムショップの設置目的等を継続するためには、販売及び商品
管理業務を外部委託することが適切・適法であることを令和２年１２月１
６日に最終確認した。その結果を受けて、令和３年４月１日から外部委託
を実施した。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　教育委員会　博物館

３　監査実施期間　　　令和　２年１１月２５日
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（４）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　職員の勤務実態やその原因を把握するため、所属長自身が残り、不要や
重複した業務の抽出、職員配置や業務分担の再確認等を行い、配分バラン
スの変更について各係長に指示するとともに、朝礼及び終礼の場で職員に
適正な時間外勤務を指示することで、時間外勤務の縮減を図った結果、年
間３６０時間を超える職員は、令和元年度の８人に対し、令和２年度は６
人と一部に解消をみた。令和２年度の６人においても、新型コロナウイル
ス感染症対策や職員の病休による長期離脱などに伴うものである。令和３
年度は、ワーク・ライフ・バランスの一層の向上を図るため、年度当初に
係内で話し合いながら年休の計画的取得を行うなどの取り組みにより、働
き方の意識を変えつつある。今後は、業務の多くが担当制であることに起
因する、特定の職員に負担がかかる傾向を解消するため、引き続き係員の
相互協力に努める。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　職員の長期休職に伴う業務の負担や時間外はあったものの、係員の相互
協力やノー残業デーの推進に努め、年間３６０時間を超える職員は、令和
２年度の６人から令和３年度は２人と解消をみた。また、ワーク・ライ
フ・バランスの一層の向上を図るため、年休の計画的取得を進めた。今後
も、特定の職員に負担がかかる傾向を解消するため、引き続き係員の相互
協力及び残業時間の縮減に努める。

（５）博物館施設及び資料の危機管理が適切になされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　２月２５日

　土のうの一部に袋が破れ砂がこぼれているものが見受けられたり、収蔵
庫内の棚の上に固定化されずに置かれている模型資料があったりした。水
災害や地震災害等に備えた施設、設備、資料、観覧者、職員等の防護対策
を改めて徹底すること。

　土のう並びに収蔵庫内の模型資料については、即日、補修及び棚の変更
を行った。また、各種防護対策については、令和２年１２月１０日に当館
の危機管理マニュアルについて講座形式で職員研修を実施し、令和３年２
月２５日には、四日市公害と環境未来館職員や受託事業者の警備員・清掃
員・案内業務員・設備管理員を含めて、実地訓練を行った。

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　資料収集について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日
　令和２年度、３年度と、市内に残る大規模な古文書群の寄贈が続いてい
る。また民具や歴史資料、萬古焼等の美術品も継続して寄贈の申出があっ
た。今後も地域の歴史を伝える資料を中心に収集及び調査研究を続けてい
く。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日
　令和３年度は、古文書群や古い海図、民具・歴史資料等の寄贈を受ける
一方、企画展「昭和のくらし」の展示に必要な資料収集を行うため、市民
に寄贈を呼びかけるなど、必要な資料を体系的に収集・保存することに努
めた。

②　収蔵資料の展示等について【住民福祉の向上の視点、有効性の視点】
【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　博物館特別展示室や展覧処白里亭等で展覧会を行うとともに、他館への
資料貸出にも積極的に応じることで、所蔵資料を観覧してもらえる機会を
増やす。また、所蔵資料のデータベースによる公開も引き続き進めてい
く。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　博物館特別展示室や展覧処白里亭等で展覧会を行う際、資料の内容を分
かりやすい言葉で解説するとともに、写真やイラストなどを活用して展示
を行った。また、資料の有効活用を図るため、所蔵資料のデータベース公
開を行い、他館への資料貸出にも応じた。

　博物館が行う事業のうち最も基本的なものとして資料収集保存事業があ
り、令和元年度は、新たに７００点を超える資料の寄贈及び寄託を受け
た。市民の教育や地域における学術・文化の発展を促し、市民活動や地域
活動の一層の活性化に資するため、引き続き、資料の所在等の調査研究を
行うとともに、資料の展示上の効果を考慮しながら、必要な資料を体系的
に収集・保存すること。

ア　より多くの収蔵資料をできるだけ多くの市民に観覧してもらえる機会
を創出するため、資料を積極的に展示する方法を研究し、資料の有効活用
を図ること。
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【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　収蔵資料のデータベース公開については、資料を多くの方に見てもらえ
る有意義な機会であることから、令和３年度の組織の数値目標にも掲げ、
取り組みを進めている。資料の価値を伝えると共に、資料の魅力を感じて
もらえるような説明を工夫し、より効果的な公開方法についても検討を深
めたい。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　令和３年度は、四日市の歴史やくらしを紹介している学習支援展示（四
日市空襲と戦時下のくらし）と企画展（昭和のくらし）について、博物館
に足を運ぶ前や展示期間以外でも体感していただけるように博物館ホーム
ページで公開するためのＶＲ映像の撮影を行うなど、公開方法の工夫を
行った。

③　運営体制の強化について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　調査研究の成果としては、研究紀要という形では中断しているものの、
展覧会図録などにより随時公開している。また、天文係における長期在職
職員の問題は、天文係に学芸員を配置したことで、専門的な取り組みを長
期に亘ってできるようになり、これまでの長期在職職員は異動となった。
しかし、学芸員の体制は貧弱であることから組織充実については職員配置
計画において要望を続けている。なおコーディネート機能の強化は、職員
体制だけでなく、学芸員をはじめ職員のスキルに大きく依存することか
ら、市全体で中堅職員が不足している現在、博物館だけで解決できる課題
ではないため、引き続き人事当局に要望を続けていく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　調査研究の成果としては、天文係と企画普及係の学芸員の研究成果を博
物館ホームページにて随時公開している。引き続き、学芸員の体制が万全
でないことから組織充実については職員配置計画において要望を続けてい
る。
　また、学習支援展示を通して学校との連携等を行うなどコーディネート
機能を強化するとともに、外部講師による研修会を実施するなど職員のス
キル向上に努めた。

④　館内案内業務について【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　２月２６日

　来館者の受付や館内放送を含む案内などの業務を委託により実施してい
る。契約の更新により受託業者が変わる際は、顧客満足度の高い接遇を提
供できるよう、これまで培ってきたスキルやノウハウをシステム化してお
くことで、円滑に次の受託業者にその継承を行うこと。

　令和３年度の契約更新に向けて令和元年度から取り組んだマニュアル作
りを受託業者との協議により継続的に実施し、その更新作業を令和３年２
月２６日で完了し、受託業者の変更に伴う円滑な継承に備えた。

イ　収蔵資料をデジタル化しホームページに掲載し公開しているが、資料
を体系別に整理して公開するなど、市民の目を引き当館に足を運びたくな
るような公開方法について研究を継続すること。

　学芸員の資格を有する職員の数が不足しており、展示公開事業や教育普
及事業の実施に終始せざるを得ず、調査研究事業に十分に取り組むことが
できない状況にある。研究紀要は平成１８年度を最後に作成できていな
い。また、天文係においては、職員の在職期間の長期間化も生じている。
各職員の専門的な能力が適切に培われ、かつ、専門的な能力を有する職員
が適切に各業務を担当する者として配置されるよう、引き続き、学芸員の
資格を有する職員の増員配置を人事当局に要望すること。併せて、地域、
学校、民間企業・団体などとの連携・協働におけるコーディネート機能を
強化するとともに、効果的な業務の在り方等について必要に応じて適切な
見直しを行い、その運営体制の強化に努めること。
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⑤　特別展示室の貸出しについて【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　特別展示室の使用に際して、展示作業中に大きな音を出さないことな
ど、多くの使用条件・遵守事項を定めており、使用者から利用しづらいと
の声を聞く。博物館施設や収蔵資料の適切な管理という博物館機能維持の
面から他施設と比べて厳しい制限となっていることについて事前に十分説
明したうえで貸館を行うとともに、条件等について、使用者の利便性を考
慮し、緩和できるところはないか改めて見直すこと。

　博物館では、収蔵資料や展示資料への防虫菌害、防水、防塵、防音、温
度及び湿度の調節などの適正管理が必要であり、特別展示室の使用にあっ
ても同様である。貸館においては、使用者が主催者となることから、資料
への影響とともに来館者の観覧等に支障が出る作業には制限を設けてい
る。従来より貸館希望者へは、事前協議時に使用の条件や使用に際しての
留意事項を記載した「施設ご利用案内」を基に説明を行ってきた。今後に
おいても、使用にあたっては博物館としての特性を理解した上で利用して
いただくことを徹底する。条件等の緩和については、使用準備等の作業時
間を館運営に支障のない範囲で開館時間外にも行えるよう配慮する。

⑥　図書館、文化会館等との連携・協働について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　四日市市文化会館との連携としては、博物館所蔵資料貸出等を継続して
行う。四日市市立図書館においては、展覧会の内容に合わせた特集コー
ナーを設けたり、絵本の読み聞かせを行っている。今後は、くるべ古代歴
史館との連携による展示も予定しており、他館との連携の可能性を継続し
て探っていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　引き続き四日市市文化会館に博物館所蔵資料貸出等を行っている。ま
た、四日市市立図書館においても展覧会の内容に合わせた特集コーナーを
設けており、令和３年度にはくるべ古代歴史館と連携した特別陳列を行っ
た。今後も他館との連携を継続して行っていく。

⑦　事務室の安全対策、整理整頓等について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　６月１０日

　職員が効果的かつ効率的に職務を行えるよう、次に掲げる事項などに留
意して、事務室の安全対策、整理整頓等を講じること。
ア　事務室内において、書類棚の転倒防止措置が不十分なところが見受け
られた。職員の安全を守るため適切に対処すること。
イ　使用されていないフィルムカメラ等が多数、保管されていた。不用な
ものがあれば適切に処分すること。
ウ　エントランスホールに設置されている鍵付き傘立て（１２０本分）の
スペアキーが事務室内の金庫に保管されていた。利用者が鍵を紛失した際
に対応しやすいように、その保管の場所と方法を工夫すること。

ア　３階事務所では、本棚を転倒防止伸縮棒で固定していたが、強度が不
足していたため、壁面にチェーンで固定するとともに、スチール書棚につ
いては、不足箇所をＬ字金具で固定した。また、５階ブリーフィングルー
ムの書棚は、職員の安全確保策として、番組ＤＶＤ類は収納ケースに入れ
保管するとともに、重量のある書類は上段に並べないよう変更した。
イ　フィルムカメラ等について館内での協議の結果、備品としては使用不
可であることを確認し、今後の「昭和のくらし展」におけるハンズオン資
料としての活用を図ることとしたので、令和３年６月１０日付で備品とし
て棄却処分を行った。
ウ　鍵付き傘立てのスペアキーを１階エントランスホールの総合受付に配
置することで、案内業務もしくは警備員により即時対応できるように変更
した。

　社会のニーズの多様化に伴い、博物館には地域の文化芸術を発信するだ
けでなく新たな文化芸術の創出につながる拠点としての役割が期待されて
いる。当館が収蔵する資料等の更なる活用を図り、より効果的な博物館事
業を実施できるよう、図書館、文化会館等との連携・協働に関する研究を
継続すること。
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リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）支出事務の適正な執行がなされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　１月２９日

　著しく不適切な財務会計処理が見受けられた。今回の誤りを重く受け止
め、財務会計事務処理において必要とされる基礎知識の習得と上位職によ
るチェック体制の強化に向けて早急に取り組むこと。

　今回の誤りは、上位職を含め職員の財務会計事務処理に係る基礎知識の
不足によるものであり、会計管理室の職員を講師として招いた研修を全職
員が受講し基礎知識の習得に取り組み、上位職によるチェックの強化に取
り組んだ。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　　特になし

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　教育委員会　学校教育課

３　監査実施期間　　　令和　２年１１月１８日
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　職員の業務状況を把握した上で、業務分担の見直しや繁忙時における係
間の応援体制などで事務分担の平準化を図り、時間外勤務の縮減に努めて
いる。しかし新型コロナウイルス感染症の対応が増加し、令和２年度の時
間外勤務は月平均３２．９時間となり、令和元年度の２８．１時間に比べ
増加していることから、毎週水曜日のノー残業デーは、朝礼時や終業時刻
に職員同士で声をかけあい確実に実施するなど、引き続き時間外勤務の削
減とワーク・ライフ・バランスの充実に取り組んでいく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　業務分担の見直しや繁忙時における係間の応援体制を課内全体で行うと
ともに、係内での情報共有等も密にとって業務の実態について共通理解を
図っている。しかし、学校における新型コロナウイルス感染症への指示・
対応や、令和４年度からの新規事業であるた給食公会計化への対応によ
り、物理的な業務量が増加している。今後、新型コロナウイルス感染症の
学校調査の簡略化等、業務内容の見直しも検討し、時間外勤務の削減と
ワークライフバランスの充実に引き続き取り組む。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　教員の働き方改革の推進について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　小学校における教科担任制の導入、学校業務アシスタント等の配置人数
の拡充などにより、教員の時間外勤務の縮減に努めて、授業準備や教材研
究などの時間を確保し、教育の質の向上につなげること。また、教員の健
康の維持とワーク・ライフ・バランスの確保にも努めること。

　学校業務アシスタントの配置等で、教員の本来の業務である「子どもと
向き合う時間」、「授業準備や教材研究などの時間」を確保することがで
きており、教員の質の向上につながっている。
　年度当初に、学校教育ビジョンのヒヤリングの際、校長から教職員の健
康の維持やワーク・ライフ・バランスの確保についても聞き取りをしてい
る。また、月８０時間を超える時間外勤務をしている教職員には、健康状
態の聞き取りや翌月の働き方について校長との面談を実施している。

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。
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②　学校業務サポート事業について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　児童生徒への配付物の印刷などの補助的業務を担う学校業務アシスタン
トとスクールサポートスタッフ（以下「アシスタント等」という。）を各
学校に配置しており、教員の業務負担の軽減に効果を上げている。これま
での事業効果を検証したうえで、改めて必ずしも教員が担う必要のない業
務と教員が担うべき業務との仕分けを行うことでこの事業を更に充実さ
せ、教員の業務負担の更なる軽減と児童生徒等と向き合う十分な時間の確
保につなげること。併せて、アシスタント等の担う業務は、試験問題など
の機密性の高い情報や個人情報を取り扱うものであることから、研修を実
施するなどして、アシスタント等に対する情報の適正管理に関する指導を
引き続き徹底すること。

　学校業務アシスタントは全校配置３年目、県費のスクール・サポート・
スタッフは全校配置２年目となった。各校で、児童生徒への配布物の印刷
や、アンケート、健康診断のデータ入力など、必ずしも教員が担う必要の
ない業務を担ってもらっている。これにより、教員の業務負担の軽減と、
児童生徒等と向き合う時間の確保につながっている。また、アシスタント
等へは、４月に研修会を行い、情報の適正管理に関する指導を行ってい
る。

③　児童生徒の事故防止対策について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
ア　児童生徒の校内での事故について学校施設や設備に由来するものがあ
ればその改善・改修が必要となるため、当課が所掌する日本スポーツ振興
センター災害共済給付金の手続を通じて、学校において発生する児童生徒
のけがや交通事故の状況を把握し、その原因及び施設設備の状況（例え
ば、運動場の広さや校舎の老朽化の程度など）との関連性を調査するこ
と。

　日本スポーツ振興センター災害共済給付金の手続きを通じ、市内の小中
学校にて発生した児童生徒のけが等の発生状況と原因を把握のうえ分析
し、再発防止に努めるよう指導している。その中で、施設、設備に由来す
ると考えられるものがあれば、速やかに報告の上、改善改修を依頼してい
る。また、日常点検を行い、不良個所の早期発見・早期対応を行い、施設
設備の不備による事故の未然防止に努めている。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

イ　学校内や登下校時における児童生徒の安全確保のため、当課、学校及
び教育委員会関係課において事故に関する情報を共有し速やかに対応でき
るような仕組み・体制が整備されているか改めて確認し、教育委員会全体
として継続して事故防止対策を講じること。

　学校内や登下校時の事故発生時は、学校から教育委員会に速やかに報告
を行うよう指示している。事故内容については、教育委員会関係課にて情
報共有し、発生状況と原因を把握、分析を行っている。

【　措置済　】　　令和　３年　８月３０日

ウ　各学校の防犯カメラやモニターについて、その設置状況を把握したう
えで、児童生徒の安全確保のため効果的に機能するものを必要な数量、必
要な場所に設置すること。

　各学校の防犯カメラやモニターについて、設置状況を確認したうえで、
計画的に更新を行っている。更新の際には、児童生徒の安全確保の観点か
ら必要に応じて増設や設置場所変更を行い、必要な数量、必要な場所に設
置するよう努めている。
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④　学校・保護者等間における連絡手段について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【住民福祉の向上の視点】

【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　児童生徒が疾病等により学校を欠席する場合の連絡手段として、保護者
等からの電話又は連絡ノートのやり取りによっている学校がほとんどであ
る。保護者等の利便性を考慮して、電子メールを活用したものなど効率的
な連絡手段の導入を検討し、推進すること。

　学校の働き方改革の視点からも有効であるため、保護者との連絡方法を
デジタル化し、教職員間で速やかに情報共有を図ることができるシステム
を、令和４年度からの導入に向けて、教育支援課とも連携しながら検討を
行っている。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　令和４年４月から学校保護者統合型システムを導入し、運用を開始する
予定である。教育支援課と連携して、効果的な活用方法について検討し、
保護者と学校間の連絡手段として定着を図る。

⑤　就学援助制度の充実について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　子どもの教育について家庭の経済状況により格差が生じないよう、援助
費の額、支給方法等の見直しを行うことにより就学援助制度の更なる充実
を図ること。入学準備に相当する給付と同様にその他の給付についても事
前の支給ができないか検討すること。

　援助費の額については、今後も国が示す額を参考にして、必要に応じて
見直しを図っていく。援助費を事前支給する等の支給方法の見直しについ
ては、市外転出や世帯状況の変化等により、年度途中においても就学援助
対象外になる場合があることから、現時点での実施は困難ではあるが、子
どもの教育について家庭の経済状況により格差が生じないように、今後も
援助を必要とする人に必要な援助が速やかに行えるよう就学援助制度を実
施していく。

⑥　学校図書の充実について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　小学校だけでなく中学校においても図書の読み聞かせを行っており、中
学生からも好評で、教育上、良い影響を与えているとのことである。引き
続き、子どもの活字離れが加速しないよう、図書の整備と学校司書を活用
した豊かな読書環境づくりを推進すること。

　読書活動を通して想像力・思考力・表現力等を育成し、豊かな心を育む
ため、学校図書館司書の知見を活かしながら子どもたちが選書する取り組
みを行ったり、授業支援を行うなど、引き続き豊かな読書環境づくりを推
進する。

⑦　学校三師の活用について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　中学校の定期監査において、学校三師（学校歯科医）との日程等の調整
が上手くいかず、学校が計画した学校保健活動の日に参加してもらえな
かった事例が見受けられた。学校がそれぞれの特性に応じて学校三師の知
見を十分活用できるよう学校三師制度の円滑な運用に配慮すること。

　児童生徒が健康で安全な学校生活を送るために、学校三師（学校医・学
校歯科医・学校薬剤師）の専門的知見を取り入れた健康教育を行うことは
効果的であることから、学校三師に参加していただきやすいような日程や
開催方法（オンライン形式での会議、動画配信での参加など）を工夫して
いく。
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⑧　学校給食費の公会計化について
　　　　　　　　　　　　　【効率性の視点、住民福祉の向上の視点】

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　学校給食費の徴収・管理業務はそれぞれの学校で行われているものの、
ほとんどの家庭が口座振替による支払となっているため、教職員が現金を
取り扱う機会は限られている。しかし、口座振替ができなかった場合など
学校給食費の滞納整理に関する業務は残っており、それが教職員の業務負
担となり長時間勤務の一つの要因となっている。文部科学省から令和元年
７月に学校給食費の公会計化の取組みを推進するよう各地方公共団体に通
知がなされたところである。教員の業務負担の軽減だけでなく保護者の利
便性の向上、学校給食費の管理における透明性の向上などが見込まれるた
め、学校給食費の公会計化の推進を図ること。

　小学校については令和４年度から、中学校については令和５年度から給
食費の公会計化を進めるための準備作業を進めている。

⑨　共同学校事務室における事務処理について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　市内の小中学校を地域ごとに６ブロックに分けて、各ブロックの１校に
共同学校事務室を設置して、ブロック内の小中学校の事務職員が財務に関
する事務を共同処理している。事務処理誤りの件数は減少してきているも
のの、なお、一定数が散見される。共同処理による効果を更に高めるた
め、共同学校事務室において、財務事務に関する知識の蓄積や財務事務処
理に関する事前審査の精度の向上が図られるよう、各学校と協力して取り
組むこと。

　学校事務の高度化をすすめるため、共同学校事務室組織による学校間の
連携を図っている。事務職員同士の知識・経験の継承を行い、スキルアッ
プに努め、事務処理全般の精度を高めている。財務事務においては、事例
の情報共有をすることにより、事務室内全体の財務事務に関する知識を増
やすとともに、財務事務の精度の向上と事務処理誤りの件数の減少に繋げ
ている。今後も引き続き、共同学校事務室室長会等において学校教育課か
ら各共同学校事務室への指導・助言を行い、共同学校事務室の事前審査及
び各学校の財務事務の精度の向上を図っていく。
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リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（３）契約事務の適正な執行がなされないリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　業務委託契約は競争入札が原則であるが、例外規定である地方自治法施
行令１６７条の２第１項に規定されている随意契約による契約を行う際に
は、根拠規定や随意契約とする理由が適正であるか等を十分に精査し、安
易に随意契約を行うことがないよう確認している。引き続き契約事務の実
施にあたっては、地方自治法、契約施行規則その他関係法令及び物品、業
務委託等随意契約ガイドラインに従って適切に事務処理を行う。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　随意契約は競争の方法によらないため、公正な取引を損なう弊害が生じ
ることを職員へ改めて認識させるとともに、契約事務の実施にあたって
は、地方自治法、契約施行規則その他関係法令及び物品、業務委託等随意
契約ガイドラインを確認し、適切に事務処理を行うことを徹底する。

（５）扶助費が不適正に支出されるリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

・　扶助費である就学援助費及び特別支援教育就学奨励費は、適正に支出
されているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者や特別支援
学級に就学する児童生徒の保護者に対し、その経済的負担を軽減するた
め、就学援助費又は特別支援教育就学奨励費を支給している。支給対象者
や支給額の誤りなどが発生しないよう、複数の職員によるチェックを徹底
するなど、引き続き支出事務の適正化に努める必要がある。

　支給対象者や支給額の誤りなどが発生しないよう、複数の職員による
チェックを徹底し、令和３年度は支給誤りはなく適正に支出を行ってい
る。
　なお、就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の制度及び、支給額の計
算を行うシステムを正しく理解し事務処理を行うため、担当及びチェック
を行う職員は事務処理要領等を再確認した。今後も引き続き支出事務の適
正化に努める。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　支給対象者や支給額の確定については、複数の職員によるチェック
を継続して行い、支出事務の適正化に努めている。
　今後も、就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の制度及び、支給
額の計算を行うシステムを正しく理解し適正に事務を実施するため、
担当係内で定期的に打ち合わせを行い、事務処理要領等を確認し、引
き続き支給誤りの発生の未然防止に努めていく。

・　事業者と締結している業務委託契約について、事業者の選定、契約金
額の決定、履行の検査確認が適切に行われているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　学校給食調理業務委託や児童生徒の健康診断業務委託など年間６０件
を超える業務委託の契約を事業者等と締結しており、そのうち半数以上が
単独随意契約によるものであった。中には同じ業務委託で前年度に続けて
競争入札の不調により随意契約によったもの（地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第８号）があり、それについては、不調となった原因を追究
したうえで、その解消に向けて発注方法を検討しているとのことであっ
た。地方自治法、契約施行規則その他関係法令及び外部委託等適格審査部
会作成のガイドラインに従って適切に事務処理を行う必要がある。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（４）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　人権・同和教育課は他の部署に比べると職員数が少ないので、所属長は
各職員の勤務状況をより注視して管理にあたることで、時間外を減らして
目標を達成できるようにすること。

　職員数が少ない状況をふまえ、各職員の勤務状況の把握に努めた。
特に日常的な管理の難しい人権プラザ配置職員に関しては、人権プラ
ザ館長との情報共有や所属長が直接人権プラザを訪問し、地域の現状
を確認することで、きめ細かな状況把握に努めた。令和２年度は前年
度と比べ全体の時間外勤務を縮減するとともに、すべての職員が年間
３６０時間以内に抑えることができた。

（５）支出事務の適正な執行がなされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　４月　９日

①　共通事務における不適切な事案が前回監査よりも増えている。職員の
異動による事務的な引継ぎが手薄になることによりリスクが発生するの
で、今回の監査を受けて、チェック体制と内部統制をしっかり行うこと。

　複数職員による記載事項の確認に加え、転入した職員に対する共通
事務説明の機会を設け、内部事務管理の徹底を図った。

【　措置済　】　　令和　２年１１月１８日

②　消耗品等の購入に伴う支出負担行為兼支出命令の事務において、摘要
欄には購入物品等の具体的な内容を記入し、請求内容が正しいか確認でき
るようにすること。
　また、内訳明細書の合計額は支出金額と一致するよう作成すること。

　帳票摘要欄への品名等の記載及び端数処理を伴う合計額記載内容を
見直し、帳票上において支出処理の確認が可能となるよう改めた。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　教育委員会　人権・同和教育課

３　監査実施期間　　　令和　２年１１月１７日
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【　措置済　】　　令和　２年１１月１８日

③　四日市人権・同和教育研究会への事業費補助金について、実績報告書
の収支内訳書にある精算払の日付誤りが見受けられた。実績報告書等の確
認は複数で行い、チェックを徹底すること。

　担当者だけでなく、他の職員も含む複数で確認するよう改めるとと
もに、当該研究会に対し、正確な書類作成を徹底するよう求めた。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　措置済　】　　令和　３年　７月３０日

　四日市市における人権・同和教育の推進に関して、近年、職員の歴史認
識も踏まえた同和問題に関する知見が十分でないという指摘もある。過去
の同和問題の起源や歴史を継承しつつ、その上で更なるスキルを積み上げ
ること。特に、若手教員には人権・同和問題に関する事業の継承だけでな
く事業の背景にあるものをしっかりと伝えていくこと。

　令和２年度から教職員の同和問題に関する歴史認識も踏まえた知見
の充実を図るため、市内全小中学校において、当課職員による教職員
向け研修を実施した。また、人権教育実践研修会においても、外部講
師を招聘して同テーマに基づく研修を実施した。

（３）事務分掌におけるリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　公有財産の所管について、日常の維持管理や大規模工事など、今後
の管理に向けて総務部人権・同和政策課や人権センターと協議を継続
する。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　総務部人権・同和政策課や人権センターと施設管理の取扱いについ
て、施設の設置経緯や地域住民との関わりなど過去の経緯を踏まえて
慎重に協議し、各課の施設との関わりや人員面の制約から最適な管理
分担を継続できるよう検討を継続する。

　公有財産の所管について、これまでプラザの前身が隣保館や教育集会所
として整備されてきたことから、総務部の人権・同和政策課が所管するプ
ラザと当課が所管するプラザに分かれている。合理的な管理の在り方につ
いて総務部人権・同和政策課と検討すること。
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（４）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　当課職員のうち、特に人権プラザに配置された職員は、施設の性質
上、地域住民や学校・園と密接にかかわる業務に従事し、休日の勤務
も多いことから、時間外勤務が増大する傾向がある。プラザ内におけ
る業務分担について総務部人権センターとも連絡を密にし、職員の
ワーク・ライフ・バランスの充実を念頭に置いて、週休日振替や時差
出勤勤務制度などを活用し、時間外勤務の適正化に努めていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　職員のワーク・ライフ・バランスの充実について、指導主事会議で
指示・連絡するなど、課員に重要性の再認識を促した。週休日振替や
時差出勤勤務制度の活用を進めたが、令和４年１月以降、新型コロナ
ウイルスに係る保健所業務への従事が急増し、時間外勤務が増加し
た。引き続き、同一の職員に時間外勤務が集中することがないよう、
勤務状況の把握に努める。

（６）委託事業の検証のリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　自己実現支援事業について、その必要性について十分に説明ができるよ
う事業目的を明確にし、効果的な事業とすること。

　自己実現支援事業は、教育上配慮を要する地域等における自主学習
支援活動事業及び進路･就労につながる出会い･体験活動事業を行うも
のであるため、他の事業との目的や対象の違いを明確にし、効果的な
事業の推進に努めた。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　メディア・リテラシーの養成について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

ア　学校で使っているタブレットを、将来、自宅へ持ち帰れるようになる
と、子どもたちが自由にタブレットを扱えるようになる。タブレットを通
してインターネット等から得られた誤った情報をうのみにしたり安易に拡
散することがないよう、メディア・リテラシーの養成に一層力を入れ、関
係各課や学校と連携して指導すること。

　令和３年度から、小３・中２を対象に、外部講師によるメディア・リテ
ラシーの養成を通じた人権教育に関する出前授業を実施している。授業で
は、自他の人権を大切にすることを中心に、インターネットやＳＮＳから
得た情報の取扱いには注意が必要であることなどを、対象学年に適した内
容で実施した。

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が見受けられた。所属長は、職員の時間外勤務
の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加えて、
職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づくり
に取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向けた
取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組みを進
めること。
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【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　メディア・リテラシーの養成を通じた人権教育に関する授業に関して
は、現在のところ、各学校を訪問してより効果的な授業の実施に努めてい
るが、今後の新型コロナウイルス感染症の状況をふまえ、オンラインによ
る授業の活用も検討する。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　令和３年度は全市立小中学校で出前授業を実施することで、すべての小
中学校でメディア・リテラシーと人権に関する教育を共有することができ
た。また、新型コロナウイルス感染症に係る学校の状況に合わせ、２中学
校ではタブレット端末などＩＣＴツールを活用し、オンラインによる授業
を実施した。

②　性自認や性的指向に基づく差別について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　１月３１日

ア　性自認や性的指向について、成長とともに自分が周りの人と違うこと
を自認する児童・生徒がいる。学校と連携して差別につながらないよう注
視すること。
　また、認知件数など子どもの実態を把握することは重要であるが、その
手法を研究するに当たっては、プライバシーや子どもたちの気持ちに十分
配慮して行うこと。

　児童生徒の性自認や性的指向については、学校においても課題として認
識しており、さまざまな教材や外部講師による出前授業、講演などを通し
た学習を実施している。現状の把握については、必要に応じ個別の相談に
対応するものとし、非常に繊細な情報であることを十分認識し、決してア
ウティングにつながることがないよう配慮して行った。

【　措置済　】　　令和　３年　８月　４日

イ　性的少数者に関する教職員向けの人権研修においても、身近に性自認
や性的指向の問題を抱えた人がいる可能性があることを十分認識するよう
徹底すること。

　性的少数者に関することだけでなく、人権教育において被差別の立場に
置かれた人を意識し、その痛みを想像することは基本的な考え方であり、
教職員に対しても、学校訪問などの機会を捉え、改めて再認識を促した。

③　外国人の差別について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　５月２５日

　外国籍の子どもが多い地域では、お互いを認め合う多文化共生の環境が
ある地域となっている。外国籍の子どもと共生できる環境の良い面を前面
に出すとともに、外国人に対する差別につながることのないよう人権教育
を進めること。

　すべての小中学校で外国人の人権課題についての学習を人権教育カリ
キュラムに位置付けていることを確認し、多文化共生の視点や多様性を大
切にした人権教育を進めるよう働きかけた。

④　人権に配慮した施設整備について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　１月３１日

　子どもたちの学校生活について、性自認などのある子どもがトイレ等の
学校施設を意識せず使えるよう人権に配慮した取組みを学校と連携して行
うこと。
　また、アセットマネジメントの修繕や大規模改修の際には、誰でも自由
に使える「みんなのトイレ」など、当課が持つ様々な事象や情報を反映さ
せ、人権に配慮した施設整備を教育施設課と連携して進めること。

　児童生徒の性自認に関し、学校においても多目的トイレの利用や個別の
更衣などの支援や環境整備を行うほか、学習を通じて周囲の意識の向上を
図った。今後の学校施設におけるトイレ等の整備の際には、公共施設とし
て人権に配慮した設備となるよう関係所属と連携して取り組むよう努め
る。

イ　メディア・リテラシーの養成を通じた人権教育の推進について、モデ
ル校３校で実施し、その後、公開授業を通して各校へ共有していくとして
いたがコロナの影響で共有ができていない。コロナ禍の中で公開授業の実
施が難しいのであれば、ＩＣＴや様々なツールの活用を検討して、メディ
ア・リテラシー教育の共有を図ること。
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⑤　人権啓発につながる事業名について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　歳入歳出予算における事業名について、「人権学習機会提供・充実事業
費」などの事業名は具体的な事業内容がわかりにくい。事業の認知や啓発
につながるよう取組み内容がわかりやすい事業名を検討すること。

　各予算で執行する事業内容を整理して検討し、「学校支援地域本部推進
事業費」を「地域と学校の連携・協働体制構築事業費」と改めるなど、適
切な事業名を設定した。

⑥　四日市人権・同和教育研究会の事務局について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　人権・同和教育課内に現在、四日市人権・同和教育研究会の事務局があ
る。四日市人権・同和教育研究会は、事務局の自立化のため、人員の確保
や事務局準備金の積立てなどに取り組んでいる。より活発な人権教育・啓
発活動を続けることができるよう、引き続き、この取組みを継続するよう
研究会と協議すること。

　令和３年４月より、四日市人権・同和教育研究会事務局は本町プラザ内
の貸室を利用して自立した事務局を設置した。同研究会の活動は、当課の
事業と密接に関連するため、今後も連携して人権教育・啓発の推進に取り
組んでいく。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（３）庶務担当者の配置上のリスク 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　法改正に伴う業務委託契約の変更手続において調達契約課からの指示事
項を看過している事例があった。適正な事務処理に努めること。

　消費税の税率改正に伴い、本来であれば契約を変更の上支出処理を行う
べきものを、契約の相手方に聞き取り確認を行ったのみで、変更契約を行
わずにいたものである。
　今後は、調達契約課の指示事項を看過することなく、不明な点について
は確認を行いながら契約手続きを行うこととする。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　措置済　】　　令和　３年　７月３１日

①　必要があれば、増員の要望も積極的に行っていくこと。 　職員の時間外勤務の原因を分析して、職員配置及び業務分担の再確認等
を行うとともに、令和２年度からは、２名の会計年度任用職員を増員し、
交通安全及び通学路指導業務と英語指導員業務にあたっている。
　今後も必要に応じて増員の要望を行っていく。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　教育委員会　指導課

３　監査実施期間　　　令和　２年１１月１６日
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【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　時間外の削減を目指し、職員配置及び業務分担の再確認を行うととも
に、会議の精選、スマート会議や会議時間の短縮などを行った結果、時間
外勤務が年間３６０時間を超える職員は令和元年度は１２人であったが、
令和２年度は８人となり、１人あたりの月間平均時間外勤務時間数も、着
実に縮減が図られてきた。しかし、技術職と事務職が混在する当課におい
ては、業務分担の見直しにも限界があり、外部との会議や早急な対応を必
要とすることも多いことから時間外勤務の時間数を削減できなかった。
　業務の進め方などの見直しを図り効率化を進めるとともに、時差勤務の
積極的な活用に努め時間外勤務の削減を図っていく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月２４日

　令和４年４月１日付の人事異動に伴い、会計年度任用職員（フルタイ
ム）の配置人員が１名増となったことで、業務分担の見直しを進め職員の
ワーク・ライフ・バランスの充実を図っていく。

（４）学校づくりビジョンや学びの一体化事業の市内での格差発生のリス
ク

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　標準学力検査（ＮＲＴ、ＣＲＴ）の実施方法や回数について、各学校に
裁量を与えている部分が多く、公教育としての公平性の担保されているの
か懸念が生じる。少なくとも、市として一定の方針を示し、最低限の線引
きをすること。

　標準学力検査（ＮＲＴ、ＣＲＴ）は、個々の基礎学力の到達度を診断
し、その実態を把握するとともに効果的な授業改善を目的としている。各
学校のビジョンに基づき、各校の子どもたちの実態に応じて実施している
ことから、公平性は担保されていると考えている。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　学校づくりビジョン推進事業委託の事業内容の整理について
【合規性の視点】

【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　学校づくりビジョン推進事業において、地域と協力して行う事業を、学
校運営協議会や学校づくり協力者会議へ委託しているが、その対象となる
事業に明確な基準がなかった。仕様書に記載のない事業が、実施報告書で
報告されている場合もあり、本委託の対象事業をさらに整理すること。

　各学校における学校づくりビジョンに基づき実施する事業を委託対象と
しており、令和３年度からは各学校から提出される計画書に自校の学校づ
くりビジョンの柱や目標で該当するものを記載することとした。

②　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途を
たどっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が
年間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間
外勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加
えて、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境
づくりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に
向けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組
みを進めること。

-150-

-150-



②　推進事業予算の使途について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　９日

　学校教育課が各学校に配分する学校管理費と、開かれた学校づくり推進
事業や学校づくりビジョン推進事業の予算の使途の違い、基準がわかりに
くい点がある。学校づくりビジョン推進事業では、その予算での支出対象
経費について費目ごとの取決めはされているものの、各推進事業予算が、
単に事務費として扱われているようにも思われる。本来の事業目的との関
係性を説明できるよう、執行に当たっては留意すること。

　校長会や教頭会の機会を捉えて各事業における適正な予算執行を呼びか
けるとともに、不明な点があれば指導課に問い合わせをしてもらうように
伝えている。
　今後も適切な機会を捉えて呼びかけを行っていく。

③　新型コロナの影響への対応について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　ＡＬＴ（英語指導員）の配置については、日本及びアメリカの感染状況
によっては、来日に支障がでたり緊急帰国等も考えられることから、状況
の把握に努めるととともに、必要に応じて派遣型の英語指導員を配置する
ことで、今後も英語教育を推進していく。

【　措置済　】　　令和　４年　１月　７日

　令和３年度においては、１１月の来日者を以て、ＹＥＦの人員が年度当
初に予定していた通りの１６名体制となった。
　その後１月には緊急帰国により１５名体制となったため、配置校の割り
振りを変更することで対応した。
　今後も英語教育推進のため、英語指導員の不足が生じたときは必要に応
じて派遣型の英語指導員を配置する等の対応を取っていく。

【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　９月１日～９月１５日の期間、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り、全小中学校で、学校と自宅をつないだオンライン学習を実施した。回
数を重ねるごとに、教員のＩＣＴスキルも向上している。今後もよりス
ムーズな接続や効果的なオンライン学習が進められるよう検討していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　校長会等の機会を捉えて、今後もオンライン学習実施の可能性がある事
を伝え引き続き各校においてもオンライン学習に対する準備や授業スキル
の向上を進めるように依頼した。
　今後も効果的なオンライン学習が進められるよう準備を進める。

ア　ＡＬＴ（英語指導員）の配置が当初計画どおり進められないという状
況は今後も考えられる。ＡＬＴ（英語指導員）が不足して英語教育が手薄
になることのないよう、配置の手続について引き続き適切な対応をしてい
くこと。

イ　オンラインでの授業の検討も、コロナ禍においては必要である。さま
ざまな課題もあるが、引き続き研究を進め、取り組んでいくこと。
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④　学びの一体化の取り組みについて【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　中学校区内の幼稚園・認定こども園・保育園・小学校・中学校の連携を
密にし、指導方法や指導体制を共有し、なめらかな接続を図ることができ
るよう、学びの一体化の取り組みを推進していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　市内の各中学校区において、子どもたちの実態をしっかりと把握し、共
通のテーマを設定し、それに合わせ発達段階に応じて育てる資質・能力を
決めて取り組んでおり、保育園・こども園・幼稚園と小学校間について
も、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の方向性を共有し、幼児の発達
や学びのつながりを踏まえた連携・接続を図っている。
　今後も、なめらかな接続を図ることができるよう、学びの一体化の取り
組みを推進していく。

⑤　いじめへの対策について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　校長会や生徒指導担当者研修会において、児童生徒のささいな変化を見
逃さず、積極的にいじめを認知し、組織として対応していくよう周知して
いる。スクールロイヤーについては令和３年度は予算を増額し、モデル校
を中学校２校、小学校５校に拡充し、研修を進めている。また、令和４年
度はＳＮＳ相談アプリの導入を検討しており、相談体制のさらなる充実に
努めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　令和３年度はモデル校を対象に、スクールロイヤーによるいじめ予防授
業を実施し、いじめを許容しない雰囲気の醸成に努めた。加えて、校長会
などの機会を捉えて、いじめの積極的な認知及び組織としての対応を依頼
した。
　令和４年度にはいじめ等の悩み事を匿名で報告・相談できるようなアプ
リケーションの導入を決定し、さらなる相談体制の充実を図るとともに、
引き続きいじめの積極的な認知及び組織としての対応を呼びかけていく。

⑥　みえスタディチェックについて【有効性の視点、効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　みえスタディチェックについて、未だ教員の負担が重い部分もある。業
務量に対する効果の程度を分析し、どうあるべきか今後も検討すること。

　みえスタディチェックは「みえの学力向上運動」に基づき三重県が実施
しているものである。本調査により、子ども一人ひとりの学習状況の課題
を把握し、授業改善に生かすことができると考えている。
　本市においては、採点業務を業務委託することにより、市内の採点基準
が統一され、より正確な学習状況を把握することができるとともに、教員
の負担軽減にもつながっている。

　保育園及び幼稚園との連携を強め、就学前教育も引き続き大切にして、
就学前から中学校までの一体的な教育に取り組んでいくこと。

　いじめの認知件数について、全国の件数や他自治体の件数との差の理由
を分析し、実際に存在するいじめを見落とすことのないようにすること。
また、スクールロイヤーによる講習等や、ＡＩの活用について、今後もよ
く研究し、できるかぎり早く実践の場で活用できるよう、必要な予算も適
切に要求して取り組んでいくこと。
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⑦　クラブ活動における教員の負担について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　クラブ活動は、中学校教員の大きな負担となっている。教員が授業や生
徒指導に専念し、心身の健康を維持するためにも、部活動協力員、部活動
指導員を十分に機能させるなど、引き続き教員の負担軽減に取り組むこ
と。

　部活動指導については、部活動協力員、部活動指導員に加え、令和３年
度からは総合型地域スポーツクラブへ部活動指導業務について委託を行っ
ている。
　令和４年度からはさらに委託を行う部活動数を増やすとともにその他の
学校については、部活動指導員を１人ずつ増員することで、生徒への部活
動指導の充実を図るとともに教員の負担軽減に向けた取り組みを行ってい
く。

⑧　自傷行為等への対策について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　生徒指導担当者研修会において、自殺予防に関する研修会を開催すると
ともに、校長会などの機会を捉えてスクールカウンセラーへの相談状況及
びスクールソーシャルワーカーの活用状況について情報共有を図るととも
に各校には自傷行為を把握した時点で報告するよう周知している。さら
に、各校には対応時の注意事項として組織で対応することや、必要に応じ
て関係機関と連携して対応を進めていくことなどを周知するとともに、今
後は相談・報告内容の傾向等の分析及び対策の検討を進めていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　校長会などの機会を捉えてスクールカウンセラーへの相談状況及びス
クールソーシャルワーカーの活用状況について情報共有を図るとともに、
長期に及ぶ不登校児童生徒へのスクールカウンセラー、ハートサポー
ター、スクールソーシャルワーカーの有効活用についての周知を図ってき
た。
　今後も適切な機会を捉えて呼びかけを行っていく。

⑨　学校図書館いきいき推進事業について
【有効性の視点、住民福祉の向上の視点】

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　学校に派遣している図書館司書を、多様な分野で活用し、子どもたちに
読書の喜びを伝え、活字離れを防ぐ工夫を行うこと。また、取組みについ
ては、学校間でばらつきのないよう、統一した指導を行うこと。

　ブックトークやブックバイキング（本の紹介）等の授業支援や家庭読書
推進業務、図書館内整備業務などの読書活動支援等、様々な分野で活用
し、子どもたちに読書の楽しみを伝える機会を継続して設定している。今
後も、各校で統一した指導ができるよう次回契約時に仕様書で委託業務内
容を明確にしていく。

　子どもの自傷行為の報告件数が今年度は多いとのことであるが、その情
報把握、共有に努め、経年の変化、傾向等分析し、対策を検討すること。
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⑩　スクールカウンセラー等の配置について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　令和３年度から小学校におけるスクールカウンセラーについては、学校
規模に応じて傾斜配置を行い、多くの児童にカウンセリングの機会を確保
できるように取り組んでいる。また、スクールソーシャルワーカーについ
ては、巡回型の拠点校数を５校から７校に増やしたが、依然として多くの
学校は派遣での対応となっており、定期的に勤務する拠点巡回型に比べ、
未然防止、早期発見ができないなどの課題もあることから、今後も巡回型
の拠点校数を増やすため予算増額の要望を行っていく。ハートサポーター
については、事故等の緊急時対応だけでなく、希死念慮、自傷行為等への
早期対応のため学校からの派遣要望も多いことから、適切に派遣を行うこ
とができるように取り組んでいく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　令和３年度に予算の増額要求を行い、令和４年度は巡回型の拠点校数を
７校から９校に増やすこととしたが、依然として多くの学校が派遣での対
応となることから引き続き巡回型の拠点校数を増やすため予算増額の要望
を行っていく。
　ハートサポーターについても、学校からの派遣要望に基づき三重県の実
施するスクールカウンセラー事業等も活用しながら適切に派遣を行うこと
ができるように取り組んでいく。

⑪　教員のコミュニケーション能力について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　学校における教職員の指導体制の充実を図るとともに、様々な専門ス
タッフを積極的に活用し、学校の組織力・教育力を高めていけるよう
「チーム学校」としての取り組みを進めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　校長会などの機会を捉えて、保護者対応等教職員の困りごとについて相
談・指導体制の充実を図ってきた。
　今後も適切な機会を捉えて呼びかけを行っていく。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし

　スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ハートサポー
ター等は学校現場において強く必要とされており、派遣の要望は多いが、
派遣の回数として十分とはまだいえない状況にある。特にスクールソー
シャルワーカー、ハートサポーターは、アウトリーチができるということ
が大きな強みであり、多様な課題への対応として効果が期待できる。引き
続き現場の声を聴きながら、現状を分析し、必要に応じて拡充も検討しな
がら、大いに活用して機能させること。

　教員のコミュニケーション能力不足についての話をよく耳にするが、そ
の能力が教育に与える影響は大きい。組織として教育するという視点を持
ち、適切に指導していくこと。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（７）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　教育相談業務では、相談内容が多岐にわたり複雑な対応を求められると
ともに、特別支援を要する児童生徒も年々増えてきており、関連する相談
も増えているとのことである。また、ＩＣＴ関連では、教員のスキルアッ
プのため当課職員が各学校に出向いて研修を実施するようになり、課全体
の時間外勤務は、２年間続けて増加している。人事当局に人員配置を要望
するとともに、管理職は、職員の心身の健康が保たれるよう管理・監督を
行うこと。

　会計年度任用職員の増員を要望し、令和３年度から１名増員された。
グループ内での業務分担の見直しや休暇取得の促進等、職員のワーク・ラ
イフ・バランスを充実するため、今後も働き方改革への取組みに努めてい
く。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）不登校への対応について 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

①　不登校児童生徒への対応について
　各学校における不登校児童生徒への対応については、プライバシーに十
分配慮を要するため、教育支援課が、各学校の相談室の出入り口の作りな
どハード面の現状も把握した上で、プライバシーへの配慮について適切な
指導を行うこと。また、引き続き、登校サポートセンターへの効果的なつ
なぎについて指導を行っていくこと。

　学校訪問時に、「スクールカウンセラー活用の手引」の「Ｑ６（１）相
談者への配慮」について、現状把握及び指導を行っている。
　その際、不登校及び不登校のリスクが高い児童生徒の登校サポートセン
ターへの効果的なつなぎについて、指導・助言を行っている。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　教育委員会　教育支援課

３　監査実施期間　　　令和　２年１１月１６日
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【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

  客観的な情報公開に努める。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　不登校児童生徒数の増減に左右されず、客観的な情報公開に努める。

（４）不登校対応における所管課の不明瞭さについて 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　不登校は教育支援課が、スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカは指導課が所管している。相互に速やかな情報共有に努め、タイム
ラグを生じさせないようにする。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　不登校は教育支援課が、スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカーは指導課が所管している。相互に速やかな情報共有に努め、学校
現場ひいては当該児童生徒やその保護者に不具合が生じさせないようにし
ている。

（７）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　業務分担の平準化を図るため、担当者の事務分担を見直した結果、令和
元年度に比べ令和２年度は研修・研究グループで１２３時間、特別支援教
育・相談グループで５１９時間、計６４２時間の時間外が削減された。職
員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、今後も働き方改革への取
組みに努めていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　会計年度任用職員の増員を要望し、令和４年度から研修・研究グループ
に１名増員された。この職員にＧＩＧＡスクール構想によって急激に増加
したＩＣＴ関連の業務の一部や、初任者対応業務を担ってもらうこと等に
よるグループ内での業務分担の見直しにより、業務の平準化を行った。
　さらに休暇取得の促進等、職員のワーク・ライフ・バランスを充実する
ため、今後も働き方改革への取組みに努めていく。

　不登校に関する所管が、指導課と教育支援課とにまたがっているところ
があり、両課は常に情報共有を図っているとのことであるが、やはりタイ
ムラグは生じる。所管がまたがっていることにより不具合が生じないよ
う、より一層の情報共有に努めること。

　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長は、職員の時間外
勤務の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加え
て、職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づ
くりに取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向
けた取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組み
を進めること。

②　不登校児童生徒の減少に関する報道について
　当市の不登校児童生徒数について、ずっと増加傾向が続いていたが、令
和元年度は、前年度より減少し、そのことが新聞報道されている。しか
し、ここ数年増加傾向にあったのが、１回減少しただけで、それが教育委
員会の施策の効果であるかどうかは、まだ不透明である。実際に不登校児
童生徒はまだまだ多く存在し、問題の本質から市民の目を背けてしまうこ
とのないよう、情報公開の方法には十分注意を払うこと。
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　適切な事務処理について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　２年１１月１６日

　需用費（修繕料）での支出について、取り付ける機材の数が仕様に示さ
れていなかったり、施工後に業者から提出された写真の中に施工前の写真
が一部掲載されていない事例も見受けられた。また、その事例の中に、価
格の適切性に疑義のあるものも見受けられた。適切で丁寧な事務処理を心
がけること。

　起案文書を回議する前に仕様書の内容や受託者の提出書類に不備がない
か、起案者が一つ一つ指差し確認を行うこととした。加えて、決裁権者は
修正項目を発見した場合、直ちに差し戻し修正のうえ再回議を求めること
とし、牽制体制を強化した。価格の適切性については、少額であっても合
見積もりや積算を行うなど適正な執行に努めているが、今後も十分な確認
を心がけていくこととした。

②　特別支援を要する児童生徒への対応について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　各学校において、特別支援を要する児童生徒の状況に応じて、介助員や
支援員を配置するとともに、各学校で組織的な指導・支援ができるよう、
特別支援に関する研修を充実させている。また、通常学級においても、平
成２９年度から校内通級（サポートルーム）支援事業を開始し、毎年度モ
デル校５校を指定し、支援を行い、多様な支援を要する児童生徒への対応
に取り組んでいる。今後も継続して、各学校や児童生徒の特性に応じた対
応を取ること。

　介助員・支援員、医療的ケアサポーターを増員し適正に配置した。ま
た、オンデマンド研修を実施した。サポートルームについては、今後も計
画的に増設していく。

③　外国籍で特別支援を要する児童生徒について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月１８日

　当市は、外国籍児童生徒が特別支援学級に在籍する割合が高いとの報道
がある。特別支援学級の対象者は、専門家等で構成される教育支援委員会
で判定されており、外国籍であるとの理由での判定はなされていないとの
ことであるが、数値からは相関性がうかがわれる。言葉が分からないため
に後天的に知的障害が生じる可能性も考えられるので、個々の事例につい
て、丁寧な対応をしていくこと。

　日本語によるコミュニケーションの困難さのために生じる二次的な障害
を防ぐため、就学相談で把握した事例について、入学後に効果的な日本語
指導がなされるよう、指導課と情報共有した。今後も、外国籍児童生徒の
特別支援学級への在籍にかかる教育支援委員会の判定を丁寧に行う。
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④　将来の学校組織運営について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　引き続きミドルリーダー研修の内容を時代のニーズに合わせて検討を重
ね、充実を図っていく。
 さらに、校内組織においても、ミドルリーダーだけでなく若手教諭等に
も指導部長や委員長等のリーダー的役割を積極的に与え、学校運営に自発
的に参画する環境づくりを各校で推進させ、次代の管理職育成や将来の学
校組織運営につなげる。あわせて、人材確保の視点から、正規教職員の新
規採用等についても、学校教育課から県教育委員会へ継続的に要望する。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　教育委員会によるミドルリーダー研修の内容の充実を図っていくととも
に、年齢構成やニーズに応じた校内研修の在り方も改革を促していく。
　また、校長経験者である教育アドバイザーによる学校訪問時に、新任管
理職へのアドバイスや相談等も行っていく。
　引き続き県教育委員会へも年齢構成等を考慮した人的配置について要望
していく。

⑤　学級崩壊阻止への対策について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　学級が機能しない状況が生じないよう、引き続き、早い段階で指導課と
情報交換し、発達の課題が想定される場合には教育支援課の指導主事が学
校訪問に同行するなど連携して対応していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　学級が機能しない状況が生じないよう、引き続き、早い段階で指導課と
情報交換し、発達の課題が想定される場合には教育支援課の指導主事が学
校訪問に同行するなど連携して対応していく。また、必要に応じて関係者
会議等に指導主事が出席し、対応策を協議する。

　就職氷河期に採用の少なかった４０代教員に対し、将来の管理職として
育成するため、ミドルリーダー研修の充実を図っている。引き続き、人材
育成に努めるとともに、将来、４０代教員が管理職になる時代の学校組織
運営のあり方について検討していくこと。

　発達障害のある児童生徒数の増加傾向が見受けられ、通常学級におい
て、特に低学年で学級崩壊につながるケースも見受けられるとのことであ
る。引き続き、教育支援課と指導課が連携して対応し、早い段階で措置を
取ること。
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⑥　「途切れのない支援」について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　「途切れのない支援」を図るため、特別支援を要する児童生徒について
は、個人の発達特性や支援の方法等が記載された「相談支援ファイル」を
作成しており、中学校までは同ファイルが引き継がれる。「相談支援ファ
イル」が、中学校卒業後も、進学先・就職先・通所先へと引き継がれるよ
う、保護者に指導しているとのことであるが、「途切れのない支援」が行
われるよう、同ファイルが、中学校卒業後もできる限り進学先に引き継が
れるような取組みを行うこと。
〔※　特別支援学級の在籍者は、中学校卒業後、約半数が特別支援学校
（県立特別支援学園西日野にじ学園等）、約半数が高等学校（主に定時
制・通信制）に進学しており、その後は、ほとんどが一般企業（障害者雇
用）での就労又は就労支援を行う施設への通所となる。〕

　県教育委員会の施策として、本市においても中学校から高等学校等への
相談支援ファイルの引き継ぎに取り組んでおり、特別支援学級担任や特別
支援教育コーディネーターの担当者会で繰り返し周知を図っている。今後
も繰り返し周知していく。

⑦　医療的ケアについて【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月２０日

　医療的ケアを要する児童生徒が、対象校に配置されている「医療的ケア
サポーター」の付き添いにより、保護者の付き添いなしで学校生活を送る
ことができている。また、令和２年度からは、「医療的ケア指導看護師」
が、対象校を巡回して「医療的ケアサポーター」と情報を共有するととも
に、その役割をカバーしている。学校現場の看護師からは、２者の役割や
立場の違いが分かりづらいとの声もあり、２者の役割分担について、現場
に明確に伝えること。

　医療的ケア実施校の校長、養護教諭、医療的ケアサポーター、医療的ケ
ア指導看護師が参加する四日市市医療的ケア運営協議会を令和３年７月２
０日に実施し、役割や立場の違いについて周知した。今後も運営協議会を
年２回実施し、繰り返し周知していく。
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⑧　ＩＣＴ活用の教育について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　令和２年９月に休校や出席停止に備え、オンライン授業に向けての接続
テストや出前研修を行ってきた。令和３年９月には臨時休業に伴って全校
オンライン授業を行った。通信環境等で接続するのに苦労した学校もあっ
たが、課題を整理し、ネットワーク環境整備や課題の解消に向けて取り組
んでいく。
　また、令和３年度２学期以降に全小中学校にクラウド活用についての出
前研修を実施し、さらなるタブレットの有効活用を図っていく。
　授業での活用方法については、小学校３校、中学校２校のＩＣＴ活用実
践推進校で研究を重ね、公開授業等を通して全校への展開を図っている。
　情報化推進リーダ養成講座を開設し、各学校におけるＩＣＴ活用に関す
るリーダを育成し、ＯＪＴによる教職員の全体のＩＣＴスキル向上をはか
る。また、教育支援課指導主事による各学校への出前研修を継続して実施
する。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　令和３年度は、ＩＣＴ活用実践推進校（小学校３校、中学校２校）で研
究を重ね、公開授業等を通して全校への展開を図った。
　令和４年度も同様に研究を進め、公開授業を実施していく。
　令和４年度は各小中学校への出前講座を、学校のニーズに合った内容の
研修が行えるようにする予定である。また、ＩＣＴ関係に長けた校長経験
者が、ＩＣＴアドバイザー的な役割として各中学校を巡回する予定であ
る。

　令和元年度は、各小学校につき４０台のタブレットを配備された。ま
た、令和２年度中には全校児童数に相当する台数のタブレットが配備さ
れ、インターネット環境も整い、令和３年度当初から、その環境で授業に
おける運用が開始される予定である。
　他県の教育委員会や私立の学校では、コロナ対策でのリモート授業や教
材づくりに腐心しているところもあるが、三重県教育委員会や本市ではそ
のような取組みは見られない。
　現在、教育支援課が各学校に対し、１人１台のタブレットを使用した授
業方法の研修を行っているところである。より高い教育効果を上げられる
よう、タブレットを活用した授業方法を研究すること。また、ＩＣＴスキ
ルのない教職員には、十分なフォローアップを行うこと。
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⑨　校務支援システムの効果について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　各学校から課題等を収集し、校務支援システム検討委員会等で改善につ
いて検討を行ってきた。また、システム入力されたデータや、管理職への
聞き取りにより勤務実態を把握し、時間外勤務の削減効果を検証するとと
もに、実現可能な改善については随時実施し、欠席連絡システムとの連携
や県旅費システムとの連携等について継続的に改善を図っていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　令和４年度から学校からの保護者への連絡は、これまでのメール配信に
代わって統合型保護者連絡システムを導入する。これによって学校からの
一方的に配信するだけでなく、保護者から欠席連絡を受けることができる
ようになる。
　また、校務支援システムと連携させることによって欠席データを反映さ
せることにより、小学校の連絡帳による欠席連絡や中学校の電話による欠
席連絡と比べて業務軽減につながる。
　さらに、効果的なシステムとなるように継続的に改善に努める。

⑩　人材への投資について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　学校現場において多様化する課題等のニーズに対応するような研修計画
と、集合研修とオンライン研修の組み合わせ等、新たな研修方法について
検討を行い、予算を確保していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　先進的な取組みをしている自治体や学校等への視察、各種研修会に積極
的に参加するための旅費や参加費の予算を確保する。
 また、教育委員会内では、指導主事研修会の充実や、教職員研修会への
積極的な参加を促して最新の情報や技術の習得を図る。

　校務支援システムについて、学校現場において、事務が効率化されたと
の意見もある一方、改善要求も上がっている。できる限り、現場の実情に
合った改善を行っていくこと。また、システム導入による時間外勤務の削
減への効果について検証していくこと。

　教育委員会職員の人材育成・知識習得は極めて重要であり、研修等の予
算確保を図ること。
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リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（５）不登校対応と国の方針との整合性について 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　本市の方針は、「不登校児童生徒への支援は、学校や教室の復帰を目指
すことはもちろんだが、学校復帰のみを目的とするのでなく復帰が難しい
児童生徒については、将来の社会的自立に向けた支援を行う。」であり、
国の方針に沿っている。
　「登校を促す早期アプローチ」は、上記の方針をもとに、令和３年４月
に内容の改訂を行った。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　本市の方針は、「不登校児童生徒への支援は、学校や教室の復帰を目指
すことはもちろんだが、学校復帰のみを目的とするのでなく復帰が難しい
児童生徒については、将来の社会的自立に向けた支援を行う。」であり、
国の方針に沿っている。
　小中学校には、「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」
を周知し、個々の不登校児童生徒に応じた教育機会の確保を指導・助言し
ている。

・　文部科学省が令和元年１０月２５日に出した「不登校児童生徒への支
援の在り方について（通知）」では、支援の視点として、「学校に登校す
る」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主
体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があると、謳われてい
る。しかし、市教育委員会作成の冊子「登校を促す早期アプローチ」で
は、関係機関との連携について推奨しているものの、最終的な目標をあく
まで登校としているように見受けられるが、国の方針との整合性が取れて
いないのではないか。

リスク発現の可能性（〇予防策あり、△可能性あり、×発現）
×　市としては、不登校児童生徒に対する指導目標は、あくまで「登校」
に導くことであり、国の方針との違いが見受けられる。
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指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　時間外の勤務の主な要因は、夜間及び休日の地域社会づくりにかかる会
議や行事である。地元の自治会等の意見もいただきながら、地域との連携
に支障のない範囲で、会議等の出席・参加の精査を行うとともに、必要に
応じて特定の者に時間外勤務が集中することがないよう業務分担を行い、
職員のワーク・ライフ・バランスや心身の健康を保持していく。
　なお、管理職における夜間や休日の時間外勤務については、ヒアリング
等を通じて勤務の状況を把握するとともに適正な管理に努めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　地域との連携に支障のない範囲で、会議等の出席・参加の精査を行うと
ともに、必要に応じて特定の者に時間外勤務が集中することがないよう業
務分担を行った。また、管理職における夜間や休日の時間外勤務について
は、ヒアリング等を通じて勤務の状況を把握し、適正な範囲で行われてい
ることを確認した。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　　令和　２年１０月２７日

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　市民文化部　地区市民センター

　　　　　　　　　　　　海蔵地区市民センター、大矢知地区市民センター、神前地区市民センター、
　　　　　　　　　　　　水沢地区市民センター、塩浜地区市民センター、楠地区市民センター
　　　　　　　　　　　　（塩浜地区市民センター、楠地区市民センターは、書面監査）

【共通事項】
　「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、
民間労働者は３６協定で定める時間外労働の上限規制等が導入されてい
る。国家公務員においても人事院より、管理職を含めた超過勤務命令を行
うことができる上限を定めることなどの長時間労働の是正に関する報告が
行われている。
　市の管理職においても、時間外勤務が適正な範囲で行われるよう管理す
ること。
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（６）紛失、数え間違い等現金管理が適切になされないリスク 【　措置済　】　　令和　２年１０月２８日

【共通事項】
①　窓口での金銭授受時における丁寧な確認（金銭トレイによる金銭の授
受、視覚・聴覚による金額の相互確認など）を改めて徹底すること。

　窓口で金銭を授受する際は、金銭をトレイにて授受するとともに、複数
での職員で確認することや職員が金額を読み上げることで数え間違い等の
リスクの低減を図ることを徹底した。引き続き適切な現金管理を行ってい
く。

【　措置済　】　　令和　２年１０月２８日

【大矢知地区市民センター】
②　窓口事務の効率性を確保するためレジスターは、業務時間中、常に開
放された状態にしているとのことである。現金管理に内在するリスクの重
要性を意識して、窓口に来訪したお客様からレジスターの中の金銭が見え
ないように配慮するなど、事務の効率性とのバランスを図りながら引き続
き厳重な管理を徹底すること。

　窓口に来訪したお客様からレジスターの中の金銭が見えないように、使
用後は引き出しを必ず奥まで押し込むことを、職員全員に周知徹底すると
ともに、収納金が多い日は、つり銭用以外のお札を人目につかない場所で
保管することも職員間で改めて徹底した。

（９）内部統制のリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

【共通事項】
①　地域活動費（館長権限予算）の委託について、仕様書の内容が不十分
であり適正な見積りを行うことができない。市が行うべき事業を委託して
いるので、見積書の積算が妥当であることを確認できるよう適切な仕様書
にすること。

　地域活動費の委託について、わかりやすい仕様書となるよう業務内容を
具体的に記載し、積算の精査に努めた。今後の契約についても引き続き適
切な処理を実施していく。

【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　消費税改定に伴う契約事務に限らず、センターごとで事務処理にバラつ
きが生じると思われる案件については、館長会で情報の共有を図るよう
に、主管課や他センターに働きかけていく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月１６日

　契約事務等について、センターごとで事務処理に違いが生じないよう、
館長会で情報の共有を図った。

（１０）財産管理が適切になされないリスク
①　館敷地及び施設内の整理整頓と安全面への配慮について

【　措置済　】　　令和　３年　３月２５日

【海蔵地区市民センター】
ア　センター入口付近に設置されているショーケースの中の展示物が雑然
としていたり、掲示場の中の汚れが目に付いたりした。館敷地及び施設内
の整理整頓をこまめに行うこと。整理整頓に当たっては男性の視点だけで
なく女性の視点も取り入れること。

　定期的な清掃・整理整頓を、館内及び敷地で実施するとともに、職員全
員で目配りするよう確認した。

【共通事項】
②　消費税改定に伴う契約事務について、請書の変更を行っているセン
ターと９月の契約当初から消費税改定後の金額で請書を受けているセン
ターがあった。どちらも適正な契約事務とのことではあるが、館長会で情
報の共有を図るなど、センターごとで事務処理に違いが生じないよう取り
組むこと。
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【　措置済　】　　令和　３年　３月２２日

【大矢知地区市民センター】
イ　倉庫内の高所に大きな立て看板が置かれていたり、センターの建物裏
に古くなった農作業用一輪車が車輪を上にした状態で置かれていたりし
た。当センターは小学生の登校時の集合場所にもなっているとのことであ
り、子どもや地域の人が多く利用することから館敷地及び施設内の安全面
に十分な配慮を行うこと。

　当センター建物裏の古い一輪車及び倉庫内高所に置かれた立て看板等
を、移動、撤去し、使用しない、使用できない物は適正に処分した。ま
た、開庁前や閉庁後の時間などに、定期的に敷地内及び施設内を見回り、
安全点検を徹底するようにした。

【　措置済　】　　令和　３年　３月２３日

【神前地区市民センター】
ウ　地区市民センターの敷地内にある側溝にゴミや土砂が残っていたり、
草刈りが行き届いていないところがあった。また、室内外の書庫、倉庫や
図書室にある書棚の引出しの中など、整理整頓が十分行われていなかっ
た。不要なものは処分して整理するとともに、倉庫内の高所にあるものは
地震などの災害を想定してネットを張るなどの安全対策を行い、地域住民
が安全・安心に気持ちよく利用できるセンターとすること。

　側溝のゴミや土砂、草刈、書庫、倉庫及び図書室の書棚について、適切
に整理を行った。引き続き敷地内、館内の整理に取り組んでいく。

②　公有財産等の適切な管理について 【　措置済　】　　令和　３年　３月２３日

【神前地区市民センター】
　倉庫の外壁の錆びが酷くなっているなど、建物・工作物、備品などの管
理状況が把握できていないものが見受けられた。センター職員が減ってい
る中、正確に管理状況を共有するためにも適切な管理を行うこと。

　建物、工作物、備品等の管理状況について、複数の職員で再確認すると
ともに、倉庫の外壁の錆等について、対策を実施した。引き続き建物や備
品等の適切な管理に取り組んでいく。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　地域マネージャーの活動について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　２年１０月２８日

【共通事項】
　地域マネージャーは、地域のまちづくりの要としての役割を担ってい
る。自治会等の地域の団体や地域の人々との強固な信頼関係を構築するこ
とにより、地域と協働・連携したまちづくりの推進に引き続き取り組むこ
と。

　地域マネージャーについては、地域のまちづくりにおいて、自治会をは
じめ各団体と信頼関係を構築しながら、その役割を果たしている。今後も
引き続き、信頼関係が構築できるよう、他の職員も協力して取り組んでい
く。
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②　地域活動を生かした地域づくりについて【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　地域活動の担い手不足については、自治会、地区社会福祉協議会、その
他の地域団体と連携し、他地区の事例等も情報共有しながら、人材の発
掘、育成に努めているが、地域活動の担い手となる新しい人材は簡単に
は、みつからない状況である。今後も引き続き、様々な団体と交流して人
脈づくりを行いつつ、地域特性を考慮したまちづくりを進めていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　人材の発掘・育成に資する情報や他地区の事例等について館長会で紹介
したほか、センターが主催または共催となっている事業において館長、副
館長、地域マネージャーが参加者と交流を図りつつ地域社会づくり活動を
紹介し参加者を募った。引き続き市民生活課と地区市民センターが連携し
ながら、これからの地域社会づくりを担う人材の確保や育成に取り組み、
地域特性を考慮したまちづくりを進めていく。

③　災害時における避難所機能の強化について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月　２５日

　【共通事項】
　地区市民センターは地震や台風などの災害時における避難所となってい
るが、コロナ禍における避難所の「３密」対策の強化を図ること。

　避難所の「３密」対策については、避難者の受入人数を制限したり、レ
イアウトを工夫したりするほか、入口での検温の徹底や消毒液、マスクの
配備等により、その対策の強化を図っている。引き続き限られた部屋数・
面積の中で、できる限り「３密」とならない対策に努めていく。

④　サークル活動等の再開・回復に向けた支援について
【住民福祉の向上の視点】

【　措置済　】　　令和　３年　３月２３日

【共通事項】
　新型コロナウイルス感染予防のため、サークル団体によっては活動を自
粛するところもあるが、活動の再開・回復に向けて貸館では密を回避した
うえでの使用で支援していくこと。

　貸館の利用に際しては、参加者の把握や、手指消毒、体温測定、三密の
回避などの感染防止について、三重県及び本市の最新の対応指針に基づき
作成した貸館利用の基本方針などの館内掲示、サークル団体への説明によ
る啓発や、館内の消毒等の環境整備に努めている。
　今後も、利用状況を確認しながらサークル団体の相談に応じ、十分な感
染症予防対策をおこなって使用できる貸館業務を行っていく。

【共通事項】
　市全体において、地域活動の担い手の不足と高齢化が課題であり、人材
の固定化も見受けられる。地域での共助を円滑に行い、より良い地域社会
づくりを行うためには、担い手の存在が必要不可欠であるので、館長、副
館長、地域マネージャーは地域活動や生涯学習振興事業において、様々な
団体と交流して人脈をつくり、将来的に地域におけるまちづくりを担う人
材の発掘と育成に引き続き尽力し、取組みを図ること。
　また、地域ごとに特性が異なり、新旧の住民がいるところでは昔からの
習俗や神社といった新たな住民には関わりにくい課題もある。そうした地
域性を館長、副館長、そして地域マネージャーは理解した上で地域のまち
づくりを進めていくこと。
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⑤　こにゅうどうくんうちわ交付事業について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月２５日

【共通事項】
　転入手続に来庁した市民を対象に交付している「こにゅうどうくんうち
わ」は、市内施設の無料利用券が付いた金券に類似したものであり、各地
区市民センターで多数の在庫が発生している。交付時に市民からいただい
た声や交付状況などからこの事業の効果を検証・分析し、その結果につい
て、市民と直に接する現場の声として事業管理所属（市民文化部市民課）
に対し意見をすること。
　また、無料利用券の有効期限が切れた「こにゅうどうくんうちわ」は、
金券管理のルールに基づいて適切に処理すること。

　市民からいただくご意見は貴重なものであり、随時市民課と共有してい
る。今後も市民の声や現場の声を、窓口主任会議などを通じて所管課に意
見していく。
　また、有効期限が切れた「こにゅうどうくんうちわ」は市民課に回収さ
れ、処分されている。

リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（２）職員配置のリスク（人数不足、意思疎通疎外、不十分な引継ぎ） 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　現体制では，突発的な病気や事故に対しては調整が困難な場合もある
が、応援体制がスムーズに調整できるように可能な限り事前調整を行う。
ブロック内での対応ができない場合は順次応援対応をお願いする対象セン
ターを広げるなどで対応している。
　個人番号カード（マイナンバーカード）の交付事務が増え窓口業務が増
えているが、センター全体で協力しており、突発的な場合に備え、職員全
体の窓口業務のスキルアップと情報共有に努めている。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　突発的な病気や事故に対しては調整が困難な場合もあるが、可能な限り
調整を行うなど対応している。今後も引き続きセンター全体で協力してい
く。

・　窓口担当の応援体制に無理が生じているのではないか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　窓口担当が１人となっている地区市民センターでは、窓口担当が年休
を取得する日は、窓口担当が２人いる他のセンターから、事前に日程調整
をして応援に来てもらうことで対処しているが、応援側のセンターでも個
人番号カード（マイナンバーカード）への対応や窓口職員の長期休暇や年
休取得があるため日程調整が難しい状況も生じている。
　また、当日の突発的な病気や事故に対しては体制を整えるのが困難なこ
とも想定される。

-167-

-167-



【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　窓口が混みあった時でも市民の方へ挨拶などの声かけをし、用件によ
り、十分な説明の上、対応職員を交代し、市民サービスの低下につながる
ことがないよう対応している。
　しかし、応援センターにおいては、残った一人が病気等で不在となり支
障が出る可能性もあり、一人窓口をなくす対応が必要と考える。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　引き続き窓口が混みあった時でも市民の方へ挨拶などの声かけをし、用
件により、十分な説明の上、対応職員を交代し、市民サービスの低下につ
ながることがないよう対応している。
　一人窓口をなくしていくため、引き続き適正な人員配置について人事課
に要求していく。

（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　個人番号カードの交付業務だけでなく、個人番号カードの更新業務の件
数が増加しているなか、ほとんどの職員が統合端末の操作が可能となるよ
う習得に努めて来客対応しているが、時間のかかるスキャナー取り込み案
件と重なった時などに、来館者を待たせる可能性がある。
　また、自所属の時間外勤務以外にも、市民課応援に係る時間外勤務依頼
がある中で、必要最低限の時間外勤務とする、振替休暇の取得とすること
で、実労働時間が適正な範囲で行われるように管理をしているが、不定期
かつ不規則な勤務がワーク・ライフ・バランスや心身に影響を与える可能
性がある。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　令和４年１月からマイナンバー関連の業務を行う人材の派遣が始まった
が、窓口の混雑時等には派遣以外の職員が対応に当たることも想定される
ため、引き続きほとんどの職員が統合端末の操作が可能となるよう習得に
努めて来客対応している。今後も不定期かつ不規則な勤務がワーク・ライ
フ・バランスや心身に影響を与えないよう気を配りつつ、業務に当たって
いく。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　応援側となる窓口担当が２人いるセンターでは、窓口担当を応援に派
遣すると窓口担当が１人となり、窓口が混み合った際にスムーズに対応で
きないなど、市民サービスの低下につながることが想定される。

・　個人番号カード（マイナンバーカード）の交付等に伴う業務量増加へ
の対応が適切になされていないのではないか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　個人番号カード（マイナンバーカード）の交付等の業務について、令
和２年度は、コロナに伴う特別定額給付金の電子申請に必要なことやマイ
ナポイントが付与されることを国がＰＲしていることもあり、多くの市民
が交付申請に訪れて業務量は増えている。
　センターによって業務量の差はあるようであるが、個人番号カード（マ
イナンバーカード）に関する端末機の操作を地域マネージャー以外の全職
員が習得するなどの対応をしている。
　また、１０月からは時間外にセンター職員が市民課の応援へ行っている
が、一部の職員に業務が偏らないよう正職員全員で順番に応援へ行くこと
で対応している。
　以上のことから、個人番号の交付業務への対応はできているが、セン
ター業務全体の業務量の増につながっている。
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【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　夜間の会議については時差出勤、休日の行事は振替で対応している。新
型コロナウイス感染症の影響により多くの行事が中止になっていることも
あり、現時点で勤務体制に影響は出ていないが、今後、本格的に地域活動
が再開する場合に振替等が困難になり、勤務体制に無理が生じる可能性が
ある。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　新型コロナウイス感染症の影響により多くの行事が中止になっているこ
ともあり、現時点で勤務体制に影響は出ていないが、今後、本格的に地域
活動が再開した場合には勤務体制に無理が生じないよう配慮していく。

（４）多様なセンター業務への本庁の認識不足によるリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　センターへの依頼案件については、担当課に詳細な説明と効率的な手続
き等の検討を依頼することで、窓口の負担軽減に努めているが、センター
では多種多様な業務を取り扱っているため、案件を依頼する部署ではそれ
ぞれ少量であっても、多数の部署から同様に依頼されると、業務量は蓄積
されて多くなっている現状がある。
　今後も館長会や窓口主任会などを通じて、業務所管課への要望、相談を
必要に応じて行っていく。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　センターで取り扱っている業務は多種多様であり、本庁において業務量
の全体数が把握できないほどその数は増加・複雑化の傾向にある。館長会
や窓口主任会などを通じて、随時、業務所管課へセンターの負担軽減等に
ついて要望を行っているが、目に見えて変化は起こっていないのが現状で
ある。今後も引き続き、必要に応じて相談・要望を行っていく。

・　地域マネージャーが会計年度任用職員の立場になったことにより、勤
務体制に無理が生じているのではないか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
×　令和２年度より地域マネージャーが会計年度任用職員の立場になった
ことにより、勤務形態が週３０時間勤務から平日の週５日勤務に変更と
なっている。地域マネージャーの業務は、地域社会づくり業務全般に携
わっており、土日の地域行事への参加や夜間の地域会議に参加しており、
時差出勤が困難なセンターにおいては勤務体制に無理が生じている。

・　地区市民センターでは様々な業務を行っているが、本庁において可視
化されず適正な業務量が把握されていないのではないか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　地区市民センターでは、所管する市民文化部のみならず他部局からも
各種業務依頼を受けているが、センター所管課が、蓄積した業務量やセン
ターごとの業務の多寡や偏りを把握しにくい状況となっている。
　また、センターへの依頼案件については館長会に諮ることとなってお
り、館長会では、本庁で対応できるような業務は本庁で対応するよう要望
しているが、センターに依頼される業務は増加している。
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（６）紛失、数え間違い等現金管理が適切になされないリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　職員の意識向上を図るとともに、ダブルチェックなどにより、人的ミス
の防止に努めている。現在のところ、現金の過不足は発生していないが、
今後のためにも館長会や窓口主任会を通じて、あらゆる場合を想定した統
一された対応マニュアルの整備を検討していく。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　ダブルチェックの徹底などにより人的ミスの防止に努めており、現在の
ところ現金の過不足は発生していない。今後も館長会や窓口主任会を通じ
て、あらゆる場合を想定した統一された対応マニュアルの整備に向け、検
討を進めていく。

【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　収納金入金について、移動距離は短いものの金融機関の窓口が込み合っ
ていることも多く、所要時間が長くなる場合もある。夕方と午前中の多客
時と収納金入金時刻が重なることが多く、長時間の離席が難しいため２人
を確保することが困難となることもある。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　多客時と収納金入金時刻が重なることが多く、センターによっては、２
人の体制が取れずに１人対応となっているところもある。安全かつ効率
的、現実的な運用を確立するため、館長会で意見を出し合うなど、今後も
より良い運用方法を検討していく。

・　収納金として多くの現金を取り扱っているが、現金の過不足などが生
じた場合の対応をセンター独自で行っているのではないか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　地区市民センターでは、戸籍・税関係の証明の発行や貸館をしてお
り、１日あたりで多くの収納金を処理している。そのため、窓口で現金を
取り扱う場合はダブルチェックを行うなど慎重な対応をしており現金の過
不足などは発生していないが、人的ミスが発現する可能性も想定され、発
現時の影響は大きい。リスクの可能性の大小にかかわらずあらゆる場合を
想定して、センターで統一された対応マニュアルの整備が必要である。

・　金融機関へ収納金を入金するための移動は２人で行うこととしている
が、金融機関との距離がある地区市民センターにおいては、移動に要する
時間が大きな負担となっていないか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　センターによっては、２人の体制が取れずに１人対応となっていると
ころもある。職員配置や業務内容、来客数、金融機関からの距離によって
は、２人を確保することは困難なセンターがあることも理解できるため、
センターに一任するのではなく所管課も含めて、安全かつ効率的、現実的
な運用を確立する必要がある。
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（７）生涯学習事業やまちづくり活動のリスク（知見、経験の不足） 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　生涯学習事業は、まちづくり活動やグループ化につながるもの以外に
も、環境について学んでもらったり、子供たちに「ものづくり」に興味を
もってもらうきっかけづくりであったりと将来に向け、いろいろな学習の
きっかけをつくるという点も大きな目的としてある。その他にも通常時は
多くの参加者を集め、その方たちに図書室や本のＰＲを行ったりもしてお
り、多角的にとらえ事業を実施している。また、講座終了時のアンケート
等により、地域の要望や課題に沿った講座や、なるべく多くの世代や親子
を対象にした企画により人材発掘の機会にもつながるよう努めている。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　コロナ禍で多くの事業が中止となる中でも、各センターにおいて工夫を
凝らして講座等を開催し、講座内容や講師などの情報について、館長会の
場以外でも個々に問い合わせを行うなど、随時センター間で共有してき
た。
　生涯学習や地域のまちづくりのスキルや企画力を身に着けるための研修
への参加は機会が少ないが、コロナ禍だからこそオンラインで参加できる
研修も増えてきている。今後も研修の開催情報を共有して積極的な参加を
促すなど、参加機会の増加を図るとともに、そこで得た情報の共有につい
ても促していく。

・　地区市民センターに生涯学習事業やまちづくり活動のスキルを持った
職員の配置や研修体制が整備されていないのではないか。
・　地域のまちづくり活動やグループ化につながるものではなく、興味本
位のカルチャー的な内容になっていないか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　地区市民センターでは、生涯学習の振興やまちづくり活動を目的とし
て教室や講座を開催することになっており、生涯学習やまちづくりのスキ
ルや企画力を身につけるため、業務の合間をぬって研修へ参加しているセ
ンターも見受けられた。しかし、そうした機会は少なく、館長会での情報
共有が年１度行われている程度であった。
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（８）窓口の待ち時間短縮に伴うリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　窓口が込み合った際に、全センター職員が応援して窓口業務を行ってい
るが、窓口担当以外の職員の業務が中断されるため、影響が考えられるも
のとしては自治会との調整を要する地域振興業務、全世帯配布のために時
間を要する地区広報の作成印刷、主体的に企画実施していくための準備が
必要な生涯学習事業などがある。
　吊看板や整理券など、センター間で統一した対応がとれるよう、館長会
や窓口主任会を通じて対策について情報交換し、研究を行っていく。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　窓口が込み合った際、訪れた市民を待たせないよう全センター職員が応
援して窓口業務を行っている。その間、応援に回った職員の業務がストッ
プするなどの弊害はあるが、センター全体で協力して業務を行っている。
吊看板や整理券などの対応については、窓口のスペースや対応人員の確保
などの問題もある。令和３年度は８つのセンターで窓口レイアウトの改修
を行い、その過程や結果について、写真等を共有フォルダで見られるよう
にするなど情報共有・交換を行った。今後も館長会や窓口主任会を通じて
対策について情報交換し、窓口の待ち時間を短縮できるよう研究を行って
いく。

・　窓口の待ち時間を短縮するための全員対応の取組みが他の業務の阻害
になっていないか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　窓口が混み合った時に、窓口の待ち時間を短縮するため館長を含め全
センター職員が応援して窓口業務を行っているセンターが見受けられた。
市民側に立てば、最優先で取り組むべき業務ではあるが、その間、応援に
回った職員の業務がストップするなどの弊害も生じる可能性がある。一方
で、業務内容別の吊看板を設けて担当内容を明確にしたり、整理券を配布
するなどの工夫をしているセンターもあり、センター間で統一した対応が
必要である。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）出先機関のリスク（マネジメントの目が行き届かない） 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　支払遅延は、法が遵守されていないこととなり、市の信頼が失墜するリ
スクになる。出先機関であるので決裁等に時間を要する可能性があること
も念頭に、速やかに処理を行うこと。

　支払遅延については、請求書の受理日から１５日以内での支払いを徹底
するため、園の事務担当で適切な事務処理手順を確認するとともに、保育
幼稚園課においても確認作業が滞らないように速やかに処理をしている。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

【共通事項】
　修繕のうち、園で執行できない１０万円以上の案件については、保育幼
稚園課の所管となるが、園からの要望への対応の遅れが目立つ。老朽化し
たフェンスなど、数年前から保育幼稚園課に補修要望をしているにもかか
わらず、依然として未対応となっているものが多数ある。園の安全のた
め、早急に補修、修繕を行うこと。時計台の時計が止まったままであると
いった、安全性には直接関係しない不具合についても、保育環境を整える
上で軽視することができないので、予算の確保に努め、速やかに対応する
こと。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
　老朽化した施設が多く、修繕要望件数も多い状況ではあるが、令和３年
度の予算を増額し、優先度に応じて計画的に修繕を実施しているところで
ある。今後も修繕の必要な案件が発生した場合は、保育幼稚園課と連携を
とり、速やかに対応を行っていく。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　　令和　２年１０月２９日

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　こども未来部　保育園

　　　　　　　　　　　　四郷保育園、あがた保育園、羽津保育園、下野中央保育園、くす北保育園
　　　　　　　　　　　　（くす北保育園は書面監査）
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②　事故の防止について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

【四郷保育園】
　園の周辺道路との境に埋まっている石の一部分の撤去を行った。残りの
部分についても、修繕要望をあげて令和４年度以降に対応予定である。
【あがた保育園】
　園庭の切り株についてはすべて撤去を行った。その他つまずく可能性が
ある部分についても対応済である。
【あがた保育園】
　倉庫上部に置かれていた重い荷物については、倉庫下段に移動を行っ
た。今後も安全に配慮した収納を実施する。

　以上のとおり指摘の危険個所については順次対応を行っている。未対応
部分についても、保育幼稚園課に修繕要望を挙げて令和４年度以降に対応
予定である。今後も事故防止のため、経験年数の少ない保育士への指導、
ヒヤリハット事例の共有等、園全体で対応を行っていく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

【四郷保育園】
　園の周辺道路との境に埋まっている石の一部分の撤去を行った。残りの
部分についても、業者から見積を取得しており、令和４年度に対応を行
う。

③　駐車場の安全について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【羽津保育園】
　園児送迎用駐車場について、朝の送迎時の混雑時に職員が誘導を行うな
どにより対応しているが、出入り口に接する道路幅が狭いこともあり、送
迎の車が数台続いて駐車場に入るような場合に、通行する車が後ろで待つ
ような状況が生じ、トラブルになることもあるとのことである。事故の起
こらないよう十分注意するとともに、安全面と送迎車のスムーズな出入り
を行うため、早急に対応すること。

　朝の送迎時の混雑時には職員が交通整理を行っており、車が出入りする
際には、大きな声で声掛けを行い、安全面について保護者へも啓発しなが
ら気を付けている。また、令和２年度に出入口を拡幅し、スムーズに駐車
場への出入りができるよう対応を行った。

【四郷保育園】
・園の周辺道路との境に埋まっている石は、暗がりではもとより、明るい
時間帯であっても、園児にとっても周囲の人にとっても危険である。
【あがた保育園】
・園庭に残っている小さい切り株や、園庭等のグリーンの敷物がずれたり
めくれかけたりしていることにより、つまずく可能性がある。
【あがた保育園】
・倉庫の上段に重いものが置かれており、それを取り出したり収納したり
する職員にとっても危険である。
　上記のような、危険箇所が見受けられた。ヒヤリハットやアクシデント
について、原因をよく検証し、危険が想定される環境は直ちに見直し、保
育幼稚園課に対応を要望することを含め、重大な事故が起こらないよう対
策を行うとともに、特に経験年数の少ない保育士へ、事故防止の指導を行
うこと。
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　時間外勤務の縮減を図っているが、保育時間外に行う事務作業等により
時間外勤務が年間３６０時間を超える職員が見受けられた。
　令和３年度より保育園に用務支援の職員を新たに配置し、保育士の業務
負担の軽減を図っている。今後も必要に応じて業務分担や職員配置を見直
し、働きやすい環境づくりに努めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　令和３年度については、３園ともに時間外勤務３６０時間を超える職員
は見受けられなかった。今後も継続して、業務分担や職員配置を適正に行
い、職員のワーク・ライフ・バランスの確保に努めていく。

（５）新規採用職員の不安解消についてのリスク 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　①　一方的に指導するだけでなく、その職員に適した方法で、その職員
の中にある答えを引き出すコーチングの視点も持った、育成の体制を構築
すること。

　一方的な指導にならないよう聴くことを重視したコミュニケーションを
図り、職員一人ひとりの適性に応じた指導を行う育成を継続していく。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　②　経験年数の少ない保育士には特に心を配り、精神的に落ち着けるよ
うな指導を心がけること。

　経験年数の少ない保育士については、管理職及び経験年数の長い職員が
中心となって園全体でフォローを行っている。職員同士のつながりを大切
にしており、それぞれが声をかけやすい職場づくりに努めている。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　③　産育休からの復帰時のフォローアップや目配りも引き続き適切に行
うこと。

　産育休中から定期的にコミュニケーションをとり、情報提供を行うこと
で、復帰の不安を軽減するよう努めている。また、復帰後は家庭との両立
に不安を抱いていることもあるため、年休の取得を促す等、安心して業務
に取り組むことができるように配慮している。

【四郷保育園、あがた保育園、下野中央保育園】
　行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた
どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が見受けられた。職員の時間外勤務の原因を分
析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加えて、職員のワー
ク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づくりに取り組む
とともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向けた取組みを行
うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組みを進めること。
園だけで対応できない事情があるのであれば、保育幼稚園課とも相談して
対応すること。
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　特別支援の必要な園児の保育について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　特別支援を要する園児の保育を担う役割は、公立の園に特に期待されて
いる。加配保育士だけでなく、全職員が、関連知識及び情報を共有し、園
全体でその保育を支える仕組みを作っていくこと。

　園児一人ひとりの個性の把握に努め、その発達に合った保育を保護者と
協力しながら行っている。職員は、研修や会議に積極的に参加し、学び合
う体制を整えている。

②　外国にルーツを持つ園児への対応について【住民福祉の向上の視点】
【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　日本語能力の不足によって特別支援を要するという結論に至ることのな
いよう、各園児の特性を注意深く見守ること。

　外国にルーツを持つ園児については、簡単な言葉や身振り手振りを交え
て物事を伝える等、工夫しながら保育を行うことで、園児の特性を正確に
把握するように努めている。該当の園児が日本語能力の不足によって特別
支援を必要としていると結論付けず、園児の特性に合った適切な支援・保
育を今後も継続して実施していく。

③　園児の怪我等の原因分析について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　日本スポーツ振興センター共済給付手続を通じて、園児の怪我等の発生
状況と原因を把握・分析し、施設設備の不備が原因であれば、再発防止の
ため、改善を図ること。また、ヒヤリハットの記録についても、内容の分
析に努め、事故防止につなげること。

　園児のケガ等については、事故報告書やヒヤリハットに記載し、事故発
生原因の分析を行っている。分析結果に基づき、事故原因事項の改善を図
るとともに、事故について全職員に周知徹底し、再発防止に努めている。

④　食物アレルギーのある園児への対応について【住民福祉の向上の視
点】

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　食物アレルギーのある子どもの除去食について、引き続き、事故の起こ
らないように注意深く対応すること。

　アレルギーのある園児の机やトレー等を個別に用意し、可視化してい
る。
また、朝礼時や給食時など複数回にわたり複数人で確認を行い、事故が発
生しないよう注意深く対応している。

⑤　子育て支援センターについて【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　子育て支援センターにおいても、問題を抱えていると思われる子どもや
家庭の存在を、プロの目で見て気づき、適切な対応をすること。

　子育て支援センターもしくは遊ぼう会において、保護者が子育てをして
いく中での不安やストレスなどを解消できるように、丁寧に対応してい
る。
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⑥　施設の整備について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　園の周辺を取り囲むフェンスの錆び、遊具や机、設備の色の剥げが目立
つ。子どもが見て楽しい色使いにするといった対応を検討する等、より安
全で良い保育環境にしていくための「気づき」を大切にし、環境整備につ
なげること。簡易なペンキ塗装など、可能なものは園の職員で対応するこ
とも検討しつつ、保育幼稚園課への補修要望が必要なものについては強く
要望していくこと。

　令和３年度より用務員が配置されたことから、簡易な修繕については、
用務員を中心に、速やかに実施するよう努めている。また、工事金額が大
きい修繕要望については、保育幼稚園課へ要望し、優先度に応じ計画的に
修繕を進めていく。

⑦　清掃管理について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　園の敷地内において、雑草や、特に樹木の多い園では枯葉がたまってい
るのが目に付く部分がある。こまめに処理すること。

　用務員が配置されたことから、園内の清掃などをこまめに行うことがで
きている。また、職員全体でも園内清掃の日を決めて除草作業を行う等、
職員に環境整備の意識付けをしている。

⑧　ブランコの安全管理について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　ブランコの取扱いについて、園によって異なっている状況にある（座席
部分が取り外してある、支柱にくくりつけてある、そのままの状態として
いる等）。子どもたちの安全のためにどうすべきか、市として統一した
ルールを定め、運用すること。

　ブランコの安全管理は、事故が起こる可能性がある場合には使用できな
い対策をする等、園児や園庭の状況に応じて適切に対応している。
  園児の安全を第一に考えて保育を進めていく中で、園長会などでもしっ
かりと情報交換を行っていく 。

⑨　予算の計画的な執行について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　管理運営費の需用費の未執行金額が大きい場合がみられた。修繕が必要
となった時のために残したものがそのまま残ったというようなことが考え
られるとのことだが、できる限り具体的な見通しを立て、予算を有効活用
すること。

　予算執行に当たっては、毎月の状況を確認し必要分の執行を行っている
が、常に園の状況の把握に努め、予算の有効活用を図っていく。

⑩　教材費の十分な活用について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　今までは、教材にかける予算が十分でなく、折り紙等も、余った包装紙
を切って代用したりと、手作りで対応することが多かったが、教材用の予
算として、令和元年度より、教材費が設けられた。これを活用し、子ども
の教育において必要なものにかかる予算は今後も十分要求すること。

　教材費については、園児の感性をはぐくむための教育用の教材として折
り紙や画用紙、色鉛筆等を購入しており、積極的に保育に取り入れてい
る。
　今後も教育的な視点を持ち、園児の感性や学ぶ力をはぐくむ保育活動の
充実を図っていく。

⑪　事務処理のＩＣＴ化について【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　保育日誌等の事務仕事のＩＣＴ化は、業務の効率化、保育士の負担軽減
につながる。若手職員の意見も聞き、早期の導入を保育幼稚園課に求めて
いくこと。

　各業務の性質を見極めながら、より良い処理方法の検討を行い、業務効
率化及び保育士の負担軽減を目指すことが大切だと考えている。
　検討の結果、ＩＣＴ化することで業務の効率化につながると判断できた
業務については、保育幼稚園課と連携の上、速やかにＩＣＴ化を進めてい
く。
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⑫　新型コロナへの対応について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　新型コロナへの対応に特化したマニュアルはないとのことだが、情報や
経験を積み上げて記録し、残していくこと。

　新型コロナウイルスの対応に関しては、記録の取り方や感染を防ぐため
の対策の統一化がなされているため、それに沿った対応を行っている。今
後も引き続き健康チェックの結果等、必要な記録を作成及び蓄積し、適切
な感染予防対策を行っていく。

⑬　クレーム対応について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　理不尽なクレームに対しては、職員を守るためにも、保育幼稚園課にも
報告し、組織で共有して引き続き対応していくこと。

　理不尽なクレームに関しては、園のみで対応せず、保育幼稚園課やその
他関連機関に報告、相談の上で対応を行うよう徹底している。また、日ご
ろから保護者と丁寧なコミュニケーションをとり、信頼関係を構築するこ
とで、クレームの未然防止に努めている。

⑭　学びの一体化について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【羽津保育園】
　学びの一体化のため、羽津中学校の生徒が年２回、当保育園を訪れ、合
唱や合奏といった演奏会を行っている。音楽が感性に与える影響は大きい
と思われるので、できる限り継続していくこと。

　令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。大
切にしたい取り組みとして学びの一体化音楽部会においても継続は確認さ
れている。しかしながら、令和３年度も新型コロナウイルス感染拡大防止
を考慮し中止が決定した。学びの一体化としては、コロナが落ち着いたら
再開することとなっている。

⑮　狭い園庭について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【下野中央保育園】
　園児数に比較して園庭が狭い。時間の割振りなどにより、園庭が混みあ
わないよう工夫されているが、引き続き、事故が起こらないよう十分な注
意を払うこと。

  年齢ごとに園庭を使う時間の割り振りを行い、園庭が混み合わないよう
工夫して保育を行っている。今後も事故等が発生しないよう十分に注意し
ながら、園庭の利用を行っていく。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）出先機関のリスク（マネジメントの目が行き届かない） 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
【共通事項】
① 事務処理の基本的な部分で、いくつかの指摘事項が見受けられた。こ
れらは、職員の業務上の知識不足や単純なミスに加えて、所属内での
チェック・牽制体制が不十分であったことに大きな要因がある。所属長
は、定められたルールに基づいた事務執行の意識を職員に定着させ、日常
的に確認すべき事項を定型化し確認するなど牽制体制を整備して、内部事
務管理の徹底を図ること。

　事務処理の基本事項について見直すとともに、保育幼稚園課とも連携を
とりながら、チェック・牽制の体制を強化し、ミスが発生しないように努
めていく。
　また、毎月発生する定例的な事務について、定型化できる部分は定型化
して、適切な事務執行を実施していく。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
【羽津幼稚園】
② 原課契約工事発注において、業者への見積依頼を行う際に、見積依頼
書に見積依頼日を記載するとともに、業者から提出された見積書や請求書
の代表者名や印鑑の押印漏れについて確認を行うなど、適切な会計事務に
十分留意すること。

  業者への見積依頼書作成時において、記載漏れがないかチェックリスト
に沿って園内でダブルチェックを行い、業者からの見積書や請求書を受け
取った際には、業者名・代表者名・押印があり、記載漏れがないか確認を
した上で保育幼稚園課に提出をするようにしている。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

園施設や遊具の修繕等について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
【泊山幼稚園】
ア テラス付近にある階段の修繕を行っているが、既に剥がれてきており
修繕が不十分である。適切な対応を行うこと。

　タイルの部分的な剥がれなど軽微な補修は、園職員で１０月中に対応を
行うこととした。園で対応困難な破損状況になった場合は、保育幼稚園課
に相談の上、修繕を行っていく。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　こども未来部　幼稚園・こども園

　　　　　　　　　　　　泊山幼稚園、塩浜こども園、羽津幼稚園、笹川中央幼稚園、常磐中央幼稚園、下野幼稚園
                          （常磐中央幼稚園、下野幼稚園は、書面監査）

３　監査実施期間　　　令和  ２年１１月  ４日
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【　措置済　】　　令和　２年１１月２１日
【塩浜こども園】
イ ４歳児と共用の子ども用のトイレが２つあるうちの１つが壊れてい
る。来年度にアセットマネジメントによる改修が予定されているとのこと
であるが、子どもたちにトイレを我慢させることのないよう早急に修繕す
ること。

　令和２年度に修繕完了している。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
【笹川中央幼稚園】
ウ　ガス湯沸し器や園児の下駄箱の補修が未対応であるなど、職員や園児
の安全のための対応が行われていない。事故発生防止の観点からも早急に
対応すること。

　令和２年度に、ガス湯沸かし器の補修を行った。下駄箱については、
園児が使用する部分において、園で補強するなど対応を行っている。今後
も園児の事故が発生しないよう速やかに対応を行っていく。

　

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）教職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク
【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【塩浜こども園】
行政需要の多様化等により、職員一人当たりの事務量が増加の一途をた

どっていることから、職員の時間外勤務が恒常化しており時間外勤務が年
間３６０時間を超える職員が見受けられた。所属長は、職員の時間外勤務
の原因を分析して、職員配置や業務分担の再確認等を行うこと。加えて、
職員のワーク・ライフ・バランスを充実するため、働きやすい環境づくり
に取り組むとともに、業務の効率化を図るなど時間外勤務適正化に向けた
取組みを行うことで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革への取組みを進
めること。

　保育時間外に行う事務作業等により、時間外勤務が発生している。時間
外勤務の削減に向けた取り組みは継続して行っており、令和２年度につい
ては時間外勤務が３６０時間を超える職員はいなかった。
　今後も引き継き、業務の効率化及び職員配置の見直しを適宜実施し、職
員のワーク・ライフ・バランスの実現に努めていく。

（４）園の持続性に関するリスク 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
【共通事項】
　園児の減少が続いており、入園申込者も減少し続けている。保育の現場
では、保護者や職員が園の存続に対する不安を抱えながら保育が続けられ
ている。また、あそび会へ参加する未就園児の保護者の質問や要望に対し
ても、説明することができないような状況にあるため、現場の声や保護者
の要望が保育幼稚園課に理解されるよう努めること。

  保護者や職員からの不安や疑問点は丁寧に聞き取り、必要に応じて保育
幼稚園課に報告している。また、今後の見通し等、可能な範囲で情報共有
を行い、不安の軽減に努めている。今後も両者に寄り添い、保育幼稚園課
と連携をとりながら、対応を行っていく。
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（５）園内における園児の安全が十分にとられていないリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日
　滑り台の塗装については、修繕要望を行い、今後の修繕計画の中で対応
を行っていく。なお、傷んでいるタイヤについては、令和２年度に撤去済
みである。また、切株は園児が近寄らないように対応済みであるが、令和
３年度に伐根を行う予定である。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日
　滑り台の塗装については、令和３年度に修繕要望済であり、令和４年度
の修繕計画の中で対応予定である。なお、傷んでいるタイヤは、令和２年
度に撤去済み、切株は令和３年度に伐根済みである。

（５）園内における園児の安全が十分にとられていないリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日
(羽津幼稚園）
　園庭周辺のフェンス及び樹木、遊具などについて、毎月安全点検を行い
管理をしている。樹木剪定については、危険と思われるものから優先順位
をつけ、計画的に剪定業者に依頼し、園内で剪定管理できるものは、定期
的に行うようにしている。
　樹木の根の張り出しなどにより、フェンスのゆがみがあるものについて
は、令和２年度においてフェンスの修繕を行った。また草木が伸びてフェ
ンスが隠れている個所などは、業者による除草作業や、園内での管理に努
め、不具合がある場合は早期に修繕依頼を行うようにしている。
（笹川中央幼稚園）遊具及び電線に樹木がかかっていた場所について剪定
等行い、対応済である。フェンスのゆがみついては事故が発生しないよ
う、職員が注意して保育を行っている。今後、園で状況について注視しな
がら、必要に応じて、修繕を行う。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日
　園庭周辺のフェンス及び樹木、遊具などについて、毎月安全点検を行い
管理をしている。樹木剪定について、園で対応できるものは剪定を行っ
た。今後も、園周辺の状況に目を配り、危険と認識される状況が確認され
た場合は、早急に業者に依頼する等、適切に管理を行っていく。

【羽津幼稚園】【笹川中央幼稚園】
②　園庭周辺のフェンスのゆがみや樹木の根の張り出し、樹木の枝が遊具
や電線に架かっていて危険と思われる箇所が見受けられたので、事故の発
生しないよう対応を行うこと。

【泊山幼稚園】
①　非常用の滑り台の塗装が剥げており、危険な箇所があるので修繕する
とともに、傷んでいるタイヤなどは撤去すること。また、切株は子どもが
怪我をすることがないよう安全対策を施すこと。
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意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　ブランコの安全管理について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
ブランコの取扱いについて、園によって異なっている状況にある。（座

席部分が取り外してある、支柱にくくりつけてある、そのままの状態とし
ている等。）子どもたちの安全のためにどうすべきか、市として統一した
ルールを定め、適用すること。

　ブランコの安全管理は、事故が起こる可能性がある場合には使用できな
い対策をする等、園児や園庭の状況に応じて適切に対応している。
  園児の安全を第一に考えて保育を進めていく中で、園長会などでもしっ
かりと情報交換を行っていく 。

②　特別支援の必要な園児の保育について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
【共通事項】

特別支援を必要とする園児が増えている園が多くあり、重度の子どもは
公立にという流れができている。また、外国にルーツを持った特別支援を
必要とする園児も増えてきている。そのため、いろいろな特性を持つ園児
に対し、今後も市の担当部局やあけぼの学園、医療機関等関係機関と連携
を取りながら、できるかぎり各々の事情に沿った保育を行うこと。

　一人一人の特性に応じた指導を行うために、それぞれの発達や、生活背
景など理解するように努めている。また、子どもの姿を保護者と共有し、
関係機関と連携して、一人一人の将来を見据えた支援を進めている。

③　特別支援教育について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【泊山幼稚園】
ア インクルーシブ教育を行う上で良い環境があるので、特別支援の子ど
もたちと健常者の子どもたちの教育バランスがとれるよう全職員が関わり
対応すること。

　個々の特性に応じた発達の保障に向け、職員間での情報共有と園児理解
を深めるための研修を継続的に行っている。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【泊山幼稚園】
イ にじ学園の巡回研修やこども発達支援課のＳＳＴ（ソーシャルスキル
トレーニング）教室などと連携した仕組みを活用して特別支援の子どもた
ちの教育に生かしていくこと。

　コロナ禍にあり、巡回研修は中止となったが、職員が実際に専門機関へ
出向き療育の見学を行い、保育に生かせるようにした。今後も、児童発達
支援の訪問事業を受けたり、見学を行ったりして連携を取り特別支援教育
の向上を図っていく。
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④　公立幼稚園の教育の特徴についての情報発信について【有効性の視点】【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日
　インクルーシブ教育や人権を尊重した教育の取り組みなどの園活動につ
いて、園だよりやホームページ等で写真を取り入れて報告する等、わかり
やすい発信に努めている。また、来入園児、在園児の保護者に対して、園
の様子をパワーポイント、ｉＰａｄの活用により、わかりやすく、見やす
い発信を行う準備を進めている。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日
　インクルーシブ教育や人権を尊重した教育の取り組みなどの園活動につ
いて、園だよりやホームページ等で写真を取り入れて報告する等、わかり
やすい発信に努めている。また、来入園児、在園児の保護者に対して、園
の様子をパワーポイント、ｉＰａｄの活用による、わかりやすく、見やす
い発信を開始した。

⑤　勤続年数の短い職員の支援について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
【泊山幼稚園】

当園での勤続年数が短い職員もいるので、保護者等とのコミュニケー
ションエラーが生じないよう管理職が目配りすること。

　職員会議、朝の打ち合わせにおいての個々の園児、家庭の様子の伝達を
こまめに行っている。また、学年別の情報共有の場を設けている。管理職
への報告、連絡、相談ができる体制を構築し、勤務年数が短い職員につい
ても保護者対応等でエラーが生じないようサポートを行っている。

⑥　職員間の情報共有について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
【泊山幼稚園】【塩浜こども園】
　ヒヤリ・ハットや苦情対応に関する事例を職員で情報共有し、事故等の
発生の未然防止や苦情対応に時間をとられることのないよう、できる限り
日々の子どもたちに目配りをしながら、同じことが起きないように、職員
全員でしっかりと体制を整えること。

　園児のケガ等については、事故報告書やヒヤリハットに記載し、事故発
生原因の分析を行っている。分析結果に基づき、事故原因事項の改善を図
るとともに、事故について全職員に周知徹底し、再発防止に努めている。
苦情対応についても、クレームとなった事項を朝礼等で共有することで、
クレームの再発防止に努めている。

【泊山幼稚園】
　公立幼稚園の強みは、インクルーシブ教育の充実と人権を尊重した教育
である。園児が減少していく中で、公立の園としてこうした取組みに力を
入れていることを地域や保護者に見える形で発信すること。
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⑦　園施設や遊具の修繕等について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日
　怪我の危険性のある修繕を優先的に実施しつつ、可能な範囲で遊具の視
覚的な面の品質向上に努めていく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３1日
　遊具点検結果を基に、怪我の危険があり緊急性の高い遊具の修繕を実施
した。修繕実施の際には、可能な範囲で遊具の視覚的品質向上に努めた。
今後も、園児の安全を守るための修繕を最優先に実施しながら、塗装等、
視覚的な品質向上につながる修繕も積極的に実施していく。

⑧　職員間の情報共有について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日
【塩浜こども園】

勤務形態の異なる職員間で、保護者との対応や子どもたちに関する引継
ぎについて、連絡ノートに記入して情報共有しているとのことである。重
要なことであるので、しっかりと記録をして情報共有を行うこと。

　様々な職種の職員が情報を共有し、同じ意識で保育ができるよう、連絡
ノートは引き続き活用している。また、連絡ノートだけでなく、朝の朝礼
やホワイトボードなど、状況に合わせて周知を行うことで、情報共有を徹
底している。
 
⑨　蓄積されたノウハウの継承、活用について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【塩浜こども園】
幼保一体型の保育に関するノウハウの蓄積は、本市にとって大きな財産

となっている。今後こども園化する園が増えていく中で、そうしたノウハ
ウの蓄積を水平展開できるような仕組みづくりを当園が中心となって充実
させることのできるよう尽力すること。

　こども園会議に出席した際に、こども園運営の確認や情報共有を行って
いる。
また、園長会においても、こども園の取り組みについて報告を行い、情報
提供を行っている。
　今後も各園に対して幼保一体型保育に関するノウハウを水平展開できる
よう、努めていく。

　⑩　ホールのエアコン設置について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【羽津幼稚園】【笹川中央幼稚園】
ホールにはエアコンの設置がなく、夏場は１階のエアコンで涼んでから

水筒を持ち、ホールで運動会の練習をしていたとのことである。エアコン
の設置について検討すること。

　令和３年度に、全幼稚園の遊戯室（ホール）にエアコンの設置を行っ
た。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし

【泊山幼稚園】【塩浜こども園】
　遊具の塗装の剥げている部分が見受けられた。緊急性はないものの、子
どもたちの保育環境としてきれいな色合いの遊具を提供することも大切で
あるので、修繕をすること。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）教職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク
【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　教職員の健康の維持やワーク・ライフ・バランスの確保を図り、質の高
い教育活動を行うため、業務の効率化を図るなど勤務時間管理の適正化と
教職員の意識改革を推進することで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革
に向けた取り組みを引き続き推進すること。併せて、教職員の増員につい
ても検討すること。

　校務支援システムや業務アシスタントの活用により業務の効率化を図る
一方、定時退校日の設定、会議内容の精選を行いながら、職員の勤務時間
縮減に向けての取り組みを進めている。また、職員の月別の総勤務時間に
応じた個別の相談・指導・助言を行い、各自の勤務時間管理に関する意識
改革を推進している。
　教職員の増員については、学校の実情や児童生徒数をもとに必要な人員
が確保できるように、四日市市教育委員会を通じて三重県教育委員会へ要
望していく。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　特になし

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　　令和　２年１１月　５日、令和　２年１１月１２日

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　教育委員会　小学校

　　　　　　　　　　　　笹川小学校、羽津北小学校、海蔵小学校、大矢知興譲小学校、泊山小学校、神前小学校、下野小学校、日永小学校、
　　　　　　　　　　　　四郷小学校、楠小学校
　　　　　　　　　　　　（泊山小学校、神前小学校、下野小学校、日永小学校、四郷小学校、楠小学校は、書面監査）
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（４）校内及び通学路における生徒の安全対策が十分にとられていないリ
スク

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
①　日本スポーツ振興センター災害共済給付金の手続を通じて、児童のけ
が等の発生状況と原因を把握し、それを分析して、次のアからウまでに掲
げる事項を行うことなどにより再発防止に向けた取り組みを強化するこ
と。
ア　施設設備の不備が原因の事故であれば、その修繕等を行うこと。
イ　授業中に発生した事故であれば、教員の児童に対する指導状況を確認
の上、指導改善を教員に促すこと。
ウ　施設設備の状況（例えば、運動場の広さや校舎の老朽化の程度など）
と事故との関連性を教育委員会と連携して調査すること。

　日本スポーツ振興センター災害共済給付金の手続を通じて、児童のけが
等の発生状況と原因を把握し、それを分析して再発防止に向けた取り組み
を行っている。
　施設設備の不備による事故が発生した場合は、事故再発を防ぐための修
繕をすみやかに行い、授業中の事故であれば、状況を確認し、授業の指導
改善を促すとともに、全教職員に注意喚起及び施設不備の早期発見のため
安全点検の徹底の意識づけを行っている。
　また、定期的に施設設備の安全点検や小規模修繕を行い大規模修繕の必
要がある場合は、教育施設課等に迅速に報告している。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
②　ヒヤリハットの記録について、内容の分析に努め、原因が施設設備の
不備にあるのであれば、事故の未然防止のため、施設改善に努めること。

　校内での児童の負傷事例を適宜記録している。その内容を分析し、施設
に起因する事例があれば、関係課と連携し対応している。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【海蔵小学校】【大矢知興譲小学校】
③　大きな石、木の切り株・根っこの張り出しや、玄関のマットのめくれ
上がり、体育倉庫の高いところに重いものが置いてあったりするなど、危
険な個所が存在する。常に児童の安全のために注意を払い、対応していく
こと。

　大きな石・玄関マットのめくれ上がり、高所への物品保管については措
置済みである。木の切り株・根っこの張り出しにより危険な箇所について
は進入禁止のコーンを置き、注意喚起を行っている。
　今後も校内巡視において点検を行い、児童が安心して学べる環境を維持
できるよう対応していく。
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【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　笹川小学校の体育倉庫の柱の改修については、教育施設課に修繕要望済
であり、他の修繕箇所、設備改修の進捗を考慮したうえ修繕を進めていた
だく予定である。
　職員増員に伴い手狭になっている職員室において、配置を変えるなどの
対応を行った。また、安全面等の課題を関係課に伝え、改善策を協議して
いるところである。
　校内の安全確保のために、毎月の安全点検の強化や危険個所の早急な修
繕を行うとともに、ＰＴＡ会議や保護者懇談会などで保護者からの要望を
聞き取り、児童が安全に生活できる環境づくりに努めていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

 　職員室の配置を変えたことによりスペースの確保ができ、安全面にお
いて改善ができたため、このことについては措置済である。
　笹川小学校の体育倉庫の柱の改修は、教育施設課に修繕要望済みであ
り、今後改修を進めていただく予定であるため、日常の安全点検を継続し
ていく。

（６）学校内における事件、事故、いじめ、不登校等への対応が適正にな
されないリスク

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
①　不登校の原因には、家庭環境が関わっている場合等もあり、対応に
よっては子どもの人生が変わってくることもある重要な課題である。ＳＣ
（スクール・カウンセラー）、ＳＳＷ（スクール・ソーシャル・ワー
カー）、ハートサポーター等を有効に活用して、きめ細かに対応していく
こと。

　不登校のリスクのある児童に対して、担任だけでなくスクール・カウン
セラーやスクール・ソーシャル・ワーカーによる児童や保護者への継続的
な面談を実施し、学校を身近に感じるための取り組みを進めるとともに中
学校への引継ぎを丁寧に行っている。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【海蔵小学校】
②　児童の対教師暴力、児童間暴力、器物損壊といった問題行動につい
て、発達障害等が原因になっていることも多いとのことであり、今後も全
教員が共通理解し、協力体制を図るとともに、家庭や関係機関との連携を
図り、きめ細かに対応していくこと。

　職員打ち合わせでの報告連絡により全職員の共通理解に努め、協力体制
を図っている。また、発達障害等の原因分析・支援の方向性については、
スクール・カウンセラーを交えた校内会議で検討を行い、必要に応じて教
育支援課や医療機関へとつなぎ組織的に対応している。今後も家庭や関係
機関と連携を図っていく。

【笹川小学校】【羽津北小学校】
④　老朽化で柱の痛んだ体育倉庫や、職員室が教員の増員に対応されてお
らず手狭になっているなど、安全面で課題がある状況が見受けられる。校
内の安全確保のために必要なことや、保護者等からの要望事項を把握し、
施設の改善に努めること。
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　適正な事務処理について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　支払遅延等、事務処理誤りが散見される。会計規則等のルールに則った
事務処理の再徹底を行うこと。

　請求書受領後、速やかに支出手続きを行うとともに、複数の目で点検を
することにより、支払い遅延、事務処理誤りを防いでいる。今後も会計規
則等のルールに沿った事務処理を行っていく。

②　共同学校事務室における事務処理について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　市内の小中学校を地域ごとに６ブロックに分けて、各ブロックの１校に
共同学校事務室を設置して、ブロック内の小中学校の事務職員が財務に関
する事務を共同処理している。しかし、事務処理誤りの件数は減少してお
らず、一定数が散見される。共同処理による効果を高めるため、共同学校
事務室において、財務事務に関する知識の蓄積や財務事務処理に関する事
前審査の精度の向上を図ること。

　学校事務の高度化をすすめるため、共同学校事務室組織による学校間の
連携を図っている。事務職員同士の知識・経験の継承を行い、スキルアッ
プに努め、事務処理全般の精度を高めている。財務事務においては、今後
も事例の情報共有や財務担当者による研修を行うことにより、共同学校事
務室内全体の財務事務に関する知識の蓄積や、事前審査の精度の向上に繋
げていく。

③　学校施設の維持管理について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　ごみや枯葉等が目につく学校もある。こまめな清掃を心がけ、教職員の
みでなく、児童も気づいたら処理をするといった、皆で学校をきれいにし
ていこうと風土づくりに取り組むこと。

　校内の清掃指導担当を中心に、５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の
意義や清掃の仕方について、児童に啓発しているところである。今後は、
さらに細かな掃除に心がけ、児童らの清掃の様子について職員間で意見交
換するなど、学校全体で教育環境を整えられるよう取り組んでいく。

④　地域との交流・連携について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　コミュニティスクールなどを通じて地域とともにある学校づくりを行っ
ている。また、同じ地区内の中学校、幼稚園及び保育園と相互に連携して
つながりを意識した取り組み（乗り入れ授業など）を実施することにより
一貫性・連続性のある教育を児童に対し行っている。これらの地域との交
流・連携を更に充実させ、教育的効果を更に高めていくこと。

　定期的にコミュニティスクール運営協議会を開催し、運営委員の方から
様々な意見を伺うなど、地域とともにある学校づくりを目指している。ま
た、校区内の保育園・幼稚園・中学校とのつながりを意識した取り組みと
して、合同行事や中学校からの乗り入れ授業、小６児童の部活動見学等を
行っており、一貫性・連続性のある教育的効果向上に努めている。

⑤　学習指導員の配置について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　新型コロナウイルスの影響への対応として、県費による学習指導員とし
て、教員採用試験に合格した大学生等が配置されており、有効に活用する
こと。

　学習指導員の配置において、個別の学習支援によるきめ細やかな指導が
できており、児童が安心して学校生活を送ることができている。今後も学
習指導員を活用して、児童の学習活動を支援していく。
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⑥　市費による教員配置の効果について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　各学校において、県費の教員に加え、多種の市費の教員（「学校教育ア
シスト」「インクルーシブ教育推進」「学びの一体化」「学校英語教育」
「よっかいち任用講師」等）が、全校への配置や、各校の特性に応じて配
置され、効果を上げているとのことであり、継続して、各学校に応じた教
育の充実を図っていくこと。

　市費による教員の配置により、さまざまな背景がある児童に対して、丁
寧に寄り添う対応ができている。今後も学校の課題に応じた教員の配置の
継続により、教育の充実を図っていく。

⑦　学校業務アシスタント（市費）及びスクールサポートスタッフ（県
費）の配置について【有効性の視点】

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　教育関係の経歴を持たない人も配置されており、個人情報等の情報流出
にも注意して指導、目配りを行うこと。また、職員の負担軽減のための大
きな取り組みの１つであり、成果を分析し、教育委員会に届け、職員の負
担軽減につなげること。

　学校業務アシスタント及びスクールサポートスタッフは、管理職と組織
的に連携しながら教員の補助的業務を担っている。個人情報等においては
特に管理職の指示・指導のもと慎重に扱うよう業務を進めているため、教
員は安心して業務を依頼することができている。また、校務用ＰＣでの入
力作業など多様な業務も依頼することができ、教員の負担軽減に効果を上
げている。アシスタント等の活用状況や業務内容について毎月教育委員会
に報告しており、今後の更なる活用に繋げていくように検証を行ってい
る。

⑧　校務支援システムの活用について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　職員の負担軽減のための大きな取り組みの１つであり、メリット、デメ
リットの分析を行い、デメリットの部分はまとめて改善の要望として教育
委員会へ上げ、現場で使い勝手のよいシステムにしていくこと。

　校務支援システムは、職員の効率的な校務処理に役立っている。システ
ムの不具合や改善要望については、校内の担当がまとめて教育委員会に伝
え、徐々に反映もされてきているところである。校務支援システムを導入
した会社のサポートデスクによるフォロー体制も整備されており、安心し
て使用できている。

⑨　学校三師の活用について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　学校三師の活用があまりなされていない学校もある。学校三師からは専
門的な意見が聴けるため、十分に活用すること。

　学校三師の活用については、年１回の学校保健委員会や検診等の際に助
言をもらい、校内で周知が図られるよう努めている。また、コロナ禍にお
いての感染症対策について、専門的な知見を得るため、連携を密にしてい
る。

⑩　介助員・支援員の配置について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　介助員・支援員について、必要な人員配置については、１人の児童の成
長に関わるため、教育委員会へ強く要望すること。

　特別支援学級の児童や通常学級に在籍する支援が必要な児童の様態は多
様化しており、それぞれの児童の学習権と安全を保障するとともに、保護
者の安心感を得るためにも介助員・支援員は必要な人材であるので、必要
な人員配置については、教育委員会に実態を丁寧に説明をして要望するよ
うに努める。
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⑪　印刷物のコストの削減について【経済性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　タブレットの活用に伴うペーパーレス化の促進により、印刷物のコスト
削減についても留意すること。

　従来は、紙で出力していた教材について、タブレット上で提示すること
により、コスト削減に繋がっているものもある。今後もコスト意識に留意
しながら、最小の経費で最大の効果につながるよう、運営の合理化を図っ
ていく。

⑫　プログラミング教育について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　プログラミングの思考は今後重要となってくるので、プログラミング教
育を継続して進めること。

　タブレット端末導入に伴い、年間を通じて教員のプログラミング研修会
を実施し、系統的なプログラミング教育の推進を行っている。

⑬　特別支援を要する児童への対応について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　各学校において、特別支援を要する生徒の状況に応じて、介助員や支援
員が配置され、また、必要な場合には、他機関と連携を図っている。継続
して、各学校の特性に応じて対応していくこと。

　特別支援学級に在籍している児童はもとより、通常学級に在籍する特別
に配慮を要する児童へも効果的に支援員を配置している。また、校内の特
別支援委員会において情報共有をするとともに、一人一人に応じた支援の
在り方を協議している。

⑭　ＩＣＴ活用の教育について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　令和元年度には、各小学校につき４０台のタブレットが配備された。今
年度中には全校児童数に相当する台数のタブレットが配備され、インター
ネット環境も整う予定であるということである。現在、教育委員会事務局
が各学校に対し、１人１台のタブレットを使用した授業方法の研修を行っ
ているところである。より高い教育効果を上げられるよう、タブレットを
活用した授業方法を研究すること。

　１人１台のタブレット端末が実現し、これまで以上にＩＣＴの特性を生
かした授業づくりが可能となった。職員研修を通して、ＩＣＴの効果的な
活用方法を探究し、児童一人ひとりに対して最も適した学びが実現できる
よう、教育委員会とも連携して組織的な推進に努めていく。また、タブ
レット端末が新たな思考ツールとして機能するよう、さらに研修を深め教
育効果を高めていく。

⑮　保育園・幼稚園・中学校等との連携について【住民福祉の向上の視
点】

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【笹川小学校】
　外国籍の児童が多い特徴のある小学校であり、地域の保育園・幼稚園・
中学校や多文化共生サロン・笹川子ども教室等と連携し、情報を共有しな
がら、学力向上や多文化共生の推進を図っていくこと。

　笹川地区の保育園・幼稚園・小学校・中学校の園長、校長が定期的に集
まり会議を開催し、必要な情報共有を行うことにより、子どもたちの育ち
や学びの実現につなげられるよう連携を図っている。また、笹川子ども教
室、多文化共生サロン等とも連携し、外国籍の子どもたちや保護者が地域
の中で生活を営んでいくのに必要な支援につなげている。

-190-

-190-



リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（３）教員が児童及びその家庭と向き合う時間を十分に確保できないリス
ク

【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　教員が児童及びその家庭と向き合える環境整備を推進するため、学校業
務アシスタント、スクールサポートスタッフの配置を最大限活用し、教員
の業務軽減を図る活用法を探求していく。また、校務支援システムについ
ても、業務軽減につながる操作方法の共有を図り、時間に余裕が生まれる
よう努めていく。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　学校業務における学校業務アシスタント、スクールサポートスタッフが
担う業務が定着し、従来教員が担っていた印刷業務等庶務に係る負担軽減
が着実に図られている。また、校務支援システムについては、全校共通の
システムを使用することにより、効率的な校務処理に役立っている。今後
も教員が生徒や保護者と向き合うための時間が確保できるよう引き続き努
めていく。

（５）理科薬品の管理が適正になされないリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　「理科薬品類の取扱いと管理について」の通知に基づき、専用保管庫で
の管理、管理記録の整備、校長による点検を実施し、適正な保管・管理を
行っている。今後も事故が発生することがないよう、通知に沿った理科薬
品の保管・管理の徹底を図っていく。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　「理科薬品類の取扱いと管理について」の通知に基づき、専用保管庫で
の管理、管理記録の整備、校長による点検を実施し、適正な保管・管理を
行っている。今後も事故が発生することがないよう、通知に沿った理科薬
品の保管・管理の徹底を図っていく。
　また、必要に応じて、教育委員会理科担当指導主事が現地確認、指導を
行い、適正管理の徹底を図っていく。

・　理科薬品の保管・管理は適正になされているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　平成２９年に出された教育長通知「理科薬品類の取扱いと管理につい
て」に基づき、専用保管庫での管理、管理記録の整備、校長による点検を
実施するなどして、適正な保管・管理に努めており、継続して保管・管理
の徹底を図っていく必要がある。

・　学校が抱える課題が複雑化・困難化する中、教員が児童と向き合う時
間が確保されているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　学校業務アシスタント、スクールサポートスタッフの配置や校務支援
システムの導入により教員の業務負担が軽減されたものの、一方で、支援
を要する児童の増加に伴い効果的な授業を実施するために必要な業務や児
童及びその家庭との教育相談業務が増え、教員の数が不足しているとの声
もある。児童及びその家庭と向き合う時間が十分に確保されているとは言
いがたい。教員が携わってきた従来の業務を不断に見直し、教育委員会と
連携して、教員が児童及びその家庭と向き合える環境整備を推進する必要
がある。
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指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）教職員のワーク・ライフ・バランスの確保や健康を阻害するリスク
【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　教職員の健康の維持やワーク・ライフ・バランスの確保を図り、質の高
い教育活動を行うため、業務の効率化を図るなど勤務時間管理の適正化と
教職員の意識改革を推進することで時間外勤務の縮減を図り、働き方改革
に向けた取り組みを引き続き推進すること。併せて、教職員の増員につい
ても検討すること。

　校務支援システムや業務アシスタントの活用により業務の効率化を図る
一方、定時退校日や部活動休養日の設定、会議内容の精選を行いながら、
職員の勤務時間縮減に向けての取り組みを進めている。また、職員の月別
の総勤務時間に応じた個別の相談・指導・助言を行い、各自の勤務時間管
理に関する意識改革を推進している。
　教職員の増員については、学校の実情や児童生徒数をもとに必要な人員
が確保できるように、四日市市教育委員会を通じて三重県教育委員会へ要
望していく。

（６）理科薬品の管理が適正になされないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【西笹川中学校】
　薬品使用簿に使用量の記録漏れが見受けられた。薬品を使用したときに
は速やかに使用量を使用簿に記録することを徹底し、不備のない適切な薬
品管理を行うこと。

　指摘を受けて、教育委員会からは、校長による定期的な実査を行うとと
もに、不定期に行う抜き打ちの実査などの実施において内部統制を図るよ
う、また、薬品使用時には必ず使用簿に記録することの徹底についての改
めての指導があった。これにより、学校では「理科薬品類の取扱いと管理
について」の教育委員会からの通知に基づき、専用保管庫での管理、管理
記録の整備、校長による点検を実施し、適正な保管・管理を行っている。
また、校長が不定期で薬品使用簿を確認し、理科担当者に緊張感を持たせ
る取り組みも行っている。今後も通知に沿った理科薬品の保管・管理の徹
底を図っていく。

令和２年度　定期監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　定期監査（財務監査・行政監査）

２　監査対象　　　　　教育委員会　中学校

　　　　　　　　　　　　大池中学校、西笹川中学校、山手中学校、南中学校、常磐中学校
　　　　　　　　　　　　（常磐中学校は書面監査）

３　監査実施期間　　　令和　２年１１月　５日、令和　２年１１月１２日
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（４）校内及び通学路における生徒の安全対策が十分にとられていないリ
スク

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
①　通学路の交通安全対策に必要な環境整備や校内の安全確保のため必要
な防犯カメラ・モニター等の増設・更新に向けて、引き続き教育委員会や
警察等関係機関との連携を図ること。

　通学路の安全点検を定期的に行い、危険な場所について地区市民セン
ターと情報共有を行い、必要に応じて教育委員会へも要望をしている。
　校内安全確保においては、防犯カメラによる監視と目視による巡視を
行っている。教育委員会や警察等関係機関の意見も聞きながら、防犯カメ
ラ・モニターの増設・更新要望についても考えていく。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
②　日本スポーツ振興センター災害共済給付金の手続を通じて、生徒のけ
が等の発生状況と原因を把握し、それを分析して、次のアからウまでに掲
げる事項を行うことなどにより再発防止に向けた取り組みを強化するこ
と。
ア　施設設備の不備が原因の事故であれば、その修繕等を行うこと。
イ　授業中に発生した事故であれば、教員の生徒に対する指導状況を確認
の上、指導改善を教員に促すこと。
ウ　施設設備の状況（例えば、運動場の広さや校舎の老朽化の程度など）
と事故との関連性を教育委員会と連携して調査すること。

　日本スポーツ振興センター災害共済給付金の手続を通じて、児童のけが
等の発生状況と原因を把握し、それを分析して再発防止に向けた取り組み
を行っている。
　施設設備の不備による事故が発生した場合は、事故再発を防ぐための修
繕をすみやかに行い、授業中の事故であれば、状況を確認し、授業の指導
改善を促すとともに、全教職員に注意喚起及び施設不備の早期発見のため
安全点検の徹底の意識づけを行っている。
　また、定期的に施設設備の安全点検、小破修繕を行い大規模修繕の必要
がある場合は、教育施設課等に迅速に報告している。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
③　登下校時における生徒の見守りにおいて、より多くの協力を得られる
ような関係性を地域と築くことにより、通学路の交通安全対策の充実を図
ること。

　職員による定期的な登下校指導を行う一方、ＰＴＡや地域協力者の登下
校時の見守りの協力を得ながら、通学路の交通安全対策の充実を図ってい
る。また、コミュニティスクール運営協議会において情報共有し、学校と
地域全体で生徒の安全確保のための取り組みを進めている。
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【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【大池中学校】
④　防犯カメラ用モニターの前に書類棚が設置されており、教職員がその
映像を確認するのに支障が生じている。防犯カメラ用モニターや書類棚の
設置場所を工夫するなどして、教職員がその映像を確認しやすいようにす
ること。

　防犯カメラ用モニターの前に設置してあった書類棚を移動するなど職員
室内の配置替えをし、教職員が防犯カメラの映像を確認しやすいようにし
た。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【山手中学校】
⑤　職員室の窓にはブラインドやダンボールにより常時目隠しがされてい
るものがあり、また、防犯カメラ用モニターが小さく、校舎外で起こって
いる事象に関する情報が十分に入ってこないことが懸念される。職員室か
ら教職員が直接、運動場などの校舎外の状況を見通せるようにするなど、
教育委員会と連携して、生徒の安全確保のための方策を講じること。

　職員室のブラインドは、不具合により開閉できないところがあったた
め、教育委員会に相談し修繕を行った。また、窓を覆っていたダンボール
は取り除き、教職員が直接、運動場などの校舎外の状況を見通せるように
した。
　防犯カメラ用モニターは、令和元年度に更新し、視認性は向上している
が、必要に応じて画面の分割表示方法を切り替えるなどし、校舎外で起
こっている事象を確認し、生徒の安全確保に努めていく。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　学校教育に係る環境の充実について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　学校の課題については、学校施設設備の状況も教育に関する課題も具体
的に提示・報告を行い、解決に向けて教育委員会と連携を図るように努め
ている。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　学校施設設備の老朽化や教員の配置などの学校現場の課題を教育委員会
関係各課に報告し、教育環境の充実に向けて連携を図っている。

②　市費による教員配置の効果について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　各学校において、県費の教員に加え、多種の市費の教員（「学校教育ア
シスト」「学びの一体化」「よっかいち任用講師」等）が、その特性に応
じた配置がなされ、効果を上げている。継続して、教育委員会と連携して
各学校の特性に応じた教員の配置に向けて努力し、教育の充実を図るこ
と。

　「学校教育アシスト」や「学びの一体化」「よっかいち任用講師」等が
配置されることにより、個々の生徒や支援を要する生徒に対し、よりきめ
細かでていねいな指導を行うことが可能となっている。今後も学校の特性
に応じた教育の充実が図れるよう、教育委員会との連携を強化し、市費の
教員配置を要望していく。

【共通事項】
　子どもたちの教育を受ける環境を充実させるため、老朽化した校舎、不
足している教員の数など学校現場において抱えている様々な課題について
はその解決に向けて教育委員会をはじめとする関係機関との連携の強化に
努めること。
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③　ＩＣＴ活用の教育について【有効性の視点】

　令和元年度には、各中学校に一学年の生徒数に相当する台数のタブレッ
トが配備された。今年度中には全校生徒数に相当する台数のタブレットが
配備され、インターネット環境も整う予定であるということである。現
在、教育委員会が各学校に対し、１人１台のタブレットを使用した授業方
法の研修を行っているところである。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
ア　家庭におけるインターネット環境の整備状況により生徒への教育に影
響が出ないよう十分配慮すること。

　インターネット環境について各家庭に聞き取り調査を行い、必要に応じ
て接続機器の貸し出しを教育委員会に依頼して、全生徒が同じようにオン
ライン学習ができるように対応している。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
イ　より高い教育効果を上げられるよう、タブレットを活用した授業方法
を研究すること。

　１人１台のタブレット端末が実現し、これまで以上にＩＣＴの特性を生
かした授業づくりが可能となった。職員研修を通して、ＩＣＴの効果的な
活用方法を探究し、各教科の特性を活かしたより良い授業を行うことがで
きるよう、教育委員会とも連携して組織的な推進に努めていく。また、タ
ブレット端末が新たな思考ツールとして機能するよう、さらに研修を深め
教育効果を高めていく。

④　学校業務アシスタント等の配置について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　生徒への配付物の印刷などの補助的業務を担う学校業務アシスタントと
スクールサポートスタッフ（以下「アシスタント等」という。）が各学校
に配置されており、教員の業務負担の軽減に効果を上げている。この効果
を検証した上で、教員が担っている業務からアシスタント等が担うことが
できる業務を切り分けるなどしてアシスタント等の更なる活用を図るこ
と。併せて、アシスタント等の担う業務は、生徒の個人情報や試験問題な
どの機密性の高い情報を取り扱うものであることから、研修等の実施によ
りアシスタント等に対する情報の適正管理に関する指導を引き続き徹底す
ること。

　学校業務アシスタント及びスクールサポートスタッフは、管理職と組織
的に連携しながら教員の補助的業務を担っている。個人情報等においては
特に管理職の指示・指導のもと慎重に扱うよう業務を進めているため、教
員は安心して業務を依頼することができている。また、校務用ＰＣでの入
力作業など多様な業務も依頼することができ、教員の負担軽減に効果を上
げている。アシスタント等の更なる活用が図れるよう、活用状況や業務内
容の検証を継続していく。

⑤　特別支援を要する生徒への対応について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　各学校において、特別支援を要する生徒の状況に応じて、介助員が配置
され、また、必要な場合には、他機関と連携を図っている。継続して、各
学校の特性に応じて対応していくこと。

　介助員の配置により、特別支援を必要とする生徒に対してきめ細かで丁
寧な指導が実現している。今後も、教育委員会や関係機関と連携を図り、
支援が必要な生徒にとってより良い体制を整えていく。
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⑥　地域とのふれあいについて【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　学校として地域住民等とふれあう機会を増やすことにより、地域との結
びつきをより強固なものとするとともに地域の教育力の向上に尽力するこ
と。

　学校だよりの配付、ＰＴＡ・社協との連携によるゲストティーチャーの
招へい、社協地域行事への生徒のボランティア参加等、地域と結びついた
取り組みに努めている。今後も引き続き地域と連携して、地域の教育力の
向上に尽力していく。

⑦　地域との交流・連携について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　コミュニティスクールなどを通じて地域とともにある学校づくりを行っ
ている。また、同じ地区内の小学校、幼稚園及び保育園と相互に連携して
つながりを意識した取り組み（乗り入れ授業など）を実施することにより
一貫性・連続性のある教育を生徒に対し行っている。これらの地域との交
流・連携を更に充実させ、教育的効果を更に高めていくこと。

　定期的にコミュニティスクール運営協議会を開催し、運営委員の方から
様々な意見を伺うなど、地域とともにある学校づくりを目指している。ま
た、校区内の保育園・幼稚園・小学校とのつながりを意識した取り組みと
して、合同行事や小学校への乗り入れ授業、保育実習（家庭科）、小６児
童の部活動見学等を行っており、一貫性・連続性のある教育的効果向上に
努めている。

⑧　校務支援システムの活用について【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　校務支援システムを使用するに当たり、より学校現場に即したシステム
となるよう使い勝手の悪さや改善するべきところを教育委員会に提案する
こと。

　校務支援システムは、職員の効率的な校務処理に役立っている。システ
ムの不具合や改善要望については、校内の担当がまとめて教育委員会に伝
え、徐々に反映もされてきているところである。サポートデスクによる
フォロー体制も整備されており、安心して使用できている。

⑨　共同学校事務室における事務処理について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【共通事項】
　市内の小中学校を地域ごとに６ブロックに分けて、各ブロックの１校に
共同学校事務室を設置して、ブロック内の小中学校の事務職員が財務に関
する事務を共同処理している。事務処理誤りの件数は減少してきているも
のの、なお、一定数が散見される。共同処理による効果を更に高めるた
め、共同学校事務室において、財務事務に関する知識の蓄積や財務事務処
理に関する事前審査の精度の向上を図ること。

　学校事務の高度化をすすめるため、共同学校事務室組織による学校間の
連携を図っている。事務職員同士の知識・経験の継承を行い、スキルアッ
プに努め、事務処理全般の精度を高めている。財務事務においては、今後
も事例の情報共有や財務担当者による研修を行うことにより、共同学校事
務室内全体の財務事務に関する知識の蓄積や、事前審査の精度の向上に繋
げていく。

⑩　学区外通学の生徒の対応について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【大池中学校】
　部活動のために学区外通学をする生徒がいるが、学校区が違うことによ
り疎外感を感じないようメンタル的な配慮をすること。

　学区外通学をする生徒において、入学時には同地区の生徒を同じクラス
へ入れるなどの配慮を行っている。また、入学前に該当の生徒及び保護者
と面談する機会を設け、不安を払拭できるよう努めている。
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⑪　ＪＳＬ（教科指導型日本語指導）の推進について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

【西笹川中学校】
　日本語を母語としない生徒の学ぶ力の育成の一つの手立てとして、日本
語指導と教科指導を統合し、それぞれを平行して実施するＪＳＬ（教科指
導型日本語指導）を推進している。これにより外国籍生徒の日本語能力の
向上だけでなく全校生徒の学力の向上も目指している。引き続き、指導方
法の研究を行うなどして全校生徒の学力の向上につなげていくこと。

　西笹川中学校の特色である「ＪＳＬの推進」については、これからも県
下の見本となるような教育活動にしていく。そのために、教職員の多文化
共生への知識・理解を深め、外国にルーツをもつ生徒に寄り添った教育を
大切にしていく。また、日本国籍の生徒も、この学校で学んだからこそ、
といえるようなグローバルな視野を持った生徒の育成を目指してきた。そ
のため、地域の「日本語教室」や「多文化共生サロン」とも連携をして、
様々なイベントを盛り込んだ活動を行っている。

リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（３）教員が生徒及びその家庭と向き合う時間を十分に確保できないリス
ク

【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　教員が生徒及びその家庭と向き合える環境整備を推進するため、教員の
業務軽減を図る学校業務アシスタント、スクールサポートスタッフの有効
な活用法を探求していく。また、校務支援システムについても、他校や教
育委員会と連携し、業務軽減につながる操作方法の共有を図っており、生
徒や保護者と向き合うための時間が確保できるよう努めていく。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　学校業務における学校業務アシスタント、スクールサポートスタッフが
担う業務が定着し、従来教員が担っていた印刷業務等庶務に係る負担軽減
が着実に図られている。また、校務支援システムについては、全校共通の
システムを使用することにより、効率的な校務処理に役立っている。今後
も教員が生徒や保護者と向き合うための時間が確保できるよう引き続き努
めていく。

・　学校が抱える課題が複雑化・困難化する中、教員が生徒及びその家庭
と向き合う時間が確保されているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　学校業務アシスタント、スクールサポートスタッフの配置や校務支援
システムの導入により教員の業務負担が軽減されたものの、一方で、支援
を要する生徒の増加に伴い効果的な授業を実施するために必要な業務や生
徒及びその家庭との教育相談業務が増え、教員の数が不足しているとの声
もある。生徒及びその家庭と向き合う時間が十分に確保されているとは言
いがたい。教員が携わってきた従来の業務を継続的に見直し、教育委員会
と連携して、教員が生徒及びその家庭と向き合える環境整備を推進する必
要がある。
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（５）教員の部活動における負担が過大となるリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　部活動においては、「部活動ガイドライン」を遵守しながら教員の勤務
時間が長時間とならないように配慮し、さらに、指導への負担が軽減され
るように、複数顧問体制をとっている。このような対応を行いながらも、
部活動は教育的効果が高い大切な活動であるため、時間の制限がある中、
指導内容の工夫についての更なる研鑽を深め、中学生期の健全な心身の発
育発達に努めていく。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　部活動においては、「部活動ガイドライン」を遵守しながら教員の勤務
時間が長時間とならないよう引き続き努めていく。令和４年度は総合型地
域スポーツクラブとの連携校以外の中学校において部活動指導員の配置が
予算化され、令和３年度配置校の活用事例等の情報共有を図りながら有効
な活用法を探求していく。

（７）学校内における事件、事故、いじめ、不登校等への対応が適正にな
されないリスク

【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　事件・事故・いじめ・不登校等の学校危機となる事案については、それ
ぞれに応じた校内委員会を設置している。そこでの情報共有により、指導
の方向性の確認を行い、問題行動やトラブルなどの未然防止策を職員会議
で提案し、組織的な対応を図っている。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　事件・事故・いじめ・不登校等の学校危機となる事案については、それ
ぞれに応じた校内委員会を設置している。そこでの情報共有により、指導
の方向性の確認を行い、問題行動やトラブルなどの未然防止策を職員会議
で提案し、組織的な対応を図っている。
　スクールカウンセラーや教育相談員も活用し、教育委員会や関係機関と
連携を密にしながら、適切な対応を図っていく。

・　部活動は、スポーツや文化等に親しむ観点や、教科学習とは異なる集
団での活動を通じた人間形成の機会が得られるため、生徒に対する教育的
意義は高い。しかし、教員の長時間勤務の要因や指導経験のない教員に
とっての大きな負担となっていないか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　「部活動ガイドライン」を活用し、休養日や活動時間の定めを設ける
ことにより部活動の充実と教員の負担軽減を図っている。更なる負担軽減
のため、総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団など地域との連携を
図った部活動についても検討する必要がある。

・　学校内において、事件、事故、いじめ、不登校等が発生した場合に備
えて、教育委員会その他関係機関と連携する体制は確立されているか。事
件、事故、いじめ、不登校等の未然防止及び再発防止に向けた取り組みは
なされているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　三重県教育委員会策定の「学校管理下における危機管理マニュアル」
や教育委員会からの関係通知などについて学校全体で情報の共有化を図
り、教育委員会や関係機関と連携する体制をとるとともに、必要に応じ
て、職員会議などで事件、事故、いじめ、不登校等の未然防止策及び再発
防止策について情報共有を行いチームとして取り組む必要がある。
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２　監査対象事項　　　令和元年度財政援助団体監査の結果に対する対応の遅延について

指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（１）監査結果への措置が遅滞している状況が放置されることにより生じ
るリスク

【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　「利用者の公平性が保たれるよう、関係各課と改めて協議を行い、早急
に必要な措置を講ずること」と指摘したにもかかわらず、市民生活課の対
応は遅れ、措置状況の監査委員への報告も遅滞した。そして、監査委員か
ら市民文化部長宛て、「不作為状況が継続しているため随時監査を検討し
ている旨、及び、監査結果通知後６か月後の措置状況の報告を求める旨」
の通知をした後、指摘から約７か月経過してようやく措置が講じられてお
り、誠に遺憾である。監査で指摘を受けた事項については、その重大性を
認識し、真摯に対応し、早急に措置を講ずること。

　令和元年度財政援助団体監査における四日市国際交流センター利用者の
市営中央駐車場使用料金にかかる指摘事項については、暫定措置として、
令和２年１１月１日以降の国際交流センター利用者の駐車料金について
は、文化まちづくり財団または国際交流センター利用者自身が負担するよ
う改めた。さらに、国際交流センターで実施している日本語学習支援事業
（日本語サークル）及び外国人市民向け相談事業については、市が主体的
に取り組むべき事業として位置づけ、令和３年４月１日より市民生活課の
所管事務とし、市から同財団へ業務委託を行った。その際、国際交流セン
ター利用者のうち、日本語学習者、日本語学習支援者、外国人市民の相談
者及び外国人市民向け相談に携わる行政書士の駐車料金は、委託料に含め
る形で市が負担するよう整理した。
　なお、監査で指摘を受けた事項については重く受け止め、真摯に対応す
ることの必要性について、課内職員に周知した。今後、監査で指摘を受け
た際は、早急に措置を講ずるよう徹底する。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　　特になし

令和２年度　財務監査（随時）の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

４　監査実施期間　　　令和　２年１１月２７日

１　監査の種類　　　　財務監査

３　監査対象所属　　　市民文化部　市民生活課
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

　　　特になし

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

今後の駐車料金の精算について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日
　今後の国際交流センターの利用者の駐車料金について、文化まちづくり
財団が負担する金額を確定するルール、また、国際交流センター独自の事
業で来館する利用者と市の委託予定事業で来館する利用者を区分けする
ルール等について、市民に説明できるよう、明確な根拠を基に作成するこ
と。

　令和３年度より国際交流センターで実施する日本語学習支援事業（日本
語サークル）及び外国人市民向け相談事業については、市から文化まちづ
くり財団への委託事業とし、令和３年４月１日に同財団と令和３年度四日
市市日本語学習支援事業等業務委託契約を締結した。同センター利用者の
駐車料金については、委託業務にかかるセンター利用者（学習者、学習支
援者、相談者等）が日本語学習や外国人市民向け相談のために市営中央駐
車場を利用した場合は、委託料の範囲内において、受託者である同財団が
負担すること、毎月の履行報告時に市営中央駐車場の使用実績を報告する
ことを、同契約における仕様書に明記した。
　なお、委託契約に含まれない外国語講座や交流イベント等にかかるセン
ター利用者が市営中央駐車場を使用した場合は、講師やイベント出演者等
の駐車料金は同財団が負担し、それ以外はセンター利用者の自己負担とし
ている。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし
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２　監査対象事項　　　市税の訪問徴収について

指　摘

　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）訪問徴収が全ての納税者との関係で公平に行われないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

①　滞納者を直接訪問して市税を徴収する訪問徴収は、これまで一般的に
行われてきたことであり、納付機会の提供という面ではそれ自体が悪いと
いうものではない。滞納者の数は多く、それに比して、徴税に関わる職員
は限られており、その数はわずかであるため、全ての納税者に対して訪問
徴収の方法により納付機会を提供することは不可能である。そこで、訪問
徴収の対象とする滞納者を選定することが必要となり、この選定をどのよ
うにして公平性が考慮された合理的なものとするかが重要となってくるも
のと考える。他都市が行っている訪問徴収の状況なども参考にして、一般
的に納税者からみて合理性が認められ、かつ、公平感を抱くことができる
ような徴収方法に改善すること。改善するに当たっては、次に掲げる事項
に留意すること。
ア　訪問徴収の対象となる納税者を選定するに当たっては、納税者の市税
の納付状況や納付交渉の経過・内容などをその判断材料とすることになる
ため、納税者の納付状況や納付交渉の経過は可能な限り詳細に記録し、精
緻なものとすること。
イ　訪問徴収の対象者の選定において、納付交渉の経過記録に基づき客観
的に判断できる仕組みを作り上げること。

　「四日市市滞納整理マニュアル」では、「臨戸折衝は、原則として文書
や電話による催告に応じない者及び実態調査に切り替えたほうが処分の促
進が図られる滞納者を対象とし、原則として高額・悪質などの優先事案か
ら順次、実施するものであるが、滞納者の住所地等を考慮して計画的かつ
効率的に行う。」と定めている。
　令和３年度からは、訪問徴収の対象とする滞納者の選定にあたって、税
負担の公平性を根本とし、選定の合理性が分かるように、客観的かつ詳細
に記録することを徹底していくこととする。具体的には、「督促催告や分
納誓約への対応状況」及び「財産調査や滞納処分の実施状況」などについ
て記録し、滞納整理マニュアルにおいて訪問徴収の対象とする催告無視や
滞納処分対象であることが判断できる仕組みとしていくこととする。

令和２年度　行政監査（随時）の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　行政監査

３　監査対象所属　　　財政経営部　収納推進課

４　監査実施期間　　　令和　２年１２月２４日
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【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　訪問徴収は、自主納付を働きかけつつ、結果的に自主納付を続けること
ができなかった案件について確実な徴収方法として継続している。
　再度、自主納付を強く働きかけたところ、自主納付の意思を引き出した
ものもあり、引き続いて自主納付に向けて働きかけを継続していく。
　また、担税力があるにも関わらず、催告や交渉を無視するなどして納付
意思が認められない滞納者には、予告通知のうえ根拠法令に基づいて滞納
処分を執行していく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　訪問徴収の６件について、再度、自主納付を強く働きかけ続けたとこ
ろ、指摘のような訪問徴収は取り止めることができた。
　また、担税力があるにも関わらず、催告や交渉を無視するなどして納付
意思が認められない滞納者には、予告通知のうえ根拠法令に基づいて滞納
処分を執行していく。

【　継続努力　】　　令和  ３年　９月３０日

　訪問徴収を実施する中においては、年間の分納計画を交渉のうえ、分納
時期に事前連絡して徴収する計画性を基本としつつ、自主納付に向けて働
きかけも継続していく。

【　措置済　】　　令和  ４年　３月３１日

　訪問徴収の６件については、再度、自主納付を強く働きかけ続けたとこ
ろ、指摘のような訪問徴収は取り止めることができた。

②　令和元年度に訪問徴収が実施された案件の中には２０年以上にわたっ
て訪問徴収を続けているものがある。このような案件の納付義務者には相
当の資産を有するもの（固定資産税の課税者）も存在している。窓口等で
の納付や預貯金口座からの振替納付の方法に変更してもらえないか働きか
けを行ってきたということであるが、結果として一定の資力のある者に対
して２０年以上にわたって行ってきた訪問徴収は、合理性に欠けるもので
あると言わざるを得ない。徴収方法における納税者間の公平性を考慮し
て、これらの案件について厳然とした態度で対処すること。

③　訪問徴収の実施に当たっては、受領した現金に係る事故等の発生する
リスクや納税者との間の不適切な関係が生まれるリスクを回避しつつ、徴
収方法における公平性だけでなく、納付における公平性も考慮したうえ
で、引き続き、自主納付につながるようなきめ細かな対応に努めること。
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　市税の徴収事務について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　令和２年７月に実施した定期監査と今回の監査を通じて、債権管理マ
ニュアル及び滞納整理マニュアルを活用していることは確認したものの、
市税の徴収事務を執行するに当たってその核となる基本的な指針が当課に
確立されておらず、個別の事案ごとに対症療法的に事務処理がなされてい
るように感じられた。税務行政の基本原則である租税法律主義と租税公平
主義を踏まえた、徴収事務の執行における基本的な指針の確立に努めるこ
と。
※　租税法律主義とは、法律の根拠に基づくことなしには、国家は租税を賦課・徴収
することはできず、国民は租税の納付を要求されることはないという原則をいう。憲

法第３０条、第８４条に規定されている。
※　租税公平主義とは、税負担は国民の間に担税力に即して公平に配分されなければ
ならず、各種の租税法律関係において国民は平等に取り扱われなければならないとい
う原則をいう。

　市税徴収の基本的な指針としては、四日市市債権管理推進本部で市税を
含む公債権及び私債権について平成２５年に「四日市市の債権管理に関す
る基本指針」を定め、債権の適正な管理と的確な回収に取り組むための基
本的な考え方として「滞納の未然防止」、「滞納債権の回収」、「債権の
整理」及び「制度の管理」を規定している。その基本方針を受けて、平成
２６年に「四日市市債権管理マニュアル」を定め、「債権管理の基本原
則」、「徴収事務のフローと手続き、根拠法令」などを規定している。そ
して、収納推進課では、市税について、債権管理マニュアルと整合性を図
る形で徴税事務における「四日市市滞納整理マニュアル」を見直してい
る。さらに、令和２年度には、徴税事務について「滞納整理の主な業務フ
ロー」を整理のうえ徹底を図ることとした。
　いずれも、税負担の公平性を根本とし、根拠法令を明示のうえ、生活維
持や事業継続を観点として滞納事由や納付意思などに応じた対応方針のも
と納付相談や分納誓約による滞納の解決を進める一方、担税力があるにも
関わらず、催告を無視するなどして納付意思が認められない滞納者には、
予告通知のうえ根拠法令に基づいて滞納処分を執行していく。
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②　延滞金の徴収について 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　延滞金については、「四日市市滞納整理マニュアル」において「全額徴
収が前提であって、やむを得ず減免処置に至る場合は法律・条例の規定に
従い、適切に処理する。」と定めている。
　延滞金の徴収に向けた取組みの強化としては、税負担の公平性を根本と
し、延滞金も含めて分納計画を交渉することをはじめ、本税完納時には確
定延滞金の催告を行っていたが、令和３年度からは確定延滞金の未納が続
く限り催告を継続していくとともに、担税力があるにも関わらず、催告を
無視するなどして納付意思が認められない滞納者には、予告通知のうえ根
拠法令に基づいて滞納処分を執行していくこととする。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　訪問徴収の６件について、再度、自主納付を強く働きかけ続けたとこ
ろ、指摘のような訪問徴収は取り止めることができた。
　そうしたうえで、延滞金の徴収に向けた取組みの強化としては、引き続
き確定延滞金の未納が続く限り催告を継続するとともに、担税力があるに
も関わらず、催告を無視するなどして納付意思が認められない滞納者に
は、予告通知のうえ根拠法令に基づいて滞納処分を執行していくこととす
る。

リスク発現の可能性があるもの
　　　特になし

　令和元年度に訪問徴収が実施された案件の中に延滞金の徴収がなされて
いない案件が存在した。滞納市税と合わせて延滞金に係る納付交渉も行っ
ているものの、延滞金には延滞金が課されず、徴収金は本税に優先的に充
当しなければならない（地方税法第１４条の５第１項）ことから、徴収し
た金額を全て本税に優先充当し、延滞金の徴収までには至らなかったとの
ことであった。延滞金は、納期限内に納付した納税者と滞納者との間の負
担の公平を図るためのものであることを踏まえて、延滞金の徴収に向けた
取組みを強化すること。
※　延滞金とは、市税において法定の納期限までに納付されなかった税額が発生した
場合にその税額及び遅延した期間に応じて課されるものをいい、遅延利息の性格を有
する。
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【株式会社四日市市生活環境公社】

指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

　　　特になし

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）及びＳＤＧｓ等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　ＣＳ（顧客満足度）、ＥＳ（従業員満足度）からの視点について【有
効性の視点】

【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　新社屋の建設と移転に際し、職員の意識改革と職場環境を改善すること
で従業員満足度を高め、また、組織統合に伴う人員の有効活用により業務
の効率化を図り、企業理念である真心をもって地域に奉仕することでＣＳ
の向上に取り組んでいく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　働きやすい職場環境にするため、間取りや備品については可能な限り職
員の要望を取り入れた。また、本社移転に伴う組織統合により、業務が効
率化され、人員の有効活用が図られることでＣＳの向上につなげていく。

　新社屋を建設、移転することにより、ＥＳ（従業員満足度）の向上が図
られる。ＥＳ（従業員満足度）の向上は人材確保やＣＳ（顧客満足度）に
つながるという意識を持って進めていただきたい。

３　監査実施期間　　令和　３年　１月１２日

令和２年度　出資団体監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　出資団体監査

２　監査対象　　　　株式会社四日市市生活環境公社

　　　　　　　　　　環境部生活環境課（出資に関する事務の所管所属）
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②　富田・富洲原・塩浜霊園枯花等収集業務について【有効性の視点】 【　検討中　】　　令和　３年　９月３０日

　現在受託している枯花等収集業務については、各区画からの収集ではな
く、墓地使用者等が枯花を廃棄するための場所として市が墓地入口に設置
した置場から収集する形となっている。そのため、各区画の管理状況を把
握する状況にないが、今後、市より管理状況の確認業務を委託された場合
は対応できるよう検討する。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　現在受託している枯花等収集業務については、各区画からの収集ではな
く、墓地使用者等が枯花を廃棄するための場所として市が墓地入口に設置
した置場から収集する形となっている。そのため、各区画の管理状況を把
握する状況にないが、枯花収集業務を行う中で、無縁化が懸念される墓を
発見した際は市に情報提供する。

③　レンタルトイレ業務について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　仮設トイレは、狭い、臭い、暗い、段差があるなどの課題があり、一部
には鏡や荷物を置く場所がないものもある。また、男女が分かれておらず
安全面に不安が伴うなど、女性や高齢者が安心して使用できるよう、費用
対効果を見極めながらさらに工夫や開発を行い、新規の顧客獲得につなが
るような視点を持つこと。

　弊社のレンタルトイレは顧客のニーズに合わせ、快適に使用できるよう
鏡、コートフック、棚が標準装備され、室内空間が内寸で他メーカーと比
較して３０ｃｍ程度広く、また、臭いが漏れにくい構造の仮設トイレや車
椅子用トイレも導入している。更に、効果を高めるため消臭剤入り洗浄水
を使用したり、容易にトイレ様式（和式から洋式）の変更ができるよう独
自に改造を行っており、顧客の増加に繋がっている。

　多死社会に向けて、無縁墓が現在増加している。無縁墓の回避のために
枯花の状況、管理が行き届いていない墓の状況を生活環境課に伝えるな
ど、時代の現状をとらえた情報提供ができるような仕組みについて研究す
ること。
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④　ＣＳＲ（企業の社会的責任）及びＳＤＧｓの視点の導入について【Ｓ
ＤＧｓの視点】

【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　ＣＳＲについて、公社の使命は企業理念にある「私たちは真心をもって
地域に奉仕します」であり、市民生活を支える担い手として誇りと責任を
もって業務に当たり、市民から信頼される企業として社会的責任を果たし
ている。また、地震などの災害時には、避難所へのレンタルトイレ搬入、
し尿収集運搬を迅速に行うとともに、災害ごみの回収業務を市と協調して
行い、第３セクターとしての社会的責任を果たしていく。
　ＳＤＧｓの視点から、取り組んでいる事例としては以下のとおり。
　「ジェンダー平等を実現しよう」…　平成３０年度から女性作業員１
      名を採用し、男女平等に業務に従事しており、作業員詰所には女
　　　子用トイレを新設し職場環境にも配慮している。
　「エネルギーをみんなに　そしてクリーンに」…　新社屋には、太陽
　　　光発電と蓄電設備を設け、社内電力にはクリーンエネルギーを優
　　　先して使用する。また、災害時には既存建物を地域住民の避難所
　　　に開放する予定であり、停電時に非常用電源としての使用が可能
　　　となっている。
　「働きがいも経済成長も」…　令和４年４月に事業部２課の組織統合
　　　をすることで、し尿収集業務と資源物収集業務を相互に補完し合
　　　う体制を構築し、職員の意識改革やユーティリティプレイヤーの
　　　育成を行うとともに、市民サービスを向上させ、働きがいのある
　　　職場環境を整備することで職員の安定雇用を実現していく。
　「人や国の不平等をなくそう」…　新社屋には、車椅子用の斜路と出
　　　入口、障がい者用のトイレを設け、建物内をバリアフリーで往来
　　　できる、障がい者に優しい環境整備を行っている。
　今後取り組んでいる事例については、会社案内やホームページ上に掲載
するなどして社外に示していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　地元への社会貢献として、２月の本社移転後、旧事務所を災害時の避難
拠点として地元住民に提供することについて連合自治会長に対し説明し
た。

　社訓からは、社会貢献的な文言が見られない。事業で利益を確保するこ
とは当社の大きな目的、実行責任であるが、ＣＳＲ及びＳＤＧｓの視点を
意識した企業として経営していることを示していくこと。
※ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、２０１５年９月の国連サミットで採択され
たもので、国連の持続可能な開発目標のための国際社会共通の目標であり、２０３０
年までに達成するために掲げた１７の目標である。
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⑤　収益性と内部留保について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　内部留保については、本社移転に伴う建設費用等の支出があるなか、車
両の更新、職員の退職金の費用負担が年次的にあり、限られた資産を将来
の経営に有効活用できるよう取り組んでいる。また、移転を見据えた経営
計画を策定しており、定期的に更新を行うことで安定した経営が継続でき
るよう、今後も経営努力する。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　本社移転完了後も、車両更新と職員退職金の費用負担は年次的に生じる
ことになるが、支出時期が重ならないよう車両の更新を計画的に実施し、
引き続き安定経営を図っていくこととする。

　リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（５）事業継続性のリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　排水施設課における年齢構成の偏り解消と職員確保に向け、市内にある
高等学校に新規高卒者求人募集を行うとともに、ハローワークへ既卒者の
求人を継続して行った結果、令和元年度以降、正規職員５名（１０代２
名、３０代２名、４０代１名）、臨時職員２名（６０代２名）、パート職
員４名（５０代１名、６０代３名）の採用に至った。また、職員の安定確
保のため、今後も募集を継続的に行っていくこととしている。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　令和３年１１月９日から１１日までの３日間、次年度以降の新規高卒者
採用を念頭に置き、排水施設課においてインターンシップの実施を計画
し、高校２年生２名を受け入れた。また、ポリテクセンターに求人募集を
行うなど、職員の確保に向けて幅広い採用活動を行った。

【環境部生活環境課】

　　　特になし

ア　職員の年齢層に偏りはないか

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
×　年齢層に偏りがあり、安定的な事業継続を行うために職員の募集を
し、採用を行っているが、排水施設課のパート職員については定着に結び
つくことが難しいとのことである。引き続き募集をし、職員の確保に努め
ることが必要である。

　四日市市等からの受託事業に伴う収入が大部分を占めていて、その収益
性は近年良好な状況が続いている。当社の自己資本比率も７４％と高く、
安全性からも異論はないところではあるが、近々に予定されている本社移
転計画の財政負担も考慮して、長期的な展望で経営の安定化を望むところ
である。一方、獲得した利益については、当社設立の経緯や果たすべき社
会的責任を十分に踏まえ、税負担を除いては社外流出か内部留保かの検討
も必要である。
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【公益財団法人四日市市文化まちづくり財団】

指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果
　　　特になし

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　各グループの意識統一について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　各グループの事業場所が点在しており在籍年数が長期化していることか
ら、活発な交流が必要である。

　令和３年１月１日付け及び令和３年４月１日付け人事異動により、適正
な人員配置を行った。今後も財団全体の人員構成やバランスを考慮しなが
ら適材適所の配置に努める。

②　職員等の接遇について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

ア　文化会館の接遇はよくなってきている。管理している他の施設におい
ても引き続き接遇の向上に努めること。

　財団の事業のほとんどが接客を中心としているため、毎年職員全員を対
象とした接遇研修を実施している。また、各施設には利用者から意見等を
求める箱を設置し、意見を参考に利用者ニーズに対応し顧客満足度の向上
に努めている。接遇に関する意見があったときには、ＯＪＴ研修により改
善している。また、所属長やグループリーダーが適宜施設を訪問し接遇向
上の指導を行っている。今後も引き続き接遇向上に努めていく。

令和２年度　出資団体監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　出資団体監査

２　監査対象　　　　公益財団法人四日市市文化まちづくり財団

　　　　　　　　　　市民文化部文化振興課（出資に関する事務の所管所属）

３　監査実施期間　　令和　３年　１月１２日
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【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

イ　文化会館の舞台のスタッフについても、常に客から見えていることを
前提に作業するよう徹底すること。

　業務委託先の舞台スタッフについても、文化会館の一員としてお客様に
接するよう業務連絡や意見交換等も密に行っている。財団主催の接遇等の
研修にも積極的な参加を促し、会館全体のイメージアップに努めている。
舞台スタッフには、今後も、常に客から見えていることを前提とした作業
を行うことについても徹底していく。

③　預金の管理について【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　事業ごとに通帳を管理しているが、各部署での現金の取扱いについて、
例えば一括購入、一括支払いの割合を高めて通帳を減らすとともに、物品
の在庫管理を効率的に行うこと。

　預金通帳は振替伝票起票の際、どの事業の何の収入なのかわかるように
するため、また、離れた場所にある事業場の現金収入の入金先として安全
確保のため保持している。現在の会計の仕組み上事務効率と安全性を重視
した必要数としている。物品の在庫管理については、発注担当者を決め物
品の重複発注を防止し、在庫数の把握、在庫切れ防止、探す時間の短縮の
ため保管場所を固定している。

④　音響効果を活かせる公演の誘致について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月１２日

　文化会館の改修により音響がよくなったことから音響効果を活かせる公
演の誘致が可能となった。ハードの整備に伴いソフト面での改善として、
例えばクラシック音楽の場合、曲間案内、楽章間や演奏中の入退室禁止な
どのスタッフの対応が求められるため、県外の人気のあるホール運営をし
ているところに学び、スキルを身に付けていくこと。

　ソフト面を支える職員の人材育成については、全国公立文化施設協会の
研修への参加や他館と自主事業を共同実施を行っている。今後も人事交流
を申し入れるなどスキルの向上に努めていく。

⑤　文化会館の駐車場について【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月　１日

　文化会館の第１駐車場が満車の場合、誘導員の案内やホームページによ
るお知らせを行っているとのことである。主催者側にあらかじめ情報提供
をすることや、第２、第４駐車場に速やかに誘導し、開演に遅れてクレー
ムにならないような体制とすること。

　ホームページで駐車場の混雑予想の情報提供を行っているが、催事主催
者に対し同一日程の大規模催事について直接情報提供を行うほか、円滑な
駐車場案内について今一度徹底をした。

⑥　文化会館におけるコロナ禍の対策について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

ア　利用者の安全や健康が大事であり、感染を避けるためにも、市と相談
しながら躊躇せず閉館の検討をすること。

　感染拡大防止は最重要課題の１つであり、常に市と協議し適切な運用と
対応を継続している。引き続き今後も市の方針に基づき連携を密にとり、
感染対策に努めていく。

【　措置済　】　　令和　３年　３月　１日

イ　開館中の施設利用については感染防止対策を厳重に行うこと。 　多数が一同に会する機会の軽減を図るため、自主事業のオンライン配信
やＳＮＳ発信、利用者会議のオンライン化などを行っている。今後も引き
続き感染対策に努めていく。

⑦　文化会館の友の会について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月　１日

　文化会館の改修中は「友の会」を休止していたところであるが、再開に
あたってはホール改修と事業の充実の相乗効果により、来館者の増加に努
めること。

　友の会会員数及び来館者数の増加を図るため、安全安心な施設利用、
ホールの改修効果が反映される魅力ある事業の企画やきめ細かい情報の受
発信に引き続き努めていく。
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⑧　泗翠庵について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　８月１８日

ア　泗翠庵の存在が市民に周知されていないので、茶華道以外にも使用で
きる事業を開催し、広くたくさんの人に来ていただけるよう工夫するこ
と。

　市民団体の協力により運営を継続している唯一の公共茶室としてその魅
力を多くの人に知っていただくため、茶道体験講座や伝統文化講座等さま
ざまな事業を行っているが、新たに子どもと保護者を対象にした見学会を
実施した。今後も新たな事業を企画し来館者の増加に努める。

【　措置済　】　　令和　３年　２月　１日

イ　茶席での長時間の正座は大変であり椅子席でも利用できるようなしつ
らえにするなど、高齢者にも利用しやすく利用者増の方法として椅子席の
検討をすること。

　広間小間の利用は本来正座を基本としている。しかしながら現代的な課
題への対応として、膝への負担が軽減可能な正座椅子を導入した。

⑨　伊坂ダムにおける財団の管理施設について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　財団管理の施設について、地域の人の利用はもちろんのこと、遠方から
の来訪など誰もが利用しやすい開放的な施設として運営していくこと。

　地域の人だけ利用している施設ではなく、伊坂ダム利用者が気楽に施設
を利用できるよう職員への指導や広報に努めている。今後もツイッター等
のＳＮＳも活用し、広く施設の魅力発信を行っていく。

リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（４）事業継続性のリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　かつては財団の経営面等を考慮し、新規職員の採用を躊躇するところが
あったが、４０代以上の職員比率が高く、平成３０年度から正職員の定年
退職者が続くことから、まずは令和４年度に嘱託職員を新規雇用し、正職
員への登用も念頭に再雇用職員も活用して育成に努め、安定的な運営を行
う予定である。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　令和４年２月に嘱託職員採用試験を実施した結果、若年の女性１名を令
和４年４月１日付けで雇用する。新規採用職員にはグループリーダーがト
レーナーとなり、財団の実務について指導に当たる。また、再雇用職員を
はじめとした経験豊富な職員による若手職員へのノウハウの継承に努めて
いる。

【市民文化部文化振興課】
　　　特になし

ア　職員の年齢層に偏りはないか

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
×　職員の年齢層に偏りがあり、中長期の安定的な事業継続を行うために
は正職員の採用、育成が必要である。
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　　　　　　　　　　　こども未来部こども未来課（財政援助に関する事務の所管所属）

【富田地区学童保育所運営委員会】

指　摘

　　　特になし

意　見

　　　特になし

令和２年度　財政援助団体監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　　令和　３年　１月１３日

１　監査の種類　　　　財政援助団体監査

２　監査対象　　　　　富田地区学童保育所運営委員会
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リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（２）長期経営のリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　運営委員会にとって施設を建築し所有する負担は大きく、当初からこど
も未来課と協議を行い、将来の学童保育所ニーズを見据えたうえで、積立
金と市の補助金により施設整備を行っている。
　今後も、こども未来課と協議を継続し、社会情勢や学童保育所を利用す
る児童の推移を見据えた運営に努めていく。
　また、社会福祉法人との連携や公共施設の利用等により施設を所有せず
運営を行える方法等についても模索している。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　運営委員会が施設を建築する際には、施設の規模等について、将来の学
童保育所ニーズを見据えたうえで、計画当初からこども未来課と協議を重
ね、積立金と市の補助金の範囲で施設整備を行っている。
　引き続き、こども未来課と協議を継続し、社会情勢や学童保育所利用児
童の推移を見据えた運営に努めていく。
　また、公共施設の利活用により所有施設を増加させないことや社会福祉
法人等との連携による運営負担軽減を図っていく。

【こども未来部こども未来課】

指　摘

　　　特になし

・　長期的な運営を見据えた経営が行われているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　学童保育所の建築等に伴う補助金は対象経費の４／５となっており、
建設費の一部を運営委員会等が大きな負担をすることになる。また、補助
金交付要綱第１２条において、一定期間の学童保育所の運営が実施されな
い場合に、実施期間に応じて補助金の返還が定められている。運営委員会
等は長期的な運営を見据えた経営が求められており、こども未来課とも協
議をしながら運営を行っているが、引き続き、社会情勢や学童保育所を利
用する児童の推移を見据えた運営が必要である。
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意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（１）当課におけるサポート体制のリスク 【　措置済　】　　令和　３年　２月１８日

　市内には学童保育所が多くあるが、不足している地域もある。運営委員
会等の立ち上げや初動期から当課もサポートをしているが、ノウハウがな
い中で学童保育所の建設等を行う難しさを抱えている。富田学童保育所
は、これまで２ヵ所を建設・運営してきた経験や知見を活かし、児童の使
い勝手や安全を考えた棚、クッションフローリングを採用し、玄関の間口
を広く確保し、施設内の角を丸くするとともに、防音対策として隣地との
施設距離の確保、防音窓の設置などの対策を講じていた。地域の実情に応
じた施設をスムーズに建設した富田学童保育所のノウハウを市内で水平展
開していくこと。

　富田学童保育所に限らず、他の学童保育所の好事例は運営委員会の同意
を頂いたうえで、設計図などの提供や施設見学の実施と委員同士の意見交
換を行ってもらい、地域の実情に応じつつ、学童保育所の運営面も考慮し
た良質な施設整備が行えるよう支援している。

（２）事業継続可能性のリスク 【　措置済　】　　令和　３年　７月１６日

　長期ビジョンで学童保育をみると、将来的には児童の減少に伴い学童保
育施設の縮小による撤去も想定される。また、一般定期借地権の設定に必
要な保証人の設定が長期に渡る場合もあり、保証人の継承などの課題もあ
る。当課においては、運営委員会等が抱える様々な課題に寄り添って対応
にあたるとともに、児童が減少に転じた際の制度設計についても検証して
いくこと。

　長期的には小学校の児童減少が見込まれる学童保育所については、新た
に施設を建設せず、大規模な修繕や改築工事により施設を更新することで
直近の学童利用児童増加に対応できるよう当初から携わり、運営委員会の
現在と将来に過度な負担がかからないよう支援している。
　また、借地借家法に基づき貸主が権利保証のため設定する定期借地権に
ついては、適切に契約が履行されていくよう、これからも継続して運営委
員会等を支援していく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）、合規性等の視点から行った監査の結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　適切な補助金交付要綱について【有効性の視点】 【　検討中　】　　令和　３年　９月３０日

　補助金交付要綱については、令和４年度予算要求に伴い見直しを行う見
込みである。

【　措置済　】　　令和　４年　３月２４日

　補助金交付要綱改正時に、建設等において想定される適用事例をまと
め、補助内容を明確にするため、要綱の見直しを行い、統一的な判断がで
きるよう整理した。
　また、学童保育所に必要な設備などをまとめたマニュアルを作成（改
訂）した。

　補助金交付要綱について、解釈がわかりづらい項目が見受けられる。恣
意的な判断によって解釈が異なることがないようにすることや、学童保育
所の建設等に伴う必要な設備の指針にもなるよう、国の補助基準に準拠
し、不足部分を補えるよう補助金交付要綱の見直しを検討すること。
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②　事務手続の簡素化について【効率性の視点】 【　検討中　】　　令和　３年　９月３０日

　補助金交付要綱については、令和４年度予算要求に伴い見直しを行う見
込みである。

【　措置済　】　　令和　４年　３月２４日

　補助金申請手続きについて、運営委員会の負担軽減と手続きの簡略化を
図った。
　具体的には、新型コロナウイルス感染症対策関連の新たな補助金につい
て、補助金交付要綱の改正時に、新たな申請書の作成を求めるのではなく
既存の運営事業補助に加算するかたちで利用できるかたちで整理した。ま
た、金額の計算など事務手続きがスムーズに行えるよう入力マニュアルを
作成し、配布するとともに必要に応じて作成支援を行った。

③　補助金の重点的配分について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　学童保育所に、社会的・地域的に担ってもらう役割を明確にすること。
そのうえで、市からの補助金を地域の特性や必要性に応じて重点的に配分
することの分析につなげていくこと。

　学童保育所は、本市の総合計画の重点プロジェクトや子ども子育て支援
計画に位置付けている。各計画で想定している児童数の推移と学童保育所
のヒアリング等から、その特性を分析し、必要性に応じ新たな補助制度を
創設している。施設の新設や改築においては、運営委員会等の負担軽減と
速やかな工事を促すため解体撤去補助を創設した。

④　学童保育所の場所選定について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　１日

　学童保育所は、小学校からこども達が歩いて移動できる範囲にあり、住
宅街などにある場合が多い。そのため、隣接する住宅への騒音トラブルや
保護者が公道に車を停めることによる地域トラブルなども発生している。
このようなトラブルを減少させるために、立地場所については、学校用地
や公共用地の活用も視野に入れること。

　総合教育会議において、学童保育所による学校施設の利活用についての
協議を行い、学校施設が地域の実情に応じて積極的に活用できるよう制度
を整えるとともに公共施設の活用も実施している。令和２年度は、桜小学
校と三重北小学校内にそれぞれ第２学童を増設することができた。引き続
き、教育委員会をはじめとする関係部署と学童保育所との連携を深めてい
く。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし

　補助金等の交付に伴う手続について、学童保育所運営委員会等の負担が
軽減されるよう事務手続の簡素化を図ること。
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　　　　　　　　　　　健康福祉部健康福祉課（財政援助に関する事務の所管所属）

【四日市看護医療大学育成会】
指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（１）奨学金返還免除のリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日
　奨学金の返還対象となった場合には、個々の事情を十分聞き取りした上
で返還猶予等の対応も行ってきたところである。今後も社会情勢等を踏ま
えつつできる限りの対応を図っていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　今後も個々の状況に応じて可能な限り学生に寄り添った対応を行ってい
く。

①　コロナ禍の影響による経済状況など、在学生や卒業生の生活にも様々
な影響が及ぶことが想定できる。奨学金の返還猶予の拡充など、奨学金を
活用した学生等に寄り添った対応を行うこと。

令和２年度　行政監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　　令和　３年　１月１４日

１　監査の種類　　　　財政援助団体監査

２　監査対象　　　　　四日市看護医療大学育成会
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【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　これまでも奨学生に対して、その心構えや注意点について研修を行って
きているところである。今後も十分な理解や意欲向上につながる対応を工
夫していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　奨学金の目的や返還となる場合の注意点については、学生のみならず、
保護者へも入試前の入試相談会やオープンキャンパスの機会を活用しなが
ら説明を行うとともに、入学後も奨学生に対する意識の醸成を行ってい
く。
　メンタル面では大学全体で支援体制の向上を図っており、臨床心理士の
ほか担当教員からのサポート体制を確保し、学生への支援に努めていく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）、合規性等の視点から行った監査の結果

　　　特になし

リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（２）補助金の交付目的達成のリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　離職率が高く、人材確保が不安定な看護師等の職に対して、奨学生30名
を含め約40名の人材を毎年市内医療機関へ着実に就職させており、大学と
しては看護師等の確保に寄与していると考えている。
　今後も、大学の奨学生入試における十分な事前説明や奨学生として入学
後の研修の工夫などを通じて、市内医療機関へのより安定的な定着につな
がるよう努めていく。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　結婚、出産、転勤等による途中退職は避けられないものであるが、現
状、市内医療機関等での看護師等の確保には十分貢献できている状況と捉
えている。
　市内の医療機関等への看護師等の確保並びに質の向上という補助金の交
付目的の達成、また地域への定着率が向上するよう、引き続き入学前後の
説明等を通して意識の醸成を図っていく。

②　奨学金の目的や返還のリスクについて、事前に保護者や学生へ十分な
レクチャーをすること。また、メンタルヘルスを含むフォローアップ体制
を図り、退学者がでないよう取り組むこと。

・　補助金の交付目的である市内の医療機関における看護師等の確保は達
成しているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　補助金の交付目的は、四日市市内の医療機関における看護師、保健師
及び助産師の確保であり、四日市看護医療大学育成会看護師等確保対策奨
学金貸与規程にて奨学金として入学予定者や在学生に貸与されている。令
和元年度における四日市看護医療大学育成会からの実績報告では、２／１
２０名が退学し、１２／１５０名が市内医療機関に従事した後に退職して
おり、補助金の目的である市内の医療機関における看護師等の確保は達成
されていると判断できるが、引き続き、継続した取組みが必要である。
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【健康福祉部健康福祉課】
指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）補助金の目的に関するリスク 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　奨学金について条件を付すことができない給付型への変更は考えていな
いが、補助額や奨学生の人数については、今後の医療現場の状況を鑑み、
議論を続けていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　市内医療機関における看護師等の確保や定着といった観点から、返還不
要となる給付型ではなく貸与型としている。
　補助額や奨学生の人数については適切であると捉えており、市の医療体
制の確保に貢献していると考えている。市内医療機関における看護師等の
充足状況について、今後も市と継続的に情報交換しながら確認していく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）、合規性等の視点から行った監査の結果

　　　特になし

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし

　国や地方自治体においても奨学金制度の貸与から給付への見直しが検討
されている。社会情勢においても少子化が進んでおり、大学の経営にも影
響が想定できる。補助額や奨学生の人数は実情に合わせて適切なのか研究
すること。
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【特定非営利活動法人自然と子どもを育てる会】
指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　４月　９日

①　ヒュッテ北側の法面が、樹木が少なく崩れやすい状態になっている。
指定管理者は気づいたことを積極的に所管部局に伝え、所管部局は関係課
と協議を重ねて、安全でよりよい環境づくりを行うこと。

　市と協議し、月次報告の際に、管理運営において気づいたことを市に報
告する場を設け、気づいたことや改善したことなどを報告することとし
た。ヒュッテ北側の法面については、目視による確認を行い、変化があれ
ば市に報告することとし改善を図った。

【　措置済　】　　令和　３年　４月１１日

②　外にあるトイレ付近のごみ、宿泊室の照明にたまっているごみが目に
付くので、こまめな清掃を行うこと。

　機械的に清掃をするのではなく、来場者の目線に立って清掃等の業務に
あたるよう改善を図った。

３　監査実施期間　　令和　３年　１月１８日

令和２年度　公の施設の指定管理者監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　公の施設の指定管理者監査

２　監査対象　　　　特定非営利活動法人自然と子どもを育てる会（四日市市営宮妻峡ヒュッテ）

　　　　　　　　　　シティプロモーション部観光交流課（指定管理に関する事務の所管所属）
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　予算流用について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月１９日

　年度当初に、ホームページのリニューアルを予定していたものの、大量
発生したスズメバチの駆除に費用を要したため、ホームページのリニュー
アルが翌年度にずれ込んだとのことである。ホームページのリニューアル
は、集客や利便性の向上のためのものであり、スズメバチの駆除と同列に
扱うのではなく、別途予算の確保を考えるべきではないか。

　スズメバチの駆除に関わらず、協定書に定められていない事項について
は、市と適切な協議をするよう改善を図った。

②　イベント等参加料について【経済性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月１９日

　イベント等の参加料も、重要な収入である。材料費等必要なものは適切
に受理するようにし、収支状況に負荷がかからないようにすること。

　イベント等の開催にかかる収支について、現実的な積算をした上で参加
料を設定することとした。

③　イベント情報の周知について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月１９日

　参加者の少なかったイベントもあるが、より多くの参加者を集められる
よう、さらに広く周知すること。

　現在の周知方法以外に、Ｆａｃｅｂｏｏｋでの周知をすることとした。

④　利用者のアンケートについて【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月　９日

　利用者のアンケートの自由意見欄について、満足したといった回答のみ
で、どういったところがよかったかが不明な回答もある。利用者の意見を
反映するために、具体的な意見を書いてもらえるようなフォーマットにす
ること。

　令和４年度以降のアンケート様式について、自由記載欄を従来より大き
くすることで利用者の意見を反映しやすいフォーマットとした。

⑤　利用者のニーズの変化への対応について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月２８日

ア　施設の古さにもかかわらず全体的に綺麗に管理されているが、少し殺
風景に感じられる。花を飾るなど、工夫してほしい。

　施設入口に花壇を設置し、季節の花を植えられるようにした。

【　措置済　】　　令和　３年　４月　９日

イ　利用者アンケートでは、Ｗｉ-Ｆｉ環境やお湯が使えないなどの不満
もみられる。ファミリー層へのサービス向上とそれに伴う対価の確保等、
指定管理者としての気づきを積極的に市に伝えていってもらいたい。

　市と協議し、月次報告の際に、管理運営において気づいたことを市に報
告する場を設け、気づいたことや改善したことなどを報告することとし
た。
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リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（２）施設の使用許可、利用料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基
づいて行われないリスク

【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　監査後、令和元年１０月１日からの利用料金額の変更に際し行っていな
かった事務手続きを改めて行った。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　監査後、令和元年１０月１日からの利用料金額の変更に際し行っていな
かった事務手続きを令和２年１２月２８日に改めて行っており、既に対応
済である。

【シティプロモーション部観光交流課】
指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　４月　９日

　モニタリングレポートに記載されているイベントの参加人数と、指定管
理者から実績として報告されているイベントの参加人数に齟齬がみられた
り、参加者の少なかったイベントをモニタリングレポートに記載していな
かったりという状況があるが、いかがなものか。記載方法について整理す
ること。

　複数記載することから煩雑となっていた報告様式を変更し、記載方法を
簡略化することで改善を行った。

・　利用料金を指定管理者が設定する場合、あらかじめ市の承認を得てい
るか。また、施設の使用許可、利用料金の収納や減免、還付等の手続が適
正に行われているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
×　消費税率の引上げに伴う利用料金額の変更に際し、宮妻峡ヒュッテの
設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく事務処理が行われてい
なかった。適切な事務処理を行う必要がある。
　　施設の使用許可等については、同規則に規定されている手続が適正に
行われていた。
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　収益向上のための仕組みについて【経済性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月１９日

　施設設置当初から、利用料金がほとんど変更されていないが、物価の変
動や社会情勢の変化を反映させることを検討すること。また、魅力ある自
然環境をいかすとともに、山ガールの増加等、利用者の属性の変化といっ
た時代の流れをくんで、浴室やトイレ、宿泊室を男女別にするなど、女性
客も安心して使える環境整備に取り組み、収益を上げるしくみを研究する
こと。

　利用料金については、改めて全国的に同規模の施設を比較しても、金額
に差がないことから、適当な利用料金の設定であると判断した。
　昨今のキャンプブームで宮妻峡を訪れる来場者に対し、キャンプに必要
な物品の販売を行い、収益を上げる取り組みをしている。また、必要に応
じて宿泊室を男女別にすることや、施設の入口に花壇を設置するなど、女
性客にの満足度向上に向けた取り組みも実施している。
　今後も社会情勢を踏まえながら、性別や年代問わず満足して施設を利用
していただくために必要な環境整備を行っていく。

②　非常時の対策について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　台風等の災害で道路がふさがれた時に、徒歩で下山できる道の整備等を
含め、緊急時の体制の確立や安全管理の整備は、最悪の事態を想定して対
策を行うこと。しばらく下山できない事態が生じたときのために、備蓄食
料についても検討すること。

　緊急時における市から指定管理者への連絡体制を改めて見直した。ま
た、しばらく下山できない事態が生じることを想定し、施設に備蓄食料を
設置した。今後も緊急時の安全管理にかかる必要な環境整備について検討
を行っていく。

リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（３）指定管理料の算定及び支出の手続におけるリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日
　当該指定管理期間の収支計画及び収支決算の一覧を作成した。また、指
定管理者からの聞き取りをすることとし、次回の指定管理者選定の際に、
現実的な収益性を見込めるよう改善を図った。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　当該指定管理期間の収支計画及び収支決算の一覧を作成している。ま
た、指定管理者からの聞き取りを行っており、仕様書の範囲内で収益性の
改善ができるよう業務内容の変更を実施している。

・　指定管理料は、年度協定書、仕様書等に定める指定管理業務内容を実
施する上で適正な金額を見積もって算定されているか。指定管理料の支出
の手続は、年度協定書、仕様書等に規定されたとおり行われているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
×　指定管理料は、指定管理者の提案を前提に、必要な指定管理業務内容
に見合うように算定されていたものの、実際の運営にあたっては、自主事
業の収入が計画通り見込めず厳しい経営状況にある。指定管理者の指定に
あたっては、自主事業の収益性について楽観的に査定するのではなく、現
実的な収益性を見込むべきである。
　　支出の際は、年度協定書、仕様書等で定めた手続がとられていた。
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【特定非営利活動法人自然と子どもを育てる会・シティプロモーション部観光交流課】
指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

　　特になし

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　本市の恵まれた自然環境のプロモーションについて【経済性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月１２日

　利用者のアンケートでは、多くの人が満足しているが、さらなる環境整
備等のサービス向上を求める意見もある。そのニーズに対応するととも
に、指定管理者としての収支のみでなく、自然環境に恵まれた市内唯一の
施設として、市のＰＲにも活用していくなど、宮妻峡の観光資源としての
経済効果をより強く意識して整備を行うことが必要である。ハード、ソフ
ト両面で、さらに投資する価値のある環境であると考える。

　ソフト面については、広報などの紙媒体だけでなく、ホームページやＳ
ＮＳを活用した周知を図るよう指導した。また、ハード面については、指
定管理者からの意見を聞き取りながら、必要な整備をしていくため、月次
報告の際に施設の管理運営の中での気づきを聞き取ることとした。
　なお、施設が令和１０年度で耐用年数を迎えることから、除去や再整備
など、施設のあり方について検討をしていく。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし
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【公益財団法人ささえあいのまち創造基金】
指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月　１日

　会議室等のキャビネットが、固定されていない。地震対策の視点で
チェックし、対応すること。

　地震による転倒を防止するため、キャビネットを突っ張り棒で固定する
などの安全対策を講じた。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　１月３０日

①　垂直式救助袋の落下地点に木枝があったり、道路に木枝が張り出して
いたりする。仕様書に定める、適切な樹木の管理内容について、具体的
に、実態を見て整理し、安全管理に支障が出ないよう、また近隣住民の迷
惑にならないよう管理すること。

　垂直式救助袋の落下地点や道路に張り出していた木枝については、速や
かに剪定を実施した。施設敷地内の樹木の生育状況については、指定管理
者が行う日常点検において、利用者の支障とならないよう適正な管理に努
める。

３　監査実施期間　　令和　３年　１月１８日

令和２年度　公の施設の指定管理者監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　公の施設の指定管理者監査

２　監査対象　　　　公益財団法人ささえあいのまち創造基金（四日市市なやプラザ(市民活動センター・なや学習センター)）

　　　　　　　　　　市民文化部市民協働安全課（指定管理に関する事務の所管所属）
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【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　百葉箱、植木鉢等の不用品については、安全対策を講じたうえで、処分
に向けて市と指定管理者で協議を行っている。また、安全管理の観点か
ら、建物外の状況についても定期的に確認を行うよう徹底する。

【　措置済　】　　令和　３年１１月２６日

　不用品については、市と指定管理者で協議を行ったうえで適切に処分し
た。今後も安全性確保のため、定期的な確認を実施し適切な管理に努め
る。

【　措置済　】　　令和　３年　６月１７日

③　管理する樹木の中にキョウチクトウがあるが、キョウチクトウは毒性
があるので、特に注意して管理すること。

　安心して施設を利用していただけるよう、駐車場脇に植栽されている
キョウチクトウについて伐採・伐根し、適切に処分した。

２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　非常時への備えについて【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　２月　８日

 非常時のための避難訓練は実施されているものの、大型の消火器や垂直
式救助袋等の使い方を施設の職員が把握していない。非常時に使用する道
具の使い方についても訓練し、非常時を想定したシミュレーションを行っ
て、緊急時に即時に使えるようにしておくこと。

　パッケージ型消火設備・垂直式救助袋の使用訓練を、例年行っている避
難訓練と併せて実施した。今後も避難訓練時に併せて実施し、施設の職員
が緊急時に支障なく使用できるよう努める。

②　事業に要する費用の適切な支出について【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　４月２２日

　業務に使用する車の燃料費について、個人の負担とならないよう、必要
な費用については適切に支出すること。

　指定管理業務に従事する職員に対し、業務に用いた分の燃料費について
は個人の負担とならないよう、適切に支出することを周知徹底した。

③　多様な利用者への対応について【住民福祉の向上の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　手話や筆談、車いす等が必要な利用者や、外国人利用者への対応につい
て、そのスキルを引き続き職員の間で共有していくこと。

　多様な利用者への対応について、啓発パンフレット等を用いて周知して
いるほか、さらなる接遇の向上のため、令和３年度中に講師を招いての研
修を実施することとした。

②　建物内は、わかりやすいレイアウトに整備され、整理整頓も行われて
いる。一方で、建物の外では、朽ち果てた百葉箱や使用していない植木鉢
等、要不要が不明なものが放置されており、事故やいたずらを誘発する可
能性のある状況がみられた。建物外の清掃、安全管理や整理整頓について
も、指定管理者がすべきことについては、適切な管理を行うこと。
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④　事業の周知について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　３月３１日

　地域のプレーヤーを育てるということは、市全体の力の底上げになるの
で、市民活動に意欲のある人のバックアップにぜひ引き続き力を入れてほ
しい。この事業がまだ広く周知されているとはいえず、特に施設から離れ
た場所に住む市民にはあまり届いていないので、よりいっそう周知に取り
組むこと。

　市民活動や生涯学習に関する相談事業、気軽に交流できるフリースペー
ス等のさらなる周知を図るため、令和３年３月末にリーフレットを更新
し、市内全地区市民センター等に配架を依頼した。今後も、引き続き広報
紙やホームページを活用するなどして事業やイベントの周知に努める。

リスク発現の可能性があるもの

　　特になし

【市民文化部市民協働安全課】
指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　５月２４日

①　事業収支報告について、職員用の茶葉にかかる費用が人件費に計上さ
れていた。市は、事業報告の際に、適切な支出科目となっているか確認を
怠らないこと。

　改めて適正な科目で支出するよう指導を行うとともに、毎月のモニタリ
ングの際に収支関係書類の抜き取り調査、支出科目の確認を行うなど、
チェック体制の強化を図った。

【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　当該外灯については指定管理者が管理するものであるが、現在基本協定
書に記載されていないため、基本協定書中の指定管理施設の概要に記載す
るなど、指定管理業務の対象である旨を明確にするよう改める。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　令和４年度に締結予定である指定管理者年度協定書の設備内容等一覧に
おいて当該外灯を追記し、指定管理業務の対象である旨を明確にするよう
改めた。

②　防犯外灯等は指定管理業務の対象かなど、管理対象の整理が不十分な
ところが見受けられた。再度、指定管理の内容について精査すること。
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

①　指定管理における貸与備品の取扱いについて【合規性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　５月１２日

　市では、取得価格二万円未満であっても備品とする物品についての規定
が変更となったが、協定書にはそれが反映されていない。協定書での備品
の内容と、市の会計規則での備品との混同をさけるため、貸与品等に表記
を改めること。

　四日市市会計規則第１１５条第２項の規定に基づき、指定管理者と「四
日市市なやプラザの管理に関する基本協定書にかかる備品についての覚
書」を締結した。

②　不要となった備品の処分について【住民福祉の向上の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　不要なＰＣについては、令和３年度中の処分に向けてＩＣＴ戦略課と調
整を行っている。

【　措置済　】　　令和　４年　３月２８日

　ＩＣＴ戦略課及び調達契約課と調整のうえ、不用備品の利活用及び処分
要領に基づき、売却による処分を行った。

リスク発現の可能性があるもの

　　特になし

　旧式で、備品台帳から削除されたＰＣが廃棄されずに放置されていた。
不要なものはすみやかに処分すること。
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指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）設計が適正に行われないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月１１日

　配膳室前の廊下が、老朽化でクラックが多数発生するなど傷みが激し
い。今後、配膳用ワゴンが頻繁に通ることになり、傷みがよりひどくなる
ことも十分に考えられるので、状況に応じた修繕等の対応が取れるよう、
教育委員会と情報を共有していくこと。

　工事完成後、教育委員会と廊下のクラックの状況確認を行い、配膳用ワ
ゴンの通行により傷みがよりひどくなった場合の修繕の必要性について情
報共有した。

（５）施工・監理が適切に行われないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　３月１１日

①　当工事において、授業中にもかかわらず、授業に支障が及ぶような大
きな騒音を生じる工事作業が行われていたことがあった。工事を担当する
営繕工務課は、教育委員会及び学校と緊密に連絡を取り、授業に支障のな
いよう施工の調整を行うとともに、施工業者に対しても、学校と、学校行
事等によるきめ細かな作業調整を行うよう指示すること。

　授業に支障が及ぶような大きな騒音が生じる作業を実施する場合は、教
育委員会及び学校と緊密に連絡をとり、授業だけでなく、懇談会、職員会
議などの行事を把握したうえで、作業時間の調整を行った。

【　措置済　】　　令和　３年　３月１１日

②　教育委員会と密接に協議を継続し、できる限り効果的な工事の施工を
行うとともに、大規模改修工事を数年後に控え、工事担当課として、手戻
りが生じないよう、効率的な工事執行にも留意すること。

　数年後に予定されている大規模改修工事も見据え、設計段階から手戻り
などの支障が生じないよう教育委員会と協議を行った。今後も効果的かつ
効率的な工事執行に留意し、設計時に綿密な協議を行っていくこととし
た。

３　監査実施期間　　令和　３年　１月２６日

令和２年度　工事監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　工事監査

２　監査対象　　　　山手中学校給食受入施設整備ほか工事

　　　　　　　　　　都市整備部営繕工務課
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

工事中に判明した施設管理上の課題について【効率性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　６月２１日

　工事監査当日に昇降口の雨漏りが発見された。施設管理者である教育委
員会と情報を共有し、適切な維持管理を行い、学校環境の改善に努めるこ
と。

　工事中に判明した施設の不具合については、教育委員会へ速やかに情報
提供を行い、適切な維持管理や学校環境の改善に努める。なお、昇降口の
雨漏りについては、教育委員会において令和３年６月２１日に改修した。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし
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指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（５）施工・監理が適切に行われないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　２月　５日

　粉塵・防音対策用エアドームを使用した施工は前例が乏しく、適切な施
工ができているか、十分に監督、指導を行うこと。また、工期内に間に合
わないのであれば、施工の品質確保のため、適切な工期延長も視野に入れ
て監督を行うこと。

　十分な監督・指導を行った結果、資材全般の搬入遅延により明許繰越・
工期延長となったものの、エアドームの使用も含め適切な施工ができてい
ることを確認した。

（６）現場の安全管理が適切に行われないリスク 【　措置済　】　　令和　３年　２月　５日

①　工事施工場所に柵もなく、誰でも自由に入ることができる状況であ
る。子どもたちをはじめ周辺住民が事故に合わないよう、工事車両の出入
りも含め、できる限り安全管理への対応を行うこと。

　進入防止柵の設置や交通誘導員を設置する等、安全な現場管理が行える
対策を講じた。

【　措置済　】　　令和　３年　２月　２日

②　粉塵・防音対策用エアドームを使用した施工方法について、地域に周
知されていない。非常に大きな機材であり、安全面への配慮からも、地域
に周知すること。

　地域回覧にて周辺住民に周知した。

３　監査実施期間　　令和　３年　１月２６日

令和２年度　工事監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　工事監査

２　監査対象　　　　農業センター南ゾーン整備工事

　　　　　　　　　　商工農水部農水振興課
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２　３Ｅ（経済性、有効性、効率性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

エアドームの有効性について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　７月　６日

　粉塵・防音対策用エアドームの有効性について、工事完了後に評価し、
関係課と情報共有を図ること。

　エアドームの設置については、工事施工場所等の周辺状況等により限定
されるが、住宅密集区域等における施工の場合は非常に有効性が大きいこ
とを確認した。今後の工事への活用については、総合評価会議等、他部署
が集まる場にて情報共有を図っていくこととした。

リスク発現の可能性があるもの

監査結果 対応状況

（３）積算が適切に行われないリスク 【　対応状況　】　　令和　３年　９月３０日

　歩掛・単価・積算方法について複数の職員で検算し、チェックするな
ど、適切に行われていることを確認した。

【　対応状況　】　　令和　４年　３月３１日

　今後も、全ての工事について、歩掛・単価・積算方法は複数の職員で検
算し、チェックするなど、適切な事業執行に努めていく。
　また、類似工事との比較は、今回の工事については行っていないが、比
較可能な工事については引き続き比較検討を行っていく。

・積算が、適正な歩掛・単価等に基づき、適切に行われているか。

リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現）
△　三重県県土整備部積算基準に基づいて積算されており、積算刊行物に
ない物品は、３者見積りの平均単価を採用しており、検算は積算者以外の
２人の職員が行っているが、類似工事との比較は特に行っていない。
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２　監査のテーマ　　　情報セキュリティの管理について

指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査の結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）全庁的な情報システムに係るセキュリティ管理を統括する体制が整
備され、管理状況が適切に把握されているか。

【　措置済　】　　令和　３年　５月３１日

情報セキュリティ責任者等について
　情報セキュリティ責任者は各部局長が、情報セキュリティ管理者は各課
室長等がそれぞれ担当することが情報セキュリティポリシーに定められて
いるが、このことは十分に周知されていないように思われる。各部局・所
属における情報セキュリティ対策を実効あるものとするため、役職を担任
する全ての職員に対し、情報セキュリティ対策に関する知識と技術の教
育・啓発を行い、それぞれの職務・責任等に関する意識づけを徹底するこ
と。当該職員による積極的な取組みを推進するため、その教育・啓発内容
は、当該知識・技術を取得することの動機づけを確保できるものとし、丁
寧に行うこと。

　令和３年５月３１日に動画配信にて令和３年度管理職向け情報セキュリ
ティ研修を実施し、管理職に対して情報セキュリティ対策に関する役割の
意識付けや、知識並びに技術の教育・啓発を行った。今後においても引き
続き、動画配信等を活用し、情報セキュリティ対策に関する周知・啓発の
ための研修等を実施していく。

令和２年度　行政監査の結果（指摘・意見・リスク発現の可能性があるもの）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　　行政監査

３　監査対象　　　　　総務部　ＩＣＴ戦略課

４　監査実施期間　　　令和　３年　２月１０日
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（３）情報システムのサーバ等の管理は適切になされているか。 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　不用なものは廃棄するなど、サーバ室内の整理整頓を行うとともに、Ｃ
ＩＳＯ（最高情報セキュリティ責任者）および統括情報セキュリティ責任
者による現地確認を行い、サーバ室における現状の課題について情報共有
し、課題解決に向けた協議を行った。
　また、サーバ室内で作業するオペレーターとサーバを分離するなど、重
要な情報資産に相応しい方法で管理を行うためのレイアウト変更を検討し
ており、そのレイアウト変更にかかる予算については、令和４年度予算で
要求する予定である。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　サーバ室のセキュリティを高めるため、サーバとオペレーターを分離す
るサーバ室のレイアウト変更にかかる予算を令和４年度当初予算で要求
し、議決された。今後は、令和４年度に業者選定を行い、サーバ室のレイ
アウト変更を実施していく。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

②　サーバのバックアップデータの管理について
　サーバのバックアップデータについて、サーバ室とは別の場所で管理し
ており、その場所へは鍵付きの保管箱に入れて移動させている。移動準備
のため保管箱がサーバ室内の机の上に置かれていたが、その鍵も同じ机の
近接したところに置かれていた。保管箱の設置場所やその鍵の管理方法を
見直すなど、バックアップデータの管理の厳重化を図ること。

　サーバのバックアップデータを格納した保管箱の鍵の管理方法を見直
し、鍵と保管箱が近接しないよう鍵の保管場所の変更を行った。

①　サーバ室内の整理整頓について
　サーバ室内には、サーバが設置されているほかに、作業を行うための職
員がいたり、印刷機や多数の不用となったパソコン、空きダンボール箱な
どが置かれていたりして、精密機器と人と物が混在し、雑然とした状況で
あった。また、サーバラックには、機器の排気熱が他の機器の周辺に滞留
するのを防止するため、ダンボール紙による目張りがされていたり、機密
情報が載った紙類が「中古のダンボール箱」に入れられて保管されていた
りするなど、重要な情報資産を管理する方法としては相応しいとは思えな
い方法により管理がなされていた。現在のＣＩＳＯはその職に就いてから
サーバ室に入室したことがなく、その状況を確認したことがないことも問
題であると考える。
　不用なものは廃棄し、機器などの設置場所が誰が見ても一目でわかるよ
う整理整頓を行い、サーバ等の精密機器と人と物とが明確に分離されたレ
イアウトとするとともに、重要な情報資産に相応しい方法でその管理を行
うこと。そして、サーバにとって最適な環境を維持できるよう管理監督し
ていくこと。
　加えて、改修工事を伴うほどの抜本的なレイアウト変更を行うことによ
り、サーバの安全な運用と職員等の効率的な作業の実施を確保した機能的
なサーバ室を早急に実現させること。
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（５）不正アクセスやウイルスなどに対する対策は適切に講じられている
か。

【　措置済　】　　令和　３年　６月２４日

情報セキュリティに係る遵守事項の徹底について
　令和元年度に、情報へのアクセス権限を有する職員が業務以外の目的で
個人情報を閲覧したことが判明し、当該職員が懲戒処分を受けるという事
件が発生した。事件後速やかに庁内掲示板等を通じて全職員に対し個人情
報の適正な取扱いの徹底について通知しているが、このような事件が起き
るのは、職員全体の情報セキュリティに対する認識の甘さや情報セキュリ
ティに関する規範意識の低さに原因があるものと思われる。このような事
件の再発防止のためには情報セキュリティポリシーや遵守事項を定めた規
程等の十分な理解を促進することが必要であることから、実効性のある方
法で全ての職員に対し情報セキュリティ教育を実施し、遵守事項の徹底を
図ること。

　令和３年６月２４日から動画配信にて令和３年度ＩＣＴ推進員会議を実
施し、各所属の代表者を対象に業務に関係のない個人情報を閲覧しないよ
うに徹底するなど、情報セキュリティ対策に関する周知・啓発を行った。
また、抽出した所属を対象に標的型攻撃メールの訓練を実施しており、今
後においても引き続き、ＩＣＴ推進員等を通じて全職員に情報セキュリ
ティの教育を実施していく。

（７）情報セキュリティ対策の実施に係るＰＤＣＡサイクルが機能してい
るか。

【　措置済　】　　令和　３年　２月２５日

①　情報セキュリティ対策に関する監査等について
　情報セキュリティ対策に関する監査について、令和元年度の実施実績は
ない。平成３１年２月に実施した監査は、「ＩＴ推進課情報基盤整備グ
ループと業務グループ」を対象に、監査人「ＩＴ推進課課長補佐」により
行われたものであった。情報セキュリティ対策に係るＰＤＣＡサイクルを
実施し、更に高いレベルの情報セキュリティ対策を行うため、次のア及び
イに掲げる事項などに取り組み、効果的な監査・自己点検を行うこと。
ア　情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ監査実施要綱に基づ
き、監査を毎年度実施するとともに、監査対象からの独立性を確保した監
査人による監査とすること。独立性の確保のため、外部から専門的な人材
を登用することも一つの方法として検討すること。
イ　自己点検について、例えば、全職員を対象とした、自己チェックリス
トを用いたアンケート方式による点検を行うなど、その方法を工夫するこ
と。
※　自己点検とは、情報セキュリティ対策の実施状況を自ら点検・評価することをい
う。

　監査については、令和３年度の監査計画を策定し、監査対象と被監査対
象をそれぞれ別所属とすることで、監査対象からの独立性を確保した監査
人による監査を実施予定である。
　また、自己点検については、令和３年２月に全職員を対象とした情報セ
キュリティ自己点検を実施しており、令和３年度も引き続き実施予定であ
る。
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【　措置済　】　　令和　３年　４月２７日

②　情報セキュリティ委員会の実施について
　情報セキュリティポリシーでは、情報セキュリティ委員会はその必要に
応じて会議を招集するとされているが、会議がこれまで一度も開催されて
いない。ＩＣＴは日進月歩の分野であり、何か大きな問題や事故などが起
きないと開催しないのではなく、情報セキュリティ対策の全庁的（議会、
各委員会、公営企業を含む。以下同じ。）な実施状況を確認し、必要な対
策を先取りする場として、また、情報システムの運用に関して職員等が守
るべき規程を全ての職員が遵守する仕組みを作る場として、会議を定期的
に開催すること。

　令和３年４月２７日に第１回情報セキュリティ委員会を実施し、役割分
担や課題等の意見交換を行った。
　なお、この情報セキュリティ委員会は半年に１回程度定期的に開催する
こととしたため、令和３年度下期に、第２回の情報セキュリティ委員会を
開催する予定である。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）、合規性等の視点から行った監査の結果

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（２）全庁的な情報システムに係るセキュリティ管理を統括する体制が整
備され、管理状況が適切に把握されているか。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

①　情報セキュリティに係る組織体制の強化について
　業務が情報システム化され、情報システムへの依存度は大きく、情報シ
ステムの数も多くなっている。社会状況の変化や新たな脅威の発生などに
より情報セキュリティ上のリスクは常に変化しており、その変化に対応す
るためには、常に最新の情報セキュリティに関する情報を収集できる体制
が必要となる。外部の専門家を職員として任用したり、情報処理に関する
資格の取得を奨励したりして、情報通信技術に関する専門的な知見・技術
を持った職員の育成確保を図り、組織体制の強化に努めること。

　情報通信技術に関する専門的な知見・技術の習得のために積極的な研修
派遣を行っており、令和３年度上期においては１０講座を９人の職員が受
講した。下期についても研修派遣を予定しており、引き続き、情報セキュ
リティに関する知識や技術習得等職員の育成を図ることで組織体制の強化
に努める。
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【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　ＣＳＩＲＴの体制については、他の事例等を参考にしながら、情報セ
キュリティ委員会の役割を見直し、広報部門、財政部門等を所管する所属
を組み入れることを検討していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　ＣＳＩＲＴの体制について、他市町の事例等を参考にしながら、次年度
以降の情報セキュリティ委員会において、広報部門、財政部門、法務部門
を所管する所属を組み入れるよう役割の見直しについて諮っていく。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

③　ＰｏＣについて
　情報セキュリティインシデントの発生に関する情報等を受け付ける統一
的な窓口（ＰｏＣ）を当課に設置しているが、外部の者からの情報等も多
く収集できるよう、ＰｏＣが当課に設置されていることを、ホームページ
などを活用して広く周知すること。

　市ホームページに統一的な窓口（ＰｏＣ）に関する担当課の情報などを
掲載し、広く周知を図った。

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

④　情報資産の分類について
　情報資産保護のため、情報資産を機密性・完全性・可用性に基づいて分
類し、分類に応じた取扱いを情報セキュリティポリシーに定めているが、
個別の情報資産がどの分類に該当するのかを示す統一的な物差しがないた
め、当該分類に該当する情報資産の例を示すなどした運用基準を作成する
こと。

　本市の情報資産について、機密性、完全性及び可用性毎に分類し、管理
方法をとりまとめた運用基準として「情報資産の分類と管理方法」を作成
し、庁内の掲示板に公開し、職員への周知を図った。

（３）情報システムのサーバ等の管理は適切になされているか。 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　どの職員がどのＩＤカードを所有しているかは、ＩＤカード管理担当者
が管理台帳により把握しており、各職員で厳格な管理をするように指導し
ている。ＩＤカードを一元的に管理する場合、ＩＤカード使用時の運用の
煩雑さや全てのＩＤカードを盗難されるなどのリスクもあることから、引
き続き管理方法については検討していく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　サーバ室のセキュリティを高めるため、令和４年度にサーバ室のレイア
ウト変更を行う予定であり、レイアウト変更と併せて生体認証装置の導入
も行い、ＩＤカードからの切り替えを実施する。

②　ＣＳＩＲＴの体制強化について
　ＣＳＩＲＴは、当課の職員による体制となっているが、情報セキュリ
ティインシデントの発生の際には報道機関等への通知、被害の拡大防止の
ための応急措置の実施、被害に対する補償等の対応も重要となることか
ら、広報部門、財政部門、法務部門を所管する所属も体制に組み入れるこ
とにより、機動的な体制となるよう強化を図ること。

ＩＤカード管理の厳重化について
　サーバ室への入室権限を有するＩＤカードについては、それを保有する
職員がそれぞれで施錠できる机の引き出しに入れて管理している。権限を
有するＩＤカードを一元的に保管する方法などを検討し、管理の更なる厳
重化を図ること。
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（５）不正アクセスやウイルスなどに対する対策は適切に講じられている
か。

【　検討中　】　　令和　３年　９月３０日

①　認証情報の多要素化について
　情報系のネットワークにおいても、個人情報等の機密性の高い情報を
扱っているため、情報システムのログインに際し複数の認証情報を入力す
る必要がある多要素認証とすることを検討すること。

　情報系のネットワークにおいて、多要素認証を採用する場合は、約３０
００台に指紋認証装置の設置を行うなど、認証管理の負担が増大すること
が見込まれるため、情報系のネットワーク内で取り扱う情報を厳選すると
ともに、引き続き認証方法についても検討を行っていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　令和４年３月に総務省が改定した「地方公共団体における情報セキュリ
ティポリシーに関するガイドライン」に基づき、情報系のネットワーク内
で取り扱う情報を厳選し、情報系ネットワークでは機密性の高い情報を扱
わないよう庁内に周知を図るとともに、認証方法についても多要素化につ
いて引き続き検討を行っていく。

【　検討中　】　　令和　３年　９月３０日

　システムの構築や運用の制限により、当初設定したＩＤやパスワードを
変更できないものもあることから、当該システムにアクセスするまでのと
ころで、新たなアクセス権限を追加するなどの対策の検討を行っていく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　システムの構築や運用の制限により、当初設定したＩＤやパスワードが
変更できないものについては、システムを操作する端末にログインする際
に、生体認証を含む多要素認証を必須とするなど、特権ＩＤを変更せずに
セキュリティの向上に資する対策について引き続き検討する。

③　情報システムの適正な稼働の確保について
　令和２年７月には、税システムのプログラムミスを原因とする市・県民
税の課税誤りが発生し、５０名を超える納税者に税の還付又は追加徴収の
必要を生じさせてしまった。このシステムを所管する所属は、事故の再発
防止のため、プログラムを変更した際のチェックとシステムから出力され
たデータの正確性の検証・確認に努めることとしている。本市全体の情報
セキュリティ管理を統括する当課にあっては、次に掲げる事項に取り組む
こと。

②　特権ＩＤ等の管理について
　管理者権限等の特権を付与されたＩＤ及びパスワードについて、ＩＤを
利用する者を必要最小限にし、パスワードの漏えい等が発生しないよう厳
重に管理しているが、情報システムの一部にはＩＤ及びパスワードの変更
がシステム上できないものがあるとのことである。特権を付与されたＩＤ
によるなりすましが原因で情報セキュリティ被害が生じた事故事例も企業
等で発生しており、ＩＤ及びパスワードの厳重な管理のため、ＩＤ及びパ
スワードが変更できないことによるマイナスを補完できるような対策を講
じること。
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【　検討中　】　　令和　３年　９月３０日

ア　この事故は、全国標準のシステムを本市独自のプログラムに変更した
ことも一つの要因であると考える。標準的なシステムに変更を加えること
により、誤りが発生するリスクや経済性を低下させるリスクがあることを
全庁的に周知すること。

　関係各課には、標準的なシステムに変更を加えることで、プログラムミ
スのリスクが増大することや、カスタマイズ経費が別途かかることを周知
するとともに、標準システムに業務をあわせていくように運用の見直しに
ついても全庁的に周知していく。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　関係各課には、標準的なシステムに変更を加えることで、プログラムミ
スのリスクが増大することや、カスタマイズ経費が別途かかることを周知
した。また、標準システムに業務をあわせる運用見直しについては、人事
異動に伴い運用知識が形骸化されないように、システム更新の検討段階や
人事異動が発生した時に周知していく。

【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

イ　システム導入時やプログラム変更時における適正な稼働のチェックと
それができる体制の確保（システム化された業務の内容に精通した職員の
育成など）について、全庁的に徹底を図ること。

　職員をシステムのプロフェッショナルレベルに育成することは困難であ
ることから、職員と業者でプログラム変更時等にチェックする範囲や項目
を明確にし、品質確保の体制を整備していく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　品質確保の体制については、業者の品質管理担当者を庁舎内に常駐さ
せ、システム導入やプログラム変更時の納品物チェックを強化した。ま
た、職員の育成については、令和４年度に策定予定の本市のデジタル化推
進を担う人材を育成する「デジタル人材育成計画」の中で、ＩＴリテラ
シー（情報化技術、システム検証技術、業務運用設計技術）の向上を図る
こととした。
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（７）情報セキュリティ対策の実施に係るＰＤＣＡサイクルが機能してい
るか。

【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　引き続き、全部局には情報セキュリティ対策に関する情報提供等に努め
るとともに、特に教育委員会や議会については、関係所属からの情報セ
キュリティ対策等の実施状況の把握に努め、情報セキュリティの意識を高
める手法を検討していく。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　令和４年度に継続して実施するセキュリティ自己点検において、部局毎
の回答状況を基に、情報セキュリティ対策の実施状況を把握し、対策が不
十分なところについては、適切な助言を行っていく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）、合規性等の視点から行った監査の結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（１）情報セキュリティポリシーの見直しについて【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　令和２年１２月に総務省策定の「地方公共団体における情報セキュリ
ティポリシーに関するガイドライン」が改定されており、改定内容を精査
したうえで、情報セキュリティポリシーについて、適時に必要に応じた見
直しを行うこと。

　総務省策定の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関す
るガイドライン」が改定されたことから、本市情報セキュリティポリシー
との差異を確認し、改定内容の中でも必須の項目については見直しを進め
ているところである。

【　措置済　】　　令和　４年　３月３１日

　令和４年３月の総務省策定「地方公共団体における情報セキュリティポ
リシーに関するガイドライン」の改定を参考に、本市セキュリティポリ
シーを改定し、令和４年度に改定版を掲示する予定である。

（２）情報セキュリティ対策実施に係る組織体制の強化について
【有効性の視点】

【　措置済　】　　令和　３年　６月２４日

　情報セキュリティ対策をこれまで以上に確実に実施し、更なる効果を挙
げるため、情報システム管理を統括する当課だけでなく全庁一体（公営企
業も含む。）となってその取組みを推進できる組織とし、体制を強化する
こと。

　全庁的に情報セキュリティ対策の実施を進めていくため、令和３年度の
情報セキュリティ委員会の取組として、５月３１日から管理職向け、６月
２４日からＩＣＴ推進員向けに動画配信にて情報セキュリティ研修を実施
した。引き続き、このような情報セキュリティ研修の実施や、あらゆる機
会を捉えて情報セキュリティ対策への各課の意識の向上を図っていく。

情報セキュリティ意識の向上について
　部局によって情報セキュリティに対する意識に違いがあるように思われ
る。特に、学校の教諭と議会の議員は、専門家からも指摘があるように、
情報セキュリティに対する意識が少し低いのではないかと懸念される。情
報セキュリティをより強く意識し、それに対するリスクマネジメントを強
化できるよう、教育委員会及び議会における情報セキュリティ対策の実施
状況を確認したうえで、その状況に応じた適切な指導助言を行うこと。
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（３）当課の体制の維持強化について【有効性の視点】 【　継続努力　】　　令和　３年　９月３０日

　市総合計画に掲げた「スマート自治体の実現」の主旨に基づき、具体的
にいつまでに何をするかを明記した「四日市市情報化実行計画」を令和３
年度に策定予定であり、その中に「情報セキュリティ対策」についてもど
のように取り組んでいくかを記載する予定である。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　令和４年３月に策定した「四日市市情報化実行計画」に基づき、全職員
向けに情報セキュリティに関する動画研修を実施するとともに、ＩＣＴ戦
略課職員向けには実践的サイバー防御演習「ＣＹＤＥＲ」等の、より高度
な外部研修を取り入れることにより、職員の情報セキュリティに対するさ
らなる意識・スキル向上を図る。

（４）テレワーク推進のための情報セキュリティ対策について
【有効性の視点】

【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　新型コロナウイルスの感染症対応等による業務継続や職員の多様な働き
方の実現に向けた働き方改革の要請からテレワークの推進が重要な課題と
なっている。テレワークについては、業務継続という情報セキュリティの
可用性維持の観点から重要であるが、一方で、大量の、又は機密性の高い
個人情報等の取扱いに関する安全性をいかに確保するか等の課題がある。
このことから、令和２年１２月に改定された「地方公共団体における情報
セキュリティポリシーに関するガイドライン」の内容などを踏まえ、それ
に必要な情報セキュリティ対策を講じ、できる限り早く、そして強力に、
テレワークの推進を図ること。

　令和２年度から、一部の所属を対象に地方公共団体情報システム機構が
実施している自治体テレワーク推進実証実験事業の「自治体テレワークシ
ステムｆｏｒＬＧＷＡＮ」を使用した実証実験を行っている。令和３年度
については、同システムのライセンスを拡大し、新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から、出勤せずに在宅勤務ができるよう人事課にて「四
日市市職員の新型コロナウイルス感染拡大防止にともなう在宅勤務に関す
る要綱」を制定し、同要綱第１２条の情報セキュリティ対策等において、
公文書の取り扱い等について明示している。引き続き、人事課と連携しな
がらテレワークの実施環境づくりに取り組んでいく。

（５）情報セキュリティに関する情報の収集について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　３年　９月３０日

　情報セキュリティ対策は適時に講じる必要があることから、連絡窓口と
体制について職員への周知を徹底し、情報セキュリティを脅かす事象や脅
かすおそれのある事象（ヒヤリ・ハット）に係る情報については、ＩＣＴ
推進員を介することなく、気付いた職員から直接、迅速に収集できるよう
にすること。

　令和３年６月２４日からＩＣＴ推進員向けに動画配信にて情報セキュリ
ティ研修を実施し、情報セキュリティを脅かす事象の紹介などを行ってお
り、引き続き職員自ら脅威情報をＩＣＴ戦略課に報告するように掲示板で
促していく。

　当課は、市民サービスや地域社会の向上を目指すため、情報通信技術を
活用した行政事務の効率化を「戦略」的に推進するという役割を担う部署
として平成３１年度から現在の課名となった。このような当課の目的を職
員全員で共有し、「ＩＣＴ戦略」課としての風土・文化を構築したうえ
で、情報セキュリティ管理を統括する所属として、その体制の維持強化に
努めること。
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（６）インターネットの適正な利用について【有効性の視点】 【　検討中　】　　令和　３年　９月３０日

　現在導入しているフィルタリング製品において取得および作成できる閲
覧履歴の統計情報を基に、各所属長に通知する内容の検討や仕組みの構築
を進めているところである。

【　継続努力　】　　令和　４年　３月３１日

　各所属長に通知する内容について、フィルタリング製品において取得で
きる統計情報の分析を進めていく。

リスク発現の可能性があるもの

　　　特になし

　インターネットの利用について、公務と関係のないＷＥＢサイトの閲覧
の禁止を職員に対して義務付けている。当課が実施しているＷＥＢサイト
のフィルタリングを公務上、閲覧が必要であることを理由にオーバーライ
ドした件数の統計情報を所属ごとに取得し、その結果を各所属長に通知す
ることにより、この遵守事項の実効性を上げられないか検討すること。

-241-

-241-


